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第13團原塵年次大会プ貸グラム
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　（18：30～20：00）

於日本工業クラブ

第　2　日

3、月5日（水》

セッション2

　（9：00～11：40）

『原子力技術開発の

　　　　　現状と展望』

〔講　演〕

午　餐　会

　（12：00～14＝00）

通商産業政務次官所感

〔特別講演〕

　於　帝国ホテル

原子力関係映画上映

　（12：40～14：10）

　於イイノ・ホール
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開　会　セ　　ツ　シ　　ョ　ン

議 長　　加　藤　乙三郎　氏　（中部電力㈱会長）

・大会準備委員長挨拶

向坂正男氏（日本エネルギー経済研究所会長）

・原子力委員長所感

長田ザ・氏（国務大臣　科学技術庁・長官
ｴ子力委員会委員長）

。原産会長所信表明

有澤廣巳氏（日本原子力産業会議会長）



大会準備委員長挨拶

鶴本エネルギ～経済研究所

会　　長

　向　　坂　　正　　男

　　　　　　　　　‘たえません。

　　　　　　　　　　長田原子力委員長（科学

技術庁長官）初め，ご来賓の皆様，特に海外か

らご参加いただいた皆様に心から感謝の意を表

します。また本大会各セソションにおいて議長の

労をおとり戴く皆様，ならびにご意見の発表，

パネル討論を通じてご協力を賜る皆様に，厚く

御礼を申し上げます。

　さて，世界の石油情勢は，昨年のイラン革命

を契機として，急転致しました。中東湾岸第2

の大産油国であったイランの石油生産は急減し，

世界の石油需給は逼迫しました。そのため過去

1年余の聞に，原油価格は急騰し，30ドル／bb1

時代を迎えました。OPEC加盟産油国は資源
保存政策を強め，生産調節によって，原油価格

の継続的引き上げを図ろうとしています。世界

は，もはや石油の慢性的不足時代に入ったとい

って言い過ぎではありません。

　また石油の主要な供給源である中東の政治情

勢は，誠に不安定なものがあります。突発的な

事件の発生によって，石油供給の急減ないし中

断がいつ起こるか解らない状況です。このよう

な事態に対応するために石油備蓄を増強してい

く必要がありますが，基本的にはOPEC石油
への依存を軽減していく以外にはありません。

OECD諸国は，石油以外のエネルギー供給の
拡大と省エネルギーについて，共通方向へ政策

的努力を続けています。昨年6月に東京で開か

れた，主要先進国首脳会議において，この努力

を…層強化し，1985年における主要国の石
油輸入目標について合意致しました。これは一

種の石油の国際的な配分ともいえる画期的な出

来事であります。

　石油は単なる商晶ではありません。国の安全

に係わる戦略物資です。この石油供給が慢性的

不足状態に陥るならば，石油会社間に激しい商

業的な買い付け競争が起こるだけでなく，各国

政府が介入してくることは必至です。石油価格

の暴騰が各国経済に大きな打撃を毒えるだけで

なく，各国間の政治的対立，紛争にまで発展す

るととも予想されます。また開発途上国は，一

層大きな打撃を受けるでしょう。世界は経済的

のみならず，政治的混乱に陥るでしょう。我々

はこのような事態に陥ることを絶対に避けなけ

ればなりません。そのためには，石油消費の増

加を極力抑制していく以外にありません。その

責任は，主として工業諸国にあります。

　世界のエネルギー問題の解決のための工業諸

国の責任は重大です。工業諸国は低廉かつ豊富

な石油供給を基盤として，高度の産業社会を築

き上げました。その産業構造と生活様式は，エ

ネルギー多消費型です。今や世界の石油は増産

限界に近づき，やがて減産に向かうでしょう。

工業諸国は，これまでに蓄積した高度の工業技

術を駆使して，石油に代わるべきエネルギーの

供給を増大するとともに，エネルギーを効率的

に利用する生産装置，輸送手段，家庭機器を開

発しなければなりません。意業諸国が，このよ

うな技術進歩に大きな業績を上げるならぽ，そ

れは，開発途上国の経済発展に利するところが

大きいと考えます。農業増産，工業化，人口の

都市集中が進んでいる開発途上国にとり，エネル

ギーの確保は極めて重大です。工業諸国はこれ

を援助すべきです。

　石油に代わるべきエネルギーとしては，原子

力，石炭，天然ガスなどすでに実用化されている

ものと，石炭，タールサンドなどからの合成石

油，深部地熱の利用など，まだ今後の技術開発

にまつべきものとがあります。これらを見ると，
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当面，エネルギー一代替の最も大きな分野は，発

電用燃料ということになります。特に日本で

はそうですρ従って，原子力開発の順調な進展

に期待するところ大なるものがあります。

　ところが原子力開発は遅れがちです。現在世

界で稼働中の原子力発電設備容量は，およそ

1億3，000万kWで，また，建設中のものは
2億2，800万kWです。わが国は，それぞれ

1，500万kW，585万kWなりました。しか
し各国政府や電力i業界の計顧に比べると建設の

進捗は大幅に遅れております。特にアメリカの

カーター大統領の核拡散防止政策とスリーマイ

ル島原子力発電所の大事故によって，原子力開

発に大きなブレーキ・がかけられてしまいまし

た。原子力開発が遅れれば遅れるほど，産油国

の資源保存政策を有利な状況に置くことになり

ます。我々はエネルギー危機を克服するために，

原子力発電に新たな決意をもって当らなければ

ならないと考えます。

　．1980年代は代替エネルギーの中心的役割

を演じる原子力開発の基盤をしっかり固める時

期です。そのために軽水炉の定着化，濃縮およ

び再処理技術の産業化を進めなければなりませ

ん。スリーマイル島原子力発電所事故の経験を

十分に今後の安全対策に活かすことが重要です

し，またINFCE報告を受けての核拡散防止
のための国際的保障措置についての研究も欠か

せません。さらに放射性廃棄物について低レベ

ルの処分方法と中高レベル処理の研究開発につ

いて総合的な推進体制を確立することが急務と

なっています。

　以上のような状況認識に立ってゾ第13回原

産年次大会のプログラムを次のように立てまし

た。お手元の資料にありますように，第1日は

長田原子力委員長の所感と有澤原産会長の所信

表明を戴いた後，　「国際エネルギー一情勢と原子

力開発」をテーーマとした，第1セッションに入

ります。このセソションでは，激動するエネルギ

祠晴勢を踏まえ，各国がとっているエネルギー

政策の現状と見通しをレビューし，その中で特

に原子力の役割を明らかにしょうとしています。

EC，　1EA，フランス，ソ連，アメリカおよ
び日本の原子力界などの指導的立場にある方々

から示唆に富んだ報告が行われましようQ

　第2日午前の第2セッションは「原子力技術

開発の現状と展望」をテーマとしています。石

油代替を進める上で軽水炉の安定操業を図り，

また核燃料サイクルを確立することが：重要です。

さらに新型動力炉の開発の成功と原子炉の熱利

用への展開によって，原子力利用体系が整うの

であります。本節ッシ3ンでは軽水炉の定着化，

産業化の段階に達した濃縮，再処理技術，実用

化に向けて基盤を固めつつある新型動力炉開発，

原子炉の多目的利用について，日本の現況と展

望が報告されます。

　第2日午後の第3セソションにおけるテーマ

は，　「原子力産業の展開と核不拡散」でありま

す。INFCEは終了し，その結論を2国間協
議等にどう反映させていくかに論議の焦点は移

りました。また8月に予定されている：NPTの第

2回再検討会議を契機として，原子力平和利用

の国際的展開は新たな段階を迎えます。本セッ

ションで｝ま，今後の原子力産業の健全な発展と

核拡散防止のための国際的枠組みの具体化につ

いて，各国代表による討論を行います。

　第3日の午前，第4セッションは「放射性廃

棄物の処理処分」をテーマとします。この問題

の解決は各国共通の課題であります。本セッシ

ョンでは，この問題に関し，まず国際機関の代

表から現実を踏まえて，今後の方向を示唆する

報告がなされたのち，わが国の諸対策の早期確

立を目ざして，専門家による意見交換を行います。

　午後の第5セソションは「原子力発電の安全

性」がテーマであります。まずスリーマイル島

原子力発電所事故の教訓を活かして，わが国で

はどのような安全対策を講じつつあるかの報告

がなされます。ついで海外におけるこの事故の

受け止め方について，爾ドイツの報告がな：され

ます。その後，原子力発電の安全性に関する国

内外の基本的な考え方について，共通認識の確

立を召ざして，専門象による意見交換を行います。

　以上本大会のプPグラムの概要をご紹介しま

したが，3日間にわたる内外の歯並的立場にあ

る皆様の報告と活発な討議から，今後原子力の

開発利用を進める上にきわめて有益な示唆がえ

られるものと確信しております。

　この年次大会が最：後まで円滑に運営され，所

期の成果を十分収められるよう，皆様方のご協

力，ご支援をお願い申し上げて，大会準備のご

報告かたがた，ご挨拶とさせていただきます。
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原子力委員長所感

圏務大隠科学技術庁長官

原子力委員長

　長　　田　　裕　　二

　本日ここに，Ei本原子力

産i業会議の第13回年次大

会が開催されるにあたり，

有澤会長を初め内外からご

参集の皆様方に対し，心か

らお祝いを申し上げますと

ともに，わが国の原子力研

究開発利用を巡る諸問題につきまして，私の

所感の一端を申し上げたいと存じます。

　今回の年次大会は，　「原子力開発：エネルギ

ー危機への新たな挑戦」というアーマの下で開

催されると聞いておりますが，エネルギー問題

は，今や世界各国がともにその解決に向けて緊急

に敢り組まねばならない大問題であり，わが国

としても先進国の一員として，世界のエネル

ギー事情の安定化に大いに寄与していかなけれ

ぽならないと考えます。

　申すまでもなく，エネルギ～の安定供給は，

国民生活の維持向上および社会経済の発展に必

要不可欠であり，資源に乏しいわが国としては，

今日の流動的な国際石油情勢の下で，輸入石油

の安定的確保に努める一方，石油消費の節減と

石油代替エネルギーの開発および導入を積極的

に推進していく必要があります。こうした観点

から，政府と致しましても，石油代替エネルギ

ー対策を来年度施策の中でも最重点施策として，

強力に推進することとしております。

　原子力は，皆様ご高承の通り，わが国におい

て石油代替エネルギーとして最も期待されてい

るものであります。原子力の研究開発利用につ

きましては，過去20年余りにわたり，国の重

要施策として推進して参りましたが，関係各界

の皆様方のご熱意とご努力により，今日，着実

な進展をみておりますことは，誠に慶びにたえ

ません。

　即ち，原子力発電につきましては，現在運転中

の発電所の設備容量は，10年前に比べて10

倍あまりに当たる約1，500kWで，アメリカ
に次ぎ世界第2位の規模に達し，総発電規模に

占める比率も12％を越え，すでに電力の安定

供給に不可欠の存在となっております。

　また，原子力の研究開発の面におきましても，

昨年の秋には，自主技術によるウラン濃縮パイ

ロット・プラントが運転を開始致した他，近く

東海再処理施設も本格的な運転に入る予定であ

ります。この他，再処理につきましては，先日，

民間の再処理会社が設立されたところであり，

わが国の自主的な核燃料サイクルぽ，その確立

に向けて大きく前進してきております。さらに，

将来の発電炉として期待される新型動力炉の開

発も順調に進められており，新型転換炉につき

ましては，原型炉「ふげん」の定常運転が順調

に行われているところであり，高速増殖炉につ

きましては，昭和55年度において，原型炉
「もんじゅ」の建設着工が予定されております。

　このような原子力の研究開発利用の現状を踏

まえて汐今後，エネルギー供給源としての原子

力に対する国民の期待に応え，原子力発電の拡

大等の原子力利用を促進していくためには，次

のような国の内外にわたる原子力を巡る諸課題

に，国の総力を挙げて対処していくことが必要

であります。

　まず第1の課題は，原子力に対する国民の信

頼を確保し，原子力発電所等の立地を推進する

ことであります。

　すでに申し土げました通り，わが国の原子力

発電規模が世界第2位まで成長したとはいえ，

必ずしも計画どおりに立地が進められているわ

けではありません。今後政府の饅標通り5年後

に3，000万kW，10年後に5，300万kWに
に拡大していくことも決して容易とは申せませ

ん。この最大の理由は，国民の安全性に対する

種々の不安が完全には払拭できていないことで

あり，このような原子力の安全性に対する不安
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に誠意をもって応え，国風が安全性を実感と

して理解できるようにすることが，ますます重

要であると考えられます。このため，従来から，

原子力安全委員会を中心に安全確保対策を強力

に実施してきたところであり，これを大前提と

して原子力開発を推進して参ったわけですが，

今後とも，国および民間が一体となって，安全

性，信頼性の向上に努めつつ，原子力発電所等

の安全運転の実績を積み上げていく必要があり
ます。

　また，原子力発電所等の設概者と国民の麗な

初め，政府，地方自治体，産業界等関係者相互

の十分な意志疎通に努め，信頼関係を築いてい

くことが：重要であり，特に，個別の立地地点に

おきましては，地元住民の意見を行政に反映さ

せるよう引き続き努めるとともに，地元におけ

る固有の事情に配慮しつつ，きめ細かな対策を

講じて参りたいと思う次第であります。

　私は，このよう脚な努力の積み重ねが，原子力

に対する国民の信頼を確保し，立地難の打開に

つながるものと確信し，今後このための施策を

引き続き強力に推進して参る所存であります。

　第2の課題は，原子力研究開発計画の円滑な

遂行を図るため，十分な資金を用意することで

あり，またそれによって得られる成果の実用化

を促進することであります。

　原子力委員会は，…昨年9月，内外の諸情勢

を踏まえて，1980年代を見通した，わが国
の原子力研究開発利用の指針とすべき長期計画

を決定致しました。今後，同計画に沿って，期

待される原子力発電の拡大に対応し，自主的な

核燃料サイクルの確立，あるいは高速増殖炉等

新型炉の開発等のための研究開発を精力的に推

進する必要があり，このためには十分な資金の

確保が焦眉の課題であります。幸いにして，来

年度におきましては，現下の厳しい財政事情に

もかかわらず，皆様方のご支援を戴きまして，

原子力研究開発予算が大幅に拡大される見通し

であり，これを大きな励みとして，今後の研究

開発が十分な成果を上げ得るよう，その効率的，

かつ，計画的な遂行を期しております。

　さらに，これらの研究開発の成果の民間への

円滑な移行も重要な課題であります。わが国の

原子力分野における研究開発の多くは，これま

で国が主体となって進めて参りましたが，今後

の研究開発の進展を考えますと，プロジェクト

によっては，これまでの政府主導型の研究開発

から民間主導の産業として移行していく時期を

迎えることになります。このため，研究開発を

推進する国およびその成果を受け継ぐべき産業

界それぞれが，密接な連絡を取りつつ，研究開

発成果の実用化を促進するために所要の体制の

整備等を進めることが期待されます。

　第3の課題は，原子力の平和利用と核不拡散

との両立をめぐる国際問題への適切な対応であ

ります。

　ご承知のとおり，原子力を取り巻く国際情勢

は，近年，核不拡散強化の動きが強まる傾向に

あります。

　そのなかで，核拡散の：危険を防止しつつ，原

子力平和利用を促進するための方策について，

六十財力国の専門家が参加し，この2年余りに

わたり検討が進められてまいり豪した国際核燃

料サイクル評価，即ち1NFCEにつきまして
は，2月末に終了し，各国の考え方の集約に成

功するとともに，再処理等を前提とするわが国

の原子力研究開発利用の推進上支障のない形で

まとめられましたことは，誠に喜ばしい次第で

あります。

　しかしながら，1NFCEの結論は，参加国
政府を必ずしも拘束するものではなく，今後，

その成果を踏まえて行われるいくつかの2国間
交渉等を通じて，核拡散の防止と原：子力の平和

利用を巡る新しい国際秩序が形成されていくこ

とになります。従って，わが国としては，すで

．に進められている関係国との原子力協定の改

訂交渉，国際プルト温ウム貯蔵制度等に関する

多国間協議等におきまして，核不拡散のための

国際協力にはできる限り積極的に貢献するとの

基本姿勢は堅持しつつも，わが国の原子力平和

利用がそのために損なわれないよう適切に対処

し，関係国の理解を求めていく所存であります。

　以上，簡単ながら，最近のわが国の原子力研

究開発利用をめぐる内外の諸問題とそれらに対

する今後の棊本的方向について申し上げました。

　今後，こうした諸課題の克服に向げて最：大限の

努力を傾注して参る所存でありますが，民聞の

皆横組のこ支撲，ご協力なくして，これらに適

切に対応し，わが国の原子力研究開発利用の円

滑な進展を図ることは望むべくもありません。
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従前にも増したこ拙導，ご支援を賜わりますよ

うお願い申し上げます。

　最後に，本大会におきましては，多数ご参加

の内外の有識者，專門家の方々の間で，活発な

意見交換，忌欄のない提言がなされ，本大会が

盛況のうちに成功を収められんことを祈念いた

しまして，私の挨拶とさせていただきます。

　　　加藤議長
　　　　ただ今の長田大臣のこ所

讐磯叢感の中で，エネルギ澗題

　　　は世界各国がともにその解

　　　決に向けて緊急に取り組ま

　　　ねばならぬ大きな問題であ．

　　　駒慶特に資源の乏しいわが国

　　　としては，将来のわが国の

命運を左右するものとして官民が総力を挙げて

対処しなければならぬ国家的課題であり，石油

代替エネルギー対策，なかんずく原子力の推進

は政府の来年度施策の中でも最重点施策として

強力に推進したいとのご見解を承わり，我々原

子力に携わる者にとりまして，力強く感ずると

同時にその責任を痛感致す次第です。
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原産会長所信表明

．瞬本原子力藏業会議

会　　長

　有　　澤　　廣　　巳

　日本原子力産業会議第

13回年次大会を開催する

にあたり，一言ご挨拶申し

上げます。

　1980年代初めのこの
重要な時期に，国内並びに

海外各国の原子力開発に重

責を担っておられる皆さんと一一堂に会して，種

々の問題を討議できますことは，私どもの大き

な喜びとするところであります。

　昨年6月に開催された東京サミソトでは，石

油輸入量の目標設定と石油代替エネルギー源の

開発など，工業先進国としての石油節約強化の

ための「東京宣言」が発表されました。しかし，

その後のOPECによる原油価格の高騰と産出

量削減の表明は，第2次石油危機と呼ばれるに

至り，これは縁本経済のみならず世界経済に大

きな影響を与えつつあります。しかもこのような

状態は今後も続くばかりでなく，ますます深刻

化すると見なければなりません。このような情

勢で始まった1980年代は，今日の産業の活
力と生活の豊かさを窯1世紀にいかにつなげる

かの正念場であると言えます。

　第二次石油危機が世界各国経済に与える影響

もさることながら，エネルギーに占める石油依

存度の高い日本への影響は，最も大きいと申し

ても過言ではありません。それ故に日本は，強

力で大規模な脱石油対策を率先して進めなくて

はならない国であり，その対策の手本となるべ

き国でありましよう。

　脱石油対策には，省エネルギー対策と石油代

替エネルギー源開発があります。日本での省エ

ネルギーは，政府指導の下にあらゆる分野で進

められており，その成果は徐々に上がってきて

おります。しかし，私はなお一段と厳しい省エ

ネルギーの覚悟を，国民に求めなければならな

いと思います。

　代替エネルギー源の開発には，現在多くのプ

ロジェクトが考案され推進されております。そ

の中にあって，日本，アメリカ，西ドイツの，

3力国で進めております石炭液化共同開発プロ

ジェクトは，1日の石炭処理量が6，000tの
実証プラントを1985年に運転させる計画で，

実用プラントは1990年代初期になると考え
られております。また第…次石油危機直後に通

産省が着手しました太陽熱発電開発も，10万

kW級の実証プラントが1990年頃運転を開
始する計画です。

　これらの開発は，長期対策としてそれぞれ強

力に推進されなければなりませんが，当面の対

策の対象にはなりません。今すぐ利用できる実

用化されている代替エネルギー源は，原子力発

電です。フランスでは，今後建設される発電所・

をすべて原子力発電所とする政策が進められて

おりますが，日本ではそれに加えて，現在稼働

中の石油火力発電所をも原子力発電所と置き換

』えていくほどの対策を策定してゆかなくてはな

りません。

　日本の原子力発電所は，昨年新たに3基，・計

345万kWが運転を開始しました。これによ
り，原子力発電所の設備容量は，総発電容量の

12％に達し，合計で21基，約1，500万kW
となりました。建設計画が多少遅れ気味である

とは言え，この時期に1，500万kWの原子力
発電所が運開していることは，わが国にとって

誠に幸いなことであります。

　しかしながら，昨年3月の米スリーマイル島

原子力発電所事故によるPWRの総点検や，そ
の後相ついで起きた原子力発電所のトラブルに

より，残念ながら54年の平均設備利用率は

50％を割るに至りました。現在の1，500万

kWの原子力発電所の設備利用率を20％上昇

させると，年間600万klの石油を節約する
ことができます。わが国の農業が消費する石油
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が上聞500万k1であり，漁業が使用する石
油が年間620万krであることを考えますと，
原子力発電所の設備利用率の向一Lを図ることは

極めて重要な意義をもっております○

　このためには，原子力炉機器の改良，品質管

理の強化，運転員の訓練強化，安全性研究の積

極的推進はもとより，定期検査の合遡化，短縮

化を一層進めるための第三者機関による検査体制

の充実，原子炉運転デ…タを収集，解析するシ

ステムの設立など，国としても，産業界として

も，今まで以上に積極的に真剣にその対策に取

り組まなくてはなりません。原子力発電所の安

：全：性の確保，並びにその下における設備利用率

の向上は，石油確保のように難かしい相手のあ

る問題と異なって，技術開発の問題であり，

管理の厳正化の問題です。それは私どもの決

意と努力次第で，その目的を達成することがで

きるはずの問題であります。設備利用率が今日

なお低水準に低迷しているのは，原子力関係者

の努力の不足だと言われても弁解の余地はない

と思われます。

　石油代替濫ネルギーの本流は原子力と石炭の

利用にありますが，日本として原子力発電を一

層推進するために，今急がなくてはならないこ

とは，原子力発電所の立地の確保であります。

現在，電源開発調整審議会で承認され，原子力

安全委員会および通産：省の設置許可待ちとなっ

ている7つの原子力発電所は，いずれも既存の

サイト内の増設分であります。原子力発電をさ

らに推進するためには，既存のサイトでの増設

もさることながら，新しい立地地点の確保を進

めなくてはなりません。

　そのためには，地域住民との合意，並びに地

域団体の協力を得るという点で新しいユニ夫や努

力が必要であり，また地域振興についても，原

子力立地が地場産業の計画的発展につながるよ

うな，地域住民の生活に直接かかわる対策を十

分考慮すべきであります。

　また安全性については，国で定めた規準によ

る技術的な安全評価は確立しておりますが，今

後はますます社会的な安全性の概念が重要であ

り，モニタリング体制，防災計画など，地域住

民の心理を考慮に入れた，地域的側面からの安

全確保政策も充実していくことが必要と思われ

ます。

　このような意味において，新しい安全規制体制

の下で初めて開かれた，原子力安全委員会主催

の高浜，福島での2つの公開ヒアリングは，安

全委員会が国民の付託に応える重要な手続きの

一つであります。私は，この制度が定着化され，

地域面面の意見が原子力行政に反映されること

によって，源子力発電に対する地元住民の理解

と信頼が一層高まることを期待するものであり
ます。

　さてわが国では，将来の原子炉として高速：増

殖炉の開発を進めておりますが，高速増殖炉が

実用化されるまでの軽水炉との中閥炉として，

新型転換炉の開発も鋭意進めておりますことは，

皆さんもよくご存知のことであります。

　高速増殖炉については，現在実験炉「常陽」

が熱出力を5万kWから7万5，000k：Wに増
強し，この2月より連続運転を行っている他，

電気出力＄⑪万kWの原型炉「もんじゅ」が，

55年度から建設に入ることとなっています。

高速増殖炉の開発は，ウラン資源の有効利用を

行なうためにも，早急に進めなくてはなりません。

　電気出力16万5，000kWの新型転換炉
「ふげん」は掌昨年の3．月に運転を開始して以来

順調な運転を続け，昨年1鷺月末で設備利用率

は85．6％に達しております。　「ふげん」の次

の段階である60万kW級の実証炉については，

55年度に実施される新型転換炉のチェソク・

アンド・レビ画一で検討されますが，建設主体

の明確化と産業界としての積極的協力を必要と

しています。

　以上のように，現在から将来にわたっての原

子力発電を推進する上で種々の課題が残されて

いますが，そのうち，世界的に対策が進捗して

いない分野に放射性廃棄物問題があります。，放

射性廃棄物対策は，その時間的スケールを子孫

にまで広げて十分な検討をしなければなりませ

ん。特に高レベル廃棄物についてのわが国の研

究開発は，他の先進国に比べ遅れております。

廃棄物処理・処分に関係する多くの学問分野の

助力の下に，強力な研究開発体制の確立を急ぐ

必要があります。

　また廃棄物の処分についての考え方，処分方

法が，各国まちまちであっては，将来に対して

不安を残すことになります。廃棄物処分対策は

世界的な視野に立って行われる必要があり，こ

亀
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のために国際的フィロソフィ～や規準を早急に

確立する必要があります。現在，国際原子力機

関，OECD・NEAで検討が進められており
ますが，各国がより積極的にその検討に協力し

ていくことが不可欠であります。

　次に核燃料サイクルについてですが，日本ば

原子力開発当初から，その確立を甜旨して研究

開発を進めてまいりました。そして昨年は，そ

の核燃料サイクルに関して大きな成果を上げた

年でありました。まず9月に，入形峠の濃縮パ

イロット・プラント工場が運転を開始し，12月

には3％低濃縮ウラン300k9を生産するに
至りました。今後の計画としましては，今年夏

には今までの1，000台に加えて，3，000台
．の遠心分離機が運転を開始し，昭和56年夏に

はさらに3，000台を加え，遠心分離機7，000
台の濃縮パイロソト・プラントがフル運転を開始

することとなっています。

　東海再処理工場にっきましては，約1年間の

修理が完了し，昨年11月に運転を再開しまし

た。この工場では，今までに32tの使用済
み燃料が処理されております。また今月初めに

は，民営の第二再処理工場の建設母体である

「日本原燃サービス株式会社」が設立されまし

たことは，日本の原子力産業にとって大きな前

進となりました。

　このように，日本の核燃料サイクルは，小規

模であるにせよ一応完結したと言うことができ

ます。あとは規模の拡大を待つばかりですが，

しかしわが国としては，自国のみの供給確保を

考えているのではありません。むしろこの面で

も，諸外国との相互連携が必要であると考えま

す。

　さて，過去2年半にわたり検討が続けられて

いたINFCEは，ちょうど先週，最終総会を終

え，すべての作業が終了致しました。INFCE
の検討を通じて，原子力平和利用の促進に対す

る今まで以上の深い理解が得られたとともに，

この開発に障害を一与えることなく，効果的な核

拡散防止の措置が可能であることが国際的な場

で確認されましたことは，大変有意義なことで

あります。

　原子力開発に核不拡散が欠くべからざること

はもちろんで，わが国としては保障借置の強化

のための技術開発等に，積極的に協力していく

ことに変わりはありません。また核不拡散のた

めの国際制度である飼際プルト嵩ウム貯蔵構想

についても，その実現に蝸たっては，わが国と

しても積極的な協力を惜しまないでありましよ
う。

　1980年代は，世界の政治，経済にとって
転換期であると言われています。しかしどのよう

な転換が起ろうとも，それを乗り切っていくた

めの国際協力の必要性は絶対的であります。一

国のナシ貰ナル・ポリシイ…に固執することに

よって，国際協力に破綻をきたすようなことが

あってはなりません。ナショナル・ポリシィー

はその国にとって必要であるに違いあり、ません

が，しかしそれに創意工夫を加えることによっ

て，国際協力との調整を図ることは可能である

と考えます。このことは原子力においても同様

であります。むしろ原子力開発における国際間

での積極的な協力こそが，核不拡散を強化する

ことになると同時に，エネルギー・セキュリティ

ーを高めていくことになると確信しております。

このため，濃縮サ…ビス，再処理サービスなど，

核燃料サイクル・サービスについて，国際的ネッ

トワークを考えていくことも必要であろうと思

います。

　ことに独自の核燃料サイクルの完結をみるに

至った今日，日本としては原子力先進国として

の義務を負うことになったことを，心に銘記す

べきであります。それは，国内外に対して核拡

散防止に積極的なイニシアチブをとることであ

り，また平和利用における国際的な協力を，率

先して進めなくてはならないということであり

ます。その具体策の一つとして，臼本は諸外国

に対し，自国の核燃料サイクルによるサービス

を求められれば，これを提供すべきであります。

　今年8月には，第2回NPT再検討会議が開
催されます。核拡散とは，核兵器を保有する国

が増加することを指すのは当然でありますが，

すでに保有している国が，核兵器の増量，性能

の向上を図ることも，いわゆる垂直的な核拡散

であります。核兵器保有国はこのことを充分認

識し，NPT第6条に謳われている如く，核軍
縮を真剣に進めるべきであります。

　またNPT再検討にあたり，その結果がNP
T自身を陳腐化させることのないよう，第4条

の如く非核兵器保有国，特に開発途上国の原子
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力開発の必要性を十分尊重すべきであります。

　核拡散を防止しつつ原子力開発をさらに進め

るためには，各国の努力はもちろんのこと，I

AEAの役割が一層重要となります。保障措置
技術の改善，核不拡散を効果的に保障するため

の国際制慶の検討，さらに活発化が予想きれる

国際協力における調整など，IAEAの役割と
責任は一一層大きくなります。認識を同じくする

各国とともに，わが国も今まで以上にIAEA活

動に積極的に協力支援するとともに，IAEA
の機能強化を図るべきであります。今後の原子

力開発を円滑に推進するためには，IAEAの
活動が大きく寄与すると確信しております。

　第13回年次大会は，　「原子力開発一エネル

ギー危機への新たな挑戦」と題して，ますます

緊迫化する国際エネルギー情勢下で，原子力開

発をいかに推進すべきかについて，国内外の権

威者による意見交換が行なわれます。今回の年

次大会にも，海外から多くの方々が参加して

おられますが，ことに本大会を意義あらしめる

ためにご参加いただきました発表者の方々には，

心から御礼申し上げます。

　皆さんの積極的なご参加により，本大会が多

くの成果を収めるよう念願して，私の挨拶を終

わります。

加藤議長

　ただ今の有沢会長の所信表明の中でわが国で

は原子力発電の推進，そして現実的な稼働率向

上こそ石油節約の最短の対策であり，また，原

子力平和利用の発展と国際的核不拡散の両立の

ためには，国際制度の検討と国際協力の調整な

ど国際機関の機能強化が必要であり，わが国も

積極的に協力支援すべきであるというご見解を

承り，非常に心強く感ずると同時に，我々原子

力に携さわる者にとりましてその責任の重大さ

を痛感する次第であります。
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セッション1「国際エネルギー情勢と原子：力開発』

　　　　　　（講　　演）

議長稲葉秀三氏（産業研究所埋事長）
。国際エネルギー情勢と欧州における原子力開発

　　　　　　　L．ウイリアムズ　氏　（EC委員会エネルギー総局長）

・短期・長期のエネルギー市場一．IEAの見通し
　　　　　　　J・レデ・ガ・ン氏（OECD国際エネルギー機関エネルギー経済。分析部長）

議　　　長　　山　口　恒　則　氏　（四国電力㈱社長）

・国際政治とエネルギー外交

　　　　　　　牛　場　信　彦　氏　（外務省顧問）

・フランスにおけるエネルギーの選択

　　　　　　　R。カ　一　ル　氏　 （フランス電力庁理事）

・ソ連における原子力開発の主要方向

　　　　　　　E・クー・フ氏（ソ連原子力利用国家委員会副議長・原子力総局長）

議　長金森政雄氏（三菱重工㈱社長）
・アメリカのエネルギー政策と原子力の役割
　　　　　　　J・ク・フォード・J・氏（アメリカエネルギー省原子力担当首席次官補代理）

。わが国のエネルギー問題と原子力発電

　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済団体連合会エネルギー対策委員長
　　　　　　　白　澤　富一郎　氏　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本原子力発電㈱会長、

。原子力立地の現状と今後の進め方

　　　　　　　笹生　 仁氏（日本大学生産工学部教授）



国際エネルギー情勢と欧州における原子力開発

EC委員会
エネルギ～総局長

　L．ウイリアムズ

翻ζ》躍欝饗1

幽麟欝欝1灘1
味で非常に卓越した機会を提供したと言えます。

もちろん，国際エネルギー機関（IEA）を通
じても緊密な関係が保たれており，その事情に

ついては後程1EAのレディングトンさんから
ご発表があるはずです。

　今回のよFうな会議は我々の共通の問題につい

てより詳しく検討できる大変貴重な機会だと思

います。私はエネルギ…に関する我々ECの成

功と失敗を率直に分析し，将来の展望について

お話ししたいと思います。原子力を慎重に，引

き続き拡充していくことは，暗い将来を明るく

するために必要な一つの方法であると思いま
す。

　日本と同様にECは輸入石油への依存度が高

く，現在総エネルギー需要の47％を占めるに

至っており，1980年には石油輸入額がほぼ
1，000億ドルにも上ると考えられています。

これは巨大な富の産油国への移転を意味してお

り，ECの立場から見れば輸入石油に代わるも

のへの投資能力の減少を意味します。1990
年までに輸入石油依存度を，現在の47％から

35％に下げることが目標とされています。も

ちろんこれだけでは不十分であり一，その後も依

存度を下げるべく努力をしていかなげればなら

ないと考えています。できれば今世紀末までに

は30％以下に下げたいと思っております。こ
れは0やEC諸国における自国の石油資源の寿命

を延ばしたいという政策にも合致していると思

います。

　ECはエネルギー問題に対処する上で幾分の

成功をしております。私どもの全エネルギーに

おける輸入依存度は1973年の第1次石油危
機以前の63％から現在54％に下がっていま
す。これは主に原子力の利用，北海油田の発見

および天然ガスの使用増によるものです。

　1973年から78年までの6年の間に，エ
ネルギー消費を増やさずに12％の経済成長を

遂げました。私どもは，石油の輸入目標を，78

年レベルあるいはそれ以下に抑えるという東京

サミットの取り決めに従い，その目標を達成し

ようとしております。

　価格体系はエネルギ…政策の成功にとって非

常に重要だと思います。ECでのプレミアム・

ガソリンの平均ドル価格は税込みで1973年

よりも135％上がっており，アメリカより約
2．5倍高価になっています。日本のガソリンの

値段も急激に引き上げられていると聞いており
ます。

　同様にディーゼル・オイルの場合は160％，

対米比2．2倍，暖房用石油が330％，対米比

2倍，燃料石油が310％，対米比1．3倍です。
比較は必ずしも容易ではありませんが，ヨーロ

ッパでは消費者が世界中のどの工業国よりも石

油に高い価格を支払っていることは明らかです。

　一方，あまり目立った進捗のなかった分野も

あります。まず第1に，一部のEC加盟国の原

子力計画が予定よりも数年遅れており，新たな

る刺激を与えることが急務になっています。こ

の点については先程長田長官も指摘されました

ように，安全に対する大衆の懸念には十分に留

意しなければなりませんが，同様に大衆，国会

あるいは労働組合の人々に対して，最もやかま

しく言われている安全性に対する懸念は誇張さ

れており，少数派の意見であること，我々の社会

がエネルギー供給不足になった場合直面する大

きな危険を無視したものであることを示す必要

があります。また，原子力政策の面では廃棄物
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処分に十分な備えが必要です。ECではその検

討を進めており，特に適切な処分地点を検討し

ています。そのうち満足のいくような解決策が

出るものと確信しております。

　私は科学者ではありませんが，敢えて言いた

いことはエネルギーが直面している科学技術の

一連の諸問題の中で放射性廃棄物の問題は大き

な問題ではないが／」＼さな問題でもないというこ

とです。

　第2に，現在のエネルギー節約方策によって

エネルギー総需要が10％以上も減少している

わけですが，さらに産業，ビル，自動車輸送の

分野における消費量を滅らすための努力が必要

です。自動車メーカ一一は1985年までには燃

料消費が現行車種よりも10％少ないものを出
すと言っております。私は，長期的にはこの数

字がさらに相当引き下げられるよう，燃料消費

が改善されることを期待しています。もう一一つの

重要な分野に地域暖房があります。これは特に1

次エネルギーを電力に転換する上で浪費されて

いる廃熱を利用する考え方です。EC加盟国の
うちデンマ㎞ク，西ドイソはこの分野での開発

が進んでおり，我々としてもそれを推進したい

考えです。もちろん，これは日本にとっても関

心の高い分野です。

　第3に賢到Cの消費者向け価格は高いと申し
ましたが，常に実質上高価格を保ってきたとい

うわけではありません。現在ある国において，

一ECも例外ではないのですが一1973年に
おけるより少ない時間の労働によって100
galのガソリンが買えます。

　EC内では現在消費者物価が国によってかな
り異なっていますが，それは国により歴史的に税

制が違うからです。言うまでもなく，均斉のと

れた価格を目ざし，それらを実質的に維持して

いくという政策を推めていく努力が必要だと思

います。従って，要約しますと，起0エネルギ

ー問題に対処する上で…部成功はしているもの

のまだ多くの残された課題を抱えていると言う

ことでしょう。

　さて今度は世界的な視野に立って述べてみた

い髄と思います。

　疑いもなくすべてのエネルギ・一消費国の将来

の政策は，OPECの石油生産が実質的に現在
のレベルよりも増加することはほとんどない，

また，時には石油生産が減少するという見通し

に基づくべきです。世界は発展途上国，先進国

を問わず，影響を与える大規模で長期的な不況

をこうむることなく早急かつ十分にこの状態の

変化に対処できるでしょうか。

　いわゆる第2次石油危機というものが，急激な

OPECの石油減巌によるものでないことに留

意すべぎでしょう。他のOPEO諸国は実質的
にイランの減産分を埋め合せたわけです。第2

次石油危機の真相は我々の継続的な石油需要欲

求によるものであり，世界的石油需要欲求が中

東の危機を一次的に刺激した結果です。

　アメリカのエネルギー政策はすべての予測の

中で，もちろん主な要因となるものです。アメ

リカ政府は1990年までに石油輸入量を1日
450万bbl以下に下げる予定にしております。

’今までの傾向からすれば輸入量は1日1，200

万bblにも達するとも思われましたが，今では

このような数字は不可能に近いと考えられてお

ります。1日450万bblという低い目標を達
成するためには石油，ガスの価格を世界のレ

ベルにまで上げるために行政府の持つすべての

力を結集する必要があると思います。その中に

は現在よりも生産量を2倍以上にするという石

炭への野心的な目標も含まれております。より

重要なのは原子力への依存を高めるということ

です。アメリカはすでに原子力によって魚肉電

量の12％の電力を発電していますが，これは

ECや日本よりもやや高いレベルです。

　このようなアメリカの計画について私が意見

を述べるのはイ替越ですが，アメリカの直面して

いる危険性を考え，提案されている解決策を見

てみますと，先見の明のある勇敢なものだと思

いますし，この計画がうまく進むことが我々す

べての国にとって大変重要であろうと思います。

EC，日本並びにその他の工業国によって選
択された，あるいは選択されようとしている種

種の政策は，有澤会長が措摘されておりますよ

うに政府，産業界並びに個人のかなりの努力を

必要とするものです。この点に関しては，…般

大衆は，努力と犠性の間に理にかなった均衡が

取れていると信じるべきでしょう。このために

は，将来の先進工業国サミットにおいて，ある

いはその後の公的な接衝の場において，ECも
含めた参加国はお互いに右油節約の誓約を守っ
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ており，共通の設定目標に向かって努力をして

いるということを示す証拠を挙げ合う必要があ

ると思います。我々ECもこの決められた目標

に向かってそれを達成するためのできる限りの

努力をして行きたいと思っています。

　例えばXという国の目標を，1日500万bbl
にするか，あるいは600万bblにするかとい
う話し合いをする場合，現在では政府はより高

い方の数字を選んで，目標をより達成しやすく

し，本国であまり批判されないようにしようと

する傾向にあります。これは私に言わせれば間

違った姿勢だと思います。石油輸入目標が低い

方が供給安定につながり，多額の外貨を節約す

ることができるのです。代替資源，エネルギ・一

節約，住宅の断熱材により多く投資することに

よって石油消費を削減しようとする政策は，そ

れ自体経済成長を促し，雇用増大につながります。

しかし，石油消費量や輸入目標を高く設定すれ

ば将来の経済成長はエネルギー一に制約される結

果になってしまいます。このような：制約を受け

ないようにするのが政府の責任です。もちろん

我々は日本の特殊な事情，つまり石油への高依

存度や全消費エネルギーの60％を占める産業

需要についてはよく理解をしております。これ

らの問題はECの国々の中にも共通の問題を抱

えているところがあり，これを克服するために

協力する必要があります。

　現在ECは産油国とも発展二一ヒ国とも多くの

新たな話し合いを行っています。私には本日こ

の大きな問題を取り上げるだげの十分な時間が

ありません。この問題は何れにせよ今回のこの

大会の範疇外ですから。ただ，3つのことだげ

を申し上げたいと思います。

　まず第1に，各国政府は国連ベースあるいは

地域ベースで機会あるごとに，有効な話し合い

を行う必要性を十二分に感じているということ，

第2に，この対話における我々の姿勢は，内部

的に強力で建設的なエネルギー政策を持ってい

るという裏づけに基づいて生み出されたもので

あるということ，第3に，これは最も重要なこ

とですが，対話や2国間折衝の面で緊密な協議

を続けていかなげればならないということです。

　あるグループの国々が他の国より産油国に対

して高い石油価格をつけた場合，その危険は明

らかであり，説明する必要もないでしょう。

　石油を輸入している発展途上国へのエネルギ

…援助は，今や大変重要です。1979年に輸

入された石油は，ほぼ300億ドルに達して
’おり，これは前年度比40％増となっておりま

す。ECはすでに発展途⊥国憎げエネルギー援

助の約20％を行っておりますが，その他世界

銀行が60％，アメリカが7％，日本は確1か1

％以下であったと思います。1979年のEC

の援助総額は約7億ドルであり，1980年
には約10億ドルになると思われます。この
場合も，最良の結果を生み出すように各国が

十分調整し，発展途上国が本当に必要として

いるような援助をしていかなげればなりませ

んQ

　次に，ECにおげる原子力開発について詳し

　く触れたいと思います。ECでは現在3，000

万kWの原子力発電所が稼働しており，そのう

ちPWRが盈5％，　BWRが16％ダガス冷却
炉が36％，その他のタイプのものが3％にな

っております。原子力は総発電量の11％，全

エネルギ・…の約3％を占めるに至っております。

1985年には原子力発電を7，500万kWに
し，1990年には1億2，500万kWに増や
す予定です。これは総発電：量のうち約30％が

原子力発電になるということです。このレベル

に近づいている国もECの中にはあります。し

かし，EC全体としては，1990年の目標は
簡単に達成できるものではありません。向こう

数年間，相当に建設計画を：増やしていかなけれ

ばならないということになります。このような

原子力発電所の計画は現在E℃の中での大きな

課題です。

　我々の最近の検討結果によりますと，すべて

の付帯コストの計算をしてみましても，発電所

の閉止，そして燃料サイクルのパンク“エンドま

でを含めた原子力のコストは石油よりははるか

に安く，大抵の場合石炭よりも安いようです。

　原・子力のパブリンク・アクセプタンスについ

てはすでに若干言及いたしました。現在約230

基の原子炉が世界で運転されており，1，800’

原子炉年の経験が積まれております。この期間

原子力発電所からの放射線の漏洩による死亡や

重大な傷害は1件たりとも出ておりません。これを

他の産業と比較してみますと，石炭産業の安全性が

かなり改善されたと書っても，石炭200万tごと
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に1人の割合で坑夫の命が奪われており，多く

のけが入が出ています。エドワード・テラーが

スリーマイル島での事故について述べている内

容を引用したいと思います。「スリ…マイル島の

事故は5億ドルの被害であった。まあ少し低く

評価しているかもしれないが。しかしながら豊

人の命も失われてはいない。安全のためにはそ

れだけの対策を講じなけれぽならず，たとえ安

全対策用の費用を払ったとしても，原子力は電

力源としては最も安いものである。原子力の場

合には，教訓の代償が命ではなく金で支払われ

ているということが重要であると思う。」

　今朝長田長官は，函民の信頼を得ることの

重要性を述べられました。

　このような状況の中でどのようにすれば新聞

やテレビに客観的立場での事実の報道をするよ

うに説得できるのでしょうか。たとえ大きかろ

うと小さかろうと，原子力発電所で起こったす

べての出来事は公表すべきだと政府が決めたこ

とは正しいと思いますが，一般大衆にその重要

性を強調し過ぎない形で報道するというのは大

変難かしいのです。ささいな事故が新聞の第1

面に出ることさえあります。そして大きな事故

の場合には，一一般大衆の関心から逃れる方法は

ありません。望ましいことは原子力がエネルギ

ー供給における重要な役割を果たさなければな

らないということを多くの人に理解してもらう

という方向で，このような論争が行われるべき

だということです。小さな工業国の中には消費

者に対してより高い電力料金を支払わせること

になるということで原子力のオプションを拒否

することも出てくるでしょう。しかし，このよ

うなオプションは，ただ工業化社会に対しての

み門戸が開かれているものではありません。

　次にウラン資源についてですが，ウランの海

外からの供給依存度の高い日本とECは同じよ

うな立場にあります。我々は容認できる条件で

のウランの安定供給を求めています。すでにお

話が出た王NFCEの検討によれば，原子力計画

の減速を考え合わせれば，今世紀末までのウラ

ンは十分にあるはずです。その見解や行動が他

の主たる供給国に大きな影響を与えるアメリカ

は，ウランの信頼される供給先でありたいと述べ

ており，核燃料サイクルについて日本とECは独

自に再処理と高速増殖炉についての政策を決め

たいと願っている国であることも承知している

と述べています。残念ながら過去においてその

ような政策が打ち出されていたにもかかわらず，

交渉や供給契約の実際の運営面では時々複雑iな

交渉事態になったり不確定になったり，あるい

は遅れたりしてきました。ウラン供給国は，供

給の決定が不確実であったり気まぐれであれば

輸入国はそのような供給国を認めないというこ

とを理解する必要があります。無論，核兵器の

拡散を防ぐ必要性については十分に配慮しなけ

ればなりません。核拡散防止条約（NPT）の

条項と園際的な保障措置：機構，並びにNPT条

約再検討とINFCEの報告書に沿った施策が推
進されるならば原子力通商の完壁な国際機構を

作ることができ，それによってウラン供給国が

新しい条件を…一方的に供給契約の中につけてく

るということを避けることができるはずだと思

っております。

　さらに，長期にわたって21世紀を展望しま

すと，日本と同様にBCはウラン需要の約80
％を輸入に依存しなげればならないという不安

があります。現在21世紀にわたって十分なウ

ラン供給が得られるという保証はありません。

そこで，商業規模の高速増殖炉の開発を行うと

いう前提で使用済み燃料を再処狸することを考

えねばならず，数年のうちに何基かの増殖炉を

つくるオプションを残していかなければなりま

せん。

　まだ騒Cの中には高速増殖炉が究極的に果た

す役割について見解が分かれています。しかし，

閣僚間では最近高速増殖炉並びに再処理廃棄物

処分について共同作業をする新たな取り決めに

合意しております。これら難かしい技術に対し

てはかなりの投資を必要としますので，こうし

た問題はECベースでの解決に特に向いている
と，思いまつ　。

　ECの将来の主たる動き，方向はどういうもの

でしょうか。重要なものを挙げてみますと，第

1に石炭，原子力への依存度を上げ，エネルギ

ーを節約して石油への依存度を下げること，第

2にそのために投資を増大させること，その場

合太陽熱その他の新しいエネルギ…開発の必要

性を忘れてはなりません。第3にエネルギー価

格政策を調和ある共同体ベースで進め，エネル

ギ…政策の目標を満たすという・こと，そして第
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4に，より具体的に言えば，我々の生活のすべ

ての面，例えば自動車，家庭，工場あるいは発

電所での消費を減らすようにするということで

す。この発電所の場合は代替するものがありま

すから他の例よりは簡単であるかもしれません。

　実際，我々は現在操業中もしくは建設中のも

のも含め，あまりに多くの石油火力発電所を抱

えこみすぎています。発電用燃料を代替してい

こうという努力にもかかわらず，まだ25％の

電力は石油火力に依存しており，1985年に
おいてさえも22％が石油に依存すると考えら

れ，その場合年間8，000万tもの石油が不必

要に消費されることになります。従って，でき

るだげ早く石炭への転換を図る一方で，石炭燃

焼の増加に応じた環境対策をとるよう努力して

おります。

　そし」（第5番目は，石油市場における混乱を

解決するための対策の研究です。この問題を解

決するために石油市場においてはOPECとの
対話を続け，我々は限界必要量の石油につ

いては，OPEC公式価格より少しぐらい高
い価格であっても支払う用意がある意志を伝

えております。アメリカとIEAを通じて今後

も話し合いを続ける必要があると考えられま

す。しかしこの問題を解決する唯一の確実な

対策は，省エネルギーだと言わざるを富ません。

　そして第6点はエネルギー問題を解決するた

めに消費国は産油国とともに，エネルギ・一に関

する建設的なパートナー関係を作り，発展途

⊥国を援助していく良い方法を見つけるよう努

力する必要があります。

　以上の6つのポイントの中で私は投資を増や

す必要性があるということを述べました。現在

EC委員会では加盟国政府に対する新たなエネ

ルギー税もしくは課税の提案を考えております』

これらは基本的な政策目標，つまり石油消費量

を減らすことを助長し，エネルギー節約のため

の資金を作るのに役立つ方法であり，また代替

エネルギー源への投資を促進する提案です。

　石油価格の高騰により，大規模なエネルギー

投資が経済的に有利になると思われますが，そ

のような投資は，政府部内にせよ民間部内にせ

よ遅れるでしょう。というのは技術に対する不

安感，今後の需要パターンに対する不安のため，

そして投資の回収期間が長いためです。特に省

エネルギーのための投資の回収期間が非常に長：

いことがその原因となっています。従って，政

府の民間援助の拡充を，補助金あるいは投資利

息に当たる割り戻しという方法を通して行って

いくことが，強く要望されていると確信します。

　ECは，この提案がEC内で検討されるよう
になればアメリカ，日本とも相談をし，また産

油国に対してもその提案の趣旨を説明する所存

です。

　そろそろこの辺で悲観的な話は終わりにしま

しょう。先の1973，74年の石油危機の時の厳

しい報告や，1979年初めのイラン石油生産
停止にもかかわらず，工業国はまだエネルギー

政策に国内政治の上で高い優先順位を置：いてい

ません。その結果，まだ石油への渇きを十分抑

えておらず，価格の持続的一上昇に直面し，これ

が世界の経済成長に大変な害を与えております。

本年1月1日よりOPEO諸国は公式価格を1
bbl当たり平均約3ドル引き上げました。現行

価格は1978年12月よりも約2．2倍高いも
のです。日本は，特にこの石油の高価格の影

響を受けており，また世界の石油市場の混乱に

悩まされております。

　無論，日本以外のすべての国もこの事実から逃

れることはできません。1980年には比較的
安定した石油供給が十分にあり，価格も少しは

弱含みになる。かもしれません。しかし，これは

誤ったシグナルです。今年は国の秩序を正し，

将来の究極的なエネルギー消費を減らし，石油

からの転換を促進するような政策の基礎を作る

ための余裕のある最後の年になるかもしれませ

ん。日本もECも全く同じ問題に直面している
のです。

　数日前に開かれた国際会議で各国の首脳の1

人が，今後今世紀末まで，エネルギー問題は最

大の経済問題であり，最大の国家安全保障問題

であり，最大の外交政策問題であると述べてい

ました。もし，この指摘が誇張であるとしても

示唆にとんだ誇張といえましょう。

　最：後に，最近プラント委員会の国際開発問題

に関した報告の中より，本委員会委員長である

元爾ドイソ首相のビリー・ブラント氏の発言の

内容を引用したいと思います。

「今世紀末までにさらに新しいエネルギーが作

り出されるとすれば，それは既存の技術から生
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み出されるに違いありません。価格上昇や大規

模投資また技術におけるいくつかの間題は避け

られないでしょう。しかしその他の要素，例えば

原子力発電所での事故，石油の漏洩あるいは産

油国における政治問題など舜予測の難かしい問

題もあります。エネルギーの転換は不可避です

が，しかし惨劇は避け得るものです。エネルギ

ー転換のリスクは，十分慎重な計画をもって防

ぐことができ窪す。将来のエネルギーの供給と

需要は政府の判断，投資家の判断，そして消費

者の判断等，今日なされる判断により決定され

るものと思います。」

　ここでは「今日」という言葉が強調されてい

ます。事実このような決定はもっと以前になさ

れるべきものだったのです。
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短期，長期のエネルギー帯場…鉱Aの見通し

O巳CD国際畿ネル二一機関
皿ネルギー～経済。分析部長

　戯レディングトン

磁

性
かについて話をするよう依頼されましたが，

れは大変難かしい問題です。この問題に触れる

前に私が関係している国際エネルギー機関につ

いて簡単にご紹介したいと思い査す。

　私はIEAがエネルギ…
市場の短期，中期ならびに

長期についてどういう評価

をしているか，そしてそれ

らの展望が原子力澄よび代

替エネルギー源の開発にど

ういう係わりを持っている

　　　　　　　　　　　こ

国際エネルギー機関（1旺A）

　皆さんがご承知のように，IEAは1973年
から74年に原油価格が大幅に引き上げられ，

それに伴って引き起こ毒れた石油危機の直後，

つ盛り今から5年ほど前に，経済協力開発機構

（OECD）の自主的機関として設置されたも

のです。同機関に現在加盟している国は20ヵ

国で，あらゆる種類のエネルギーの開発を積極

的に進め，それぞれのエネルギ…需要の合理的

管理を縣燃しようと努めてきました。この努力

は，最籾かち低成長：ながらも安定した経済成長

と両立するようなエネルギー市場の新しい均衡

を達成していくという目標に向けられました。

石油供給に緊急事態が発生した場合に予想され

る，加盟国間の石油の配分に関する紛争を解決

するための機構は確立され実証済みではあるも

のの，石油の供給を増やし，需要を調整するこ

とは困難でたゆまぬ努力を要する課題です○そ

のための努力は地質学的な不運，中東に論ける

政治的波乱，スリーマイル島における原子炉の

事故並びにエネルギー危機に対する消費老の認

識不足等によりしばしば妨げられ，高騰するエ

ネルギー価格から消費者を守らなければならな

い事態に直面してい凌す。

　これらの諸要因が相重なって，石油の管理価

格の高騰をもたらし，今日石油価格は5年前の

8倍，1年前の2倍にまで引上げられています。

過去5年間の巽績
　我々が直面している問題は非常に深刻ですが，

エネルギーの分野で，特にエネルギー需要の伸

びを抑制する面に齢いて進展を見ることができ

凌した01973年以来世界のエネルギー需要
の伸びはかなり低下してきました○これは主と

して石油価格の高騰という条件下で，各国経済
の成長が低迷したことによるものですが；同時

に各国に齢けるエネルギー利用の効率化を反映

していることも見逃せません01973年以前
に澄いても，1鑑A加盟各国に細けるエネルギ

ー利用は，主として経済成長が加速するに伴っ

て駒発された新しい技術の寄与により，大きく

効率化が進みました。このような生産性の向上

はタ1973年以降エネルギー価格の高騰によ
り，従来の方法論よび生産コストが割高につく

従来の機器が現状に合わなくなるにつれて，ま

すますその必要性が高まり，積極的に研究され

ました○

　このような生産性の向上は，1973～78
年の間に，IEA加盟国の国内総生産（GDP）

が年平均鼠5％の割合で成長したにもかかわら

ず，エネルギー消費量の伸びが1％以下に止っ

たことに反映されています○同期間中の年間石

油消費の伸び率は年α7％と低く，エネルギー

消費の伸びを下回っています○

　一方，過去5年聞の各国に澄ける国内エネル

ギー生産拡大の実績はまちまちでした。新規開

発のエネルギー・プロジェクトが稼働するまで

に要するリード・タイムは長くなり，公有地内

の鉱区の賃貸に対する制約，度重なる環境基準

の改正から来る不安感，投下資本に対する利潤

率の低さ等は，エネルギー源の開発をさらに遅

らせています。アラスカのノース・スロープg
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北海油田，（それにこれはOECD以外の地域
ですが）メキシコ澄よびその他からの石油供給

はかなり増大しましたが，これら地域の石油埋

蔵量は，現在の産油地域の石油資源枯渇分を埋

め合わせるに十分なだけは発見されていません。

　天然ガスの見通しは石油よりはるかに有望で，

開発設備上もしくは政治的規制による制約盛え

克服されれば，天然ガスお・よび石炭の利用を拡

大する可能性は大きいものと思われ序す。しか

しながら，皆爆んもよくご承知のように，原子

力発電の拡充計画は過去5年間遅延してお吻，

その規模はかなり圧縮されています。これは主

として，電力に対する今後の需硬齢よび調達資

金の金利の高さについてのより現実的見積り，

さらに原子力発電所の安全論よび管理システム

に関する一一般国民の間に深まりつつある不安を

なくすために要求される新しい設計論よび安全

対策措置が，そのこコストを製すます増大させる

との見通しによるものです。

　しかしながら，地域別に比較して見ると，一一

部の地域にはいぐつかの重要な変化が起りつつ

あることがわかります◎エネルギ…が比較的効

率的に利用されている北アメリカに囁いては，

エネルギー消費の全体としての節減は石油のそ

れを上回っています。これは19．75年以来ア

メリカに澄いて石油の代わりに天然ガスを利用

し始めたことを反映してい綾す○ヨーロッパ諸

国も石油の輸入量論よび総体的なエネルギー消

費量を筋滅する土で実効を上げていると思われ

ますが，石油輸入量の削滅は石油以外の燃料へ

の転換によるよりは，そのかなりの部分が北海

産原油に：よって賄われたものです。最後に，太平

洋沿岸諸国の海外石油への依存度も減り，民生

部門のエネルギ…消費にはその効率改善の余地

がまだ残ってはいるものの，特に日本の：重工業

に開けるエネルギー使用では，かなり効率化が

進んでいます。

短期的昏昏
　現在，統制のとれていないOPECの価格制
度の支配下にある石油市場の短期的見通しは，

昨年12月カラカスで開催された総会に研いて，

最低もしくは最高の続一価格に関する合意が得

られないまま，加盟各国が独自の判断により自

由に価格を決定することとなったという意味で

特異（一部では混沌して来たと言っています
が）なものとなっていると晃ることができます。

0：PEC加盟諸国は：豊2月上旬から2月中旬ま

での間に，1bbl当たりの価格を平均33％の

割合で，輸出港本船引渡し（FOH）価格22
ドルから黛9ドルに引叡上げました。しかしな

がら，それまで価格が引き上げられる慶ごとに

素直に応じて来た世界の石油市場も，今度の値

⊥げ発表に対しては従来とは逆の反応を示して

齢ります。

　その背：景としては，需要が減ったこと，原油．

の生産が増えたこと，備蓄が高い水準にあり，

当用買いの原油価格が低下したことが挙げられ

玄す。需要が最も大幅に低下したのはアメリカ

で，1980年の第1四半期に齢ける需要は，

対前年比で13⑪bbiも減って診ります○同時
に，以前一…部の産油国が原油生産の削減を発表

してい窪したが，それは実施されては写りませ
ん。

　サウジアラビアのある高官が，岡国は今年後

半その生産量を1日当り100万bbiまで削
減するだろうと言っていますが，これが実施さ

れないよう私たちは希望し冒す。一方，メキシ

コを始めとするOPECに加盟していない産油
国は，その産：油量を対前年比で1⑪0万bbl

以上増強し耀したがジこれは共産圏の産油国の

他地域向けの正味輸出量：が30万bb1減った

ことにより，その分だけ相殺漆れたことになり

ます。

　結果的には，非共産圏の石油輸入地域にとっ

て，今年の第1四半期の1日当りの原油供給量

は，前年同期のそれを慧0⑪万bbl上回った
ことになります。

　産油国が決定した伽格とは違って，当用買い

市場の価格は今年の世界市場に耀いて若干なが

ら供給過剰になる可能性があることを正確に反

映して論り督す。また，当用買い価格と正式の

契約価格との差は，昨年以来従来の半分に当

たる10ドルに縮まって上ります。カラカスの

OPEC総会以前は，産油国は原油の政府価格
を現在ほど大幅に引き．上げたり，市場の兆候を

無視してその契約価格をi月と2月にさらに引

き上げることはしないだろうと一・般には考’えら

れていました。

　この市場の実勢を全然無視した異例とも見え
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る産油国の態度の背景は何であったのでしょう

か。当用買い市場での買手と異なり，産油国は

かねてから予想されていたアメリカの景気後退

の息がかなり短くまた軽度で済み，従って石油

に対する需要が減少しない，と見ているのかも

知れません。あるいはまた，～部の産油国は最

近経常収支に大幅な赤字を計上しましたが，こ

れらの産油国がその収入を増大させるため，石

油需要の価格に対する弾性値が低いと考え，需

要が多少減少しても価格を引き上げることによ

って，その収入水準を維持することが短期的に

は可能であると考え始めたのかも知れません。

他の評論家（その多くはジャ…ナリストですが）

は，一一部の国々の石油担当相はOPEC内に：戯

ける主導権を握るべく競って澄り，また，op

ECの他の加盟国の支持を得るべく積極的な価

格政策をとっていて，これらの石油大臣は価格

を引き土げても生産を増やして市場シェアを拡

大することによって，価格引上げを妨げるほど

の余力のある国は少なく，被害を蒙ることなく

そのような積極的価格政策がとれると考えてい

る，との見方をしています。

　積極的な価格政策が，産油国の石油大臣の政

治的野望によるものであるとの見方に批判的な

立場をとる評論家は，産油国の権力を強めるよ

うな重要な構造的変化が市場に起りつつあるこ

とを強調して齢り凌す。そのような構造的変化

として，彼らは次のことを指摘しています。

ω　従来大手石油会社に売却していた石油の多

　くの部分が，消費国の政府あるいは世界の石

　油市場に依存している新しい消費国の政府に

　直接取引されるようになったこと。

（2）　メジャーによって原油の供給が制約されて

　きた消費国の聞に原抽の安定供給への不安が

　増大し，原油を産油国から直接買い入れるた

　め，買い入れ価格を引き上げたこと。

（3）供給契約の価格を決定するに当たり，産油

　国はより頻繁に当用買い価格を引き合いに出

　すようになったこと。

（4）一部の産油国が輸出税を課したり，原油の

　売り渡しを製品販売と結びつけたり，さらに

　消費国の石油製品生産：会社への資本参加を要

　求し，政府契約価格が引き上げられたこと。

⊥：に述べた見解は，変わりやすい石油市場の

基調と需給バランスから来る結果と原因とを混

同しているものが多いと思います。

　私の見：方では，それらのいわゆる構造的変化

の重要性が薄れて，世界の市場機構を通じて機

能している従来の価格作用が6，月に予定されて

いる総会での討議の過程で各国の石油大臣が価

格を決定する際に再びその影響を及ぼすものと

思います。

　要するに，産油国の政治情勢を不安定にする

ような衝撃的事件や，それらの国の産：油施設，

もしくは附帯施設が一時的にせよ使用不能とな

るような不幸な事態が発生しない限り，産抽国

は原油価格を安定させ，産油各国間の価格格差

をなくすのではないかと思われます。

　私はまた，産油国は原油価格をさらに引き上

げることを，消費量がインフレ率の低下を伴っ

た景気の回復を達成し，エネルギー消費を従来

以上に節減し，石油以外の代替エネルギーを開

発している証拠が見えるまで待つのではないか

と考え憲す00ECDは，経済が従来の成長テ
ンポを回復する前に，インフレを抑制するため

の措置をとりつつあり誉す○

　蒼た，1EAも1980年診よび1985年
の国別の石油輸入の上限を設定することによっ

て，東京の先進国首脳会議の合意事項を実施す

るよう努めています。消費国と産：油国がそれぞ

れの良識に基づく利益追求のための政策を推進

し，そしてうまく行けば，今年度中に原油価格

が安定するのではないかと見て孕ります。

中期的展望
　ここでいう電更早期”とは，エネルギー消費国

が新らしい石油情勢に対応するのに要する期間，

つまり，短期的展望の場合のように，エネルギ

ー消費国に齢ける国民所得水準とか景気の度合

いだけで決まるのではなく，むしろ（石油価格

の統制が敷かれていない国に澄いて），エネル

ギー需要を上昇した価格と適合するために必要

な十分な期間を指しています○

　このような意味：で「中期」という言葉は大堺

10年間を意味しています。従って，エネルギ

ー政策をより効果的にするためには，（例えば

一時的な物品税とか，消費の抑制とか，石油の

配給制といった）短期的な速効的政策をとるよ

りは，採用と実施により時間を要する嫌いはあ
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っても，消費国のエネルギー消費の型を変え，

エネルギー供給国澄よびエネルギー消費産業の

投資選択を変えさせるような政策をとることが

必要だと考えます。

　例えば，ガソリンに高率の物品税を課した場

合には，その実施中数ヵ月以内にわずかながら

車の使用量が減ると思われますが，自動車メー

カーに対して厳しい燃料効率達成を課した場合

には，中古車が使用されなくなるまで時間はか

かっても，それが達成された時には国全体のエ

ネルギ・…需要が大幅に減ることが予想されます。

エネルギー価格の高騰によって使用に耐えなく

なった機器の減価償却期聞を短縮すれば，エネ

ルギー効率の高い機器による古い機器の取替え

が，数年繰上げられることとなりましょう。

　最も長期間のリード・タイムを要する投資計

画として，発電所の建設が挙げられます。石炭

火力発電所を建設するには，その企画責任者が

今後20ないし30年間に石油価格が土即する
だろうとの見通しを立て，発電所建設を決定し

立地を選択し，必裳な政府許可を取得し，機器

を発注するまでには15年もかかるというのが
実情です。

　しかしながら，ここで我々は次の2つの点に

留意しなければなりません。その1つは，石炭

使用を増大し，ガソリンの消費を節減するとい

った究極的目標を達成するために必要な時間を

基準としてある計画を評価するという従来の考

え方は，そのような新政策の発表がもたらす当

面の効果を往々にして過少評価していることで

す。そのような考え方は，重要で効果的左エネ

ルギー政策を発表することによって生まれる，

将来のエネルギー情勢に対するビジョン齢よび

展望の変化を無視しているからです。例えば，

もしノルウェーが明日から北緯62慶の水域の

沖合いに細いて本格的石油探鉱を始めるとすれ

ば，また，もしイギリス政府が石油埋蔵が確認

された油田からの生産増量を認可したとすれば，

さらに需要側において，もしアメリカの発電所

が本格的に石油から石炭へと燃料の転換をする

ことを決め，それに呼応して政府当局者が石炭

の使用に対する規制を緩和したり，あるいは環

境基準をより緩慢なものとしたとすれば，それ

に帰因するエネルギー需給への影響としては，

産油国が決定する原油価格を総体的に穏当なも

のにする可能性があり，しかもそのような価格

の沈静化は，新しい供給源が稼働し始めたり，

石油に対する需要が究極的に低下する前に起こ

る可能性があると思われます。

　もう1つの点は，悲観的な材料です。それは，

エネルギー政策齢よびエネルギー対策の効果的

実施に時間がかかり過ぎ，あるいは呑気に構え

過ぎたり怠慢に陥れば，エネルギー価格の先高

感が生まれかねない，ということを忘れてはな

らないということですoIEAに細いては，予
定されていたエネルギ…価格の自由化が遅れた

り卸公有地内の鉱区の賃貸が中止されたり，あ

るいは新規のエネルギー開発プロジェクトへの

投資意欲を税制面で阻害するような事態が発生

した場合には，その都度それらを是正する措置

をとるべきであると考えています。

　IEAは’今年の後半に「20⑪0年までの世
界のエネルギー展望」と題する申期から長期に

及ぶ石油事情の分析を発表する予定ですQ現在

4回目の見直しを行ない，2回目の書窓直しを

しているところです0197喚年の第1回目の
調査報告から引用した，需要の価格に対する弾

性値は，1973～74年の石油値上げ後の4
年回の：データを基にして，計量経済学的に計測

した弾性値からいくらも変動していないという

興味深い結果が得られましたが，将来のエネル

ギー需給に関して，以前行った分析に使われた

ほとんど全部のパラメータに新しい数値が与え

られています。多くの石油会社の幹部は，石油

が値上げされても消費量の需要は減らないとの

見方をしていましたが，需要の価格に対する長

期的弾性値に関し，　「価格上昇によって需要は

低下するoJという以前の考え方に変わって来

たことは喜ばしいことだと思いますQ需硬の所

得と価格に対する弾性値に興味をもっている方

々のために，私はIEAが最近行った計量経済
学的分析の結果を（スライド1）に示しましだ。

それには，日本のエネルギ…需要の見通しに関

する見解も注記してあります○

　次に，IEAの将来の分析の結果のいくつか
について申し上げますQ

　1977年に発表した「展望」（WEOD
とは異なり，新しく起：草された「展望」（W鶏

0∬）の第1稿では，天然ガス（1985年ま
では実質的に変化がなく，1990年までに4
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％増大するものと見ている）を除けば，すべて

の国に澄ける燃料の国内生産が減少するものと

見込まれています。OECD加盟国に澄ける産
油量は，以前に行った1990年までの見通し
に澄ける数量を使用し配したが，その採算性が

大幅に改善された石炭でさえ鋳1990年の生

産予想量は約1年前に発表された「2000年
までの石炭の見通し」より若誌面っています。

皆さんご承知のように，エネルギー需要の増大

量の予測量が減ったのは，景気の低迷とエネル

ギー価格の高騰によるものです。

　しかしながら，皆さんも予想されたと思いま

すが，WKon（ここ1年間以上変更してい下
せんが）の現段階の草案では，夏EAの原子力

発電量の予測は2年前を約1億2，000万kW
も下回って齢り，これは原油換算すれば1日当

たり約380万bblの消費量に相当するもの
です。原子力発電開発規模の減少は，新規原子

力発電所の建設の遅延とか新規発注の延期によ

るものではなく，その大部分は，発電部門の成

長率がWEOIの段階で予想した1978年か
ら1990年までの5。2％という数字がWEO
皿の最新草案の予想のa1％に低下したことに

よるものです○ここで，私たちは発電容量の伸

びが国内総生産の伸びと柏関関係がなくなって

きたことに気がつきます0

　1978年から1990年までの期間，発電
能力の伸びは国内総生産の伸びを1％上回るも

のと今日まで考えられて妬ました。最近の原油

価格の動向とそれが経済全般に与える影響から

見て，私たちは全OECD加盟国に澄ける電力
需要の伸びが，それらの国の経済の伸び率を若

干下回っているという見方に変わって来ていま

す。電力需要の伸びと経済成長率とを比較して

見ると，　（スライド2）の通りです○

　これによってエネルギー需要の予想は変わっ

てきました。先程も申しましたように，われわ

れはエネルギー価格の高騰と，より厳しいエネ

ルギーの効率化を国民に義務づけることによっ

て，エネルギーの生産性がかなり向上して来る

との見方をとりました。価格の影響に加えて，

エネルギー需要の低下は所得もしくは経済成長

の低迷にも影響されています。その結果，IE

Aの見積りによると，OECD加盟国の198
5年に齢ける一次エネルギーの総需要量は（1

年前の見積りを5億2，000万t下回る）43
億4，500万t，また，1990年中それは（同

8億2，000万t）47億7，200万tとなっ
ております。

　このようなエネルギー総需要量の減少は，O

ECD加盟国の域内で生産される燃料への需要

の減少を上幟ることとなり，OECD全体とし
ては供給過剰となる計算ですが，この過剰分は

OPEC諸国が0鷺CD以外の石油需要を満た
した後に残る，OECD向けの輸出余力が滅比
することによって帳消しになるものと思われま

す○言うまでもなぐ，世界各地域に齢けるエネ

ルギ…需給の総体的均衡は，OECDの経済が
順調に成長し，石油価格が一定の率で引き上げ

：られるという前提に立っております。

　他の多くの識老と同様，笠EAでもスリーマ

イル島原子力発電所の事故による，原子力発電

に対する一般国民の反応の変化を心配して齢り

心す。大抵の専門家はアメリカの原子力発電に

対する予測，特に1990年以降に澄ける予測

をIBAよりは低目に見ていますが，　IEAで
は世界の原子力発電の拡充に対する予測を未だ

下方に修正していません。しかし，もしそれら

の悲観論者の見方が正しく，我々の見方が間違

っているとしだなら，今後どういうことになる

でしょうか。そこで我々は次の設問を試みてみ

ました。「もし（原子力発電に対する国民の抵

抗が強い）北アメリカ齢よび西ドイツに診いて，

現在続いている原子炉に対する新規発注の停止

が今後5年間，即ち1985年まで　引くとす
れば，それはどういう結果をもたらすこととな

ろうかQ、」。

　原子力発電プラントを発注してからその操業

が許可されるまで平均13年かかると想定した

場合，1993年から2000年響でに北アメ
リカと西ドイツでそれによって削減された原発

容量の累計は，1億2，600万KWとなり，こ
れは年間1億7，5⑪0万tあるいは1日当たり

380万bb1の原油の輸入増加に相当するも
のです。

　これと同じ量の発電を石炭によって行うとす

れば，年間約2億5，000万tの石炭を必要と
することになります。石炭の埋蔵量が豊富なア

メリカにお・いてさえ，その産炭量を25％も増

大させること，つ壕り年産約10億tとするこ
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とは，石炭産業にとって非常に重い負担となり，

これは達成が極めて難かしいものと思われ噛す。

もしそれらのエネルギー需要を賄えるだけの石

炭を産出することができない場合には，（現在

すでに行われている断熱の効率化，ヒート・ポ

ンプの使用等以上の）ユネルギー利用の効率化

を促進する必要があります。そうでなければ経．

済成長のこれ以上の減速は免がれません。

　次に，1990年以降の見通しと関連して，
エネルギー価格の先高感が強い中で，各方面か

ら注目を浴びてきたいくつかの新しい，未だ実

用化されていない技術に関するIEAの当面の
評価に：ついて述べたいと思います。

新エネルギー源
　現在のエネルギー市場は，消費者のエネルギ

ー消費の習慣澄よび志向のみならず，先進国誇

よび発展途上国の経済構造をも，大幅に変革さ

せるほどの前代未聞の価格⊥昇を経験して論り

ますが，その先行きを予測することは，考えた

だげで賢明ではないと思われます。しかし，先

に申しましたように，民間産業も政府も長いリ

ード・タイムと資金の回収期間を要する投資計

画の作成を避けて通るわけにはいかないのです。

従って，多額の資金を投入する人々にとっては，

確かに投機的で危険の満ちたものではあります

が，将来のエネルギー市場の規模とその供給コ

ストを読み違えることから来る，測り知れない

損失を避けるためには，どうしても長期的展望

に立った計画を立てなければなりません。2，0⑪0

年までに世界では1日当たり500bblの原油
供給不足が発生することが予想されて嘉り，そ

れから来る不安には極めて大きいものがありま

す。この供給不足は新しいエネルギー源を開発

することによって埋めることができます。幸い

にして，これらのエネルギー源に関するIEA
支援の調査研究が進行中です。

　IEAに加盟している15ケ国が，現在ニュ
ーー ?ークのブルックヘブン研究所齢よび西ドイ

ソのユ・一リッヒ研究所で行われているエネルギ

ー研究開発のシステム・アナリシスを過去3年

間支援してきて診り撫す。この研究開発は新し

いエネルギー技術（複数）が将来のエネルギー

市場に：与える潜在的影響を検討する目的で，エ

ネルギーめ供給，転換および利用の各面にわた

って数十種類の新技術を組織的に研究していま

す。その研究は供給と転換に：重点を幽いていま

すが，転換技術を特に取り立てて研究している

わけではなく，エネルギー需要を抑制するため

の…っの要素としてその中に組み入れているだ

けです。

　最後に，同調査はそこで取り上げている技術

を，加盟国から資金援助を受ける際の優先順位

齢よび関係国の資金の拠出を受ける開発段階に

応じて分類して齢り，開発が進んだ技術は実用

化され，未だ十分開発されていない技術は実証，

プラント，パイロット・プラントでテストされ

るか，あるいは初期的な研究に附されます。実

用化のために，資金の援助を与えるべきである

と勧告された技術の中には，ヒ…ト・ポンプ，

石炭液化，省油・天然ガスの効率的回収技術が

含まれています。　　　，

　この研究のもう一つの：重要な特徴は，環境を

保護し，地域住民の安全を確保するために施行

されているより厳重：な規制の下でも，現在稼働

している生産もしくは転換施設を全面的に活用

できるように：する技術が含蓑れているというこ

とです（その代表的な例としては，石炭燃焼に

よる汚染を減らす大気液化ベッド，原子炉安全

お・よび核燃料サイクル等が挙げられる。）。

　エネルギー一需給見通しを立てるに当たっては，

各技術のエンジニアリングの実用化の可能性，

その商業化をテストするために：必要なリード・

タイム，競争に最も適した市場の種類などを判

断するため，大底この研究を参考としています。

　しかし，これらの技術の普及の可能性を予測

する面では，この研究はさほど参考になりませ

ん。その理由は，想定した3つの石油価格がエ

ネルギーの需要，もしくは経済成長にどのよう

な影響を及ぼすかを測定することができないも

ので，十分な市場が存在するかどうかについて

不安が残るからです。

　これからの技術がどれだけ資金を要するかに

ついての資：料は十分ではなく，また2，000年

以前の段階では，それらの技術からこれといっ

た寄．与は望めないというのが関係者の一致した

見解です。ただ，その成功率が最：も高い場合に

限って，政府はそれらの技術の実用化を早期に

実現させるため資金の…一部を拠出すると思われ，

そうなればそれらの技術はかなりの貢献をする
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ことが見込まれ蚕す。しかしこの報告は，関係

国の政府が資金援助の対象として特定の研究開

発プロジェクトを選定する前に，それらの技術

を検討し，特にその究極的資金需要を測定する

ための出発点を提供するだけのものです。

　我々としては，現在すでに取り上げられてい

る，相当有利な技術の他には，自信を持って，

2000年までに1日当たり500万bblの供
給不足を埋め合せることができると言える技術

はほとんどないものと見ています。一部の技術

の開発を無理に早めるということは，新しい技

術によってもたらされるであろうと思われる，

「影の価格（シャドウ・プライス）」に対する

何らかの見積りを得ることなくしては意味のな

いことと思われます。

　ワシントンの研究所で行ったこれらの「影の

価格」に関する分析は，石油価格の予想と比較

して非常に割高なものとなっています。見込み

のうすい技術開発のために政府が負担する大き

なリスクをなぐす方法は，一定の期日寮でに低

廉なエネルギーを開発すれば，その一定量を政

府が買い受けると約束することでしょう。

む　す　び

　以上で，世界のエネルギー市場の短期，中期

長期の展望を見て来ましたが，それらの全期間

を通してかなりの不安が残ることは否めません。

短期的な不安材料は，どちらかと言えば産油国

の政治不安によるものが多く，中期的ないし長

期的不安要因は，消費国がより完全な雇用を確

保すべく供給を増やし需要を管理するに当たっ

て，固定的な政策を推進することにその原因が

あると思われます。言う寮でもなく，時が経つ

につれてそのような順調な経過を達成する可能

性はますます不確実なものとなると思われます

が，投資を決定するに当たっては将来のエネル

ギー市場のいくつかの特徴を考慮に入れること

が最：も大切であることにはもはや疑いをさしは

さむ余地がありません。まず石油，その他のエ

ネルギーの実質価格は上昇し，石油の価格は他

の燃料のそれより上昇のテンポが早くなるもの

と思われ壕す。

　第2に，OECD各国の輸入石油に対する高
い依存度が持続する限り，伝統的に不安定な情

勢が続いている地域にある産油国が一方的に決

定する供給量に左右される危険が残ると思われ

ます。

　第3に，産：油国が先進国から受け取った石油

代金を先進国からの輸入代金または投資として

還流させない限り，原油値上げによるOECD
各国の国際収支は悪化し，その経済に悪影響を

及ぼす危険があります。このような傾向は，可

能な限り石油，特に輸入石油の代わりに代替エ

ネルギーを開発し，原油値域げ，供給停止の危

険：齢よび輸入石油代金の増大から来る悪影響を

最少限に抑えるよう努力しなければならないこ

とを，明らかに示して澄り淡す。

　IEAは，先進諸国はエネルギーのより効率

的な利用という共通の目標に向かって，澄互い

の経験から得られた知識を交換し，相互の努力

を補完することによって，この過渡期をより低

いコストで乗り切ることができると信じていま

す。そのような努力から得られる恩恵は，先進

国のみならず，経済成長率を高め，世界の貿易

を拡大し，発展途上国のための市場環境も改善

されることによって，それらの発展途⊥国にも

波及することは明らかです。

　今，日本はエネルギーの診よそ75％を石油

に依存しています。ただ今のE．C，　IEAを代

表する論2人の権威の方からのご報告にありま

したように，今私たちが当面しているエネルギ

ー問題は世界的な背景を持っているわけです。

私たちは石油依存度が多い故に，さらに代替エ

ネルギー開発を強力に推進していかねばならな
い・と感じ’ました。

　経済成長を確保しながらエネルギー節約と代

替エネルギー卵発の推進を行ない，国民生活や

産業活動の一定基準を確保していくということ
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は今の談まではなかなか困難です。ことに日本

の場合は，5％の経済成長を考えてい蚕すが，

それを達成していくためには今のま頃では難か

しいでしょう。そのためには原則に返って，省

エネルギーをいかに強化していくか，代替エネ

ルギーをいかに開発していくかということに，

世界同様，日本の在り方がかかっているのでは

なかろうかと感じます。

　ウイリアムズさんの語話しから将来に対する

ECの共同行動につき，5つの点が示唆をされ

ました。これは私たちとしてももっと堀り下げ

て検討して，日本として適応していく必要があ

るのではなかろうかと思い葦す。

　またレディングトンさんからは，短期，中期，

長期にわたり，種々の角度からのエネルギーと

経済，国民生活との関連分析を行い，積極的な

施策を実施しなければ，必ずしも経済成長や三

民生活の確保というものが簡単に達成できるも

のではないとの示唆を受けたように思え楼す。

この点についても私たちはもっと検討を加えて

いく必要があると感じます。

　私たちの使命である石油代替エネルギーとし

ての原子力開発は，いろいろな問題が国際的に

も国内的にも存在していることはご存知の通り

ですが，ここに澄・いでになる皆様方と一諸に，

原子力発電をより増強していくことについて，

我々はさらに諸般の活動を展開をしていかねば

ならないのではないかということを，強く感じ

ました。

　これらの点につきまして，講演していただい

た両氏に厚く感謝致したいと思います。
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〔J，レディングトン氏スライド〕

価格・所得に対するエネルギー需要の弾性値

　　　　　　　　　　　　　※計算の対象期間　1960－78
所得係数 価　格　係　数

短　期　　　　　長　期

ア　　メ　　リ　　カ　　　　　0．77 一　〇．1　6　　　．　　　　　　一　〇．4　7

日　　　　　本　　　　α97 一　〇．1　3　　　　　　　　　一一　α　4　7

西　　　ド　　イ　　ツ　　　　　　0．8　7 一　〇．1　8　　　　　　　　　　－　0，5　1

フ　　ラ　　ン　　ス　　　　　0．96 一　〇。1　4　　　　　　　　　　－　0．3　9

イ　ギ　リ　ス　　　　α43 一　〇．　1　8　　　　　　　　　　－　0．2　5

カ　　　ナ　　　ダ　　　　0．96 一　〇．1　5　　　　　　　　　　－　0．4　1

イ　　タ　　リ　　ア　　　　　1．06 一　〇．1　1　　　　　　　　　－　0．3　4

合　　　計　　　　　0．83 一　〇．1　6　　　　　　　　　　－　0．4　5

※出典：「エネルギー・モデル：エコノミストの方法」1980年2月24…29日ウ
　　　ィーンで開催された，大型エネルギー・システムに関する国際応用システム分析

　　　研究所（IIASA）霊催会議発表論文。

　　　　　　　　　　　　　　　日本に関する調査結果について

　日本に関する経験則から，最終エネルギーの価格に対する弾性値は，短期的には，OECDの7つ

の主要加盟国の平均弾性値：（一〇．16）より三千小さい一〇．13になることが予想される。これとは対照

的に，所得に対する弾性値（0．97）は，主要OECD加盟国の平均（0．83）より高い。これらの格差

は，日本のように大規模な産業基盤を持ち，その設備が比較的新らしく，石油エネルギーに依存す

る産業に節減の余地が少ない国では，エネルギー消費に対する生産の影響が圧倒的に大きいことを

示している。長期的には，日本におけるエネルギー需要の価格に対する弾性値は，主要OECD加盟

国の弾性値に比して若干強い（日本の一〇，47に対しOECD諸国は一〇．45である）。

スライ　ド　筆

QECD加盟国における国内総生産と

　　　　　平均発電量の伸び率との比較

WEO　I　　　石炭の需給　　　　WEO　H　　　　WEO　聾
調査研究　　　　　　　　　　　　修　正　版

（1979）　　（1978年後半）（1979年11月）（1980年1．月）

1978 4　3　4．6　　　　　　　　　　4　3　4．6　　　　　　　　　　4　3　4．6　　　　　　　　　　4　3　4．6

1985 6　3　7．4　　　　　　　　　　6　1　5．0　　　　　　　　　　5　0　0．0　　　　　　　　　　4　8　0．0

1990 8　0　0．0　　　　　　　　　　7　4　6．0　　　　　　　　　　6　6　0，0　　　　　　　　　　6　3　0．0

発電量の伸び率
（1978d990）

5．2　％　　　　　　　　　　　　　4．6　％　　　　　　　　　　　　　3．5　％　　　　　　　　　　　　3，1　％

経済成長率の予想 4．2　％　　　　　　　　　　　　3．8　％　　　　　　　　　　　　3．3％　　　　　　3．2％一　3。3　％

（期　聞） （　1　9　76－9　0　）　　　（　1　9　7　6－9　0　）　　　（　1　9　78－9　0　）　　　（　1　9　78－9　0　）

ス　ラ　イ　ド　2
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国際政治とエネルギー外交

　
　
彦

　
　
信
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　本年をもって1980年代
』はその幕を開げましたが，昨

年末から本年にかけてのイ

ランにおける米大使館員人

質事件，アフガニスタンに

対するソ連の軍事介入とい

った出来事は，80年代に

おける国際情勢の厳しさを象徴しているかの如

くです。

　特にアフガニスタン情勢を巡り，米ソは対決

の姿勢を強め，国際的な緊張が高まっており，

80年代を平和と安定の世界とすることが如何

に困難であるかを示唆しているように思われる

のです。カーター大統領は，本年の年頭教書に

おいてソ連のアフガニスタンに対ずる侵攻は，

第二次大戦後，平和に対する最も深刻な脅威を

もたらしうるものであると述べ，さらに中東から

南西アジアに至る地域は戦略的に極めて重要な

地域であり，同地域において，アメリカとその

同盟国ほ，ヨーロッパおよび太平洋地域と並ん

で，死活的な利益を有している旨を強調した後，

「ペルシャ湾地域を支配しようとする外部勢力

のいかなる試みもアメリカの死活的利益に対す

る攻撃とみなされ，このような攻撃は軍事力を

含むいかなる必要な手段を用いてでも排除され

るであろう。」と述べております。これがいわゆ

るカーター・ドクトリンと称されるものです。

　このようにアフガニスタン情勢を巡るアメリ

カの態度は極めて厳しいものであり，米ソは対

決の様相を深めておりますが，それでは国際的

な緊張がどこまでもエスカレートするかと言え

ば，そこには自ずと一定の限度があり，歯止め

がかかっていると考えてよいと思われます。カ

ーター大統領自身，年頭教書の中で，ただ今述

べたような強い決意を表明する一方，　「核戦争

を回避することは，米ソニ超大国の最大の責任

である。」と述べ，依然としてアメリカが第二次

戦略兵器制限協定（SALTH）を批准すべき
旨を述べております。他方，ソ連のブレジネフ

書記長もデタントの必要性を西側に訴えている

のです。

　戦後の米ソ関係は，「協調」ど「競争また

は対決」の二面的要素を含み，時によって協調

の面がプレイ・アップされ，また時によって対

決の要素が前面に出て来ていると言えましょう。

今回のアフが轟スタン情勢をめぐる米ソ関係で

は，協調，即ち緊張緩和ないしデタントの面が

大きく後退し，対決面が前面に出ていることは

明らかですが，他方，ただ今述べましたように，

核戦争の危険を高めるような対決は回避したい

という点で，米ソの認識は共通のようであり，

その意味で現在の米ソ関係に単純に「冷戦への

復帰」というレッテルを貼るのは，適当とは思

われません。

　アメリカがアメリカおよび自由世界の死活的イ

ンタレストがかかっていると見なしている中東

地域は，外部からの脅威以外にもいくつかの不安

定要因を抱えております。その一つは言うまで

もなくイラン情勢であり，いわゆるイスラム・

パワーが今後どのように展開されるかというこ

ととともに，今後のイラン情勢の推移は，中東

地域の他の諸国に与える影響といった観点から

も注目されるところです。

　しかし，何といっても中東地域の安定にとり

最大の問題は，中東和平問題です。昨年春締結

されたエジプト・イスラエル間の平和条約は，

中東における包括的和平に向かっての第一歩と

なるべく期待されたものですが，現状では他の

ほとんどすべてのアラブ諸国が同条約に反対の立場

をとっております。

　中東における包括的和平の実現のためには，

何よりもまずパレスチナ問題の解決，即ちパレ

スチナ人に対する自治権の付与を実現すること

が不可欠です。私はエジプト・イスラエル間の
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この問題に関する交渉が建設的結果を生むこと

を期待して止みません。

　中東地域はこのように1980年代の国際政
治において最も重要な地域の一つでありますが，

中東の戦略的重要性の多くが石油に由来するこ

とは今さら言うまでもありません。カーター大

統領は，年頭教書でソ連のアフガエスタンに対

する軍事介入によって脅威を受けるに至った中

東地域は世界の石油の輸出の3分の2を占める

地域であり，またインド洋とホルムズ海峡が中

東の石油の輸送にとって決定的に重要な通路で

ある旨を指摘するとともに，　「先進民主主義工

業諸国が中東からの石油の供給に圧倒的に依存

していることが，アメリカ及び西側が諸困難に

直面している基本的理由の一つである。」と述べ

ているのであります。

　そこで話題を中東から石油そしてエネルギー

問題一般に移し，現在の世界が直面する最も重

要な課題の一つであるこの問題の国際的側面お

よびわが国の対処ぶりにつきお話申し上げたい

と思います。

　石油を中心とするエネルギー問題は，単に世

界経済の安定と発展にとっての大きな挑戦であ

るのみならず，国際情勢～般に重大な係わりをも

つものです。石油を中心とするエネルギー問題

は，1980年置の国際情勢の動向を左右する
一つの鍵と言っても過言ではないと考えます。

　振り返りますと，第2次世界大戦後，世界経

済は，ブレトン・ウッズ体制とそれを支える圧

倒的なアメリカ経済という大きな枠組みの中に

あって，戦後の荒廃を乗り切り，今日の繁栄へ

と目ざましい発展をとげてきました：。もちろ

んその過程において，いわゆる「南北問題」と

呼ばれる先進国と開発途上国の間の問題がクロ

ーズ・アンプされ，それが開発途上国による，

「新国際経済秩序」の要求となって，問題が尖

鋭化したこと等に示される通り，戦後の経済発

展がいくつかの二二を抱えていたことも事実で

す。しかしながら全般的に見れば，　「市場経済

に基づく自由貿易という原則によって立つGA

TT・1回目体制即ちブレトン・ウッズ体制の

果たした功績は極めて大きなものであったこと

は異論のないところと思われます。

　しかしながら70年代に入りますと，このよ

うなGATT・IMF体制に大きなかげりが見

られるこ二とになりました。；象徴的な出来事1；が

70年代初頭に相次いで起った事件，即ち，71

年のユクソン大統領の新経済政策と，73年の

石油ショックであります。

　ニクソン・ショック，つまりドルの金二二の

停止は，基軸通貨たるドルを中心とする固定相

場制をもって世界の通貨，金融を律してきたI

MF体制の根本を揺さぶるものでした。そして

これは，ブレトン・ウソズ体制を支え，それを

保証してきたアメリカ経済が，60年代におい

て，日本および西ドイソをはじめとする西欧経済

の目ざましい発展のため，その相対的地位が低

下したこと，もはやアメリカ経済のみでは世界

経済を支え，運営するに十分でなくなってきた

ことを端的に示すものであったのです。

　ブレトン・ウッズ体制に対する第2の挑戦が

石油ショックでした。産油国による石油価格の

3倍ないし4倍という著しい引き上げは，世界

経済に深刻な影響を与えずにはおきませんでし

たQ狂乱物価，不況，国際収支困難のいわゆる

トリレンマ（三重苦）に直面した各国経済が，

ようやく立ち直りを見せたのは78年に入って

からです。そして，7．9年に入るとイラン革命

を直接の契機として第二次石油危機に再び見舞

われることになったのです。イラン革命による

イラン石油の一時的供給停止に始まった今回

の石油危機は，第一次石油危機よりもさらに一層

深刻な問題を投げかけたのです。即ち石油問題

は単に価格の問題に止まらず，供給量の問題と

しても提起されることとなったからです。昨年

12月のOPECカラカス総会において，　OP
ECが統一価格を決定することができなかった

ことも単に価格カルテルとしてのOP起Cの団

結の弱体化ということではなくOPECが価格
カルテルとしての一面的な動きから生産面，非

産油途上国への援助等をも一層重視する多面的

なカルテルへと変容していこうとすることを示

唆するものであったのです。

　以上述べたごとく石油危機は世界経済に極め

て深刻な影響を与えてきておりますが，これは

戦後の繁栄を支えてきたブレトン・ウソズ体制

にとってどういう意味をもっていたのでしょう

か。GATT・IMF体制は，前述した如く，
ドルを中心として，商品および資本の自由・多

角的な取引を通じて世界経済の発展をもたらそ
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うというシステムですが，その中にあって石油

を初めとするエネルギー資源については，極言

すれば廉価でかつほぼ無制限に供給を確保でき

るものと見なされていたわけです。それが石油

危機によって，石油は，廉価及び無制限どころ

か，価格の面においても，さらに量の面におい

ても，経済外的な要因，具体的にはOPECの
政治的な判断により決定されることとなったの

です。世界経済はその枠外において一方的に決

定される石油価格および量を所与のものとして

受け入れ，それに自らをアジャストしていかな

ければならならいという事態となったといえま

しようQこのように石油が成長の最大かつ長期

的な制約要因となるとは，自由な取引を通ずる

世界経済の拡大・発展を目指したブレトン・ウ

ッズ体制の全く予想しなかったことと思われま
す。

　さてそのエネルギー問題がわが国に勾1えるイ

ンパクトですが，わが国にとっての問題は言う

までもなくエネルギーの対外依存度が著しく高

いことです。わが国の一次エネルギー輸入依存

度は，7？年において88．0％であり，アメリ

カの19。9％，イギリスの26．3％はもちろん，

西ドイツの54．5％，フランスの75．9％に比

べてもはるかに高いものとなっており，さらに，

一次エネルギー需要に占める石油の割合が78

年で73．1％とこれまた他の主要国に比べ極め

て高くなっております。

　このような状況の下で，　「エネルギー外交」

と言えば，まず石油の供給確保を意味すること

は避けられません。もちろん我々は国際エネル

ギー機関の枠内において1985年までの毎年
の国別石油輸入量の限度につき合意しておりま

すが，それだけの輸入量が供給されると言う保

証はなく各国ともその確保のため努力せねばな

らないのです。

　輸入石油に対する依存度の特に高いわが国と

しては，国内的に石油消費の節滅に努める一方

国際的には中東を中心とする従来の石油供給国

よりの供給の確保を図るとともに，メキシ凝，

中国など新しい供給先を開拓することにより，

供給減の多角化を図ることが必要です。何れに

せよ国際協力が重要であり，抜けがけは許され

ず，またなかんずく産油国と消費国間の対話の

努力が極めて重要であると考えております。

　最近の産消対話をめぐる動きの中で，最も注

目されるのは，昨年9，月の非同盟首脳会議のイ

ニシアティブを受けて本年8月から9月にかけ

て開催される国連経済二二総会において開始さ

れる，いわゆるグP一バル・ネゴシエーション

ズ，即ち，包括的南北交渉ラウンドです。この

グローバル・ネゴシエーションズは，これまで

国連貿易開発会議（UNCTAD）等南北関係、
の諸フォーラムにおいて取り扱われてきた一次

産：品，貿易，開発および通貨・金融の諸問題に加

え初めてエネルギーを交渉対象とすることとし

たものです。開発途上国側は，エネルギーをテ

瓢に「新国際経済秩序」の実現を図るため，エ

ネルギーを他の開発諸問題と絡めて取り扱うこ

とを主張し，エネルギー問題のみを独立に検討

することを好まないと思われますが，それにも

かかわらず，そもそもエネルギー問題を含む形

で南北の交渉を進めることがOPEC諸国を含
む開発途上国側の提案によって決定されたこと

は，注且されるところです。

　わが国としては，このような交渉において，

先進国は，瓢ネルギー問題の世界経済に対する

インパクトに鑑み，エネルギーの節約，生産の

拡大，開発途上国に対するエネルギー開発援助

の強化等の協力を軸として，産油国との間にエ

ネルギーの価格及び供給の安定につき相互に受

け入れられうる確固たる合意を探究すべきもの

と考えます。

　その際，他の諸問題についても，わが国とし

ては，南北関係の重要性を認識し，世界的な産

業調整の促進，自由かつ開放的な貿易体制の維

持・発展，一次産品所得の安定，政府開発援助

の大幅増を含む資源の移転，開発途上国の集団

的自助努力への支援等について，総合的かつ積

極的な施策を打ち出すべきであろうと考えます。

　また，産消対話については去る2月21日お

よび22日の両日ロンドンにおいて開催された

OPEC長期戦略委員会の動きも注目されると
ころです。同委員会は原油価格の新しい決定方

式，原油の生産水準および非産：油開発途上国の

援助問題等，OPECとしての長期戦略に関す

る勧告をまとめましたが，同勧告はOPEC全
メンバーによる検討のため，4月末ないし5月

初めにサウジアラビアにおいて開催される予定

の臨時総会に付託される模様です。
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　インフレーション，為替レートの変動および

先進国の経済成長との調整等を中心とする新価

格決定方式や，OPEC特別基金を軸とする開
発途上国に対する援助強化等，同勧告は国際経

済にとり，極めて重要な意味を持つ内容を含ん

でおり，今後の動きを注意深く見守っていく必

要があります。

　この勧告はまた：工業国との関係についても：重

要な内容を有しているとみられます。即ち，ま

ず，OPECと工業国との間の対話の必要を認

め，OPECは一つのブPックとしてこれに参
加すべきであるとしています。対話の目的につ

いては，（1＞工業国の石油精製品および石油化学

製品市場への自由なアクセス，（2）OPECの産

業発展に必要な技術へのアクセス，（3）共同研究

活動への参加，（4）エネルギー二二丸型産業のO

PEC内天然ガス産出地域への建設を獲得する
こと，等と主張しております。

　産消対話の必要性を認めたことはそれ自体，

一つの前進と考えられますが，ダウン・ストリ

ーム問題一つをとってみても，先進国における

産業調整，メジャーの立場，産油国内部の意見

の相違等もあり，決して容易な問題ではないと

思われます。かかる産油国の要望は，一進一退

はあっても，確実に拡がってくるものと予想さ

れますが，この問題も当然のことながら，石油

価格および供給がどのように，そしていかなる

レベルにおいて決定されるかという問題と密接

に関連して捉えられるべきものであり，消費国

としては，OPEC諸国の節度ある態度を強く

期待するところです。

　石油の供給が構造的に不足することが予想さ

れること，その中にあって，例えばイラン革命

の例に見られるように，政治的動乱により部分

的，あるいは一時的に供給が掩乱される恐れが

あること，更に，政治的動乱まではいかなくて

も，政治的動機によって価格が上げられ，ある

いは供給が削滅される恐れがあること等を考え

ると，産消対話の重要性はいくら強調してもし

過ぎることはなく，わが国としても，実りある

産品対話の実現のため，積極的に貢献すべきも

のと考えます。

　このように石油の価格，供給の安定のための

国際的努力が必要な一・方，石油代替エネルギー

の開発，利用の拡大が急務です。

　当面の石油代替エネルギー源として最も有力

視されているのは石炭と原子力です。

　まず石炭について見れば，最近石油代替エネ

ルギー源として石炭の利用拡大を図るべきであ

るとの認識がとみに高まっておりますQ即ち，

昨年5月のIEA閣僚理事会において「石炭利
用拡大のための行動原則」が彩択されましたが，

その趣旨は，石炭の貿易および石炭関連の国際投

資を拡大することにより，石炭の長期的供給の

安定を図るとともに，石炭需要の創出に努め，

もって石炭利用を拡大しようとするものです。

　具体的には，（1睦消国がともに石炭の長期契

約を奨励する，噛（2）生産国側は，石炭の輸出及び

外国からの石炭関連投資に対して少なくとも新

たな制限措置を導入しない，（3）消費国側は，原

則として基礎的な電力需要を賄うための石油火

力発電所の新設および建てかえを禁止し，国内

生産を上回る需要は輸入炭により満たす，とい

うものです。

　かかる原則は時宜を得たものであり，生産：国

と消費国がともに前向きのコミットメントを行い，

両者の利益を拡大均衡させることにより石炭利

用の拡大を図っていくべきであると考えます。．

　東京サミットにおいても，このような考え方

が引き継がれ，同宣言は「我々は，我々7力国

が環境を損うことなく，石炭の利用，生産およ

び貿易を可能な限り拡大することを誓約する。」

と述べております。

　わが国の場合，78年度で年間約7，100万
tの石炭を消費していますが，輸入炭と国内炭

の割合は約3対1，原料品と一般炭の比は約6

対1となっています。そして輸入炭の輸入先と

しては，原料炭についてはオーストラリアがほ

ぼ半分を占め，アメリカ及びカナダがそれぞれ

約20％前後となっています。一般炭について

は，オーストラリアが66％，中国18％，ソ
連12％となっています。

　わが国の将来の石炭供給についてみると，昨

年8月に発表された長期エネルギー需給暫定見

通しによれば，国内生産水準は，77年度
1，970万tから87年度，90年度，95年
度を通じ2，000万tの横ばいと見る一方，海

外炭の輸入量を，77年度5，800万tから
85年度1億100万t，90年度1億4，350
万t，95年度1億7，800万tと見込んでいます。
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　その結果，わが国のエネルギー構成比におけ

る国内石炭の比率は，77年度3．2％に対し，

85年度2．5％，90年度2．0％，95年度
1．8％とむしろ低減する一方，海外炭はそれぞ
れ1　1。6　9ちカ、ら　1　3．6％，　　1　5．6　％，　さらに

16．5％へとその比重を増すことが見込まれて
います。

　このように，わが国では，国内炭には現在以

上依存できないものの，海外炭の輸入の増大を

図ることにより，石油依存度軽減の一助にしょ

うとしているわけです。

　わが国が石炭利用拡大を図るためには，第…

に，産消双方の協調を通じ安定的供給を確保す

ることが必要です。因みに現在までのところ，

一般炭の国際取引は極めて小規模であり，主と

してヨ…ρッパ地域に偏っていましたが，今後

は石炭の見直しを反映して一般炭の貿易量は急

：増することが見込まれ，IEA予測によれば，

85年には8，000万t，90年には．1億5，0・00

万tに達すると見られます。

　第2に，石炭の利用拡大を図るためには，石

炭の利用をより容易にするとの見地から，石炭

利用技術，石炭の液化ガス化技術の研究，開発

を一層促進し，そのための国際協力を進めるこ

とが重要です。わが国としても，特に石炭液化

技術の研究，開発についてアメリカ，西ドイツ

との協力を積極的に進めるとともに，技術開発

についてIEA諸国との協力を進めることが：重

要です。石炭については，最近の石油価格の高

騰により急に見直し気分が強まったかの感があ

りますが，当面の石油代替エネルギーとして以

前から最も期待されてきたのが原子力でありま

す。エネルギー・サミソトと言われた昨年6月

の東京サξソトの宣言は「今後数十年におい

て原子力発電能力が拡大しなければ，経済成長

および高水準の雇用の達成は困難となろう。」と

謳っており，原子力が石油代替エネルギーとして

極めて重要なものであるとの国際的認識を改め

て示しております。原子力には安全性とこれに

直接関係したパブリック・アクセプタンスの問

題があり，わが国のみならず，世界の各国にお

いてこの問題のために原子力発電の規模が一時

期待されたほど拡大しなかったことはご承知の

通りです。安全性の問題はタ昨年3月に発生し

たスリーマイル島の事故を契機として再びクμ

一ズ・アップされましたが，この問題について

は，一層の技術的改善に努めるとともに，住民

や世論の正しい理解を得るための努力が辛抱強

く続けられなければなりません。

　他方，もう一つの原子力に特有な制約要因は，

言うまでもなく核拡散防止の問題です。原子力

の平和利用と核拡散防止の調整については，一

週間前にINFCEの作業が終了したことは記
念すべき成果です。INFCEの作業の背景や
経緯については，皆様がよくご承知と思われま

すので省略させて戴きますが，今回受理された

報告書によれば，：再処理および濃縮などについ

てのわが国の立場と主張が大体において受け入

れられたと言って良さそうです。即ち，まず長

期的な癸i電の伸びのハイ・ケースを考える

と，この場合には西暦2000年以降はウラ
ンが不足するという結果が得られ，何らかのリ

サイクルの必要性が認められたこと，再処理施

設にもいわゆるスケール・メリットが存在し，

従って再処理については発電規模が大きく，一・

国単位の施設を保有する経済的正当性がある国

の場合には再処理が行われて然るべきこと，濃

縮については濃縮事業には多額の投資タ高度の

基礎技術，よく整備された産業基盤が必要とさ

れており，大規模な原子力発電計画や国内ウラ

ン資：源を有するごく少数の国のみが一国単位で

商業規模の濃縮施設を開発する立場にあること

などが記されております。また，混合抽出法な

ど再処理工程の技術を変えたり，再処理施設を

国際管理の下におくことによって核拡散への抵

抗性を高めようとの努力は，補完的な意味は持

ち得るにせよ，絶対的な保証にはなり得ないと

の趣旨も温湯されております。

　以上のような技術的検討の結果が得られたと

いうことは，わが国にとって一応満足すべきこ

とではありますが，これですべてが終わったので

はなく，むしろINFCE作業の終了は，80年
代およびそれ以降の原子力平和利用の新秩序作

りの出発点と考えるべきでしょう。INFCE
はそもそも技術的検討作業であって，その結論

はそのままでは参加国政府を拘束しないことと

なっております。今後は五NFCEの結果を踏
まえ，日米原子力協定改定交渉，日米東海村再

処理交渉などの2国間交渉の場，およびIAEA
を中心とする多国間協議の場を通じ，具体的な
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秩序作りが行われていくわけです。

　また，本年8月には核兵器不拡散条約（NPT）

の第2図再検討会議が行われ，より広い見地か

ら核拡散防止の問題が国際的に検討されること

にな：っております。その際わが国にとって必要

なのは，今述べたようなINFCE後の新しい
原子力の国際秩序作りに積極的に協力ないし貢

献することです。今までともすれば，わが国は，

核拡散防止の問題に関し，平和憲法，非核三原

則，原子力基本法などを引き合いに出して，わ

が国に限って原子力の軍事転用などはあり得な

いとの極めてディフェンシブ（防衛的）な態度

に終始してきた嫌いがあります。これは，アメ

リカの核不拡散政策が従来の経緯から見るとや

や唐突な形で提示されたことに対する日本側の

反応として，理解できないわけではありません

が，INFCEにおいてわが国の主張が大体に
おいて認められた現在，わが国としては，自国

のみのことを考えるに止まらず，如何にすれば

国際的に核の拡散を防止できるかにつき具体的

提案を行うなど，国際的に積極的な貢献を果た

すべきでしょう。

　原子力の平和利用の推進に際し，わが国が他

の先進国とともに考慮に入れるべき今一つの

点は，開発途上国に対する配慮です。原子力は

最先端技術の一つであるだけに，ともすれば先

進工業国の問題と考えられがちです。しかし開

発途上国といえども原子力についての関心は少

なからざるものがあるのであり，もし原子力が

専ら先進工業国の関心事項であるかの如き態度

をとるようなことがあれば，それは開発途上国

の真の期待に反するのみならず，開発途上国に

対する差別と見なされる恐れがあります。核拡

散防．止の観点から原子力資材の輸出規制強化が

合意された際，開発途上国の一部から原子力を

利用している先進国による技術移転の規制であ

るとの批判がなされたのは，この問題がいかに

機微なものであるかを如実に物語るものです。

　INFCEにおいて開発途上国の「特別の必
要」につき討議が行われ，最終報告で言及がなさ

れているのは，かかる観点から見て妥当なこと

と思われます。また，先に述べたNPTの第2
回再検討会議の場でも，開発途上国の原子力平

和利用の問題が主要アーマの一つとなることが
予想されます。

　東南アジア諸国の食料保存および工業イヒなどの

ための原子力，特にアイソトープ，放射線利用

の期待に応えて，わが国がIAEAの「原子力
科学技術に関する研究・開発および訓練のための

地域協力協定」，いわゆるRCAに参加し，東南

アジア諸国からの研修生の受け入れなど技術的

財政的援助を実施し始めたことは，エネルギー

源としての原子力の利用ではないとはいえ，開

発途上国の必要に応えるものとして有意義であ

り，このような活動は今後積極的に拡大される

べきものと考えます。

　さらにわが国としては，IAEA等を通じ，
開発途上国の立場に一層の理解を示すとともに，

これら諸国の必要に積極的に応えるよう一層の

努力を払うべきものと考えます。

　このように核拡散防止のための国際的動き，

および開発途上国の必要を踏まえ，積極的な貢

献をしていくことで，初めてわが国は原子力の

平和利用に最大限の努力を傾注できるのです。

　先程申し上げた通り，エネルギーの対外依存

度の著しく高いわが国にとっては，エネルギー

問題に対処することは，即ちエネルギー問題に

国際的に対処することであり，いわゆる「エネ

ルギー外交」を実施することに他なりません。

それは石油の場合であるか，石炭，原子力の場

合であるかを問いません。

　現在の世界で「エネルギー外交」を推進する

ためには，何よりもエネルギーの問題がもはや

政治と分離された純経済的な問題としては扱い

得ないことに留意することが肝要です。石油の

供給が中東の政治・軍事情勢と切っても切れな

い関係にあることは既に述べた通りであり，原

子力の平和利用の推進には核拡散の防止という

高度に政治・軍事的な問題が伴うことも前述の

通りです。　「エネルギー外交」は何よりも政経

不分離の認識の上に立って実施されなければな

りませんQ

　今一っの重要なことは，　「エネルギー外交」

の推進には国際協調が不可欠であるということ

です。これは，わが国一国でなしうることには

限度があるということのみに起因するものでは

ありません。石油の消費量：についてみれば，わ

が国は78年で500万bb1／日に達し，アメ
リカの1，900万bbl／日に次いでIEA諸国中
第2の大消費国です。また，源子力発電規模に
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ついて見れば，わが国の設備容量は約1，500

万kWであり，これは世界第2位です。わが国
の地位がこのように高まってくると，わが国の

動向は世界の石油需給なり原子力を巡る情勢に

多大の影響を及ぼすのであり，もはやわが国は

自国のことのみを考えて行動するわけにはいか

ず，その意味で国際的に少なからざる責任を有

するに至っているのです。

　私の本日の講演の議題は「国際政治とエネル

ギー外交」でありますが所詮「エネルギー外交」

といっても，それはわが国の総合的な外交の一・

部に他なりません。

　従来ともすれば，わが国は国際情勢を毎件と

考えがちでした。しかし経済力の飛躍的増大を

背景としてその国際的比重を著しく高めるに至

った今日のわが国には，もはやそのような考え

方は許されません。特に80年代の国際情勢は

厳しいものとなることが予想されるだけに，わ

が国としてはこれからの世界において，わが国

の国際的責任と自覚を踏まえ，従来以上に積極

的にイ晶シアアィブをとっていくことが肝要と

考えられます。

　80年代におけるわが国の「エネルギー外交」

もこのような対外姿勢に根ざした総合的な外交

の一一環として推進されるべきものと思われます。
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フランスにおけるエネルギーの選択

フ讐ンス電力庁
理　　事

　R。カ　ール

鎧欝欝難縫i

　　　　　　　　　さずに我々の経済の基本的

　　　　　　　　　要素であるエネルギーの消

費量を維持したり増やしたりする方法は，ぜひ

見つけなければならないものです。

　日本とフランスはこの問題について多くの共

通的な側面を持っていると思います。例えば，

第1に国内のエネルギー資源が限られているこ

とです。石炭の量も少なく，しかもコストが高

く，また水力発電資源はすでに利用されており

拡充の余地がほとんどないというような点です。

第2にエネルギーおよび電気の消費：量の自然増

は依然高いという問題も抱えております。また

第3番目に大規模な原子力計画が1970年代
の初めに進められ，これが唯一の全面的な解決

策に思えたわけです。しかしながら実際にはさ

まざまな困難にぶつかっています。

　そこで，本会議が言わば「エネルギーを求め

ての闘い」と申しましょうか，われわれが関与

している問題について，こうしたお互いの経験

を交換できる新しい機会を与えてくれることを

心から喜ぶ次第です。まず主要な点を含み，フ

ランスの行っている努力を紹介したいと思いま

す。省エネルギー，石炭使用への復帰そして原

子力計画についてです。

1．第1團標：省エネルギー
　　まず最初の省エネルギーの問題ですが，物

が不足してきたり高くなった場合，一番最初

　に採られる反応は，それを節約しようという

動きです。1974年にエネルギー節約庁が
　フランスで設けられ，この目標へ向かっての

　：方法を模索しております。

フランスが特にエネルギー消費量：の多い国とい

うわけではありませんが，これは決して簡単な

仕事ではありません。

　1979年の消費量は石油換算で1億9，00

0万tに上り，2，360億kWhで，1人当た
りに直すと石油換算で3．5tであり，4，500

kWhに相当します。人口はフランスの場合は

5，300万人です。これは日本とは似ておりま

すが，アメリカ，カナダ，スウェーデンといった

国と比較するとはるかに低いレベルです。従っ

て，現在の消費量をさらに減らすことは難かし

いわけです。従って私は現在の消費レベルとい1

うのが極めて理にかなったレベルと考えており

ます。

　1985年を目途に当局が立てた目標は，消
費量を最：初の予測値よりも石油換算で3，500

万t節約しようというものです。　石炭換算で

1，800万tが1979年には節約されており
ます。最：初の節約達成は無論一一番簡単ですが，

目標を達成するのには投資と創造性が要求され

ます。にもかかわらず，このような節約の動き

が始まっており，ここ数年ほどは石油の輸入量：

を約1億1，000万tに制限することが可能に
なりました。発電用の石油需要の節約は，この

実績の中でも中心的な役割を果たしております。

　まず最：初に，何よりも浪費はなくさなければ

なりません。仏電力庁（EDF）は，エネルギ
ー節約庁と協力してエネルギー需要者の注意を

喚起する運動を行い，午前と午後のピーク時の

需要のかなりの部分を他の時間帯に移しました。

このようなキャンペーンは，1978年12月
19日にフランス全土にわたる送電網の故障が

発生したこともあって，かなりの効果を収めて

います。

　政府による電気料金の引き⊥げも消費者の行

動にかなりの影響を与えています。1978年
には低電圧電力の平均料金は石油価格が4倍に
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引き土げられる前を基準にして，実質で1973

年の料金より約10％安くなっていました。そ

れ以降原油価格の上昇に見合うべく低・・中・高

電圧電気料金のすべてが7．5％，7．5％そして

11％と，3回にわたり値⊥げされました。

　このようなシヨク療法はかなり有効でした。

電気が真実の価格で売られること，そして消費

者の決定を歪めないことが重要でず。もちろん

これで家庭用の燃料やガスが不足してきた時，

消費者が電気で大量に埋め合わせをしてしまう

というリスクを完全になくすことができるもの

ではありません。：全：部が電力のみに依：存すれば，

停電が不可避となるでしょう。しかしそれでも

電気使用への転換は家庭用燃料やガスの欠乏を

抑制することには役立つでしょう。

　実際に1979年には電気消費量の伸びが著
しく落ちました。同年の電気消費：量は，熱換箕

しますと，およそ対78年度比6．6％増えてお

ります。これは低電圧供給：量の低下によるもの

で，低電圧供給料は前年の伸び率11％と比較

すると79年度は7％と減っております。

　さらにEDFは過去数年聞にわたって産業分
野における省エネルギ…研究の主要計画を遂行

しています。さまざまな産業分野においていろ

いろな：方法が検討され，実施されています。例

えば冶金三組，農産物食料品加工，機械産業で

省エネルギーの実施が検討され，アストされて

います。その進展状況から，そうすることが必

要な場合には，カルノー理論に基づく，　「電気

は1次エネルギーに替えて使うには不適切であ

る。」という考えとは逆に，柔軟性と規則性と

適応性の特性の故に，伝統的な燃料に十分に代

わりうるものであることが立証されています。

　それによって，1kWhで1万BTUから2
万さらには4万BTU（1BTU＝252ca1）
までを代替することができます。現代の乾燥処

理，誘導電気炉，そして逆浸透法による化学プ

ロセスがこのメリットを実証しています。ただ，

残念ながら，こういうプロセスにはかなりの投

資が必要であり，そのため現在の経済状況では

このメリットを享受しにくい状態となってきて

おります。しかしそういうものは入手可能であ

り，エネルギー・バランスを考える企業家の関

心を引くものだということは確かです。従って，

省エネルギーは電気消費量の増加を意味します。

　現在の危機がエネルギー危機ではなく，石油

危機であるということを念頭に置くと，電力は

現在，石油による束縛から脱するのに最適の媒

体であり，他の1次エネルギー源の開発を支援

するものであると申せましょう。

　フランスでは1985年と1990年の消費
予測について議論が白熱しています。そしてこ

れが現在の設備投資の動向を左右しているので

す。現代の世の中というのは予測を立てるには

大変難かしい時期にあることは明らかです。

社会の選択に関係する議論の解決策を提示する

ことは電力会社の役割ではないとしても石油以

外の資源を用いて発電を行うのであれば，電気

の使用によって，当てにならない上に高いエネ

ルギーに：依存せずにすむと思います。

　フランスの新しい住宅の20％が燃料油で暖
房されているととも申し上げる価値があると思

います（）発電施設の供給ボアソシャルを計算に

入れると，～部電気を用いて暖房することも一

つの解決策です。政府とEDFとの取り決めでは，

1985年までに200万の新住宅に電気暖房
設備が取り付けられることになっています。因

みに，1980年時点ではこれを取．り付けた住

宅は100万軒です。

　全体で1973年から78年まで隻フランス
のGNPは14％上昇し，電力需要は28％増
えたのに対し，1次エネルギーの総需要は4．2

％しか増えていません。

　これは：フランス国内のエネルギー消費に占め

る電力の割合が5年問に21，8％から26．9％

にまで増えたことによります。つまり1年に約

1％ずつ増えたわけです。電力はエネルギーの

節約と共存できるものであり，少なくともその

一部になり得るものだと思います。　「電気の用

途が増えれば増えるほど，それぞれの用途での

電気所要量は減る。」，これは私どもEDFの
スローガンの言葉ですがご紹介致します。

2、，石炭利用への復帰

　電力が必要であるなら，できるだけ石油の使

用を抑えながらも発電されるべきです。

　1975年の発電設備が石油危機の前と同じ
状態であった時には，フランスの発電量の約3

分の1は水力発電でした。3分の1が石油，残

り3分の1が石炭，ガス，および原子力発電所
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によるものでした。

　1979年には水力発電は発電：量の4分の
1に減り，原子力発電も含めて熱生産の内訳

は次の通りになりました。

石炭（褐炭を含む）41％，石油32％，ガ

ス4％，ウラン23％。
　大雑把に言って歩今日全体の24％しか占

めていない石油は，一定の割合，約1，200

万tの割合で燃やされています。それに対し

て1974年に1，200万tの石炭が発電の
ために使われております。現在は2，400万t

から2，500万tぐらいです。これは石油換

算で1，600万tに当たります。
　石炭火力の発電所をフルに稼働し，さらに

いくつかの石油火力発電所を転換することに

よって，このような状態が達成されています

《スうイド1）。

　当初石炭火力として設計されながら，石油

火力に転換したものもほんの数基あります。

かなりの火力発電所が石炭でも石油でも焚け

るように設計されました。しかし，いまだに

それ以外の燃料を用いない石油専焼火力発

電所があることも事実です。これは，このタ

イプの発電所のかなりがボイラーを取り替え

ないと石炭火力に転換できないからです。

　全体で1976年以降15基，総発電設備
容量350万kWが石炭火力に転換されたか，
転換中です。

　この転換は費用がかかっています。石炭の

場合は処理や燃料補給や運転に余分の手間が

かかります。またスタッフが余分に必要です。

というのは，プラントの運転，特に保守は石

油火力の発電所よりも複雑だからです。25

万kWプラント2基について30人の余分の
要員が必要だと思われます。最後に，この転

換は生態学的に必ずしも良くはありません。

　仕事は疲れやすく，また大気汚染のリスク

も高くなりますQフランスでも他の国と同様

に，公害防止基準がこの2～3年間に強化さ

れています。その結果フィルターや集塵機を

強化し，環境監視制度ならびに設備を導入す

ることが義務づけられています。

　しかしながら，この転換計画はやはり実現

しなければなりませんでした。現在そのよう

な転換が完了しており，その結果負荷変動，

特に1週間単位で見た場合の負荷変動に十分

追従できる発電所ができており，L990年
代までには運転が可能です。

　この石炭利用の動きは新しい発電所の建設

でも続いていますQ低品質の石炭を利用する

60万kWの発電プラントが産炭地カーリン
グで，ロレーヌ炭鉱会社の出資により建設さ

れつつあります。そして，もう一つの発電所

の建設が最近ガルダンヌで決まっており，こ

こではサントル・ミディ炭鉱の石炭を燃やす

ことになっています。何れの発電所でも，フ

ランスで掘られた石炭を使います。さらにも

う3基，60万kWのプラントで輸入石炭を
使うものがセーヌ川支流のル・アーブルとロ

ワール川の支流のコルドメに建設されること

になっております。少なくとも60万kWの

石炭火力発電所4基が1983年から84年
までの間に運転開始する予定です。

　このようにフランスは石炭への傾斜を深め

ております。石油と石炭の価格の差によって

こうなってきたわけです。：專門家は将来この

価格差がどうなるかについて議論しています。

国内生産には限界があるので，できる限り石

炭供給源多様化を図っています。これは現在

の市場状況では全く問題を起こしてはいませ
ん。

　ここで一言，在来型発電方式のうち，水力

発電の将来の開発の可能性について申し上げ

たいと思います。採算の取れるところはもう

すでに利用し尽くされています。しかし，ま

だ小規模な発電所が今後も建設されていくで

しょう。さらに原子力の登場によって，エネ

ルギーを揚水方式によって蓄える方法が，か

なりの関心を呼ぶようになりました。これは

適切な立地の体系的調査が現在行われている

説明にもなります。急なスタート・アップ，

1日のうちの負荷変動といった柔軟性の必要

を考慮すれぱ，水力発電は，柔軟性に劣る原

子力を補完する貴重なものになると思います6

　1979年にはアーク川とイゼール川の付
近で，EDFが大型のダムと揚水発電を併用

した発電所の運転を開始しています。この発

電所は24万kWのものが2基で，年間発電

能力は6億5，000万kWhです。
　180万kWの設備容量を持つもう一つの
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発電所がアルプスのグラン。メゾンで建設中

でこれは1984年から85年に運転に入る
予定です。

　このような例から，原子力計画以外にフラ

ンスは多様化政策を進めていることがお判り

かと思います。電力供給事業者にとっては，

どんな時でも相補的な多様な施設を持ってい

ることが不可欠となります。無論できうれば

ということですが，フランスの場合にはそれ

が実現可能です。

3。　原子力計画

　　以上，申し上げましたが，フランスのエネ

　ルギー計画の核となるものが加圧水型軽水炉

　（PWR；）開発計画にあることに変わりはあ

　りません。

　　本計画はすでにこの原産大会でも，また多

　くの他の会議においても発表されているので

　きょうは次のことだけを申し上げます。

　0　1960年代のフランスの初めての経験
　は，黒鉛ガス（重水）炉により得られました。

　これらは今も運転されており220万kWの
　容量を持っています。

　o　PWR計画は1970年に開始され，74
年中で継続されております。これは単基容量

　90万kWの原子炉1タイプだけを考えてお
　り，2基ないし4基の原子炉で原子力発電所
　が構成されています。

　・　130万kWモデルは1976年に導入
　され，現在遂行されている計画のベースにな

　っています。

　このPWR計画の現状は次のとおりです。

・　6基が通常運転中。

。　電気出力90万kWのもの25基と，130

万kWのもの6基を建設中Q

・　1982年までには残りの90万kWの
3基が運開する予定・であり，さらにその後の

2～3年のうちに130万kWのものが年間
3基ないし4基運開となる予定。

9　すでに設置済みおよび81年までに設置
予定の発電所は15ヵ所に分布（スライド2）。

このうち1つは許認可申請中o

A。最初の6基の運転記録は満足のいくもので

した。商業運転に入った年，フッセンハイム

の2基の利用率は78％と81，5％でした。
出力は経済計算で認められていたものよりも

はるかに高くなっています（スライド3，4）。

1979年から80年にかけての冬の間，運
転中のPWR6基は実用のため定格出力で運
転され，厳冬期の負荷にもかかわらず曾何の

問題もなく供給責任を果たしました◎

　1979年にフッセンハイム発電所の2基
は燃料交換と保守のために運転が停止されま

した。フランスの法律により，第1回の運転

停止は1次冷却系と容器の完全検査が必要で

あり，運開前にすべての非破壊検査を繰り返

し，欠陥のないことを確かめなければならな

いことになっております。従って，運転停止

期間は予想されたよりも長く，それぞれ130

日と100日かかりました：o

　燃料挙動は極めて良好だったことが確認さ

れました。全般的に書って，重要な機械の故

障は見つかりません℃した。容器の中の異常

は認められず，蒸気発生心内のくぼみ現象の

跡もなく，タービン発電機も詳細に検査しま

したが，極めて良好な状況でした。それに比

較して，必要な作業時間は予想したよりもは

るかに長くなりました。これは，例えば給水

ポンプでの作業，特に原子力であるか在来型

の発電所であるかを間わずバルブ類などの機

械的な作業に手間がかかったからです。規定

線量を超える被曝線量は記録されませんでし

た。集団積算線：量は1基では375人remで，

もう1基が368人remでしたQそれぞれの
発電ユニットで約500名が作業に従事しま
した。このように全体の結果は満足のいくも

のでした。ただ，作業は当初予想したよりも

多くなりました。これらのことから，作業の

ための十分な準備と作業要員の訓練が必：要で

あることが確認されました。このような経験

に基づき，年次計颪運転停止期間は通常6週

間から8週間ぐらいにな：ると思われます。

B。次の新しい発電所の建設は予定通り進んで

　おります。当然計画の規模によって主要機器

　工場，現地での作業連絡スタッフの訓練等に

　関する問題が起こりました。さらに：重大事故

　に備えての安全度，計算コードの改善といっ
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た安全面への懸念が高まっている点および第

1期原子炉の運転開始の経験から，図面でも

また現場でも変更や修正が行われており蕊す。

ごく最近の例では，スリー…マ感ル島での事故

を契機とする研究計画があります。その結果

設備それ自体については，大きな変更はあり

ませんが，計装，情報，情報処理についての

改善が指摘されています。しかし，今後の発

電所（90万kW級34基）は同一性を保つ
ことが必要だと思っています。これは安全性

と信頼面で当然のことです。

　これにより運開予定日が若干（1年を超え

ない程度）延期されますが後続建設が進むに

つれて，遅延は少なくなると思われます。

　1979年に遭遇した難かしい問題のうち
世論に影響を与えた出来事として容器のパイ

プのライニングの下の欠陥があります（スラ

イド5）。これはわずか数mmの欠陥であり，

これに対して全体の管の厚みは25cmでし
た。これはステンレス・スチールのライニン

グの製造過程で出てきたものと思われます。

従って，簡単な製造方法の変更によって，将

来造られる容器にはこのような欠陥がないよ

うにすることができます。

　ここで問題なのは既存の容器に発生する欠

陥の除去です。これを修理することが設備の

状況を本当に改善することにな：るのかという

疑問が残っていました。この欠陥が大きくな

っても重大な事故につながらないことをお見

せしょうと思い，欠陥の状態を同時的にモニ

ターすることのできる装置を作りました。こ

の方法はもちろん安全規制当局との間でかな

りの議論が必要でした。これによりトリカス

タン，グラブリーヌ，ダンピエール発電所1

号機の運開が先月まで遅れました。

　これはパリュウェルで建設されている130

万kWのPWR発電所です（スライド6）。
1982年末までには運転を開始する予定で
すQライニングの下の欠陥のような問題が発

生したからといって他に満足できる対策を弾

じているのに，その対策まで正当に評価しな

いようでは困ります。

・　第1期の運転経験によって得られた現行

の原子力発電所のタイプは利用率の向上に有

意義であることが実証されています。

。　10年間の研究，開発，試験の結果作ら

れた機器によって，このタイプの発電プラン

トの技術，あるいは運転上の問題は十分解明

できるようになりました。アメリカのライセ

ンス保有者とフランスの諸機関との間で今後

とも積極的な協力を推進する予定です。

・　また，フランスの発電産i業は74年から

76年の投資の成果を享受しておりげ1年6、

藁縄の十分に品質管理された機器部品を供給

することができます。

・　過去5年にわたって並行して人材養成，

特に運転員の訓練が行われています。これは

理論と実際の両面にわたるものであり，シミ

ュレーター訓練の後，運転中の発電所に配置

して約2年間実施訓練をします。

　こうした方法で，年に6基の割合で新しい

原発の運開ができると思われます。

　政府が設定した目標を達成するための我々

の手段としては，

・　原子力発電によってフランスの電力需要

の半分以上を1985年までに原子力で賄う

ことを考えています（スライド7）oこれは

石油換算で4，500万tに相当します。

・　1990年には原子力発電の割合を約75
％まで上げます。それによって石油火力発電

所の割合を発電システムの中では副次的な役

割にまで下げます。

C．ご存知のように，フランスは長期にわたり

　高速増殖炉（F8R）を積極的に開発してい
　ます。

　　原型炉であるフェニックスは順調に稼働し

　ており，今までに70億kWhを発電してい
　ます。その利用率は1979年には，燃料交
　換のための計画運転停止を除けば94％です。

　　電気出力120万kWの実証炉，スーパー
　フェニックスは現在イタリア（ENEL社），

　西ドイツ（RWE社）との協力で建設中です。

　　土木関係の作業はすでにほぼ終了しており，

　機器の組み立てが始まっております（スライ

　ド8）。炉構造物のうち最初の原子炉容器が

　3月中に据えつけられる予定です（スライド

　9）。これは原型炉なので運転開始の時機に

注意が払われています。かなりのテストが予
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め必要です。1983年というのが妥当な運
開予定時期だと思います。

　現在次の段階の準備が進んでいます。主た

る目的は，スーパー・フェニックスより安い

電気を得ることです。安くするからといって

信頼性や安全性を犠牲にするつもりはありま

せん。軽水炉と比較した場合の追加投資コス

トは許容できる程度ですが，ある一定の割合

を超えてはなりません。これについての検討

は，目下行われております。シリ～ズ生産を

すればコストが下がるので，スーパー・フェ

ニックスの後は少数ですが，2基ないし4基

の製造が予定されています。

　FBRは使用済み燃料の再処理との密接な
つながりを考慮して設計されたものです。次

の段階はプラントおよび関連性の深い再処理

施設の信頼性と経済性に確信が持てたとき初

めて始まるでしょう。このプラントの検討は

マルク～ルとう・ア…グでの経験に基づいて

行われています。

　1982年頃までには検討結果が出ると思わ

れますQそして，83年はス｝パー・フェニ
ックスの運転開始時期ですので，83年以降，

遅くとも85年までにスーパー・フェニック

スの2基と再処理プラント1基の建設につき，

決定を下せると思います。

　これは高速：増殖炉の商業化が急務であるこ

とと矛盾するように見えるかも知れません。

と言うのは，FBRの産業化が1990年代
になってしまいますから。しかし，長期の時

間を要するであろう開発プロセスには理論的

にアプローチしていく必要性があると思いま

す。世界全体の原子力計画の遅れが，FBR

の導入を遅らせることになるかもしれません

が，長期的には不可欠でもあり，軽水炉の補

完上も必要です。

D．昨年の本大会でベカー氏が，フランスが鉱

　山から廃棄物処理までの燃料サイクルのすべ

　てのリンクを有していることの利点を詳しく

　説明しましたので，これを繰り返すことは避

　けますが，2つの重要な点をここで強調～．た

　いと思います。

L　ウランの濃縮については，ユーロディフの

　トリカスタン：工場があります（スライド10）げ

　これはガス拡散法を用いており，1979年

　末で定格出力の25％で運転しております。

　そのコストと建設スケジュールは，現在のと

　ころ予定通り進んでいます。

　　1年に10，800tSWUという入出力は
　1982年初めまでには達成される予定です
　（スライド唱1）。フランスの原子力発電計

画における濃縮の年間所要：量は1985年で，

　5，000tSWUですQこれはユ～ロディフ
　施設の生産量のフランス受け取り分で賄うこ

　とができます。1982年にトリカスタンの
　プラントは，世界の濃縮能力の3分の1を占

　めるようになりますQ

　　その他の技術の中で，仏原子力庁（CEA）

の開発した化学濃縮法が，CEAと米エネル

　ギ　省（DOE）の最初の協力協定のア～マ

　になっておりますOこの協定は1979年9
　月4日に調印され，このプロセスの研究も並

　痒して進んでおります。将来フランスの産業

界とその協力者は，2～3年で完成すると思

　われる改良ガス拡散法かあるいは，もし現在

　の改善がうまくいくとすれば，との化学交換

　法，このどちらかを新しい濃縮プラントの建

設に際して選択することができます。

2．照射済みの燃料集合体の再処理については，

軽水炉から取り出した大量の使用済み燃料が

すでに酸化燃料の前処理施設で再処理されて

　いることを述べておきます。これはう・アー

　グのUP2プラントと並んでありますQ

　　仏核物質公社（COGEMA）のUP－2
　プラントの年間処理能力は，　85年頃には

　800tに引き上げられることになっていま

す（スライド12）。もう一つ同じような処

理能力のユニット（UP3A）が，86年に
運開する予定です。これはPWRの酸化物燃

　下冷処理についてのEDFの需要を満たして

　います。海外燃料の再処理によってプラント

　のフル出力操業も保障されており，契約も日

　本を初め各国と結ばれています。

　　同様にFBRの照射済み燃料については，

　マルクールとラ・アーグで，数七の酸化物を

処理した経験を得ております。ラプソディー・

サイクルはすでに何度も閉じられており　フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
エニックスに対しても同じことを始めようと
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しています。増殖炉の使用済み燃料を再処理

するパイロット：工場（TOR）は処理能力が

1日30kgでマルクールで建設中であり，
1983年には運転が始まることになってお

ります。そしてCOGEMAは商業用F8R
からの使用済み燃料再処理用大容量工場の建

設を計画していることは，すでに申し上げた

通りで，この職場（PURR）は，早ければ

1989年に運開の予定ですo

E。世界の多くの国々が事実上原子力発電をし

　ばらく見合わせているにもかかわらず，なぜ

　フランスが原・子力計画をまだ持っているのか

　とよく聞かれますが，この答えは簡単です。

　他の選択肢がないからです。このような観点

　から，政府は74年以来ゆるぎない着実な原

　子力政策を進めております。フランスでは政

　治的な大衆と反体制派の区分と，原子力につ

　いての賛成派，反対派の区分が一致していま

　せん。これはこの問題の対立の激化を回避で

　きている理由の一つです。

　　1980年にはフランスや諸外国で少なく
　とも地域的な合意なしには何もできなくなつ

　ています。そのために我々は，情報キャンペ

　ーンとかパンフレット，出版物，その他の媒

　体を使って；合意形成への精一杯の努力をし

　ております。またこれと並んで仏原子力学会

　のような協会を通じて，他の敵対しているグ

　ループ，例えば教師あるいは医師のグループ

　との対話を図っております。またEDFのプラ

　ントの見学も非常に重要な契機となっています。

　　1979年には，運転中の原子力発電所に
　は約7万入が見学に訪れました。その中で2

　万1，000人はサン・ローラン・・ド・オウを

　訪問し1万8，000人はビュジェを訪問しま

　した。これはかなりの負i担であり，リスクも

　あります。しかし，この方法がやはり情報を

　伝えたり説得するのには最良の方法です。

　　1960年代に世間一一般の熱心な雰囲気の

　中で建設された原子力発電所が，長年何の問

　題がなく運転し続けられているので，これが

　我々に味方しているのも事実です。

　　さまざまな調査からフランス人の大半は原

　子力に反対していないということが判ってい

　ます。一般の入は原子力を「必要悪」と考え

ているようです。異なったエネルギー源の総

合的リスクの比較についての議論が最近行わ

れ，パリではセミナーも開かれております。

最近の出来事，例えばイラン問題などは特に

世論にかなりの影響を与えております。73

年，　74年よりも大きな影響が与えら職てお

り，原子力以外のエネルギーのリスクがこの

数ヵ月の間にかなりの認識されるようになっ

てきました。無論スリーマイル島（TMI）

事故はマイナスの効果を与えました。しかし，

この影響は極めて小さいものです。これはア

メリか特有の事情におげる出来事というふう

に受け取られており，技術的な問題であると

いうよりもむしろマス・メディアや政府当局

の問題だったのですQフランスでのTMIの
主要な影響としては，事故時の緊急計画の公

表があります。また最終的分析によれば，心

理的影響は全部が全部悪いものではありませ

んでした。

　実際に難かしいのは用地の選択です。　「原

子力，結構です，もし必要ならば。でも私の

家の裏庭でなく，隣の人の裏庭でやるならの

話です」Qこれは新しい動きではなく，1950

年代の水力発電計画の時から引き続いて行わ

れている論議だとお気付きの人もいるでしょ

う。この問題は原子力でまた起こり，マス・

メディアによって増幅されていますQこれは

明らかに国家の連帯感と意識の問題で，政府

当局の課せられた言わば…つの闘いでしょう。

その地域の迷惑，これは否定できないもので

すが，EDFはこのバランスを取ろうとして
います。社会資本，例えば道路，学校，住宅

などの迅速な建設を行い，運転中にかなりの

地方税を払い，プラントの周辺地域では電気

料金を下げるなどの政策は地域にとって原・子

力導入の利点となります。このような利点は

注意して分配し，こうした問題解決から新た

な問題が生まれないようにしなければなりま

せん。一度心理的な障壁が崩れ，サイトが確

定すると雰囲気はなごみ，作業も和気あいあ

いとして行われます。私はここで，このよう

な難問に対する既成の解決策を申し上げるつ

もりはありません。フランスでも各地域での

解決策は異なっております。脆い均衡を保ち

ながら前進していくことになります。
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　原子力の反対は疑いもなく国際的なもので

す。フランスにとって，これは基本的には輸

入商品です。電力業者は協力して見解を誤ら

ぬようにし，発電所の建設，運転をさらに改

善するため情報を交換することが必要です。

また，別の国で起こった事故へ光を当てる目

的での真実に反した二謀一スについては，そ

れをすぐに否定しなければな：りません。

　また，アプローチの一貫性を誇示すべきで

す。これはわれわれの責務であり，EDFは
国際的な「エネルギ～を求めての連帯」にお

いてその義務を果たす用意があります。
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ソ連における原子力開発の主要方向

ソ遵原子力利用墨家委員会

副議長，原子力総周囲

　鷺。クー鋤フ＊

　　　　　　　　　　まずこの発表を始める前

　　　　　　　　　に，私が驚いたエネルギー

　　　　　　　　　問題，原子力に対する新し

　　　　　　　　　い政治的な挑戦について，

　　　　　　　　　一言申し⊥げたいと思いま

　　　　　　　　　す。先程非常に政治的なお

　　　　　　　　　話がありました。あまり適

当でない表現を用いて，この会議でこのような

政治的な発言がなされたことを残念に思います。

このような発言が国際協力を阻むものになって

はいけないと思います。有澤会長がそのような

趣旨でこういう発表の場を設けられたものでは

なかったことを希望いたします。では発表に移

らせていただきます。

　この30年，ないし40年の間に，世界のエ
ネルギー資：源の消費構造は，石油および天然ガ

スに偏ってきました。世界の発電量の約70％

がこれらの資源に頼ってきたのは，この石油お

び天然ガスが最：も使いやすく，また普遍性を有

するものであったからです。しかし，石油，ガ

スの枯渇は不可避となってきております。この

エネルギー問題の基本的解決法は，石炭の利用

の拡大とともに大規模な原子力発電開発を迅速

に促進することにあります。ソ連は大工業国で，

経済発展の基盤を国内の鉱物燃料資源に置いて

いるにもかかわらず，原子力の大々的な開発が

わが国にとっても現実的な問題となっておりま

す。と言いますのは，まず第1に，エネルギー

資源の約80％がわが国の東部に集中しており，

一一 禔C入口・電力消費者の約75％が欧露地域
に集中しているからです。燃料およびエネルギ

ーの長距離輸送問題の解決が国内の燃料，エネ

ルギー経済に大きな位置を占めております。で

すから，欧露地域で原子力の開発を進めること

が燃料，エネルギー経済において最も効果的で

あると考えられます。

　核燃料は非常に高い熱量を有するため，その

輸送量も従来の燃料に比べてはるかに少なくな

ると考えられます。ですから，原子力発電では

発電施設を消費地の近くに持ってくることがで

き，それが燃料産出地から遠隔の地への電力供

給問題の解決にもつながってきます。

　原子力が環境に与える影響は，有機燃料の燃

焼に基づく在来型の発電方式による影響を下回

るものです。

　現在のところソ連の原子力発電所の設備容量

は1，100万kWです。今後の原子力発電の方
向として，原子炉の単基容：量の増加および原子

炉サイトでの発電プラントの集中を考えており

ます。VVER一一これは加圧水型軽水炉（PW

汎）に属しますげれども一とRBMK一黒鉛減
速沸騰軽水冷却圧力二型大出力二一が，現在の

原子力発電の基礎となしております。電気出力

21万kWの，　PWRの一種であるVVERの
第1号機が1964年にノボボロネジ原子力発
電所で運転開始しました。われわれが原子力発

電を決定した基本的な要因の一つとして，原子

炉容器の鉄道による輸送が容易であるか否かの

問題があります、，これはその後のVVEH型原子

炉の改良においても十分活かされております。

ノボボロネジ2号機の出力は36万5，000kWに

達しております。次のVVERの段階，即ち第

2世代は44万kWのVV珍R－440型炉の
開発で，この経済的結果が非常に満足のいくも

のであったことから，これら原子力発電所が欧

露地域のほぼ全域で，在来型の火力発電所に競

合できることを示しています。このため，これ

が一連の大規模な原子力発電所の標準型とされ

てきました。

　即ち，ノボボロネジ3号機，4号機がこの設
計に従って建設され，同発電所の設備容：量は，

145万5千kWに達しました。ノボボロネジ
原子力発電所の発電原価は，kWh当たり約

※E・クーロフ民が病気により欠席のため，同委

　員会国際局次長，B。セミョーノフ氏が代読。
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α65コペイカで，一一方，石炭，石油・ガス火

力発電所の発電コストは同じく0．7訳ないし

0．9コペイカとなっております。ノボボロネジ

原子力発電所の稼働率は75％ないし80％で，
この点でも有効に運転されていることが示され

ています。

　ソ連国内では，ノボボロネジ原子力発電所の

ほかにも，コラ原子力発電所に2基，アルメニ

ア原子力発電所に2基，VVER－440型炉
が建設されております。それ以外にこのVVER

－440型炉4基を建設中です。その内訳は
コラ原子力発電所に2基およびロブノ原子力発

電所に2基となっています。将来のソ連におけ

るこの他のVVER－440型原子炉建設の計画
は今のところありません。

　このVVER型開発の次の世代，即ち第3世

代はVVER－1000型炉で，この電気出力

は100万kWです。現在VVER－1000
型炉としてノボボロネジ5号機が建設を完了し

たところです。このプラントの運転の開始は，

1980年に予定されております。
　ノボボロネジ5号機建設の経験に基づいて，

同型炉のシリーズ建設のための設計が完了しま

した。VVER・一1000型炉シリーズの設計で
は，ノボボロネジ5号機で得られた技術的問題

の解決策が最大限活かされました。けれども，

ただ耐震条件を考慮に入れるなどいくつかの設

計変更が行われました。VVER－1000型炉
の第1期目としての建設がカリーニン，南ウク

ライナ，西ウクライナの各原子力発電所でそれ

ぞれ進められております。

　（スライド1）は最初のノボボロネジ原子力

発電所1号機の原子炉容器です。

　（スライド2）はノボボロネジ原子力発電所

1号機のタ…ビン建屋です。

　（スライド3）はコラ原子力発電所です。ム

ル々ンスクの近くの北方の半島にある原子力発

電所です。

　（スライド4）は同じコラ発電所の制御室で
す。

　（スライド5）はアルメニア原子力発電所の

外観でございまして，出力44万kWの原子炉
2基がございます。

　（スライド6）はノボボロネジ原子力発電所

の5号機の原子炉建屋の建設中の写真です。つ

まり，100万kWの原子炉であるVVEE－
1000の楚屋です。

　（スライド7）はVVER原子炉の発展を示

しています。4段階の，つまり，VVER210
から1000に至るまでの進歩が示されており
ます。それぞれの数字は，MW単位でのその出

力巻示しています。

　圧力管型水冷却黒鉛減速炉の開発は，1954

年6月27日のオブニソスク原子力発電所の運

転開始に始まりました。それに続いて，60万

kWのシベリア原子力発電所が運転に入り，ベ

ロヤルスクの1，2号機が運転を開始しました。

この出力は各々jo万kW，20万kWです。
これはすべて加圧水型です。

　ソ連における次の圧力丸型原子炉の開発ステ

ップは，沸騰水型大出力炉でRBMK－1000
と呼ばれています。このKBMKの設計では，
高い単位出力を出す可能性を追求しています。

運転しながらどの圧力管にも燃料装荷すること

ができるようになっているため，燃料サイクル

に柔軟性が生まれ，それによって原仔力発電プ

ラントの利用率を高めることが可能となりまし
た。

　レニングラード原子力発電所のRBMK－
1000型炉を用いた最：初の2基（運転開始は，

1号機1973年，2号機1975年）の後，
一連の100万kW炉の建設が始まりました。

1976年から78年の間にクーールスク原子力

発電所で2基，チェルノブイリ原子力発電所で

2基，運転開始となり，1979年12月1日
にはレニングラード原子力発電所で3号機が商

業ベースの稼働に入りました。このように，

RB厳K…1000型炉を用いた原子力発電所の設

備容量総計は700万kWに達しております。
この他類似した発電プラントが現在いくつか，

さまざまな建設段階にあります。

　レニングラード原子力発電所の最初のRBMK

－1000型炉の運転状態は，高い安全性および

効率で特徴づけられております。その稼働率は

82％に達しています。この原子力発電所での

発電コストは有機燃料を用いた同地域の発電コ

ストより幾分低く：なっています。

　イグナリーナ原子力発電所では単基出力150

万kWのRBMK炉，RBMK－1500，2
基が建設中です。これは，リトアニア共和国に
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建設中で，この発電所の総発電設備容量は600

万kWになる予定です。

　150万kWまで原子力発電プラント容量が
増加するにつれて，原子力発電所建設の資本コ

ストがさらに下がると考えられます。

　（ス讐イド8）はオブニンスクで1954年
に稼働した世界最初の原子力発電所で，圧力管

型原子炉です。

　そして（ス箏イド9）は，ベロヤルスク原子力

発電所の外観です。10万kW，20万kWの
1号機，2号機が稼働しております。

　《スライド筆O）は，ザリェーチニー村で，

見えているアパートはべロヤルスク原子力発電所

の職員用のものですQ　旨

　《スライド羽書）は，第2世代の圧力管型原

子炉，RBMKの例で，100万kWのユニッ
トです。これはレニングラード原子力発電所で

パルテック海から見たところです。

　（スライド12）もレニングラード原子力発

電所で1号機と2号機が示されています。

　《スうイド唱3）は原子炉ホールです。圧力

管の上部が見えておりますが，1，600の圧力

管がここに集まっております。

　（スライド唱4）も同じ原子炉の上部ですが，

ほとんどリチャ』ネルがもうカバーされておりま
す。

　（ス箏イド吊5）は，運転しながら燃料交換

ができる燃料交換機で，レニングラード原子力

発電所のものです。

　（スライド16）は制御室で，同じレニング

ラード原子力発電所のものです。

　（スライド17）は，タービン・ホールで原
子炉のタービンが示されております。それぞれ，

100万kWの原子炉に50万kWのタービン
が2つついています。

　（スライド呈8）は，イグナリーナ原発の建

設の写真で，150万kWのRBMKが2基設
置されます。

　近い将来原子力発電設備容量が急速に増加す

ることになりましょう。もし現在ソ連の原子力

発電が年間200万kWの割合で運転開始に持
ち込まれるならこの割合で行くと，1990年
代の終わりまでには原子力発電設備容量の新運

開分が年間500ないし800万kWに達する
ものと考えられ，21世紀に突入するまでには

恐らく年間1，000万kWを超える新規運開分
があると考えられます。これは現在のソ連の全

発電設備容量の増加率に匹敵するものです。

このように原子力発電所の建設は，今までも述

べてきたように主として欧露地域で行われてき

ました。

　原子力発電所の建設を迅速に促進していくた

めに，機器製造の基盤の拡大と近代化が進めら

れております。ボルガドンスクのアトムマッシ

原子力機器工場では第1段階として，年間300

万kW分の原子炉設備の製造を始めており，イ

ジョーラ機器工場が製造能力を現在高めている

最中です。

　原子力発電所建設におげる原則の一つは1サ

イトの設置容量の集中を図ることです。建設，

計画中の原子力発電所では通常数基で容量総計

200ないし600万kWになる予定です。
　原子力の大規模開発に伴って生起してくる現

実的問題の一つに原子カプラントまたはプラン

ト群の容量および地域分布の最適化の検討の問

題があります。これの解決は，国外の燃料サイ

クル会社との協力による開発成果と，信頼性の

高い経済的な放射性廃棄物の貯蔵方法を考慮し

てなされるべきです。

　ソ連は自国の原子力開発を推進する一方，こ

の分野における国際．協力を深め，その第1段階

としてコメコン諸国との協力を打ち立てており

ます。ソ連の技術援助により東ドイツ，ブルガ

リア，チュコスロバキアで原子力発電所が建設

されました。ハンガリーおよびポーランドで原

子力発電所の建設が現在進められております。

フィンランドのロビーサ原子力発電所では，ソ

連の参画のもとに建設が行われ，これはソ連の

原子力発電工学の業績の足跡をまた新たにしま

した。

　コメコン諸国の原子力開発に関する協力は，

今後さらに深まるものと思われます。ソ連の技

術援助のもとにコメコン諸国で原子力発電所の

建設が進み，1990年までにその設備容量総

計は3，700万kWになると思われます。現在

400万kWの出力を持つ二つの原子力発電所
がソ連の西部で共同建設されており，ここから

隣接諸国へ電力の副次的な供給を行うことにな

っております。

　近年コメコン諸国とソ連の間の2国間協定に
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墓ついて，ブルガリア，ハンガリ・一，東ドイツ，

ポーランド，ルーマニアダチュコスロバキア，

そしてユーゴスラビアで，原子力発電所の機器

製作のための協力体制が組織されました。

　このようにして，近い将来ソ連および社会主

義諸国の電力供給源として原子力が広く導入さ

れると思われます。

　ソ連のエネルギー・シスアムに原子力発電所

を大規模に導入するに当たって，現在の運転体

制を修正する必要があります。もし原子力発電

所がベース・ロードとして着実に運転できたな

らば，この次の何年かの間にロード・スケジi

…ルの変動しやすい部分をカバ…することもで

きるに違いありません。…連のVVER炉を設
置した原子力発電所では，週単位で行われる閉

止や24時間の間でも部分的には出力低下など
の負荷追従の体制をとっています。負荷の大き

な変化に伴って，VVERの主冷却材の運転温
度を小さく変化さぜることで，出力変動を行っ

ても原子炉設備を長期的に信頼性を高く保って

運動できるようになっています。電気および熱

についての負荷追従体制のもとでの原子力発電

所使用⊥の主要な障害は燃料集合体被覆の機密

性喪失の可能性にあります。

　原子力を電力消費スケジユ…ルのハーフ・ピ

ークに導入する可能性がいくつかあります。そ

の何れの場合においても経済的問題が確かにあ

ります。しかしながら，これは在来型のエネル

ギーをとっても同じことが言われているわげで

す。しかし，原子力ではその高い資本コストゆ

えにこの問題は倍加されてきているのですQそ

こで，電力消費スケジュールを原子力発電の助

けを借りて調整する可能性の分析と相まって，

ハー t・ピ…クの問題を在来型の発電所の利用

で解決する場合について検討するのも価値があ

ると思われます。

　現在までのところ，原子力が広く利用されて

きたのは発電の分野においてのみです。しかし

エネルギー源の全消費量の中で電力の占める割

合は20％に過ぎないことは周知の事実です。

一方，電力需要の30％以⊥は150℃以下の
低ポテンシャルの熱を必要とする加熱や技術一ヒ

の各種プロセスに消費されています。さらにあ

と30％が500ないし1，500℃の高温熱と
して工業用に利用されております。

　このことから燃料問題については有機燃料を

大量：に用いている国家経済の諸分野に原子力を

導入しないでは解決ができないと考えられます。

過去15年ないし20年の間に，熱供給はこう
いつた燃料としての石油，ガス消費の比率を体

系化する方向に沿って開発されてきました。こ

の状況の下では，熱供給用の有機燃料を原子力

で置きかえることは発電分野での原子力の利用

以上にはるかに重要であると思われます。

　現在のところ原子力を集中平熱へ利用する方

法はその有効性がもうすでに実証されたものと

考えることができ豪す。その場合原子力給熱セ

ンターとして最も可能性が高い場所は，大都市，

．市町村共同体，人口稠密地帯などで，地域集中

給熱システムの確立しているところが考えられ
ます。

　このようなシステムに：おいて原子力による熱

源を原則的にベースと考えたいと思います。有

機燃料による熱源はべ…スとするのではなく，

熱ロード・スケジュールのピークに投入するべ

きものと考えます。

　これまでの研究から，原子力による給熱は，

「門下給原子力発電所（A・rE｝Ts）」といっ

た形で，熱生産と電力生産を結びつけて行うこ

ともできますし，また「熱供給だけを目的とし

たプラント（AsT）」を建設して，原子力
ボイラ…として用いることもできます。

AΦETsの方が熱力学的に見て効果的ですカ㍉

建設と運転面がより複雑です。

　ソ連では積極的に都市の熱供給システムへの

原子力の利用を進めています。すでに実証炉に
よる経験を踏まえたAT宜Tsの設計に加えて，

現在ベッセル・タイプの沸騰水型炉（VK）に
よる原子力ボイラー製造作業が実行されており

ます。原子炉の設計とその安全度は冷却材パラ

メータのレベルおよび炉心比出力に非常に鋭敏

に影響を与えます。圧力を下げることによって

建設を簡素イヒし，建設コストを下げ，安全性を

高めることができます。

　熱湯による熱供給のためには，炉内圧力が15

ないし20気圧以上になってはいけません。炉

心比出力を減少すれば，自然循環の助けもあっ

て，正常時にも緊急時にも，炉心冷却を行うこ

とができます。これまでの調査から，ASTの

出力は50万kWを超えない範囲とする方がよ
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いと思います。比較的低出力あるいは低い炉心

比出力，原子力発電プラントと比較して低圧

力の状態にあっては，ASTユニットでは施設
の総合調整を行うことができます。ASTがコ

ンパクトであること，原子炉容器内の圧力⊥昇

に備えて設計された2次保護容器の利用により，

爆発とか飛行機の墜落といった外的事故に対す

る信頼性を確保できますが，これは従来の原子

力発電所やATETsの設計には含まれていま
せんでした。

　また，中間回路の利用で供給熱の消費者に対

する放射線被曝の恐れがなくなりました。この

ような特性によりASTは3ないし5億Kcal
／hという極めて強力，かつ安全な給熱源と考

えられます。これは人口稠密地域の近くに設置

が可能です。このような状況ゆえに，長距離に

わたる高価な地域暖房パイプラインを建設する

必要もなくなりました。50万kWの給適用の
最初のプラントが，現在ゴーリキーとボロネジ

で建設中で，さらに将来の普及が期待されてお

ります。

　熱血給原子力発電プラントは有機燃料を用いた

ボイラ㎞・プラントより建設コストは高くなり．ま

すが，燃料サイクルの出資が少なくなり，生産

された熱の単価は従来の燃料を用いたものの約

2分の1以下となっております。計算からAST

の償却年数は約5年から6年となっておりま
す。このような溶々プラントにより，何億tも

の有機燃料が節約でき，またその輸送問題をな

くすこともできます。

　さらにもっと難かしい技術的問題としては，

原子力を用いた高温領域熱の生産があります。

この分野における研究は，現在最適な技術的解

決策を模索しているところです。このような原

子力技術のヘリウム冷却炉（VG－400）の

経験を踏まえて，100万kWの原型炉の設計
が検討されております。このようなプラントは，

電力生産とともに，約950℃程度の高温領域
熱によるアンモニアと水素の生成といった高温

ヘリウム冷却炉（HTHR）の高度な活用を可
能とします。ヘリウム冷却高温炉ではこれを製

鉄業，あるいは石油化学，合成燃料製造，ある

いは石油産出量の増大に活用することを考えて

おります。

　現在の原子力は実際のところ，熱中性子炉が

ほぼ全面的に使われておりジ現在ウラン燃料の

活用効率はわずか1％です。

　経済的に見て初期燃料のコストが低いことが

利点になっており，これは現在原子力利用の総

コストの10％以下となっています。またこの

利点を今後とも維持するためには，品位の高い

ウラン鉱の資源に限りがあることを織ると，燃

料費を実質的に抑える方法を採らねばなりませ

ん。同時に，最も収益性の高い鉱床のウラン資

源は，現在の世界の石油資源のうちの収益性の

高いものと同程度ぐらいのエネルギー・ポテン

シャルしかありません。従って，原子力発電シ

ステム長期計画においてはいろいろな条件を考

慮すれば，この問題は中心的課題の一つと言え

るのです。

　よく知られているように核燃料供給の問題の

解決は，高速増殖炉（FBR）の今後の開発に

かかっており，FBRでは2次燃料すなわちプ
ルトニウムの生成が電力生産と同時に行なわれ

ます。FBRの運転により，天然ウランから取

り出せるエネルギー一は20から30倍となりま

す。近い将来に広範にFBRを活用することに
よって，原子力開発が第2段階に入ることにな

るでしょう。

　ソビエトにおいては，高速炉の開発に非常な

注意を払っています。最初のナトリウム冷却材

を使った高速増殖原型炉，BN－350がカス
ピ海に面したシェフチエンコに造られました。

このプラントの目的は二つあります。一つは電

力生産で。もう一つは脱塩水の生産です。この

プラントは1973年に発電を開始しています。

現在BN一一350は12万kWの電力を生産し，
かつ毎日8万tの脱塩水を生産しております。

今までの運転実績は稼働率86％という数字で

特長づけられています。

　そしてすでに，40億kWhの電力と，1億1，000

万tの蒸留水を生産しました。これは豊かな鉱

物資源に恵まれてはいるが遠隔地であったり干

ばつ地である地域の発展に大きく寄与していま
す。

　ウラルのスベルドロフスクの近くのべロヤル

スク原子力発電所では電気出力60万kWの高

速炉，BN－600が現在建設中です。8N－
350と違い，BN－600・はタンク型を採用
．しており，進んだ技術特性を有しております。
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BN－600原子炉の運転経験が将来の増殖炉
の開発方針を決める上で大変重要なものになっ

ていくでしょう。

　ソ連ならびに海外において行われた研究結果

から，商i業目的の原子力発電所の場合，高速炉

の出力は，120万kWから180万kWが最
適であると考えられています。この領域ですと

妥当な経済性が達成され，同時に実際に設備を

製造する上での難かしい問題はまだ出て来てい

ません。

　ソ連では現在80万kWのタービンを二つ備
えた160万kWの高速炉の設計が進められて
おります。

　（スラィ図9）は乾燥地帯の入口10万入
の都市，シェフチェンコにある，BN－350
をもつ発電所の外観です。付近の木がBN－

350の脱塩能力の証拠となっています。

　（スライド2⑪）は，『BN－350の原子炉
ホールの図です。

　（スライド21）は，BN－350の脱塩装
置です。

　さて，ソ連における原子力発電の進捗につい

てお話しをする場合，原子力砕氷船の開発を忘

れることはできません。北：方航路の探索はわが

国にとって非常に重要なものです。原子力砕氷

、船の建設は北極海航路の開発に新しい時代を築

きました。

　世界最初の原子力砕氷船「レーニン号」が

1959年に建造され，1979年12，月に，
北極海におげる輝かしい砕氷実績の20周年を

祝いました。それ以降原子力砕氷船が次々と建

造され，1974年には砕氷船「アルクチカ号」

が運転に入り，1977年に砕氷船「シベリア
号」が航海を始めております。これらの砕氷船

には7万5，000HPの原子炉が装・備されてお
り，この技術パラメータは砕氷船1．レーニン

号」より優れたものです。

　砕氷船「アルクチカ号」の北極への前人未踏

の到達，また砕氷船「シベリア号」の高緯度ル

ートによる北極横断航海など，原子力砕氷船

の長期にわたる実績は，原子力砕氷船が従来型

の砕氷船よりもはるかに強力なものであること

を立証しています。

　このように砕氷船搭載の源子力装置は，あら

ゆる運転条件下で桁外れに信頼性が高く，放射

線遮蔽が優れていることを示しております。

砕氷船における貴重な経験の蓄積が新たな船舶

の建造に十分活かされております。

　（ス讐イド22）はアルクチカ号です。原
子力砕氷船の実績により，原子力船分野でソ連

が他国に一・歩先んじていることが示されました。

　以上，申し．上げましたように，原子力の今後

の進歩は確実なものです。まず第1にさらに熱

中性子炉原発が建設されるでしょう。そして，

地域暖房あるいは産i業需要用の低温熱を原子力

で生産し，電力消費型産業の特定分野用に高温

領域熱生産が今後行われるでしょう。

　また，原子炉の利用範囲としては，軽水冷却

を使いました熱中性子炉（VVER，RBMK）な
どが挙げられ発電プラント，あるいは電力・熱

生産のATETsや熱生産専用炉であるAST
に分けられます。液体金属およびガス冷却を使

った高速中性子炉は，ベース・ロード用原子力

発電所，あるいはまたATETsとして活用す
ることができます。高温黒鉛・ガス冷却熱中性

子炉は，電力生産および技術的応用ができるで

しょう。その他の原子炉の可能性の検討も行な

われております。

　将来の大規模な原子力の利用に齢いては，最

も合理的なエネルギーの生産形態に基づき，異

なったタイプの原子炉が全体の燃料バランスを

考えてシステムを形成することになると思いま

す。従って，他のエネルギー生産分野にもいろ

いろと問題がありますが，ウラン資源の経済性

および放射性廃棄物の処理，あるいは信頼でき

る，また経済的な貯蔵の観点から必要とされる

化学的な再処理および再成形加工の開発が原子

力で正に直面している問題となっています。
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山口議長
　以上で3名の方からご講

演を頂戴し，第1セッシ烈

ン午後の前半の部を終了い

たしますが，議長として，

お3方の講演に対して若干

のコメントをさせていただ
きます。

　最初の講演者の牛場さんからは，最近ますま

す複雑，混迷の度を極めている国際政治問題を

踏まえて，　「現在，日：本ほど国際関係の：なかで

法律と秩序に依存している国はなく，エネルギ

ー問題を含めて，外交関係については，原則問

題について，一貫してはっきりした態度をとる

べきだ。」と今後のわが国のエネルギー外交につ

いて極めて示唆に富んだ指摘がなされました。

先週終了しましたINFCEの場では，わが国は

一貫してはっきりと日本の原子力開発方針を打

ち出し，濃縮・再処理の必要性を訴えINFCE
の結果も良識のある線で落着をみたわけですが

今後このINFCEの成果を具体的な形で進めて
いく⊥において，牛場さんのご指摘は，わが国

の原子力関係者の一人として，力強い感銘を受

けた次第であります。

　次に，フランスのカールさんからは，エネル

ギーの独立の達成のためには，現実的な方法と

して原子力開発が唯一のものである，として，当

面は，標準化された90万kW，130万kW
級の2つのタイプのPWR、により原子力発電開

発計画を精力的に進め，1985年にはフラン
スの電力生産量に占める原子力発電依存度を約

50％にしていくことや，1983年に運開が
予定されているスーパー・フェニックスに続く

高速増殖炉開発計画等についてもご紹介があり，

フランスと同様のエネルギー事情にあるわが国

にとっては非常に参考になるエネルギー開発計

画についてのお話しをして戴きました。

　また，クーロフさんの論文の，化石燃料など

天然資源に恵まれているソ連での高速増殖炉を

含む原子力発電開発の必：要性，極めて意欲的な

原子力発電推進計画，コメコン諸国との原子力

開発協力，また地域住民のための原子力による

暖房など，長期的，総合的観点に立脚した原子

力開発計画という内容は，エネルギー資源の少

ないわが国の計画を聞いているような錯覚をお

ぼえる内容であり，国際協力の重要性を改めて

感じさせられましたと同時に，わが国の今後の

一層の開発努力の必要性を改めて認識しました。
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〔E．クーロフ氏スライド〕
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〔E。クーロフ氏スライド〕
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〔E．クーロフ氏スライド〕
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〔El、クー隠7氏スライド〕
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アメリカのエネルギ…政策と原子力の役割
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　原子力についてお話しす

ることは，私にとって特に

魅力があります。というの

は，私は約30年にわたり，

アメリカの海軍並びに民間

の源子力発電計画に従事し

てき豪した。この間各国の原

子力発電開発研究が進み，原子力技術が著しく

進歩しました。いろいろなタイプの原子力発電

所が商業化され，新しい型のシステムも開発さ

れ，原子力発電開発がずいぶん拡大されました。

世界の工寒ルギー問題

　かなり以前から，石油，ガス資源の入手可能

性は，21世紀に近づくにつれ限られてくるで

あろうことは知られていました。液体化石燃料

時代の終焉は避けられないものであるというこ

とは認識していながら，しかし燃料不足が起こ

る事情を予見した入は少なかったのです。

現在および将来における米圏の濫率ルギー・問纒

　アメリカでは今日，エネルギ…政策を一一つの

主たる目的達成に向げて定めています。つまり

できる限り早く，石油依存型経済からその他の

燃料やエネルギー源に依存するものに変えてい

くことです。ここで現状を簡単に見てみたいと

思います。　　　　　　．

　1979年のアメリカのエネルギ㎞需要は・

1978年をわずかに⊥回った程度です。これ
は主に成長の鈍化とエネルギー価格の高騰によ

るものです。ガソリン消費は1978年のレベ
ルを約5％下回りました。その他の石油製品

の消費は1978年のレベルに止まっています。

天然ガスの消費は1978年と同じ程度でした。

石炭の消費は1979年には約5，000万t増
えております。これは主に電力会社の使用増加

によるものです。

　1979年には電力の消費が約3％増えてい
ます。その約40％は産業分野で使われ，23
％は商業部門，33％は住宅で使われています。

　太陽熱利用装置によるエネルギ…，水力発電，

薪，そのほかは78年と同じ消費量でした。

　アメリカのエネルギー供給状況は，現在のと

ころ比較的安定しています。しかし，皆様ご存

知の通り，豊かな国内資源を十分には使ってお

りません。

　《スうイド唱）に示されているように，わが

国はエネルギー需要の78％を国内生産してい

ます。輸入石油はわが国．のエネルギー消費の

21％にしか過ぎませんが，今後ともこの不確

実な供給源に頼り続げるわけには行きません。

　これを代替する…部は原子力です。1979

年6月29日，東京で開催された先進7力国サ
ミットで発表されたコミュニケの中に書かれて

いるように，今後豊0年にわたって原子力発電

容量を増大させない限り，経済成長と雇用拡大

を達成することは難かしいでしょう。

　原子力はすでにわが国のエネルギー供給源の

基本的な要素になっていることに注目して戴き

たく思います。

1§78年にはアメリカの発電能力の13％が
原子力発電でした。地域によっては原子力発電

の占める割合が，30％から50％というとこ

ろもありました。この平均13％は1979年
はやや低くなっています。これは安全問題など

を解決すべく，原子力発電所の運転を停止した

ためです。これは例えばスリーマイル島事故な

どによって必要となみたものです。1979年

末には71基の原子炉，発電容量5，200万kW
が運転中，あるいは運開しました。また，合計

400万kWの4つの発電所が建設されており
ます。

　アメリカのヂネルギー一消費量は向こう5年間

にわたってほぼ現在のレベルで推移する見通し

一58一



です。経済成長はエネルギーの消費を前ほどは

増加させないでしょう。というのは，値段が高く

なると効率の改善が行われることが予想される

からです。現在から85年までの間の電力需要

は，年間約4％の割合で成長するものと予想さ

れています。

　我々の目的は，海外からの石油輸入：量を，

1990年までに50％減らし，かつ確固たる
経済を維持しようというものです。このために

は，需要を減らし代替燃料を増やさなければな’

りません。需要は，節約pエネルギー価格のコ

ントロールの廃止と，石油輸入の制限によって

限られてくるようになるでしょう。節約の重視

はエネルギー省（DOE）の81年度予算に10億

6，700万ドルの省エネルギー対策費が盛られ

ていることにも十分反映されています。これは

化石燃料の予算である11億6，500万ドル，

原子力用の予算である9億2，500万ドルと比
較しても，非常に大きな額であることがお判り

戴けると思います。

全米エネルギー計画

　1979年5月に発表された全米エネルギー
計画は，アメリカのエネルギーの生産，消費の

型を変える総合計画です。これは3段階で行わ

れます。短期，つまり1980年から85年ま

でと，中期1985年から2000年まで，そ
して長期2000年以降を考えるものです。

　短期的には目標として節約が行われなければ

なりません。節約は2つの点から検討されてい

ます。まず第1に，石油とガスをその本来の代

替コストで価格を決め，消費者が長期にわたっ

て予想される価格の値上げに対し，心の準備が

できているようにすることです。さらに生産と

節約を刺激することです。

　第2に，より長期的には新しいエネルギーの

生産および消費設備への投資をエネルギー供給

制約，コストの新しい現実に合わせて行ってい

かなければなりません。現在のストックと設備

をもっと有効に使わなければなりません。さら

に，新しい生産への障壁を除くことにより，現

実の新エネルギー・プロジェクト建設計画への

規制による遅れをなくすことができるだろうと

思います。

　中期的には，石油，ガスからもっとコストの

高い新エネルギ…へ変わっていくようになりま

す。エネルギー消費の伸び率は，前に予想して

いたよりも鈍化するものと思われます。新技術

の導入効果が現れるようになるでしょうが，た

とえうまく行ったとしても技術の改良で我々の

将来の需要を十分賄うことは難しいでしょう。

石炭や現在の原子力発電所が発電の上で石油に

代わるエネルギ…源として重要になってきます。

　長期的には再生可能技術ならびに改良原子力

技術を含む究極的な技術，例えば増殖炉技術は

従来のシステムや燃料に代わるものです。

　エネルギー開発を語る場合には，科学アカデ

ミー（NAS）が出した最近の，「原子力，代

替エネルギーシステム検討委員会最終報告書」

通称CONAES報告に触れておく必要があると
思います。

　この報告書の焦点は，第1に省エネルギーの

必要性，第2に短期的に重要な問題として液体

燃料の供給，第3に石炭と核分裂のバランスの

取れた組み合わせが，規模の大きな中期の発電

用のオプシ・ンであること，第4に，増殖炉の

オプションを閉じてしまわないようにしておく

必要性，そして第5に，今日研究開発に投資を

することが長期にわたるエネルギー・オプション

の範囲を広くするために重要であるということ

です。この報告書はエネルギーの効率をかなり

上げるとともに，エネルギー需要を減らすこと

を強調しております。最も優先度の高いものと

して勧告されているのは，合成燃料産業の開発

です。液体燃料の発電への利用は段階的に減少

されてきており，石炭と原子力の併用が2010

年までに電力需要の増加分を賄うことになりま
す。

　本報告はさらに次のように述べています。　「電

力需要の伸び率が比較的高くなると，増殖炉

やその他の燃料効率のよい炉の魅力が増す。無
論他の条件が同じ場合を考慮してである。研究’

において考えられた最高の電力需要の伸びがあ

ると，増殖炉の必要性は極めて重要なものとな

る。このため本委員会は液体金属高速増殖炉と

を勧告したのであり，必要ならば21世紀まで

に導入されるべきである。」

　一般大衆の誤った考え方を変える方が技術そ

れ自体の開発よりも難かしい，と本報告は結ん

でいます。NASの報告では，エネルギー聞題
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は資源の物理的な不足から生まれてくるのでは

なく，石油やガスから新技術へと移行していく

ところに生まれるのだと述べています。

原子力発電政策
　1977年4月7日，カーター大統領はその
施政演説の中で，原子力に関し，核不拡散への

アメリカの強い立場を表明しましたQこの政策

はアメリカの原子力研究開発の方針を変え，新

たな炉型戦略と燃料サイクルで核兵器の製
造に直接使用されることのないシステム作りの研

究を進めることになりました。この政策は，資

源の利用，経済性，実現性，相対的な不拡散戦

略的価値について他の原子炉システムを再検討

することを示唆しました。この再検討の主な

枠組みは，核不拡散代替システム評価計画

（NASAP）と，国際核燃料サイクル評価

（INFCE）です。
　INFCEの検討は終了し，その結果は現在
】：AEAから入手できるよう準備されていると

ころです。INFCEは原子力を幅広く利用でき
るようにすると同時に，核兵器の拡散を防ぐこ

との：重要性を確認しました。アメリカはこの目

的に向かって世界の国々と協力していきたいと

思っています。

　アメリカ国内のNASAPの研究目標は，核
拡散抵抗性のある平和利用原子力システム，並

びに原子力制度を，原子力開発自体を危険にさ

らさずに開発し，導入する勧告を出すことでし
た。

アメリカの原子力発電計画

　大統領の核不拡散に関する施策演説と，lN

FOEおよびNASAPの研究と，海外石油へ
の依存度の低下の：重要性から，現在のエネルギ

ー政策は，軽水炉の利用拡大に障害になるよう

なものを取り除くことを奨励しています。この

ような政策に基づいて，軽水炉技術開発計画が

次のような目標を持って進められています。即

ち，軽水炉でのウラン利用を改善し，限られた

ウラン資源の利用を将来にまで伸ばすというこ

と，輸入石油への依存度を引き下げるために軽

水炉への依存を引き続き増やしていくこと，そ

して，軽水炉の安全技術を開発して，原子力事

故の確率を減らし，原子力発電の定着化を図る

ことなどです。

　このような目標に沿って，軽水炉でのウラン

利用改善計画が進められており，その中には既

存のLWRにも応用できる短期的な改善と，既
存のものには適用できない，実施土かなり仕様

を変更する必要のある長期的な改良とがありま

す。つまり，軽水炉用のウラン鉱石の需要を

15％減らすことが技術的に可能であることを，

1988年には実証する目標です。これに加え

て，さらに10～15％節約することについて，

1988年以降に原子炉メ・一カーの協力によっ

てその可能性が実証されるでしょう。

　新型原子炉の設計は，一回通しの軽水炉燃料サ

イクルで，ウランを最大限活用できるようなタ

イプを検討する方向へ向いています。この研究

の中心技術は古いプラントに遡っては適用でき

ないようなタイプの改善です。

　その他，前に述べられた軽水炉技術開発計画

の目的は，原子力発電所の利用率を⊥げること

と，原子炉運転者への被曝を減らすことにあり

ます。60～65％の利用率の大型の軽水炉は

1日石油換算25，000bbl分に置き換わり
ます。現在既存のプラントの利用率を10％増

やすことにより，13万bb1／日の石油を節約す

ることができます。これは1年にするとおよそ

5，000万bblにあたります。これは投資に
ついて十分検討に値するだげの石油節約量です）

システムとコンポーネントの信頼性を圭げ，予

定外の運転停止期間を短縮することを目的とし

た計画や，改良設計あるいは予定された運転停

止時間を短縮する方法が検討されています。

エネルギー一省はこの計画を1981年度には拡
大する予定にしています。

　もう一一つ：重要な努力が，プラントの運転要員

の被曝線量を低減することに向けられています。

原子炉が古くなるにつれて，さらに保修が必要

となり，それだけ汚染のレベルが上がるので，

放射線のレベルが高くなってきます。規制を厳

しくしても問題を悪化させるだけです。信頼性

の向⊥，遠隔操作による点検，処理技術，除染

シス．テムの改善により，運転者の線量与託を軽

減することができます。このアプローチは，運

転要員の被曝線量を実用可能な限り低くするこ

とを保証するための拡大計画に含まれています。

このような軽水炉研究の範囲の拡大と資金需要
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の増加のため，政府は1970年代の10年間
にとられた方針を変更しつつあります。つまり

70年代には軽水炉システムは商業段階に入っ

ており，安全研究以外は政府の援助は要らない

と考えられていました。従って，現在軽水炉用

に回されている研究資金は，新型炉と比較する

と少なく，それでも軽水炉技術の採用は成功し

ています。しかし，包括的な問題が出てきてお

り，これに対しては政府が解決に努力すべきで
す。

　全米ウラン資源評価計画が作成され，ウラン

とトリウムの国内供給の見通しを得る作業が進

められています。

　軽水炉で使用するウラン資源を追加拡大する

ための他の方法として，新型アイソト・一プ分離

技術（AIS）があり，これはウラン濃縮工場
からでるテイル（劣化ウラン）の大量ストソク・

パイルに将来にわたって適用することができま
す。

　これらのテイルには，現在0．2ないし，0．3

％の分裂性のウラン235が含まれており，こ

れの抽出利用を進めることで，ウラン資源利用

効率を全体で20％引き上げることができます。

このプログラムでは既知のAISの3つの技術
を原型規模で開発する必要があります。その後

徹底的にシステムの拡大可能性，経済的可能性，

核拡散抵抗性並びに環境影響を評価し，よい

評価が得与れれば最善の技術の工学的開発を進

めるために必要な決定を下します。

　全米エネルギー計画に関しては，市場状態と

核拡散防止政策に鑑て，妥当であるならば，将

来可能な選択の一つとなりうる改良型増殖炉の

開発を継続して進める必要があります。

過去20年間の間，増殖炉の開発の中心は液体

金属高速増殖炉（LMFBR）であり，ごく最近

になって水冷式増殖炉（WCB）の研究並びに

ガス冷却式高速増殖炉（GCFR）を推進する
努力が払われています。

　この1．MFBR計画は，最：近では高速中性子束

試験装置（FFTF）の完結に的が当てられて
います。これは新型増殖炉燃料の概念の試験台

となり，またLMFBR発電所構造物に関する

運転情報を与えるものです。LMFBRのもう
一つは中心は，開発炉の概念設計研究にあり，

これはLMFBRの実証および開発計画の次の段

階になります。同時進行されているこのような

技術プログラムが，FFTF計画をこれまで支
えてきましたし，またこの計画を続けていく決

定がなされれば，開発炉の詳細設計および建設

に必要となる情報を提供するでしょう。

　FFTFは40万kWのナトリウム冷却高速
中性子炉で，特に増殖炉燃料物質の照射テスト

用に設計され，ワシントンのリッチランドの近

くにあります。この施設の主要工事は1978

年9月に完了し，ナトリウム装填は同年12月
に完了し，つい先月臨界に達しました。広範な

試験計画が2年以上継続されており，また現在

もこの施設を全出力稼働するための試験が続け

られています。

　将来のLMFBR発電所の燃料集合体および
炉心設計の実証評価のための試験台となるとい

う基本的な役割りを果たすために．FFTFは
次の目的を持っています。

①究極的な性能と事故モードを打ち立て，本

　質的なLMFB耽炉心の安全性，信頼性およ
　び性能の理解を深めるため，ナトリウムの動

　的な流れの条件下で事故が起こるまで燃料要

　素をテストする。

②改良燃料および改良被覆，ダクト材料を開

　発すること。これは増殖比を1．25ないし

　1．45の幅の中に入れ，燃料倍加時間を15
　年以下にするために必要である。

③　核拡散防止型燃料サイクルで考慮される多

　種の高速増殖炉用燃料およびブランケット材

　料の照射テスト用原型規模試験台を提供する

　こと。

　試験台としてのFFTFは増殖もしくは発電
を目的として設計はされてはおりませんが，発

電所の開発および基本技術計画を次の分野で進

めていく上で貴重な情報を提供してきたし，ま

た今後も提供するものと思われます。即ち，

○　発電所のシステムおよびコンポーネントの

　設計

O　コンポーネントの加工

○　原型規模試験

○　現場における建設

　発電所の操業により中規模の構造物，つまり

ポンプ，熱交換器，バルブ，パイプ等について
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の有益な運転経験が生み出され，大規模な構造

物での結果を外挿するのに必要な設計コードが

確認されます。FFTFの設計建設はすでに高
温設計，耐震条件及び竜巻に対する防護などに

関して高度な分析および建設技術の開発と採用

に成功を収める段階にあります。

　FF↑F炉は高中性子束，高温環境，広範
な試験が実施できFること，設備の良好さなどの

面から非常にユニークな炉で，他には世界中ど

こにも見られないタイプのものです。また，世

界最高の照射テ入卜施設であり，改良型炉の設

計をさらに進めるために特別に設計されており
ます。

　FFTFにつけ加えて，シッビングポート原
子力発電所では，軽水増殖炉（LWBR）を用
いて炉心の寿命が尽きるまで運転を続け，その

後炉心の特性と増殖の度合いを査定することが

行われています。

廃棄物管理
　新型炉の研究開発によって原子力への選択が

強まるにつれ，我々は放射性廃棄物管理対策へ

も努力を重ねています。近年放射性廃棄物の管理

に伴う問題と，それに対する人々の認識が原子

力発電開発の主要なネックとなってきました。

　1977年4月，カーター大統領は廃棄物処
理処分問題再検討を，省庁間放射性廃棄物管理検

討グループ（1R，G）の手に委ねなげればなら

ないと指示しました。IRGはこの検討を終了

し，1979年3月に放射性廃棄物処理処分に
関する大統領への報告を発表しました。

　この報告には主要な処分方法の各々について

現在明らかとなっている事実が要約されていま

す。また，放射性廃棄物管理の指針たるべき政

策の分析を行い，廃棄物処理処分戦略のための

研究開発に関する勧告をしています。

IRGの勧告は放射性廃棄物管理への理解を一一

層深めるための今後の対策も示唆しており，廃

棄物の処理処分に関する大統領の政策は，1980

年2月ユ2日付の声明で明らかにされていますb

　この政策の中心は，以下の5項目です。

①　州計画審議会を設立し，廃棄物管理計画の

　プロセスへの州及び地方自治体の関．与の割合

　を増加させるような枠組みを与える。

②再処理済み廃棄物（軍事関係）および未処

　理の商業ベースの使用済み燃料の両者を貯蔵

　できる適当なサイトを，さまざまな地質上の

　調査により評価すること。これについては，

　地域的ベースで4ないし5の候補地区の中か

　ら1985年京でに1つ以⊥の場所を選択す
　る。

③ニュ…メキシコ州カールス・㍉ドの廃棄物

　隔離パイロット・プラント計両（WIPP）
　の廃止。これは防衛計画の超ウラン廃棄物処

　分野の無認可の施設としての計画であった。

　このサイトは改めて軍事廃棄物，及び商業ベ

　ースでの高レベル廃棄物，両者のための認可

　貯蔵所として，他の候補地とともに検討の対

　象となる。

④　発電用原子炉から出る商業用使用済み燃料

　の中間貯蔵は永久的地下貯蔵の可能性が生じ

　るまで，これらの原子力発電所を運転してい

　る電力会社の責任で行う。しかしながら，政

　府も1つ以．上の使用済み核燃料のサイト外適

　地暫定貯蔵（AFR）施設で，一定量の貯蔵

　能力を確保する努力をしている。これは貯蔵

　能力を拡大することのできない国内電力会社

　や，米町不拡散法の目標がさらに厳しいもの

　となった場合，一定量の外国の使用済み燃料

　を受け入れるための施設である。

⑤．商業用低レベル廃棄物の地域処分地の確立。

　大統領のこの放射性廃棄物戦略は技術的な余

裕をもたせ，いかなる場合にも1つ，もしくは

少数の退歩が計画全体を根本から揺がすことの

ないよう配慮されています。また，よい科学的

計画を盛り込んだり。認可手続，公開の場での

検討，一般市民の参加，州政府および地方自治体

の政策決定過程の確立ができるような時間的余

裕も保証しています。

　大統領声明は杢た，全米放射性廃棄物管理計

画の必要挫にも言及しています。

　包括的環境問題声明（GEI8＞の草案は，

1979年に出されましたが，これは最終的隔離

処分の代替技術の環境ヘグ）影響評価に関するも

のです。適切な技術的手段として地層への深層

投棄が重点的に研究されています。

　軍用の超ウラン廃棄物でWIPPに処分する
予定であったものが，最初の商業用廃棄物処分

．施設に貯蔵されることになりましょう◎規制委
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員会の要求するところとサイト選定のタイミン

グによって決まることですが，最初の商業用処

分施設は1990年代半ばに稼働開始の予定で
す。

　サイトの研究には，岩塩層，玄武岩，凝灰岩，

頁岩，花嵩岩，その他適切と思われる岩盤層の

研究が含まれています。計画は，地方，地域，

サイトの三段階で進められることになっており

各段階の研究で焦点を絞り，ある特定のサイトが

適切であるか，あるいは対象から除外するかに

ついて知識を深めることができます。

　技術開発の分野では，工学的隔壁概念，使用

済み燃料のパッケージングの研究，放射性核種

の輸送の研究，および種々の固化材におけるリ

スク評価研究などに努力が注がれています。

　電気加熱装置を使っての，現地での三熱試験

がルイジアナ州アベリー・アイランドとスウェ

ーデンのストリソバの花湖岩層で行われて
います。密封容器に入れられた使用済み燃料を

ハンフォードの地表層試験施設（NSTF），

ネバダ試験場（NTS）の施設，岩塩試験施設

予定地などに置く計画もあります。

　また，貯蔵所の設計および開発の基礎となる

研究も続けられることになりましょう。岩塩ド

ームでの貯蔵施設に関する最適設計研究や玄武

岩層のような代替地層に関する概念設計研究は

強化されます。

　DOEは最近ニューヨーク州ウエスト・バレ

ーのニュークリア・フユエル・サービス社（N

FS）のサイトで高レベル廃棄物固化の実証計

画を開始しました。この計画には環境報告書の

準備，廃棄物区分計画，固化処理工程，タンク

からの廃棄物除去計画，および廃棄物固化工程

システムの選択に役立つような開発計画などが

含まれています。

　使用済み燃料貯蔵施設の安全で効果的な運転

に関する開発研究は今後も継続されるでしょう。

いろいろなタイプの燃料について，燃料被覆管

の破損の可能性を分析する研究も行います。燃

料破損検出および燃料含有量と臨界の一モニター

類の駒発も進めるつもりです。また燃料の貯蔵

と解体技術の開発，実証も進行させています。

コンクリート箱や密封容器の中での乾式貯蔵の

研究についても，エンジン保守解体施設で開発

と実証が進められています。

軽水炉の役割の強化
　むろん原子力開発を考える場合，この原子力

開発というものがアメリカのエネルギー経済に

とってプラスになるような方向で考えていかな

ければなりません。そして，今まで約25年に

わたってそうした努力が払われてきました。

1954年にアイゼンハワー大統領（当時）が

「アトムズ・フォー・ピース（平和のための原

子力）計画」を発表し，原子力が将来の国内，

国外のエネルギー・需要を満たすための飾りでは

なく実質的なものであると声高に叫ばれました。

また，その賛同者からは電力を「無尽蔵の空気

と同じくらい安く」供給できるとまで言われた

ものです。

　このような非現実的な予想，原子力開発への

好環境が広吏っていたにもかかわらず，アメリ

カの原子力計画は壁に突き当たりました。その

一例としてig50年代中ごろに見られた政府，

議会，原子力産業をも巻き込んだ主要な政策上

の論争があります。これは原子力発電の商業化

が連邦政府によって進められるべきか，個々の

民間企業が行うものかという点についてのもの

でした。その結果民間企業の主導権が認められ

ました。

　この結果に拍車をかけるように，民間電力会

社が政府の援助を受けていくつかの原子力発電

所建設計画に入ったのは1950年代後半から
1960年代初めにかけてのことでした。それ
らの発電所の名前は皆様よく御存知と思います

が，ヤソキ・一・初一工，ドレスデン，サン・オノ

フレ，コネチカット・ヤンキー等でこれらはご

く一部にすぎません。しかし，その後このよう

な初期の熱も冷め始め，数年の間は発電所の建

設も停滞していました。

　（スライド2）に見られるように1965年
には7つのプラントが発注され66年に20基，

67年に30基，68年に14基，69年7基，
70年には13基が発注されました。

　このように1965年から1974年まで原
子炉の建設が増え続け，この動きは，典型的な電

力会社発注パターンとして説明されています。

　どこをとってみてもこの初期の時代には原子

力発電の未来は明るく輝いていました。ところ

が1968年ごろになって環境安全の面から原子

力発電に反対する入々の声が高まり，盛んな勢
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いであった原子力発電の成長にブレーキがかか

り吏した。この問題は多岐にわたり，一般の間

での論議は必ずしも論理的なものではありませ

んでした。関心を持った人々による確かな情報

に裏づけられた思慮深い論議カミ行われることな

く，先入感を持った人々のグループが極端な考

えを持つようになってきました。そして，一一一般

の関心は必ずしも論点を認識したものではなか

ったけれども，火がついたように高まってきま

した。これは1970年中期に始まる原子力発
電所の成長低下に大きく影響を与えたものです。

　その他にも原子力発電を妨げた問題はいくつか

あります。原子力発電所の建設数がふえるにつ

れ，困難に出会う度合いも増えてきました。例

えば，熟練した技師，技術工の不足，資格を要

する技術を初めとするトップ・レベルの管理能

力の欠如，労働生産性の低さ野高騰を続げる建

設費，規制プロセスの長期化，高金利による厳

しい財政⊥の問題，将来の電力需要の不安およ

び規制借置に対する理解不足等々が挙げられま
す。

　これらの問題はその性格旧ヒ決して技術主導型

でもなく，また原子力技術特有のものでもあり

ません。反対にこれらの問題は，すでに実証さ

れた技術プロセスを広く採用していく．ヒで困難

のあることを示しています。すなわち，問題は

根本的に経営，行政，制度上のことなのです。

この点に関してはまた後ほど触れたいと思いま
す。

　この開発の遅れに歯止めをかけたのは，徐々

に現われてきた，管理実績の良い発電所計画で

した。例えばコネチカット・ヤンキ’一の1978

年の設備利用率は93，5％にも達しています。

また，いくつかの地域では原子力発電が運転の

信頼性の面でも，また発電コストを下げる意味

においても効果を表わしています。このように

実績が示されたにもかかわらず，1975年ま
でに原子力発電所の発注にブレーキがかかり，

すでに発注されたもののキャンセルまで出てき

ました。このように原子力産業界が不安な状態

にあったということに疑問を持つ入がいたとし

ても，ちょうど1年前のTMIの事故でこの疑
間に終止符が打たれました。それ以来というもの，

事故そのものについての調査および原子力利用

の両端を担っていた企業と政府の制度の見直し

に明け暮れました○

　この一連の調査で最も重要なものは，もちろ

んアメリカのTM｛事故に関する大統領特別委

貴会，すなわちケメニー委員会です。ここで行

われた検討結果および勧告については，原子力

の将来に深い関心を寄せておられる皆様方はよ

くご存知のことと思いますので，その点につい

て詳細な説明は省略させて戴きます。

ただここで，委貴会の勧告に対するカ・一タ…一大

統領の反応に少し触れることは重要だと思いま

す。原子力はアメリカのエネルギ・一源の最後の

砦という性格づけをして，次のように大統領は

述べております。

　「源子力を含むすべての国内エネルギ…源は

供給不安定な，また高価な輸入石油への過度の

依存から脱却する上で非常に重要であり，アメ

リカにおいて原子力は未来を持ち，そのオプシ

ョンの道を常に開けておく必要がある」

　この大統領の対応により将来の原子力が支持

されました。しかし，この将来がどのような性

質のものになるかは大統領の求めた行動を実際

にとっていく政府，業界が委員会の勧告の精神，

意図をどこまで効果的に汲み取っていくかにか

かっています。ここで再び原子力の商業利用の

制度，管理，規制面の強化に向けてとられる対

策の必要性を再認識し，また運転要員の訓練方

法に改善を加える必要のあることを再確認する

必要があります。大統領の対応もこれを強調し

ているものです。

　その他に大統領は，　「原子炉の安全性は，電

力会社の経営陣が広く知識をもって安全かつ信

頼性の高い原子炉の運転を探る努力に関与して

くることで大きな進歩をみるであろう。まず改

良は電力業界および供給側内部から始まらねば

ならないと。」と指摘しています。

　主導的役割が業界の指導性と行勤にあるとい

う認識は，原子力を初めとする技術⊥の開発を

行ってきた経験を持つ我々の周知の原則に一致

しています。言いかえれば，外から製品の品質

を変えることはできないのです。また外部から安

全性や信頼性を発電所へ調整して組み込ませる

ことも不可能なのです。つまり。安全性や信頼

性というものは直接担当している組織が，規制

機関の監督の下に強力に見識ある行動をとるこ

とから生まれてきます。この点を強調すべく取
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り上げたのは，これが原子力発電の将来に重要

な影響を持つからです。スリーマイル島の事故

はいくつかの観点から検討することができます。

不幸な事件ではありまレたけれども，我々の多

くは今でもこの事故によって原子力産業に必要

だとされてきた方策を強化するまたとない機会

が与えられたと信じています。

　これらはまだ大きな効果が表われていません

が，それは複雑な問題のためです。一一つは作業

が非常に大きいということが上げられます。

1950年代後半から1960年代に民間の原子力
発電を始めて以来というもの，電力会社，原子

力発電メーカー一，建築技師，その他の関係業種

の人々は，それぞれの組織の中で職員の能力の

充実およびこの新しい高度な技術を採用する⊥

での設備や基準の設定という大きな仕事に立ち

向かってきました。これらの組織はそれまでは

石炭，石油，ガスによる火力発電所の建設をし

てきてはおりますが，それらは原子力発電所砥

ど高度な技術を要するものではありませんでし

た。ところが原子力発電所の建設に携わるよう

になって，従来になく困難かつ高度な技術を要

する問題に直面しなければな：りませんでした。

即ち，工学的要求度が高く，より厳格な安全基

準があり，また作業員のレベルも高度なものが

要求されます。このことはひいては熟練した教

育を受けた経営者，技師，作業員，そして営業

関係者が要求されるということでした。

　これは非常に難かしい問題だったのです。こ

のような困難があったことは，原子力発電所の

運開の遅れ，コストの追加および発電所の計画

を下回る稼働率といった初期に表われた問題の

中に見ることができます。

　海軍の原子力推進機関計画においては，民間

の原子力発電所とは異なった効率のよい結果が

認められます。この計画における研究機関およ

び計画に参画した民間企業は，必要な人員の訓

練と特殊設備の確保を，計画を開始するよりは

るかに先立って行うことが要請されました。こ

のプログラムの成功裡の実施は，人員や組織の

選択，訓練，統合が技術管理面を重視してあら

ゆる努力を払い，非常に体系的かつ完壁に行わ

れたことにあります。

　海軍と民間の計醐の違いを挙げるに当たって，

ユーザーとしての海軍原子炉組織が，この体系

的，総合的かつ秩序のとれたアプローチをとっ

て，化石燃料から原子炉への転換をスムーズに

行ったことに注意すべきです。それに引きかえ

て，アメリカの多くの電力会社の場合には，こ

の役割を果たすべき類似組織の存在が見られま

せんでした。両者の相違を原子力発電所の必要

を認識し，強力な反対運動に対して要求ざれる

さらに進んだ制度や組織上の変化をもたらした，

強い意思を持った・リッコバー海軍提督の存在に

見ることもできます。

　ここで強調すべきことは，効果的な原子力利

用のための新しい産業，制度上の環境の確立に

必要な新しい技術があるということです。また

あるときは，周囲を取り巻く環境整備が開発の

必要性よりも先立って行われていたこともあれ

ば，また時には環境が整備されていないことも

ありました。

　さらに私たちは，このようにして得た経験を

100％生かしていかなければなりません。必
要な強化策をとるべき機会が与えられています。

関係組織および電力会社によってすべてのレベ

ルにわたっての入員訓練の努力が払われてきま

した。即ち，経営のトップ，監督者，運転員そ

して作業員に対する教育です。この努力を初め

として強化策を推進するために，業界では原子

力発電運転訓練協会（INPO）および原子力

安全解析センター（NSAC）が設立されまし
た○しかし，まだこれで仕事が終わったわけで

はありません。安全性や信頼性を高めるために

は運転員だげでなく，プラント計画の全段階，

即ち設謝，建設，機器の製造，試験，発電所の

保修業務に係わる翌々の選抜と教育に高度な基

準が必要とされます。この問題の解決は魔法に

よるわけにはいきません。解決はたやすいもの

ではありません。

　ここ何年間かの原子力発電の経験から，例え

ば技師にとっても経営者にとっても，実証され

た効果についての工学的基準により，経験の結

果を共同で明らかにしていくことは難かしい作

業です。経営者が，建設，試験，保修のプロセ

スに関する正式手順を踏むことを主張して，そ

の活動を組織するようになるということはなか

なか難かしいことです。そして，最後に，営業

人員をこれに従わせることも難かしいのです。

しかしながら，原子力発電所の安全性を各プラ
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ントごとにあるいは全体として高めるには，我

々が基準および正式手順の：重要性を理解するこ

とが大切です。これら必要対策はそれに係わる

大きな利害関係に見合うだけのたゆまない努力

と関与によってのみ達成可能です。

　これで我々の現状把握を終わりたいと思いま

すが，我々原子力の分野に携わる者は，世界の

幸福のため建設的貢献をする機会が与えられて

います。我々の多くは原子力発電は安全で清潔

で，技術的に確立されたエネルギー源であるか

ら，広く受げ入れられるべきであると確信して

おります。不幸にもこの受け入ればなかなか広

がりません。それゆえ我々は機会が与えられて

いるがために特別な義務を負っているのです。

我々は一致団結して効果的に原子力の受け入れ

を妨げている問題に取り組む努力を強めなけれ

ばなりません。専門的，技術的，経営的に優れ

た最良の基準を核拡散，廃棄物処理，放射線被

曝，安全および保障描置に適用することで，原

子力の推進に反対する人々の憂慮に対し重要な

圓答を与えることができます。即ち優れた特性

が実証されているという答えです。この点で一

国における成功がすべての人々の利益につなが

り，過失はあらゆるところで反響を呼びます。

　世界のエネルギー需要に対する原子力の貢献

には，莫大な可能性があります。ですから，我

々としても莫大なる努力をしているわけです。

原子力への挑戦に我々はそうしなければならな

い義務を負らているがゆえに立ち向かっている

のです。
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〔J。クロフォード氏スライド〕

　　　　　　アメリカの第一次エネルギー供給状況（1979年）
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わが国のエネルギー問題と原子力発電

経団連エネルギー対策委員長

日本原子力発電㈱会長
　白　・澤　　竈一　郎

騨騨難遍羅濃軽

ように，国際石油情勢は当面マクロ的には需給

のバランスを得ているとはいえ，今後は…段と

深刻かつ混迷の度を深めて行くものと思われま
す。

　奇圓の第2次石油危機は，イラン革命を契機

とするものですが，産油国の資源温存意識の高

まりや，国際石油資本の後退に伴う産油国中心

の流通機構への変化，OPEC内の調整能力の
弱まり等に起因するものであり，今後における

石油情勢の好転は期待し得ないものと判断せざ

るを得ません。

　特に，30ドル原油時代への突入は，国際
収支の不均衡，景気の後退とインフレの激化等

世界経済の困難を一段と増幅することでしょう。

　日本経済は原油価格が4倍にも高騰した第1次

石油危機を漸く乗り切り，さらにイラン革命以

後2倍の上昇をもたらした20ドル時代にも何
とか対応してきたのです。

　しかし，その後の石油価格は野放し状態とも

言える上昇を続けており，30ドル時代に突入

し，さらに40ドル時代へ進むことも想定され，

また供給不安も懸念されるのです。このような

状況下では，わが国とて世界の例外ではありえ

ず，インフレの高進や不況の深刻化，さらには

電力危機など憂慮すべき事態の到来が懸念され

ております。

　言うまでもなく，経済の安定と国民生活の維

持向上を図るためには，その基盤として，エネ

ルギ…の安定確保が不可欠の要件です。特に一

次エネルギー資源が皆無に近く，輸入石油への

依存度が75％と高いわが国にあっては，一日

も早く省エネルギーと，代替エネルギーの開発

導入を軸とした長期エネルギー対策を樹立し，

官民あげて具体的に実行に移すことが肝要です。

1．深刻化したエネルギー情勢とわが國の対応
（翁　：穫期工ネルギー一需給暫定1二三し

　　たまたま昨1979年1月イラン革命が
　勃発し，同国における産油量の減少が引き

　金となって世界の石油需給に大きな歪みを

　生じ，第2次二品機が到来しました・
　　、これに対応してIEA会議で4）石油節減対

　策決議；また東京サミットでの輸入抑制目

　標の設定合意などが行われましたQ

　　また，各国とも東京サミットの決議を受

　　けて，中長期エネルキ㌦一対策の再検討を行

　いましたが，わが国でも昨年8月，通産省総

　合エネルギー調査会需給部会で「長期エネ

　ルギー需給暫定見通し」に関する中間報告

　が取りまとめられました《ス讐イド租）。

　　　この見通しは，世界第2位の石油輸入国

　　であるわが国として，石油輸入量：の削減に

　最大の努力を払い，世界の石油需給事情の

　改善に貢献すべきであるとの見地から，東

　　京サミットで含意をみた1985年の輸入
　　目標値630万bbl／伯を前提において策定さ

　　れたものです（スうイド¶）。

　　基本的考え方としては，石油のアベイ
　　ラビリティの低下傾向，東京サミット宣言

　等国際的責務の遂行，わが国のエネルギー・

　セキュリティの確保等の観点を踏まえ，’今

　後輸入石油に対する依存を可能な限り低下

　　せしめることとしたのです。そして，石油

　依存脱却のためには，省エネルギーの推進

　　と石油代替エネルギーの開発，導入に意欲

　　的に取り組むこととしたのです。

　　　エネルギー需要量算定の前提となる経済
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成長率は，1985年度まではGNP成長率
5．7％，85年～90年度については5％，

90年～95年度については4％と想定さ
れております。ただその後，これらの成長率

は石油価格の異常な上昇により幾分引き下げ

が考’慮されております。

　そして，このような経済成長の下で省エネ

ルギー前のエネルギー需要と，省エネルギー

後の需要が算定されているのです。省エネル

ギー率については，1973年度を基準とし

て，85年度12．1％，90年度14．8％，
95年度17．1％を目標としており，これが
達成された場合のエネルギー総需要は，石油

換算で1985年度　5億8，200万kl，
90年度には7億k1，95年度においては
8億700万k：1、程度です。

　そして輸入石油以外の供給については，原

子力，石炭，LNG，水力，地熱，国内石油，

天然ガス，新燃料油，新エネルギー子等の開

発・導入に主力を求めて賄うものです。

　この長期エネルギー需給暫定見通しについ

ては，暫定という文字が示すようにその実現

の可能性について多くの困難な問題が内包さ

れております。

　しかし，何と言っても厳しいエネルギー事

情下にあるわが国としては，一刻も早く確固

たる基本方策を確立することが緊要です。

（21わが国の脱石油対策

　（D　省エネルギー対策の推進

　　　わが国の脱石油対策としては，、まず省エ

　　ネルギー対策の推進が上げられます。

　　　一次エネルギー資源が皆無に近く，輸入

　　石油依存度が特に高いわが国にあっては，

　　省エネルギーと代替エネルギーの開発を積

　　極的に推進し，石油消費の削減を図る以外

　　に道はあり．ませんQ

　　　特に，代替エネルギーの開発導入には相

　　当のリード・タイムを要するのに対し，省

　　エネルギーは即効性のあるものが多いとい

　　う利点があるので，消費国にとっては今や

　　至上命令ともいうべきであり，アメリカお

　　よび西欧諸国ではすでに強力に推進され，

　　相当な成果を⊥げております。

　　　わが国でも，産業部門においては第1次

石油危機を契機として着実に省エネルギーの

実績を⊥げっっありますが，民生部門では，

省エネルギーに対する国民の理解も乏しく，

また，冷暖房需要の増加傾向もあって，むし

ろエネルギー消費の増大傾向すらみられたの
です。

　このような状況に対処して，政府は昨年6

月省エネルギー法を制定し，　10，月から実施

に移しました。さらに本年1月には総合エネ

ルギー閣僚会議で，昨年までの石油節約目標

5％を7％に引き上げ，今や官民あげて省エ

ネルギーを強力に推進しつつあります。

とにかく代替エネルギー開発の不確実分を補

完する見地からも目標以上の省エネルギーを

是非とも実現しなければならないのです。

（iD　石油代替エネルギー開発の推進

　　次に石油代替エネルギーの開発導入につい

　てですが，「長期エネルギー需給暫定見通し」

　でも輸入石油依存度を，現在の75％から，

　10年間で50％程度に引き下げる大きな目
　標を掲げ，強力な促進を企図しております。

　　しかしながら，代替エネルギーの開発導入

　に当たっては，何れも相当な技術力の動員と

　リード・タイム，巨額の投資を必要とし，そ

　の経済性，環境へのインパクト，さらには量

　的な観点から厳正に評価し，優先順位を設け

　て開発促進を図るべきでありましょう。その

　ような観点に立てば，太陽熱，太陽光，温度

　差発電，風力，波力等の新エネルギーと言わ

　れるものは，実用化への研究開肇を加速化す

　べきではありますが，何れも量的・経済的に

　は補完的な役割に止まるものであると思いま

　す。当面わが国の代替エネルギーとしては，

　輸入炭，LNG，そして原子力発電への傾斜
　開発に力を注ぐべきであります。

　　そこで，輸入炭の活用についてですが，石

　炭の確認埋蔵量は石油の約6倍，6，400億

　tと多く，従って昨年5月のIEA閣僚会
　議で石炭利用の拡大化が決議されたのであ

　り，今後石炭が各国のエネルギー対策の大き

　な柱として活用されることは確かです。

　　わが国では，現在国内炭として2，000万

　t，輸入炭は5，800万tを活用しています
　が，今回の計画では国内炭は現状維持とし，
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輸入炭については大幅な導入拡大を企画して

います。

　ただ輸入一般炭のうち約70％は発電用と

して活用することになりましょうが，発電用

一般炭は現在800万t程度に過ぎず，計
画のように大幅に活用するとすれば，数多く

の石炭火力発電所の建設が必要となり，多く

の難問が控えております。

　まず特別厳しい環境基準の下における立地

点の確保の問題があります。

　また，大量の石炭導入のためには，輸送船

の建造や大型港湾の建設，大型コ…ル・センター

の整備等が必要です。また二二地における各

種のインフラ・ストラクチャーの整備が不可欠

であり，従って巨額の所要資金とリード・タ

イムを必要とします。

　また，石炭の約2割が灰であるため，灰捨

地の確保や灰の有効利用策の研究等その処理

対策が重大な問題です。

　ついで石炭輸出国の多様化・分散化と秩序あ

る輸入体制の整備の問題もあります。

　輸出国としては，まず現地側のインフラ・ス

トラクチャーが整備され，また産炭地が海岸

に近いオーストラリア，南アフリカが期待さ

れますが，資源量の多いアメリカ，カナダそ

れに中国，ソ連等も＝考慮されるべきであり極

力多様化・・分散化を下る必要があります。

　な載わが国においては，すでに海外炭の開

発輸入を行う新会社として石炭資源開発会社が

設立されています。しかしこのような実情か

ら考察すると計画通りの石炭の導入利用はな

かなか容易ではないと思われます。

　次にわが国で当面石油代替エネルギーの大

きな柱のひとつとして期待されるのがLNG
であります。

　LNGは天然ガスをパイプライン等での供
給が不可能な地点へ海上輸送するために，一，

160℃に冷却し，液化したものであり，現
在は主に発電用燃料，都市ガスとして用いら

れていますが，…般産業用としても用途の広

いクリーンで良質なエネルギーです。

　天然ガスそのものの確認埋蔵量は，現；在世

界で石油換算700億トン，石油の7割程度
で共産圏，中東，北米に主として賦存してい

ますが，1、NGの輸出国として期待できるの

は中東，オーストラリア，ソ連などであり，

中期的には優位な瓜ネルギー一です。

　先進諸国での天然ガス利用は，．ほとんどパイプ

ラインによるもので，高いエネルギ…構成率

な示しております。しかし，LNGとしての
利用量は天然ガス全量のわずか2．5％にすぎ

ません。

　現在X、NGの国際取引量は，2，200万t
程度で，そのうち日本が約半分の1，100万

tを占めておりますが，1985年には3倍

増の2，900万t，90年で4，500万tを
見込んでおります。しかし，LNGが良質な
エネルギーであることから，ヨ…ロッパ各国

で今後相当の輸入拡大があるとも考えられ，

需給逼迫の事態も懸念されるところです。ま

た，価格面でも石油とリンクした大幅な上昇

がすでに見られているところです。

　その他，輸出国側のLNG液化プラントや
輸送タンカーに莫大な資金を要するので，輸

出国側と消費国側との設備・整備を適合させ

ることや，輸送問題のリスクなどを十分考慮

する必要があります。

　しかし，現時点においては，世界的に比較

的制約が少ないので，わが国としては積極的

に野洲すべきでありましょう。

　その他当灘期待しうる代替エネルギーとし

てはLPG，地熱などもありますが，何れ
も量的な制約があり，補完的な役割しか望め

ないものです。なお，代替エネルギー開発導

入を推進するため代替エネルギー促進法および

その開発母体として「新エネルギー総合開発

機構」の設立が必要とされるので，今国会提

出を予定して目下法案を準備中です。

　次に原子力発電についてですが，　「長期エ

ネルギー需給暫定見通し」では丘985年で

3，000万kW，90年5，300万kW，
95年7，800万kWの開発を見込んでおり
ます。

　原子力発電は安全性，経済性あるいは環：境

保全面など，あらゆる角度から見て優れた

エネルギーであり，特に量的にも代替エネ

ルギ…の大宗を占めうるものであると思いま

す。即ち技術的に見ても，すでに実用の域にあ

り，メーカーの製造能力も，またユーーザーの

安全・安定運転に対する実力も十分に備わっ
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ているのです。そして，一次エネルギー資

源に全く恵まれないわが国にあっては，準

国産エネルギー源とも言えるものであり，

原子力発電こそ，当面の代替エネルギーの

中で，最も多くを期待すべきものと確信
するものです。

　しかし，現在のところでは原子力開発の

優位性および安全性に対する国民の理解と

合意が十分でなく，立地問題が最大の隙路

となって，その円滑な推進が阻害されてお

り，その早期打開が望み得ない現状であり

ますので，1985年，90年の開発目標
は止むを得ない数値でしょう。

　しかし，昨年6月朝日新聞が行った世論

訥査を見ますと，原発の将来について原子

力開発に反対が29％であるのに対し，賛

成は50％となっており，TMI事故の影
響下にあっても，国艮は必ずしも反対一色

ではな：かったということが判ります。また，

その後同じく朝日新聞が行った世論調査

では，賛成が実に67％にも達している
のです。

　このような背景の中で，政府，政治家が

先頭に立ち，民間関係者もこれと一体となり，

総力を⊥げて取り組めば国民の合意を取

りつけ，立地問題の打開を図ることは，不

可能ではありません。これらの官民をあげ

ての努力が実り，立地問題の解決があれば，

1995年には7，800万kWを上回る開
発を達成し，わが国のエネルギー。セキュリ

ティの確立に資することができると思うの

であります。

2．わが国の原子力開発の現状

　　ここでわが国の原子力開発の現状について

申し土げたいと思います。1956年に，わが国

の原子力基本法は原子力の平和利用を前提と

　して「原子力の研究・開発及び利用を推進す

　ることによって将来におけるエネルギー資源

を確保し学術の進歩と産業の振興とを図り，

　もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上

　とに寄与することを目的とするα」ということ

で，国会で制定されました。以来20年，
私どもはこの法の趣旨に則って原子力の開発

促進に努めてきたのです。

　これにより，わが国で目下稼働中の原子力

発電プラントは21基，1，490万kW，総
発電設備の12％を賄うまでになっておりま

す。また建設中および建設準備中のものを加

えますと，35基2，788万kWありまして，
今一歩の努力があれば，1985年3，000
万KIWは達成できるものと思います。

　開発の主流を占めておりますのは，軽水型

原子力発電で，当初は導入ベースで開発が進

められてきましたが，現在では国産化比率は

95％と，その大部分を国産化できるまでに

成長しており，コンポーネント類は国産品の

：方が優れている段階まできております。さ

らに，最近ではプラント設計の各方面で自主

技術が採用されつつあります。

　さて，わが国の原子力路線は，原子力を準

国産エネルギー源として定着させる歓点から

軽水型原子力発電の実用化・定着化に併せ，

核燃料サイクルの確立と核燃料経済の高い新

型動力炉の開発，特に本命ともいうべき高速

増殖炉の実現につなぐべく技術開発を着々と

進めてまいりました。

　新型炉および核燃料サイクル関係は，動力

炉・核燃料開発事業団が専らその任に当たっ

ていますが，高速増殖炉としては，実験炉の

「常陽」がすでに順調に蓮転中であり，原型炉

「もんじゅ」の計画も，電力各社の全面的協

力を得て着実に進展しております。

　また，新型転換炉の「ふげん」も，優秀な

成績で1年間の初期運転を終えて定検中です。

この成果を踏まえて，目下設計中の60万
kW級実証炉の建設の是非について，近く結論

が出される予定です。

　次に核燃料サイクル関係では，まず濃縮ウ

ランは日米，日仏原子力協力協定等により相

当量のウラン濃縮役務の供給が確保されてい

ますが，国内でも，遠心分離方式の採用によ

る濃縮パイロット・プラントを目下建設中で

あり，・…部はすでに立派に運転を開始しており

ます。

　再処理関係では，パイロット・プラントの

東海再処理工場がすでに稼働中ですが，さらに

大型再処理工場の建設を進めるため，この3

，月1日，民間における新会社が発足致しました。

　わが国の原子力開発は，当初の間こそ外国
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技術の導入ベースで進められましたが，最近

では自主技術による研究・開発が進み，各方

面で多大の成果を上げつつあり，今日では世

界の原子力発電技術の向上に貢献しうる力を

蓄積してきたと確信する次第です。

3，わが国原子力開発の課題

　　前に申し上げましたように，わが国での原

子力開発の最大の阻害要因となっているのは

原子力開発の優位性と安全性に対する国民の

理解と合意の不足およびこれに伴う立地問題

の難航です。

　特に安全性に対する不安は依然として解消

　されず，特に昨年の3．月に発生した米スリー

マイル島原子力発電所の事故の波紋は，わが

国においても極めて大きく，原子力安全に対

する不信感を醸成し，国民の合意形成と，地

元住民の理解に水を注したことは事実です。

　　しかし，わが国としては，この事故に即応

　して官民の関係専門家を数次にわたりアメリ

カへ派遣して事故原因の究明を行い，また原

　子力安全委員会を中心としてわが国の原子力

発電所の安全確保に事故の経験を活かしてい

　くための検討・対策を進めてきました。特

　にわが国の加圧水型発電所の居CCSに関す

　る安全解析の実施，その結果としての設計変1

更，また，軽水型発電所全体の総点検，特別

保安監査等を実施して，安全性をより高める

措置を実施してきたのです。さらに各電力会

社においても，プロジェクト・チーム等を編

成し，設計・運転・保守・晶質：管理・作業管

理等，全般の改善についての検討と対策を精

力的に進めてきました。

　　また，原子力発電所におげる防災対策につ

いては，内閣総理大臣を議長とする中央防災

会議や原子力安全委員会を中心に必要な措置

を講じつつあります。

　なお，昨年7月訪ソした際，ソ連原子力利

用国家委員会のペトロシャンツ議長は「ソ

連では運転員の質と量が確保されているので

　TMIのような事故は絶対に起こらない。ま

た，原子力発電所においてクォリティー・
アシュアランス（品質保証）と溶接に十分な

　注意が払われるならば，原発事故はほとんど起こ

　らないだろう。ただTMIで教えられたのは

新しい設計を行う場合には慎重な検討が必要で

ある，ということだ。」と言っておられましたが

傾聴に値する書葉だと思います。わが国におい

ても同じことが言える私ども原子力関係実務者

は確信しています。

　とにかくあの事故を謙虚に受け止め，慎重に検

討し，なお一一層の改善，改良をなし安全性を高

める努力をすべきことはもちろんです。

　また，国民の信頼を回復するに当たって何よ

りも重要なことは，既設原子力発電所の安全・

安定運転を堅持することで，それらが何よりも

安全を雄弁に実証するのです。

　さらに言えば，石油節減の見地からも稼働率

の向⊥を図るべきです。この稼働率の向町を目

指すためには運転中の信頼性向土と定期検査争

闘の短縮が課題となりますが，監督官庁と相協

力して合理的，効率的な方策を固めるべく，目

下鋭意協議を進めつつあります。

　次に，わが国の原子力開発が今後円滑に推進

されるためには，核不拡散政策を標榜するアメ

リカの政策による制約にどう対応するかという

問題もあります。

　先に述べたように，軽水炉から高速増殖炉へ

というのがわが国原子力開発の基本路線であり

高速増殖炉の完成とそれに伴う核燃料サイクル

の確立が最重要課題です。

　なお，2年半の歳月をかけて，原子力平和利用

と核不拡散の両立の可能性につき検討してきた

INFC猛は，先週終了をみましたが夕極めて
良識ある成果が得られたことは，大きく評価さ

れるべきです。今後このINFCEの結論を踏
まえ，今年8月に開催されるNpT再検討会議を
初め種々の会議が活発に開催されると思います

カ㍉可及的速やかに国際的合意が形成されるこ

とを要望するものです。また近く行われる東海

再処理工場の運転を巡る再交渉や日米原子力
協定改訂問題等もわが国にとって当面する重要

な課題です。

　これらの問題は，何れにしても国際的協調の

中で解決されるべきものであり，外交⊥の問題

とも言えるものであって，産業界はもとより政

府国際間の折衡による理解協調を望んで止まな

いものです。

　何れにしても，エネルギーを今後どのように

安定的に確保していくかという問題は世界の最：
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重要課題の一つであることは論を待たないとこ

ろです。

　その点については，1977年8月世界動力
’会議がとりまとめた報告書が，現時点では最も

信頼に足るものではないかと思います。この報

告書によれば，「現在世界のエネルギー供給の大

宗を占める石油は1980年代の後半をピーク
として漸減傾向となり，天然ガスは’今後利用が

増加するが，これも2000年をピークとして
下降する。石炭は埋蔵量が莫大であるので，採

掘・輸送・環境問題等の悪条件を克服しつつ

確実に伸び，2000年頃には，石油と主役交
替する。また，太陽熱・地熱やその他の新エネ

ルギーの開発利用は次第に拡大するであろうが

量的に見て補完的役割を果たすにすぎない。そ

して1995年以降核融合が実用化されるまで
の21世紀にかけてエネルギー供給の担い手と

なるのは，現在の熱中性子炉から高速増殖炉へ

と発展する原子力発電である。」ということです。

　即ち原子力は2010年頃には石油。天然ガス，

を陵駕し，2020年頃には石炭をも超えて，
エネルギー供給の主役になると，結論づけてい

るのであります。この三論は世界の多くの権威

あるエネルギー関係者によるものであり，私も

これを大勢として是認する一人です。ともかく

世界のエネルギー・セキュリティのためには原

子力発電の開発利用は不可欠であり，今やその

開発促進は緊急課題というべきです。

　しかしながら，原子力開発を円滑に推進する

に当たっては，いくつかの課題を解決打開する

必要があります。即ち，安全性の問題，特にTMI：

以降失われかけた原子力安全に対する信頼の回

復が急務です◎また，高速増殖炉等新型炉の開

発と，再処理を初めとする核燃料サイクル関

連の諸問題は，核不拡散理念との整合を図りつ

つ推進していかねばなりません。その他にも高

レベル放射性廃棄物処理・処分の問題等，解決

を迫られる課題は少なくありません。しかもそ

れは1国の力のみに委ねられるべきではなく，

国際的協力のもとで打開さるべきであると思う

のです。本席には原子力関係で豊富な経験と研

究の蓄積を有する優れた科学技術者の方々が多

数おみえになっておりますが，問題解決のため

に皆様方の総力をあげてのご協力を望んで止み

ません。

　世界の原子力関係科学技術者が相協力して原

子力開発を推進することが，世界のエネルギー

問題解決につながることを銘記し，お互いに責1

任と誇りをもって精進努力することを誓いたい

ものと存じます。
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原子，力立地の現状と今後の進め方

日本大学生産工学部
教　授
　笹　生　　　　　仁

灘陰欝灘

れまで十有余年，現在21基，

が運開しております。その規模はアメリカに次

ぎ世界の第2位を占めておりますし，国内的に

は全発電容量の12％強を担当しているという

状況にあります。ただこの開発を進めるに当た

っての社会的な環境は，近年極めて厳しい状況

に置かれており，とりわけ住民合意の形成が大

きな比重となっていることについても，皆さん

ご承知の通りです。

　それにまた，昨年春のTMI事故も加わり，

原子力の安全性，防災問題についての一般国民

の理解も基本的な課題ですが，これとともに，

これまでの開発の過程で累積された，住民の施

設者あるいは行政に対する不満も，恐らく少な

からざる要因を成していると思います。先程，

原子力発電規模が世界で第2位と申し⊥げまし

たが，さらに，現在建設中あるいは計画中のも

のを含めると，フランス，西ドイソ，ソ連，さ

らにはスペインにも抜かれて第6位という状況

にあることは，国際的に見てもわが国の住民の

合意形成が遅れていると言えるのではないかと

思います。

　この点をこれまでの立地経緯に即して，やや

数字的に見てみたいと思います。（スライド1）

と（スうイド2）は今日までに運開している原

子力発電所21基のうちで第1号機だげの14
基をとり，リード・タイムについて地元への申

し入れから電調審で認可されるまで一ここでは

着手となっていますが一，さらに着工に至るま

でと，着工から運用に至るまでの三段階に区別

．哨．　原子力発電所立地の現

　状

　　すでに皆様方ご承知の

　ように，わが国の原子力

　発電所の建設は1966
　年，東海1号に初の原子

　力の火が灯されてからこ

　　　　　約1，500万kW

したものです。図の」二の方の立地点については

現在すでに運開されている発電所で，下の方の

女川以降はまだ運開されていない4つの発電所で

す。（スうイド2）でお判りのように，今運開し

ているもののリード・タイムは，総体として8

年1ケ月ですが，まだ運開してない4ヵ所の平

均は15年6ヵ月と倍増しています。特に段階
別に見ますと，電調審前までの初期の住民合意

の期間が，2年4ヵ月が4年8カ月となってい
ますが，これは，ご承知のように，女川という

特殊事情がありますので，これを考慮しますと，

恐らく6年前後という形になると見られます。

つまり3倍近い期間がこの合意形成にとられて

いることになります。

　次に，これまで地元申し入μをして，なお

未立地な地点が9ないし10地点ありますが。

このうち過半数の6地点は概ね10年前後も
この期間にかかっており，わが国の立地がいか

に厳しい状況にあるかということがご理解戴け

るかと思います。また，その次の段階も，ほぼ

2倍程度になっております。ただ最後の建設期間

は，規模が少し大きくなっておりますので，こ

の点についてはあまり差はないと見てよいと思

います。ともあれ，その初期段階あるいは中期

段階のリード・タイムの遅れというのは，極め

て問題なことであると思います。

　（スライド3）は，原子力発電所を持ってい

る都道府県の数は，一体どう変化しているかと

いうことを見ようとしたものです。10年前の

1970年時点では7県あり，そこに9地点13
基が設置されておりますが，それから満9年た

って昨年暮れの状況をみると，その数は10県

の14地点36基で，基数は3倍にも増え，地
点数もほぼ2倍近く増えております。しかし，

県数，自治体の数でいうと，わずか9年間に3

県しか拡大し得なかったということです。

　その間にいわゆる電源三法が施行され，先程
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白澤さんのお話しにもありましたように，内

閣による電源立地体制，推進体制というもの

も進められているわけです。しかし，これら

も，立地県を獲得し得るところまでの機能は

まだないということが言えるわげです。現状

では相応の知識なり体制をすでに持っており，

また地域における調整経験をも積んでいる自

治体のもとで，既設地点あるいはその周辺へ

の増設という形で，集中化しつつ辛うじて開

発が進められていると見てもいいのではない

かということです。仮にこれから15年後，

1995年の原子力発電設備容量が政府の昨
年夏の見通しの7，800万kWになるとする
と，現在建設中，準備中の原子力発電所を含

めても2，800万kWですし，先程のリード・
タイムが十数年かかるということから，我々

の推測によれば，そういった既設の立地県で

さらに増設，呼野が進むであろうものが千数

百万KWになるのではないかと思います。

　それらを差し引いても，なお4，000万kW

前後不足であるということは，依然として，

今後原子力発電所については処女地の道県に

設置せざるを得ないという状況にあるという

ことです。《スライド轟）にあるように，原

子力発電所立地県ほ，運転中（横線）の7県

と建設中（斜線）3県の合計10県ですが，

さらに今日までにすでに申し入れをしていた

り，あるいは誘致の話しがあったものが恐ら

く9府県ぐらいあります。従ってこれから

新しく立地を進めて行くためにはこれまでの

倍あるいは数倍の努力が必要なのです。

　一方，わが国のエネルギー問題というのは

正：に民族の存在を賭けた課題です。このよう

な課題の中で今までの経緯から見ますと恐ら

く至難とも言えるような原子力発電の地域的

な展開の進め方については，格段な英知の結

集が不可欠であろうと考えます。

2。地元合意形成上の課題

　　わが国の原子力立地政策の生成過程を見ま

　すと，（スライド5）に簡単な表にまとめて

　ありますが，わが国で原子力立地とか原子力

　地域という問題について，最初に政策の目が

　注がれたのは比較的早いのです。即ち，東海

　1号の建設と前後して，科学技術庁の中で原

子力施設地帯整備法案が，1960年に検討さ
れております。これは，その後法案という形で

はなしに，結果的には10力年の地帯整備事業

という形で進められています、，しかし，他の一

期目地点については，当時はなお地元の誘致気

運があったということを反映してか，まだ確た

る政策は打ち出されていません。そして10年

後の1970年に，1985年6，000万kW
という大台が屍標として掲げられるわけです。

ところが大変皮肉なことに，その大台が決めら

れた翌年に，いわゆるアメリカの猫CCSコー
ド問題というものが起こり，また国内的にも敦

賀，美浜，さらには原子力船「むつ」事件のよ

うに70年代は内外ともに原子力の安全につい

てのいろいろな問題が提起され，このような状

況の中で，原発への反対運動が全国的に拡大さ

れ，立地難が急速に意識されてきました。

　こういつた安全環境問題への対応，あるいは

それにやや遅れた形の対応として，74年にい

わゆる電源三法の制定をみるわげです。これに

より初めてわが国の原子力立地政策というもの

の本格的な方途が築かれたのです。

　さらに，この2年後には夕総合エネルギー対

策推進閣僚会議が設置されて，電源推進体制が

特に重要電源指定を含むという，かなり強力な

政策が打ち出されて，今日に至っているわげで

す。しかしそれにもかかわらず，現実の立地は

容易に進んでおりません。恐らく将来に向けて

も，この壁の厚さというものは続くと感ずるも

のです。この間に，（スライド5）に原産関係

の事業が列記してあるように，原産としても大

体1967，68年頃から地域問題，立地問題
に取り組んで，ここでは比較的継続して基礎的

な調査や政策検討が深められています。またそ

の都度報告書の形で関係方面に要望をしていま

す。要望のいくつかはすでに関係機関で取り上

げられていますが，しかしまだ実現していない

ものもあろうかと思います。それらの中で，今

日の段階で特に私なりに，住民の合意形成上重

要だろうと考えてる点が3つないし4つありま
す。

　その第1は，原子力の安全問題についてより

具体的な，地域の場での安全確保をどう考え，

それについて国と自治体とがどのような連携の

仕組みを作っていくかということです。
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　次に，後でも触れたいと思いますが，やは

り初期段階においての情報の問題が重要です。

どちらかと言えば安全とか原子力施設そのも

のについてのいろいろなPRが行われていま

すが，それは住民が，今後の方向を探り，意

志決定をするについて，なおかたくなな，一

方通行的な情報環境にあると思います。もう

少し多面的な形で，開かれた情報環境を形成

するということが，特に初期段階の住民合意

については大きな意味合いを持つと思います。

これをどう進めたらいいであろうか，という

ことが第2の課題で，これらはいずれも特に

電二審前の初期段階に関係するものです。

　以上のそういったものとも絡みますがもう

一つは，地域産業との調整あるいは共存の方

途の問題で，とりわけ漁業，水産業との共存

の問題が重要です。即ち，漁業補償のあり方

なり，あるいは産業振興との関連の問題をど

う考えていったらよいかということです。

　現在私は，電源としての原子力立地の時代

から，原子力地域問題の時代に移行しつつあ

ると考えている者の一人でありますので，こ

れらの課題を総括した形で現在の電源三法と

いう枠でいけるかどうか，より総合的なもの

が必要なのではないかということを検討すべ

きであると思います。

　以上の4点について簡単に所見を付け加え

させて戴きたいと思います。

＄．地域における安全確保体制の整序

　　まず初めは地域における安全確保体制の問

題です。地元住民の合意形成に当たっては，

言うまでもなく施設者が地元へ計画の申し入

れをした段階の，特に初期の接触が極めて重

要な意味を持つわげです。また，この段階で

すでに安全性の問題が重要な関心として住民

　にあるわけです。従って，そこでは原子カー

般についての原則論的な論議がまず問題にな

　るでしょう。またそれとともに，このような

安全に対する対応をどうするかということが

　重要です。

　　この体制に対する信頼の如何が地元，地域で

は具体的に問題となり，それぞれの地域の持

つ地形，気象，海象，あるいは入口の分布や

産業のあり方というような種々の地域的条件

に即した，すぐれて具体的，即地的な，安全

確保のあり方というものが，実は住民にとっ

ては極めて解りやすい形で問題になるという

ことです。

　しかし，ご承知のようにわが国の原子力の

安全環境規制については，国の専管事項とし

て法体制が整・備されており，具体的には事業

者規制という形で実施されています。ですが

事業者とは当初から対峙しがちな住民感情と

しては，どうしても第三者の公的な保証とい

うものが強く望まれているわけです。

　このような役割ということになりますと，多

くの場合地：方自治体がこれをカバーしてい

るというのが現状です。しかし自治体として

は，もともと法的には明解に位置付けられて

いない領域ですし，敢えて火中の栗を捨うと

いう空気がなかなか出てきません。住民を不

安から守るという止むを得ない対応しかでき

ないということが実態ではないかと思います。

原子力の場合は，技術的にも高度ですし，ま

たエネルギー政策との関連という面でも大き

な重要性を持っていますから，国の専管事項

とすべきだという理由はそれなりにはあると

思います。

　また今日，福井，福島，茨城などの各県で

の原子力関係の行政機構というのはかなり広

範にまたがっており，関係職員数も恐らくそ

れぞれ30人から50人程度いるであろうと
我々は見ております。原子力関係職員の人数が

県と県との行政機構の差になるわけです。

しかしこの数十名の関係職員についてもう少

し詳しく見ますと，いわゆる専任と併任がほ

ぼ1対1か，あるいは併任の方がやや多いの
です。さらに，原子力系の技術職員は人数が

限られており，恐らく全体の3分の1か4分

の1の10名前後という状況と見ております。

　また，1基か2基の原子力発電所をもつ県

では，関係職員の数が福井，福島，茨城のほ

ぼ半分か3分の2程度に減ります。専任は大

きく減って併任が多くなるという状況もあ

ります。従って，自治体の技術蓄積というの

は依然少ないという感が強いわけです。この

ような状況の中で，原子力のパブリック・ア

クセプタンスの促進を図るためには私は，や

はり国が専管するという現在の体系を基本と
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しながら，さらに直接国が責任を遂行できる

ような体制を整備することが必要だと思いま

す。さらに自治体は，実は地元住民の意志を

背景に持っているわけですが，国との役割分

担の明確i化，あるいは連携の整・備を今後早急

に考えなげればならないと思います。

4．開かれた情報環境の形式

　　以土のことは，地域における安全確保に係

わる問題指摘ですが，地域住民の意志決定に

はさらに具体的なかつ日常的な生活，生業に

係わる変化，あるいはそれに対する対応がど

　うで湿ろうかという，より視覚的な把握とい

　う問題があります。

　地権者やあるいは関係漁民の土地買収であ

るとか補償とかいう問題についても，これら

の権利の消滅あるいは移転の後，それら住民

の生活生業は一体どう立てればいいのかとい

　うことは，当然大きな意味合いを持つもので
す。

　　それから，現体制で自治体が国に対して最

初に公式な形で接触するのは，電調審におけ

　る知事の意見表明ということですが，それま

での段階で自治体に与えられる情報は環境調

査があるだけで，地域社会における社会環境

　に対するアクセプタンスについては，なお不

十分な点が多いと思います。

　　このような状況では，やはり初期の段階で

　この社会環境調査，あるいは地域産業への影

響調査，さらには地域産業振興の方向付けが

なされることが望ましいわげです。しかしこ

れらの調査を電調審の前に実施するというの

は，極めて選択が微妙な時期にあるだげに，

　自治体としても恐らく問題が出てくると思い

　ます。これまでのところの，電調審前の地域

の情報環境は，原子力施設そのものに即した

技術的な解説を中心としたものが多く，反対

側からの情報も，主として同様のものであり，

それらの見解が重なりあって住民に伝わるの

です。従って，極めて受動的なあるいは限定

的な情報環境に置かれているわけです。これ

を少し主体的な，あるいは多面的な形に持っ

ていく方法が真のアクセプタンスを達成する

上には極めて不可欠な事です。

　つまり，原子力についての学轡からさらに進

んで自らの生活設計をどう考えるかというこ

とであり，そういった開かれた情報環境の形

成を今後大いに考えて行くべきと思います。

　私は，施設者が選択をした立地を，今一度

地域の側として選択出来るかどうか，総体と

して判断する仕組みを形成する必要があるだ

ろうと思います。これを実際にやり得る主体

としては，自治体がまず挙げられると思いま

すが，その自治体がやりやすいような状況を

いかにして作るかということが，初期段階の

重要な問題であろうと思います。これについ

ては私は明解な結論を持ち合わせておりませ

んが，例えば現在の重要電源指定制度という

ものをあと数歩前進させて，初期段階におい

て今述べたような調査，構想を進める形の財

政的な，あるいは制度的な支持体制をもう少

し固めていくということが出来ないものかと

考えております。

5．漁業補償方式と振興問題

　　次に第3には，漁業補償の問題，あるいは

　漁業振興の問題です。原子力発電所は広大な

　空間を利用してエネルギ…の変換を・行なうわ

　けですから，当然既成の土地および沿岸領域

　のこれまでの利用秩序の変革を前提とします。

　従ってそこでは新旧の調整がまず問題になり

　ます。とりわけ水産業の場合には，一一般の安

　全問題に加えて温排水の問題とか，低レベル

　放射能汚染が常時問題にされざるを得ない状

　況に置かれていますし，現段階ではこれらの

影響についての科学的な解明については必ず

　しも安全であると言い難い面も残されていま
　す。

　　それから，先程述べた初期の折衝時での情

報がかなり限られた状況にあるという事から，

　立地拒否かまたは相応する補償額をもらうか

　という選択になります。しかも将来の生活設

　計についての情報が不十分な状況の中では，

　それへの不安が：重なって補償額を一一途に押し

　上げているというのが現状のように思われま

　す。しかしこのような補償方式も，漁民や水

　産業にとって，より長期的に見た場合に必ず

　しも好ましいものではないという意見，考え

　が最：近の資源管理型漁業時代において言われ

　つつあり，模索が続げられているようです。
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例えば，漁業権の補償区域は出来るだけ少なく

限定をした範囲に押えて，むしろ周辺海域の漁

業環境の保全整備を進め，また立地後に生ずる

種々の不測な状況の中で出てくる損失補償につ

いては，予じめ，影響補償という形での合理的

な仕組みを考’えておくことなどです。

またここ1，2年来，水産行政の中にもかなり

新しい動きが出ております。先年の海洋生物環

境研究所の設立に続き，1976年には沿岸漁
場整備開発事業，さらに昨年度からは漁場整備

検討事業が実施されるようになり，かなり水産

行政としての体制も整ってきたと言えましょう。

このような動きの中から，水産業との共存の可

能性が重い出し得るのではないかと思うわけで
す。

　ここで特に問題になっている沿岸および海域

は人類にとってはもちろん，生物全般にとって

も最も基礎的な資源です。将来に目を向けて，

その計画的な利用を行うことは当然であり，従

って一般の商品の売買のような形で漁業をエネ

ルギーに振り替えるといったようなことは，許

されるべきではないわけです。当然このような

利用の変換を踏まえながら，より総合的な資源

の構造的な再構築をどのように作り上げていく

か，またこの両者の相乗的な共存の場をどのよ

うに創造していくかを考えていくことが必要で
す。

　何れにしても，初期段階で漁業の影響調査や

振興方策の検討がなされるような状況ができ，

その実施を裏つげるようになれば，これは先程

来述べている開かれた情報環境の形成というこ

とになり，今日極めて複雑な様相を呈しており

ます漁業補償の問題にそれなりの新しい，ある

いは明快な展開を契機づけるのではなかろうか

と考えています。

　農業についても同様ですが，一般に原子力発

電所立地地域におげる地域産業というものは零

細であり，またまとまりとしても小さいもので

すので，通常の農漁業政策…般の網の目からも

実は漏れがちです。そのようなことから，私は

省際問題という言葉をよく使います。これは通

産省と農林省の境界領域にあり，しかも両方か

ら極めて遠隔なところにある事は省際であるが

ゆえに一つの問題性をもつ，という意味です。

地域産業をどう救済するかということには，し

ばしばこの問題が絡みますので，それなりに

新しい行政体制を考えていく必要カミあると思

います。

　そのようなことから，原子力施設の地域問

題はやはり諸々の非常に複雑な社会を組み合

わせて考えなければならないばかりでなく，

いくつかの省庁にもまたがるという問題を本

質的に抱えているわけです。

　この原子力施設地域の振興については，現

体制では電源三法があります。私が知る範囲

ではこの電源三法は成立して以来，その運用

や予算の規模の面で累年改善を重ねており，

これは他に例を見ません。しかし，改善して

いるとは言え，基本的には通産：行政の枠内に

あるということはやはり感ぜざるを包ません。

そこに一つの限界があると思います。電源三

法が示している地域整備事業が補償の延長，

あるいは立地の代償と誤解をされない為にも，

私はこの際さらに原点に遡った法体制の検討

が進められるべきだと思います。

6．原子力施設地域総合整備への指向

　　わが国の原子力開発は，当初科学技術政策

　として推進され，それがさらに産業政策，エ

　ネルギ…政策としての装いを深めています。

原子力立地地域の振興整備計画ビジ・ンにつ

　いて，1978年度からモデル計画が進めら
れており，現在4地点で行われております。

私も，この業績に深く期待をしている者の一

人です。しかし，問題はこのようなビジョン

　の事業化，具体化についてどのように進めて

　いくか，関係省庁の協力を具体的に得る手だ

て，仕組みをどう整えるかです。しかもそこ

　には先程私の述べた省際問題が内在するわけ

　です。

　以上のようなことから私は，この際原子力

地域政策を…般の地域政策の中でも堂々と胸

を張れるような位置づけ，あるいは性格つげ

　をすべきであると思います。そのような総合

的な政策形成を基礎として，地域自身の手に

　よる計画的，総合的な地域再構成が方向づけ

　られるならば，初めて原子力の立地問題の正

　当な展開が期待されると考えております。
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金森議長
　それでは簡単に私なりの

まとめを致したいと思いま

す。

　アメリカのクロフォ㎞ド

さんのお話しにありました

ように豊富なエネルギー資

源を持つアメリカにおいて

さえも，現在の第2次石油危機のもたらす影響

を；真：剣に受けとめ，省エネルギー，代替エネル

ギー技術開発等，短長期間にわたるエネルギー

政策戦略を計画し実行されていますが，現在，

エネルギー資源の大宗である石油について過度

の依存を転換すべく多面的に捉え，計画を図ら

れている点で，他の先進工i業諸国と同じ目的巻

もつておられるようです。
しかし太陽エネルギー，含成燃料等の新技術では

今世紀のエネルギー需要量に見合う十分な量を

確保することは困難であり，合世紀末までにわ

たって石油に代わる発電のための2大エネルギ

ー源として石炭と原子力が位置づけられたのは

至極当然の帰結であったかと思います。

　石炭の豊富なアメリカに比べてわが国のエネル

ギー事情を見ますと，どうしても原子力発電へ

の期待のウエイトが大きく，この点「わが国の

エネルギー問題と原子力発電」について講演さ

れた白澤さんは，現在直面している第2次石油

危機は長期的，構造的なものであるとの認識の

下に，今後の社会経済の発展，国民経済と福祉

向上のためには，あらゆる可能性のある現実的

な代替エネルギーの開発導入と省エネルギー等

の脱石油化政策を強力に進める必要があり，中

でも現実的な最大のオプションは何といっても

原子力発電であることを改めて認識し，原子力

発電の傾斜開発により，現在のエネルギー危機

へ挑戦することが最重点課題であることを力説

されました。このことは，わが国の安定したエ

ネルギー対策推進に携わる者すべてが抱いてい．

る共通認識であり，今後原子力発電開発を倍旧

の努力で促進していく必要性を痛感いたしまし

た。また，笹生さんはわが国の原子力発電開発

を推進するにあたって最重点課題である立地問

題について総合的に分析され，中でも地元合意
形成上特に：重要な意義をもつ，初期段階におけ

る地方自治体と国との関係づけについて明確な

秩序を立てることの重要性について極めて示唆

に富んだ提言をなされたことは今後の立地対策

の推進にとって非常に有意義であったと思いま
す。
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　　　　　セッション2「原子力技術開発の現状と展望』

　　　　　　　　　　　《講　　演）

議　　　長　　吉　山　博　吉　氏　（㈱日立製作所社長）

・軽水炉定着化への努力

　　　　　　　堀　　　・一　郎　氏　（東京電力㈱副社長）

・濃縮・再処理技術の現状評価と展望

　　　　　　　高．島洋遺（東京工業大学教授原子炉工学研究所所長）

議　長前田七之進氏畷議灘㈱）
・新型動力炉開発の実績と実用化の展望

　　　　　　　　　　　　　　　　　動力炉・核燃料開発事業団
　　　　　　　飯　田　正　美　氏　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　副理事長

・エネルギー問題と原子炉の多目的利用

　　　　　　　村田　浩氏（日本原子力研究所理事長）



軽水炉定着化への努力

東京電力株式会祉

副馬下
　堀　　　　　一　　郎

　は　じ　め　に

　イラン政変に端を発した

第2次石油危機による国際

エネルギL一情勢の緊迫化に

より，石油代替電源の開発

を促進する必要性が高まっ

ている一方，昨年3月末の

アメリカのスリーマイル島原子力発電所の事故

により，原子力におげる安全確保のあり方が改

めて問題となりました。

　このような状況に鑑み，従来にも増して安全

確保に最大の留意をしつつ，国民の合意を得た

上で，積極的に開発を推進していかなければな

らないと考えます。このためには，現在わが国

の商業炉である軽水炉を，わが国の環境，風土

に合った，より信頼性の高い発電所に改良し，

その定着化を進めることが極めて大切です。

　以下軽水炉定着化に向けてのわれわれの努力

と今後の展望について，概要をご説明致します。

　なお，軽水炉にはBWR，　PWRの両炉型が
ありますが，共通の点が多いので，主として

BWRについて説明し，　PWR特有の問題につ
いても適宜述べていくこととします。

電。建設，運転の実績

　　わが国の商業用軽水炉は，1970年3，月

　日本原子力発電株式会社の敦賀原子力発電所

　（BWR，37．5万kW）の運転開始に始ま
　り，次いで同年11月に関西電力株式会社の

　美浜原子力発電所1号機（PWR，34万
　kW），1971年3月に東京電力株’式会社
　の福島第一原子力発電所1号機（BWR，46

　万kW）がそれぞれ運開し，以後BWRおよ
　びPWRを各電力で開発してきております。

　　（スライド1）は1980年1月現在のわ
　が国の原子力開発の状況を示しています。現

　在BWR11基，　PWR9基，それにガス冷

却炉1基，合計21基約1，500万kWを運転
中であり，アメリカに次いで世果第2位の発電

設備容：量を達成しました。この原子力の設備容幽

量は，全発電設備中12，6％の割合を占めるに

至っております。

　建設中のユニットは，BWR4基，PWR3
基，合計7基58Q万kWであり，脱石油対策
を強力に進めるため，これらユニットの運転開

始を促進すべく努力中です。

これに続いて電源開発調整審議会の承認を受暁

国の開発計画に組み入れられているものは，合

計7基，約700万kWあり，現在着工準備中
です。

　以上運転中，建設中および近く着工予定のも

のを合わせて，璽985年までに累計約2，800
万kW以」：：を達成すべく計画中です。

　このような開発状況をBWRおよびPWRに
に憎げて，年次ごとの推移で示せば（スライド

2）の通りです。この図で，1979年までは
運開達成の実績を，また1980年以降は，各
地点ごとの計画を記入したものであり，総体的

にはBWR，PWRともほぼ同じような開発速
度です。

　（スうイド3）は，これらのプラントの地理

的分布を示したものです。この図でBWRは円，

PW貧は四角で示しており，運転中，建設中，

準備中の区別は，それぞれ凡例の通りです。

　次に運転実績を，年間設備利用率で見ると，

（スライド尋）の通りとなります。この図は

BWR，PWR別に分げて，年次ごとの推移を
示したものです。この図から判るように，開発

の当初数年間は両斜日とも比較的良好な実績を

示しましたが，BWRについては1974年頃
より，PWRについては1972年頃より，設
備のマイナーートラブルが発生し，利用率の低

下を余儀なくされました。また昨年は，TMI

事故の影響により，PWR，では発電所を一時停

一85一



止して安全点検を行ったことなどにより，

利用率は低下の傾向を続けましたが，マイナ

ー・ gラブルの対策も漸次進捗し，下期には

BWR，PWR共に良好な実績を示しており，
利用率は安定化の傾向にあります。因みに今

日現在定検中のものを除き15基が運転中で
す。

　なお過去のトラブルで，公衆の健康と安全

に影響を及ぼすようなものは全く起っており

ません。

．2．建設，運転経験に基づく課題と対策

　　わが国の軽水炉は，まず1号機をアメリカ

　から輸入し，同一設計の2号機以降を技術提

　携により，国産化するという形で開発を進め

　て来ました。この結果，現在では100万k
　W級発電所を，国内メーカーを主契約者とし

　て発注し，国産化率95％以上を達成するま

　でに至っております。

　　しかし，先に述べた通り，過去において，

　BWR，PWRとも，主として初期のプラン
　トにおいて，各種のマイナー・トラブルが発

　生し，利用率の著しい低下を来たしましたQ

　この経験に鑑み，原子力発電は設備全体にわ

　たり，高度の信頼性が要求される総合技術の

　結晶であるべきことを痛感し，導入技術のみ

　に頼ることなく，自主技術を速やかに確立し

　て軽水炉定着化のための対策をとることと致

　しました。

　　この対策として，例えば当社では，1975

　年社内の専門家を動員して原子力発電の全体

　系にわたり，技術の現状をシステム的に分析
　評価し，同蒔に対策の優先度についても考察

　を加えました。この結果を参考に，自主技術

　の向上も考慮して，軽水炉改善方針を策定し，

　直ちに実施に踏み切りました。これと相前後

　して，通産省，電力，メーカー，学識経験者

　を含む官民合同の改良標準化委員会が発足し，

　稼働率向⊥，被曝低減を目標とする検討を併

　せて進めて来ました○

　　このための技術開発には，各電力が多額の

　研究費を投入し，（例えば東京電力の場合，

　原子力のみで，1976～79年で約180
　億円である）しかも各電力共通の研究課題に

　ついては，電力間の共同研究体制を敷いて研

究開発を行ない，その成果を速やかに実機に反

映してきております。

　以下我々にとって重要と考えられる課題と対

策を説明致します。

（1）儒頼性向上対策

a．BWRの対策
　　BWRでは配管の応力腐蝕割れ（SCC），
　中性子計装管の流体振動による燃料チャンネル

　・ボックスの損傷，給水ノズル内面の熱疲労

　割れ等が発生しました。しかし何れも対策方

　針が確立し，運転中のユニソトについては当面

　の対策が完了し，残余の予防補修についても

　定検時を利用して個別に実施して行き，1982

　年までには，すべて完了する計画です。

　　以上のうち，ここでは配管のSCC対策に
　ついて説明します。

　　SCC対策
　　SCCは原子炉系のステンレス配管の溶接
　熱影響部に，応力，材料，および環境の3つ

　の悪条件が重なり合って生じるヒビ割れで，

　定検時の念入りな検査によって，発見された

　ものです○この段階ではクラックは早く微小

　で炉水の漏洩は皆無でしたが，信頼性確保の

　観点から，まだSCCの発見されていない同
　種配管についても全面的に予防対策を講ずる

　こととしました。このため機器，素材メーカ

　一，および社外専門家の協力を得て，対策樹

　立のための断案の確証試験等を実施しました。

　この結果SCC発生要因である材料，応力，

　環境の各々に対し次の対策をとることとしま

　した。

（a）材料の改善としては

　　④　SCCを起こしにくい新しいステンレ

　　　ス材（原子力用316ステンレス鋼）の
　　　使用

　　⑭　あるいは，配管溶接部内部への耐SCC

　　　材のクラッド（バタリングーWB法）と

　　　溶体化熱処理（SHT）の採用
　　㊦　腐食が重要でない配管には，従来から

　　　の炭素鋼を使用

　（b）応力改善対策としては

　　④　高周波誘導加熱による溶接部の残留応

　　　力の改善（豆HSI）

　　㊥　溶接入熱の低減（HSW）．
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　㊦　溶接工法の改善

（c）環：境条件の改善としては，原子炉起動時

　脱気運転を行ない，炉水中の溶存酸素を減

　らす：方法の採用

　なお，今述べた対策のうち，特にIHSI
についで一言つけ加えると，これは高周波誘

導加熱により配管を加熱し，配管内の応力分

布な改善する方法で，大口径の既設配管にも

そのままの状態で適用できる大きな特長を有

しています。この方法は当社ではすでに実機

に現場で適用しており，日本の独創的技術と

してアメリカ電力界等からも現場の作業状況

を視察に来るなど，世界的にも高く評価され

ているものです。

b．PWRの対策
　PWRでは，蒸気発生器（SG）平熱管の
漏洩の他，炉心バッフル板の横流によを燃料

損傷，制御棒案内管支持ピン損傷などがトラ

ブルとして発生しましたが，現在何れも対策

がとられており，解決済みです。

　以上のうち，ここではS．G伝熱管の漏洩に

ついて説明します。

　SG伝熱管漏洩対策

　SG伝熱管の漏洩は，輸入した最初の炉に

発生し，利用率低下の原因となったため，社

外専門家を含め官民の総力を挙げて対策確立

に当たりました。この結果，SGの2次側給
水の処理に使用する燐酸塩の局部濃縮による

伝熱管の減肉腐食が原因であることを実験に

より証明し，次の対策をとることとしました。

（a）　2次水処理をボラタイル処理（AVT）

　：方式とすること

（b）建設時，定検時の異物混入防止と不純物

　堆積の積極防止
（c）復水脱塩装置の設置による給水の水質改

　善
（d）新設のものには，改良型SGの採用

　なお，アメリカ等で事例の多いデンティン

グ現象は，日本では幸い全く発生しておりま

せん。これは，2次系の水質管理を厳格にし

ているためと考えられており，世界に誇り得

る実績と申せます。しかし，今後とも，デン

ティングを未然に防止するよう設計に余裕を

もたせ，SGの改善を企っていく所存です。

（2）　　　安≦≧二性1古コ上文蒼黒

　　原子力発電は，開発の当初より，設計，建

　設，運転の各段階を通じ，安全確保を最優先

　に進めてきております。

　　わが国では，立地条件や被曝に対する考え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　方がアメリカとは異なるため，アメリカ設計

　の発電所に比べ，安全確保のため，種々の設

　備を強化して来ております。

　　例えば，敷地周辺の線：量を法規より大幅に

　低く抑えるための対策（サイト当り全身年5

　ミリレム，ALAP対策と称する）として，

　BWRでは活性炭ホールド・アップ装置，タ

　ービン，グランド，シール蒸気の清浄化，換

　気系の改良等を実施し，PWRでも復水器，空

　気抽出器，排気系への活性炭フィルターの設置，

　脱気器排気の復水器への回収等を実施してき

　ました。

　　この他安全性向上対策として，ケーブルの

　難燃化や隔離の徹底化対策，格納容器内可燃

　性ガス濃度制御装置，（FCSと称し，BWR
　のみ）等を追加して来ています。

　　ところで昨年3月のアメリカTMI発電所
　の事故は，情報混乱のため避難勧告がなされ

　る等の動きがあって，巷間に不安感や誤解が

　増大しました。その後，提出された調査，例．

　えぱ昨年10月のケメ画一報告，本年1月の
　ロゴビン報告等によれば，事故原因は操作上

　のミス等人為的な原因によるものであり，今

　後同種の事故を防ぐためには，原子力規制委

　員会（NRC）と原子力産業界の根本的な体
　質改善が必要であると指摘されております・

　　一方，わが国の場合規制の体制，発電所の

　構造，電力会社の技術力等が整備されている

　ので，類似の事故が発生する心配はないと考

　えられます。

　　しかし，これを貴重な教訓として，事故後

　速やかに設備の総点検，運転管理体制の見直

　し，運転員の教育訓練の強化等を実施しまし

　た。現在，原子力安全委員会のTMI事故調
　査報告書にある「安全確保に反映させるべき

　事項（通称52項目）」，およびアメリカの
　各種報告書等を参考にして，規制当局の指導
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の下，技術面と管理面とから対策立案の上，

安全性向⊥の諸対策を実施していくこととし

ております。

　具体的には，技術面では，

　④　ECCSへのPノ回路の追加（PWR）
　◎　事故時における1次冷却材の状態監視

　　方法（サブクール計，炉心水位計等）

　㊦　事故対応機能の強化（中央制御盤レイ

　　アウトの改善，事故後サンプリング方法

　　の改善など）

等につき，また管理面では，

　⑦　当直責任者の資格認定制度の発足

　＠　品質保証体制の拡充強化

　㊦　現実的な防災計画の整備

等につき検討中です。

（3）　定期検査作業の効率化と被曝低減化対策

a。背　景

　　定検は，電気事業法に基づいて行われてい

　るものですが，わが国では原則として原子力

　発電所の設備全数を検査するという考え方で

　実施してきておりますσ

　　このため，わが国の標準的検査期問は，約

　3ヵ月ですが，先行の既設プラントでは，こ

　の期間を利用して，先刻述べたような，信頼

　性向上のための各種補修作業，例えばSCC

　対策やSG漏洩対策等を実施しているため，

　実態として合計半年前後の長期停止を要して

　います。

　　また現状では，④点検補修作業：量が多い。

　㊥既設のものは構造上狭険で作業性が必ずし

　も良くない，㊦作業場所の放射線レベルが経

　年層に⊥昇傾向にある，等により，定検作業

　の被曝線量が増加してきており，しかも年間

　総線量の大部分を占めるに至っています。

　　このような理由により，定検の効率化によ

　る稼働率の向上と被曝線量低滅化は，同時に

　達成しなければならない重要な課題です。

b．効率化◎低減化の現状

　　これに関しては，各電力とメーカーの共同

　研究により，次のような成果を得ており，こ

　れらを直ちに，第1次改良標準化プラントに

　組み入れて来ております。即ち，BWRでは
　i当社の；福島第二2号機以降のユニット，PWR

　では九州電力の川内1号機以降のユニットに

採用しています。

（a）作業スペ…スの拡大としては，格納容器形

　状の改良と，その内部機器配置の改善を園っ

　た。

（b）　作業性の向⊥としては，大型機器搬出入用

　のハッチ，専用モノレール，至SI作業プラ

　ットフガ…ムの設概等を図る。

（c）作業の遠隔化・自動化は，特に線量が多い

　反復作業，点検作業に適用し，被曝低減と作

　業の適確化を図った。これらの作業としては

　制御棒駆動機構の交換，燃料交換，ISI，

　主蒸気隔離弁の摺り合わせ，サンプリング作

　業等である。

（d）　クラッド発生防止と除去対策として，酸素

　注入によるクラッドの低減化，低コバルト材

　の給水加熱器，パゥデックスを使用した復水

　脱塩フィルター等を採用した。またシステム

　除染についても，アメリカヌカナダ等と協力

　して研究中である。

（e）　作業員の訓練強化対策としては，主要な作

　業について実寸大のモック・アップを用い，熟

　練度向上訓練を行っている。

　以上の諸対策は，何れもわが国の建設，運転

経験に基づき，自主技術により開発を進めてき

たものですが，特に諸外国に先がけ，日本型に

改良，開発したものとして高く評価されている

例を2，3説明します。

（a＞格納容器の改良は，形状を改善し，従来型

　に比し（マークU改良型で）約1．6倍以上
　の容積とし，内部の機器配置を見直し，ポン

　プやバルブ等の保守作業スペースを十分に確

　保した。これにより，作業員被曝を従来の

　65％程度に低減できる見通しである。

（b）　制御棒駆動機構（CRD）の自動交換機は

　交換作業を従来の約3倍に効率化し，跨下工

　程を短縮するとともに，被曝も約50％に低

　減上できると期待している。

（C）燃料の自動交換器は，本体と燃料つかみ装

　置の改良，計算機の採用により，自動的かつ

　高精度に燃料の交換作業を行うよう開発した

　もので，使用実績（1F－5，6）によれば

　所要時間は1本当り，従来の33分から20
　分に，作業員は4入より2入に，被曝は約8
　分の1に軽減できた。
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　　これらにより，定検期間を85日程度に短

　狂し，利用率を70％以上に向⊥させ，被曝

線量を総体として現在の70％程度に低減す

　ることを目標としております。

　　さて作業員の個人被曝管理については，各

　社ともすべてに優先して重点的かつ厳正に実

　施してきておりますが，特に，各原子力事業

　所間を移動する機会の多い作業者の被曝前歴

　を的確に把握するため，全国規模の「放射線

　従事者中央登録センター」を設置し（1977

　年11月），放射線管理手帳の制度化を併せ

て行い，これらの運用を定着させました。

C．今後の定検効率化の方向

　　稼働率向上は特に強い要請であるので，以

上述べた事業者自身の努力はもちろん，制度

運用面でも，定検の効率化合理化を図ってい

　くことが是非とも必要です。

（a）事業者は，今後さらにクリアイカル・パ

　ス作業について連続作業体制を拡大し，定

　検期間の短縮化を図る。

（b）中立的な：専門検査機関を拡充整備する等

　検査体制を見直し，強化する。

（c）早撃インターバルの見直しを行う。

（d）検査項目，検査範囲を運転実績に基づき

　重点的に見直す。例えば，SG伝熱管，あ

　　るいは燃料の炉内シッビング検査範囲を合

　理化する。

（e）定検の効率的運営を図るための，手続き

　等を見直す。

（4）燃料の信頼性向上対策

　　燃料は，定検挙の作業性，敷地周辺の線量

　抑制および稼働率向上の観点から極めて重要

　であり，常に一層の健全性，信頼性の向上を

　目ざし，研究開発を継続して行く必要があり

　ます。

　　わが国の燃料使用実績を見ると，初号機の

　運転初期に燃料破損や変形が比較的多く発生

　しています。

　　BWR燃料の破損原因は，燃料棒内の湿分

　および燃料ペレットと被覆管の相互作用（P

　CI）の2つであることが判り，その対策と

　してペレット形状や被覆材質の改善，線出力

　密度の低減などの設計・製造面の対策に加え，

　出力上昇速度の制限（PCIOMRの採用）など

運転面でも配慮することとしました。

　PWR燃料についても，留分やPCI対策
など基本的にはBWRと同じ考え方で対処し
て来ておりますが，PWR，特有の問題である

燃料棒の扁平化と曲がりについては，内部加

圧燃料の採用，支持グリッドの改善，定検時

における厳正な検査等により対処しています。

　これらにより，燃料は1975年頃より，
漸次良好な結果を得ております。

　今述べた好転方法の制限は，利用率を低下

させ，今後予想される負荷追従型のフレキシ

ブル（可変的）な運転にも反するので，根本

的な改善を施した燃料（撃発の保護膜をつけ

たバリヤ燃料）の研究開発を推進中です。

　以上のような燃料の研究については，アメ

リカ，スウェーデン，爾ドイツなどのメーカ

・… ﾆ共同で実施しており，この分野でも国際

協力の実が⊥っております。

（5）　建設費の低減対策

　　わが国におげる原子力発電所の建設費は遂

　年上昇しており，初期のものに比べ最近着工

　したユニソトの建設単価は，当社の場合約3．8

　倍に達し，その低減を図るべく努力を続けて

　います。以下当社の場合について説明します。

　　建設費上昇の理由として，④　物価・労賃

　の上昇（⊥七分の約45％），◎　環境・安

　全対策，作業環境改善，信頼度向上などのた

　めの設備強化対策費（増加分の約5ち％）が

　その主なものです。

　　これに対する低減の努力としては，計画・

　設計・工事のあらゆる面において技術開発を

　中心とする効率化を図っています。その場合

　信頼性，保守点検性を一層向⊥させるよう特

　に配慮しています。

　　具体的には，次の通りです。④　改良標準

　化による設計製造コストの低減，㊥　設備や

　システム全体のきめ細かな見直しによる合理

　化，6　タービン建屋など，発電所全般にわ

　たる機器配置の合理化と建屋の小型化。∈）

　従来の標準建設工期60ヵ月程度短縮し，今
　後地に一一層縮めるよう検討。

　　なお，発電原価を火力と対比してみると，

　ここ1～2年は，利用率60％の場合，原子

　力13円／kWh，火力22円／kWh程度
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であり，また，このうち燃料費の占める割

合が火力の7～8割に対し，原子力では3
割程度と低く，燃料費の⊥昇による総体コ

ストへの影響は原子力の方が少なく，経済

性も安定しています。

　なお，技術的課題としては，核燃料サイ

クルに関連する課顧がありますが，今大会

の他のセションで別に論じられるので省略

致します。

3。　今後の展望

　　今後とも引き続き，先に述べた5つの課題

　と対策に取組んで行くことと致しますが，特

　に将来，原子力の全電源に占める割合が，

　1985年から1990年には約16％から
　23％へと急増する見通しであるため，電力

　系統の負荷変化に即応出来る優れた運転特性

　をもったプラントの開発を進めることが必要

　です。

　　このため，週末，深夜の負荷変化への追従

　はもちろん，自動周波数制御（AFC）運転
　にも耐えられるよう，燃料と炉心設計の改善，

　プラント制御特性の改善やこれらの実証試験

　等の技術開発を進めます。さらに発電所外の

　系統事故による全出力遮断時にも供給力の速

　やかな回復を図るための設備，例えば，ター

　ビン・バイパス装置の容量の拡大，あるいは

　立地上，長距離，大容量：送電が必要な発電所

　においては，系統安定度向上を図った電気料

　備，例えば超速応励磁装置や低インピーダン

　ス変圧器等についても検討する必要がありま

　す。

　　これらの情勢を踏まえ，各電力会社の独自

　の技術開発に加え，BWR，PWR両グルー
　プで，従来の作業をベースに第2次改良標

　準化設計を確立すべく作業中であり，これに

　必要な技術開発の一部はすでに電力共同研究

　として推進中で，今後一層これらの活動を充

　実させて行く考えです。

　　東京電力の場合，さらに日本，アメリカ，

　スウユーデン，イタリアの世界のBWRメー

カーに呼びかけ，GE社を中心とした技術改

善チーム（AET）を発足させ，自主技術に

加えて国際協力により，各国技術の粋を結集

して，抜本的改善を図った新設計BWRプラ

ントの開発を進めています。当社はユ㎞ザー

としての立場から，必要に応じ助雷を行い，

AET提案の概念設計を評価し，必要な確証

試験等を経たで採否を決定することとしてい

ます。現在この作業はほぼ順調に進行してお

り，近い将来，高性能かつ経済惟の優iれた設

計を確立できるものと期待しています。

　PWRにおいても，プレストレスト・コンク

リ…ト格納容器（PCCV）やSGの改善研
究を初め，補機系を含めラ系統全般にわたる

きめ細かな見直しと改善等，各種の研究開発

を通じてわが国の風土に合った独自のプラン

トを開発すべく鋭意推進中です。

　このようにして得られた成果は，今後の改

良標準化に積極的に反映し採り入れていく：考

えです。

　む、す　び

　以上述べ豪し’た通り，日本の軽水炉は経験不

足に起因する初期トラブルを克服しつつ開発を

進めて今日に至っております。運転状況も次第

に安定化の傾向にあり，技術的には国際的水準

に達し十分自立しうるまでになっております。

　また，今後運転に入るユニソトは，改良標

準化等の成果を採用して，経済性はもとより，

安全性，信頼性についても，より高度の技術水

準を達成し，満足すべき運転成績を示すものと

確信しております。

　しかし一一方，我々原子力開発に携る者として

は，原子力が石油代替エネルギ…として，わか

国においては当面最：も有力かつ現実的なもので

あるので，国民各位のご協力を得て，その開発

を推進すべき重大な責務を負っていることを改

めて認識し，自主技術の開発を促進しつつ，国

際協力により，今後一層優れた日本型軽水炉を

完成すべく，最善の努力を続けて行く所存です。
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〔堀　～郎氏スライド〕

原子：力発電開発の状況
1980年1月現在

運転中 建設中 建設準備中 合　計

BWR 　基　　数

ﾝ備容量（MW）
　　11
V，993

　　4
R，824

　　3
R，300

　　18
P5，117

PWR 　基　　数

ﾝ備容量（MW）
　　9
U，793

　　3
Q，015

　　4
R，790

　　16
P2，598

GCR 　基　　数

ﾝ備容量（MW）
　1P66

二 二 　1
P66

合計
　基　　数

ﾝ備容量（MW）
　　21
P4，952

　　7
T，839

　　7
V，09ρ
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Q7，881
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濃縮・再処理技術の現状評価と展望

東京工業大学
教授，原子炉工学研究所所長

　高　　島　　洋　　一

聯
難

　原子力による発電容量が

ようやく1，500万kWeを
⊥回るに至った現時点で，

改めて濃縮・再処理の技術

的問題を見直すことは，わ

が国原子力産：業全体の様相

羅を把握する上で十分意味が

あることと思います。

　濃縮も再処理も核燃料サイクルの自立のため

その技術をマスターすることが要望されていま

すが，両者の技術の特質や事業の性格などは全

くと言ってよいほど違らて澄り，共通に論ずる

ことはできません。ここではまず，濃縮につい

て述べ，その事業化の問題に触れ，次に再処理

について述べることにします。

濃縮について
G）濃縮ウランの需給

　　2～4％のウランー235を含む低濃縮ウラ

　ンを燃料とする，大出力の割にコンパクトに

　設計された発電用軽水炉が出現して以来，加

　圧水型軽水炉（PWR）澄よび沸騰水型軽水

　炉（BWR）は世界に急速に普及し，わが国

　でもそれぞれ約10基が稼働してい蚕す。天

　然ウランを使用しているのは第1号炉のガス

　冷却炉1基のみで，その出力も16．6万kW
　にすぎません。恐らく，’今世紀末まで軽水炉

　が主流を占めることは間違いないところでし

　よう。従って，それに必要な濃縮ウランの需

　要も着実に増え続けるでしょう。予測通り

　1995年に7，800万kWの原子力による
　発電（文献番腎1）が実現するとすれば，その時

　点では約3％の濃縮ウランが年3，000t近
　く必要となります。分離作業量しては，0．25

　％の減損ウランが廃棄されるとして，11，000

　tSWU／年となります。また利用率を65％と

　すれば，7，100tSWU／年となりますが，その

需要の少なくとも30％，できれば50％を自

給できるようにするためには1995年に齢
いて3，000～5，000tSWU／年の濃縮施設が必

要となります。しかしながらそれまでの国内

の需要は，アメリカ，フランスとの契約によ

りほとんど賄われることになって齢り，当分

本格的な事業化は望めません。わが国は遠心

分離法によリウラン濃縮を行うことを予定し

てい綾すが，その事業計画（2）は1NFCEでも

報告しているように，（スライド1）のよう

になっています。実際，このペーースで生産す

ることができ，適当な価格で電力会社または

政府が引き取ることを保証してもらえるなら

ば，十分事業化は可能であり，しかも今その

緒に着く必要があると思われます。それは後

に述べる遠心分離法の特質からも明らかです。

（2）濃縮技術とその事i業化（3）

　　ここでは濃縮技術のうちガス拡散法，遠心

　分離法，化学交換反応法についてのみ述べま

　す。

a）ガス拡散法

　すでによく知られているように過去25
年以上にわたりまして世界の軽水炉用濃縮

　ウランのほとんどはアメリカのオークリッ

　ジ，パデューカ，ポーツマスの3大工場で

生産されたものであり，その他にはソ連か

　らの供給が若干あった程度です。しかしな

　がら昨年末よリヨーロッパのユーロディフ

　計画もある程度生産できる状態に査で進展

　しており，アメリカの独占は崩れつつあり

　ますが，当分ガス拡散法が世界の主流を維

　持することに変わりありません。

　　アメリカのカスケード改良計画（CIP）

　カスケード出力増強計画（CUP），ユー

　ロディフの新プラントを見れば明らかなよ
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うに，技術的改良，合理的なプラントの建

設など，ガス拡散法の進歩は今日な溢続い

て澄り，依然として濃縮コストの低減化の

努力が図られています。当然のことながら，

わが国でもガス拡散法には大きな関心があ

り，国内で事業を起こすことは最低経済規

模が大きすぎ，電力消費も多いので不適当

ですが，その基礎技術を把握して齢く～二と

は同法による国際事業に参加する場合を考

えると有意義であると見なされてきました。

そのため，隔膜，軸流圧縮機などの製作に

関する開発研究が行われ，十分実用に供し

得る隔膜を作り，さらに1』2段のカスケー

ドによる長期実験も行われ，質的には高い

成果が得られるに至りましたが，結局それ

以一ヒの進展を図ることなく研究は打ち切ら

れましたω。

　周知のように，ガス拡散法の場合，7，000

tSWU／年以上の規模のプラントでない
と単位分離作業量当たりの建設費を十分に

は引き下げられません。また，建設費が下

げられたとしても，（スライド2，3）にも

示されるように所要動力が莫大であるので，

その費用を無視することはできません。従

って，わが国にとっては，単独に国内事業

として考慮できるような方法でないことは

明らかで，次に述べる遠心分離法の開発に

目途がついた段階で，ガス拡散法の開発を

打ち切ったととは当を得た処置といえまし

よう。な澄，ユーロディフのプラントはフ

ランスの誇る新鋭プラントだけあって，ア

メリカの改良プラントに比べ，商業用とし

ては一段と優れているように思われますが，

～方アメリカはすでに30万tSWUの実績
を上げ，ほとんど償却ずみのプラントの改

造を行うだけなので，実質コストに関して

は，何れが有利と断定するのは難しいとこ

ろです。

b）遠心分離法

　　本来，2成分の混合ガスを：重成分と軽成

　分とに分離する場合，蒸溜法などが工業的

に用いられるのが一般であり，遠心分離法

　が採用されることはあり得ないと書っても

　差し支えばありません㈲。即ち，遠心力に
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よって圧力勾配の場を作り，圧力拡散によ

って混合ガスを分離することは原理的には

容易に見えても，その効果は小さく，処理

能力も小さいのに対し，遠心分離機の製作

には高度の技術を要し，従って設備費が支

配的に高いわけです。設計上の限界もあっ

て，1台の遠心分離機の分離作業量をあま

り大きくすることはできないため，電気洗

濯機のように大量生産でコストの低減化を

図らねばなりません。所要動力にしても，

ガス拡散法に比べれば，確かに1桁低い値

にすることができますが，（スライド2，

3）で明らかなように，可逆プロセスを考

えた必要最小理論動力に比べれば蓬かに大

きく，た時たまウランの同位体の分離には

適用できたというに過ぎません。言い換え

れば，、ウラン濃縮に限って，他にもっと優

れた分離法が見出し難いため遠心分離法が

クローズ。アップされたということです。

　（スライド尋）に遠心分離機の簡単な原
理図（6）を示します。6フッ化ウラン・ガスを

圓転円筒内の中心部に導入し，循環流を形

成させ蚕す。よい分離を行うためには，頂

部と底部にあるスクープと称するガスを導

出するための固定枝管とバッフルと称する

隔板の設計に工夫を凝らして，所定の供給

流量と回転数とに対し，最適な循環流を与

えるように：しなければなりません。ウラン

ー238は遠心力によって半径方向に生じ
た大きな圧力勾配のため壁の方向に拡散し，

一方ウランー235は中心部に拡散します。

かくして外側の下降流に沿い，ウランー2

38が濃縮され，その濃度が最大となって

いる底部のガスを下部スクープから導出し，

一方内側の⊥：昇流に沿いウランー235が

濃縮され，その濃度が最：大となっている頂

部のガスを⊥部スクープから導出し塵す。

このような分離の仕方は循環流を伴う向流

分離力式とよばれ，長胴型にすることによ

って濃縮を大きく進行させることができる

反面，最適処理流量が比較的小さくなりま
す。

　現在，この分離方式が最も良いとされて

います。一台の周辺速度（rω），有効円

筒長さ（z）が与えられると，その遠心機



’が発揮し得る最：大分禽奥旨力δUmaxは理論

的に次のようになります。

・Um・x一・D｛鴬⑭箭ω）2｝2穿

　ただし，ρは6フッ化ウランの密度，D
は自己拡散係数，△Mは気体分子量の差，

Tは絶対温度，Rは気体定数です。

　また，壁の圧力を、Pw，中心の圧力をPo，

気体の平均分子量をMとすると，圧力比は

　　Pw　　　M・（rω）2
　　Po藁exp　　2RT

となります。例えば，z嵩1鵬，rω蹴500

呪／秒，R『8．314×1⑪7ergK／hol，

丁講320（K，△M罵39／mol，M詞3529
／nol，ρD凱2．25×10－4g／厩・秒

とすると，δUlnax二15kg　SWU／年，

　　　　　Pw／Po：と1。5×107

　となります。

　実際の分離能力δUは回転円筒内部で分

離が有効に行われる度合をηとすると，

　δU蹟ηδUma　x

となり，およそ

　η罵20～60％
の値を示します（スライド5）。6フッ化

ウランがガス状を保つためには320rKに

澄いてもPwを200Torr以下にする必要が
あり，中心に近い所は従って高真空となり

了す。回転数がさらに上昇すると，有効な

分離が行われる部分が減るため，効率ηは

下がります。

　しかし，上に示した式から明らかなよう

に，周辺速度の上昇は分離能力の向上に著

しく効果があり，円筒を長くすることも効

果があることが解りますが，前者は張力に

耐える材料の開発，後者は超臨界速度対策

など技術的に著しい困難が伴ってきます。

回転円筒の量産システム，円筒体の動的バ

ランスの調整，円筒体の軽：量化，長期耐用

化，品質管理など，遠心分離法を工業化す

るためには多くの高度な技術が必要である

ばかりではなく，少なくとも10年の耐用

年数を持ち，年間故障率がα5％を十分下

回り，一旦始動すれば10年間止めること

なく，無修理で各カスケードを運転できる

ようにすることが望ましいわけです。

　ウレンコやわが国での計画中のものは，

このようなシステムを考えているのに対し，

米エネルギー省（DOE）では1台の分離
能力が100kg　SWU／年を越すといわれ，

維持費を十分に考慮した管理システムを採

用することになっています。即ち，アメリ

カでは，遠心機1台の最適経済容量は維持

管理を含めても100kg　SWU／年を越えると

見ています。これはrω湿750窺／秒，Z

＝5物，η畿α26とすると，

　δU2100kgSWU／年
となることから推定できるように，大きな

周辺速度に耐える特殊な複合材料を用いて

いることは確かであり，このような材料は

宇宙開発などの成果に基づいたものと言わ
れています（スライド6）（7）。しかしなが

ら単位作業：量当たりの製作費で評価すると

：果たしてウレンコ，わが国の型に比べ安く

なっているかどうかは疑問です。わが国に

おいても，複合材料による超高性能遠心機

の開発には手をつけて論り，未だ十分な成

果を一ヒげるところ蚕では来てい按せんが，

現在の見通しでは均一材料によるものの方

が信頼性が高く，性能は大きく劣っても経

済的に不利とはいえないと見られています。

　な澄，遠心機の生産は，必要部品を減ら

し，できるだけ自動化した連続生産システ

ムをとり，材料の歩止まりを良くすること

が重要とされ，少なくとも1工場年間数万

台の生産がないと十分経済性が満たされま

せん。年間20GtSWU以上の増設が10年
以上続き，その後は耐用年数を超えたもの

を更新することができれば，．単に事業その

ものが安定で健全なものとなるばかりでな

く，その背景にある遠心機メーカーの事業

も永続し，従って年々性能の向上，生産シ

ステムの合理化などにより，設備費も安く

することが可能となります。その意味でも

（スライド1）に示したわが国の濃縮事業計

画は妥当であり，特に初期の基礎作りが重

要であることは，世界との厳しい競争があ

ることを考えれば当然といえましょう。

　幸いに人形峠に論けるパイロット・プラ

ントは極めて順調に稼動して診り，予期以
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上の成果を上げつつあります（スライド7）。

この種の精密機械の量産，プラントの運転

管理などはわが国の最も得意とする分野で

あり，事業体制がしっかりしていれば技術

齢よび経済競争で敗れるとは思われません。

　ただし，特殊事業であるだけに，配当が

期待できるような時期は10～15年後と
なり，一見魅力に乏しい事業と思われます

が，さらにその後を考えれば十分彫金な事

業となると思われます。従ってこの5年間

ぐらいの，事i業化についてのメーカー，電

力会社，動燃事業団，政府間の密接な協力

が：重要となります。

c）化学交換法

　　周知のように溶液中に価数の違うウラン

　のイオンが共存しているとき，そのどちら

　かにわずかではあるがウランー窯35がよ

　り濃くなる平衡関係があります。この同位

体効果を巧みに利用すれば，濃縮を継続す

　ることは可能となります。その場合，分離

　効果は小さくても，平衡関係を利用して分

離するので，舞常に少ない動力ですむ可能

性を持ってい配す。歴史的には，わが国で

　も20年近い研究実績があり，実用化は別

　として，多くの研究報告があり閲す。しか

　しながら1975年頃までは，化学交換反
　応法は反応が遅いのと分離効果があまりに

小ざいため，工業化には程遠い存在でした。

　　1976年の末にわが国でもウラン濃縮
技術に関するチェックのアンド②レビュー

　が行われましたが，旭化成が開発したイオ

　ン交換樹脂による化学交換反応プロセスの

成果は目ざましいものがあり，実用化も可

能という印象を与えました。即ち，樹脂の

改良により，その交換容量は桁違いに増大
　し，また吸脱着（例えばUO計の吸着，　U卦

　の脱着など）も酸化剤，還元剤の注入によ

　って迅速に行われ，優れた触媒の開発によ

　って交換反応も著しく速くなっています。

総合すると，本法の開発の緒口となった原

　研の下川氏らの研究に比べて，性能は5～

　6桁向上していると見なされます。旭化成

　のプロセスの原理図を（スライド8）に示

　します。

　4本ともイオン交換樹脂が充翼されてい

る塔に，磯ず酸化剤を含む溶液を流下し吸

着させ，次にウラン溶液を追随させます。

その結果，先端で溶液中にある4価のウラ

ナス・イオンは酸化され，6価のウラニル

・イオンとなり，樹脂に吸着し，それに相

，益する酸化剤は還元されて脱着して行きま

ナ。その際ウランと酸化剤の：境界はあく震

でも水平面を保ちながら降下させて行くこ

とが肝要です。鴛本分のウランの吸着帯が

できたところで，還元剤を流入します。ウ

ラン吸着帯の後端すなわち土部では吸着し

ている6価のウランが4価に：還元されて脱

着し，ウラナス・イオンとして流下します。

代わりに酸化された還元剤が吸着しますが，

後端のウラン吸着帯境界も同様にはっきり

とした水平面が保持されなければなりませ

ん。（スライド霧）の第3塔に驚いて酸化

の役目を果たし，樹脂から脱着した溶液は

下部より取り出され，酸化塔で再生されま

す。再生された酸化剤は第4塔に送られ，

樹脂に吸着します。その際第4塔からは使

用済みの還：元剤が追い出され，還元塔に送

られてそこで還元剤として再生されます。

第1塔には再生された還元剤が送られ，ウ

ランの吸着帯の移勤の役目を果たします。

このような操作をすることにより，ウラン

吸着帯を第1から第4塔，次に再び第1塔
の順に移動させるととができ，ウランの吸

着していない塔では酸化剤の吸着が行われ

ます，，ウランを含まない流出液はそれぞれ

の再生塔に送られます。ウラン吸着帯の移

動が行われている時に，その移動座標で吸

着帯を眺めると，6価のウランは土に移動

し，4価のウランは下に移動して，循環を

伴う向流分離が行われていることが判りま

す。即ち，平衡関係から，吸着されている

6価のウラン側に：ウランー鷲35が移動し，

ウランー一238は溶液中の4価ウラン側に：

移動するので，その結果，ウランー235
に関し先端が減損，後端が濃縮された状態

になり蚕す。吸着帯が適当な一定の長さを

保ち，十分越移動が行われると，例えば後

端で3％，先端でα窯％の濃度にまで変化

させるととが可能となります。このような
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状態となった後は，各塔毎にウラン吸着帯

の先端・後端が下部に到達した時，ウラン

溶液を少量ずつ抜き取り，その量に見合う

原料の天然ウラン溶液を吸着帯の中央が各

塔の上端に：達した時に補給します。これに

より，平手的ではあるが，準定常的に濃縮

ウランを生産することができます。

　このプロセスは，比較的長期にわたり安

定に連続運転できることが小型装置で実証

されていますが，十分な経済評価を行うた

めには，かなり大型のパイロット・プラン

トで研究を進める必要があります。未だ多

くの問題が残っていますが有望なプロセス
であることは間違いありません（8）。

フランスの開発している化学交換法は液々

抽出による循環向流プロセスといわれてい

聾すが，両者の比較は興味深いものがあり

ます。何れの場合も，平衡分離系数は1．001

～1．002で非常に小さく，水溶液を扱うの

で臨界条件も厳しくなり，定常到達時間も

数ヵ月あるいは1年置かり，高濃縮ウラン

の製造による核拡散の危険性は極めて小さ
いと見られています（9）。本方法が実用化で

きる場合は，開発途⊥国にも利用きれ得る

プロセスとなると思われます。

再処理について
（b再処理技術の問題点

　　使用済み燃料を再処理して，生成残存して

　いるプルトニウム，未燃焼のウランを回収す

　る一方，核分裂生成物（F．P．）のほとんどを

　分離濃縮し，高放射性廃棄液として一時保管

・することは単に燃料の有効利用を図るという

　意味で重要なばかりでなく，放射性物質の後

　始末を完うするためにも必要なプロセスであ

　り蚕す。

　　まず炉から取り出した燃料は，少なくとも

　180日程度，プールの中に冷却保管する必

　要がありますが，その理由の…っはヨゥ素一

　131の減衰で，180日あれば放射能は2
　×10　7倍に低下します。全放射能としては

　取り出し直後に対し，その約1『3に減衰し

　ます。使用済み燃料に関し，冷却後の組成の

　一例を挙げ壕すと，28，000MWD／t，比出力

　35MW／t，冷却日数180日として，1t

当たり全γで4×106Ci，全γで1．5×106

C孟の放射能があり，組成としてはP㎜燃料

の場合ウランー235約9kg，ウランー236
約4kg，プルトェゥム約8kg，　R　P．約30

kg，残りのウラン…238約950kgとなり
ます（スライド籔）。な齢，F．P。は50年

以⊥経つと放射能のあるものはストロンチウ

ムー90，セシウムー137などだけとなり，
それを除去すると（スライド1⑪）に示すよ

うにルテニウム等極めて貴：重な安定元素が無

祝できないほど存在して論り，特に白金族は

プルトニウムから生ずるF．P．に：多いわけで

す。現段階ではこのような元素の回収を考え

る必要はなく，むしろ，いかに放射性物質を

処分して，我々の生活環境から絶縁するかと

いうことを最重要祝しなければなり磯せんが，

将来の夢として，生成された白金族元素，希

土類元素の回収も開発研究の楽しみに取って

澄くべきでしょう。

　また，燃料被覆管のジルカロイも，固体ハ

ルとして，再処理では廃棄処分してしまうこ

とになっていますが，やがては回収をすべき

時期が来るものと思います。

　さて，再処理のプロセスといえば，現在は

8万MWD／t以．上の高速炉などからの使用済

み燃料に対しても，ピューレックス法が最も

無難とみなされています。何と言ってもリン

酸トリブチル（T．B。　P．）溶剤によってウラ

ン，プルトニウムF．P．相互の抽出分離がす

っきりとできるからです。現在問題となって

いるのは溶剤の放射線分解による抽出特性の

劣化ですが，これは抽出時間の短縮，あるい

は硝酸溶液のF．P．濃度を下げることなどに

より解決できると見られています。

　わが国では東海村の再処理プラント（ス
ライド11」2）（10）のホット。テストが続

けられて齢り，多くのトラブルを体験してき

冒したがその経験を生かし，種々の改良が行

われラ漸次安定した運転が可能となってきて

い寮す。その経緯などを参考にしながら，ピ

ューレックス法を基調にして，現状と今後の

技術開発の問題点を，前処理から順を追って

考えてみましょう（スライド13）（10）。
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a）前処理工程

　　前処理工程としては燃料要素をキャスク

　から取り出し，東にして横型ギロチン息切

　断器で約5～10侃の長さに切って，シュ

　ートを通して切断された燃料を被覆管ごと

溶解槽の端の方の筒型となっているところ

　に落下させ，中に挿入した網状バスケット

に収める方法が採用されています（スライ

　ド届）（11）。部厚い遮蔽壁からなるセルの

中に機械，槽類は収められているので，す

べて遠隔操作が行われているととは言うま

　でもありませんが，今までのところ，わが

　国の設計は妥当だったようであり，切断器

　は刃こぼれもなく，粉の飛散も少なく順調

　に働いています（スライド15）（11）。周知

のように再処理プラント全体はフランスの

設計によるものですが，切断機は動燃も加

わってアメリカの技術も取り入れて開発し

た独自な機構を採用しています。

　　ここで体験した重要な問題の一つは燃料

管表面に付着しているクラッドでしょう。

特にBWR燃料の場合，炉水中で放射化さ

れた鉄，コバルト，マンガンなどを含むク

　ラッドが無視できない量付着していること

があり，硝酸に溶解するとRP．と一緒に溶

け，量としてはF。P。に比べむしろ多いこ

　ともあります。その場合は溶解度に制限さ

れて，高放射性廃液の量を十分低減できな
　し（～二とになり’ま一ず。

　　これを避けるためには，切断前に燃料管

表面の酸洗いもできる装置を考慮する必要

があるかも知れません。

　　また，トリチウムを能率よく回収するた

め，切断された燃料を500℃以上の高温

にさらし，酸素を吹き込むと，トリチウム

水蒸気が発生し，キセノン，クリプトンの

希ガスとともにほとんど100％オフ・ガ

ス系に排出されます。この時ヨウ素もかな

　り放出されるので種々の吸着剤を用いて，

　トリチウム水，ヨウ素を選択的にとり，ま

　た，キセノン，クリプトンなども低温吸着

　あるいは蒸溜により，除去することができ

寮す。この方法は米オークリッジ研究所で

開発されたもので，ボロキシディション法

　と呼ばれてい綾すが，高温で酸化を促され

た燃料粉末は却って硝酸溶解が困難となる

恐れもあります。また粉体のハンドリング

は周辺の汚染，機械の故障，操作不能など

いろいろなトラブルを誘発し易いので，実

用化については十分検討する必要がありま

す。

b）溶解工程

　　溶解は3～5Nの硝酸を沸騰状態にして

　行われますが，約350kgの燃料を溶かす

　のに6～10時間ぐらいはかかって診り，し

　かも3万MWD／t以上燃焼したものはF．　P。

　も多く不溶解成分が残存します。

　　この不溶解物を，抽出のための溶液の調

　整を行う前に完全に除去することが肝要で，

　ヨーロッパ諸国が味わった苦い経験を考慮：

　して，わが国ではその炉過を特殊な方法で

行って細り，一一応前処理は成功しているよ

　うです。

c）オフ・ガス系

　燃料を溶解することによって，内部から

　ガスが放出し，オフ・ガス系に流出します。

溶解促進のため，酸素を吹きこんでいます

が，硝酸蒸気，NOxとともに，キセノン，

　クリプトンの希ガスなどが混入して排出さ

　れます。その際，ヨウ素も一部液中に残り、

　ますが，かなりの量揮発して出て行きます。

　1t当たりの燃料には2万MWD／tの燃焼
度に対しクリプトン約α5kg，キセノン約

　4kgが存在します。そのうち放射性核種と

　して残っているのは半減期10年のクリプ

　トンー85のみであり，約30g（1万2，
　000Ci）含玄れています。ヨウ素として

　はヨウ素129がほとんどであり，約165

　9（26mCi）含まれてい綾す。ただし，

　ヨウ素一131は未だ約1．5μg（0．18Ci）

残ってい綾す。

　　まず，凝縮器，洗浄塔などにより，オフ。

　ガスを清浄化し，ほとんどのヨウ素を取

　り除くことができますが，希ガスは今のと

　ころ100鵬の高い煙突から大量の空気で

薄めながら放出し，大気中への拡散で，被

曝の影響が＋分小さくなるようにしていま
す。

一98一



　しかし，今後大型再処理工場で大：量の燃

料を処理する場合を考えると，クリプトン…

85を90％以⊥除去し，またヨゥ素一！29

に関しても99．5％を捕集し処分できるよ

うな対策は必要であると思われます（12）。

目下世界に先がけて，希ガス処理を本格的

に試みるべく，わが国では，実プラントに

その装置を取り付け，クリプトンを捕回す

るテストを近く行うことにしており，その

成果が期待されています。周知のようにア

メリカでも環境保護庁（EPA）はこのよ

うな規制をする予定ですが，このような除

去施設が環境保全のため，真に安全な対策

として活用され，経済性庵あまり損われな

いようになるには，今後本装置によって十

分経験を積む必要があります。

　な澄，クリプトンを取り除くためには，

オフ・ガス中の水蒸気，酸素，有機物など

を吸着剤，触媒などを用いて前処理し，窒

素，キセノン，クリプトンのみの混合ガス

として低温吸着，液化蒸溜などにより，ク

リプトンを精製分離し，ボンベに詰め，厳

重に保管する方法がとられますが，キセノ

ンは貯蔵または放出することになっていま

す。もし十分許容できる凌で除染できれば，

キセノンは商品として極めて価値がありま
す（スライド鱒）（13）。

　ヨウ素に対して99．5％以上の捕集効率

を得るためには細心の注意を要し，銀ゼオ

ライト等による吸着，22Nの濃硝酸でト

ラップするイオデックス法（スライ団7）

（11）などアメリカで開発された方法を応用

することも考えられますが，経済的で，も

っと無理のない方法を開発することが望ま

れています。

　ヨウ素一129は長期の運転により，被
曝評価からは問題にならないとしても，環

境周辺に測定可能な程度に沈着すると思わ

れます。これによって，その施設がどの程

度オフ・ガスに対し，除染を行っているか

を判定することもできるでしょう（14）。

d）抽出工程

　　抽出は最も重要な工程であり，前処理で

　十分清澄化された硝酸溶液を有機溶媒（ド

デカン中に：30％のT。B．P。）　で連続的

に陶流抽出し，まず，F．P．を硝酸溶液中

に残存させ，高放射性廃液として取り出し

蔵す。～方，ウラン，プルトニウムは有機

溶媒に抽出されて，次のウランダブルト誰

ウムの分離のための抽出：：r二程に送られ寮す。

その分離第2サイクルではウラナス・イオ

ン等の還元剤を加えることにより，プルト

ニウムの価数をS価に落とし，硝酸溶液側

にプル、トニウムを，有機溶媒側にウランを

移行して分けます。

　抽出で…番問題となるのは，何といって

も第1抽出器におけ’る，F。　P．とウラン，

プルトニ・ウムの分離です。溶媒の放射線損

傷を十分少なくするとと，硝酸濃度，ウラ

ン濃度，硝酸溶液爵有機溶媒の流量調節，

ストリング用硝酸液の注入の仕方など，常に

最：適で長期にわたり安定な運転が続けられ

るようにしなければなり蜜せん。

　幸いに今寮でのところ，抽出工程は極め

て順調に稼働されて診り，ミキサー・セト

ラー型抽出器の信頼性は高いと思われ寮す。

しかしながら，この装置はホールド・アッ

プが大で，従って溶媒の放射線に照射され

る時間が長：いので，今後さらに高燃焼度の

燃料を処理する場合には，パルスゴラム型

（スライド櫨）　など接触時間を十分短縮

できるものが必要となるか．もしれません。

第2抽出器以降は放射線の線量も低いので

従来法でほぼ良いと思われ査す。

e）高放射性廃棄液の濃縮と保管

　　廃液は貯蔵タンクに貯め，かなり長期に

　わたりその保管に万全を期さねばならない

　ので，できるだけ減容に努めなければなり

　ません（スライド欝）。従ってF．P。以外

　の塩分の混入を極力抑える必要があります。

　また沈澱物を生じないようにするため2N

　程度の硝酸濃度で保管し，かつ50年の保

　管に耐える装置としなげればなりません。

　　しかしながら，高放射性物質を液状で保

　尽することは安全上好悪しくないので，こ

　のようなタンクはあく蓬で一時貯蔵と考え

　なければなり磯せん。従って，大容量のも

のを多く備えることは好ましくありません。
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5年以内には固化処理を行い，拡散の恐れ
の雑な熔安定な固体として，長期管理が容

易にできるように：すべきでしょう。

　現段階では貯蔵を通じて詳細なデータを

取り，種々の経験を得て齢く必要があるの

で，ある程度の保管期間を見る必要があり

凌すが，今後の大型プラントに齢ける貯蔵

タンクのあり方などについては再検討しな

ければなりません。

　な：衿，廃液濃縮のため蒸発凝縮された硝

酸は，精製再濃縮して圃収され，再使用さ

れますが，すでに知られているように東海

再処理：工場の運転中，その回収用蒸発缶で，

内部の溶接部に欠陥個所が生じ，加熱用蒸

気の凝縮液が放射能で汚染され，そのため，

直ちに運転を止め，一年に近い補修を行っ

たという厳しい事態を経験しています。結

局，新たにわが国の手で蒸発缶を製作し直

し，今は無事稼働してい縛す。

　今後とも技術導入それ自体は決して悪い

ことではありませんが装置の材料，製作な

どはなるべく技術の優れたわが国のもので

行うことが必要であると思われます。

f）臨界，放射線澄よび運転管理

　　この施設で訊P．を取り扱い，プルトニ

　ウムを回収する以上，施設の運転管理とと

　もに，放射線管理と臨界管理は基本的に重

要であり，その体制を確立するための，プ

　ロセス・レイアウトを考慮しなければなり

　ません。また，故障，補修，事故などの対

策を含め維持管理の仕方も十分考えて診く

必要があり聾す◎

　　それらの対策は，開発研究や机上の計画

　だけでう震くできるものではなく，実際の

施設を運転し，種々のトラブルを体験した

上で，計画を見直すことも重要と思われ黙
す。

　　まず臨界管理に関しては，特にプルト謀

　ウムの精製工程，貯蔵タンク，その配管系

　などに設計一上細心の注意を払う必要があり，

溶液の取り扱いに人為的ミスが生じたとし

　ても臨界事故に：はなり得ないような対策が

　必要です。約20年前のアメリカの施設で
はそのような事故（15）を数例経験していま
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すが，その後経験を積んで蔚り，臨界防止

対策は最近の施設では十分なされていると

思われます。その代わり，装置の設計にい

ろいろと制限が生じ，個々の機器の大きさ

はもちろん形状も制限され，通常の化学装

置とは響く違っているものが少なくなく，溶

解槽，蒸発缶などはその典型例でしょう。

臨界安全設計の手順は，例えばくスr嬰イド

鱒）α6）のようにし，その結果，質量，濃

度，容積，形状の制限の他に，中性子毒添

加なども加えられることがあり凌す。わが

国では実効倍増率を0．9未満とし，欧米な

どの基準を考慮し，安全係数の値を十分安

全側にとっていますが，実際に自国で溶液

を用い，臨界実験等を行って得た臨界デー

タを持っているわけではありません。今後，

計算コードの適用性を確認するためにも，

臨界に関する基礎的実験を行える施設を備

え，種々の複雑な条件での臨界データが得

られれば，信頼性はさらに向．上するでしょ

う。

　放射線管理は運転管理と独立に行われる

必要があり控すが，高放射性溶液を取り扱

う多くの工程を含んでいるだけに管理者と

してもそのプロセスの内容を十分理解して

論く必要があり噛す。即ち運転状況匠関す

る情報を的確に理解し，異常時に即応でき

ることが大切であり，管理を良くするため

には，各セルのスペースに十分野とりをと

り，除染を迅速効果的に行い，補修が容易

にできるような設計となっていることが重

要と思われます。

　一般的にどこの国の施設でも，故障を前

提にしたレイアウトはあ刷り配慮されてい

ませんが，故障，人為的ミスを無くすこと

は困難であり，そのようなものが生ずる確

率を最小にする努力は当然しらければなり

ませんが，補修対策を容易にすることは，

稼働率を十分上げるためにも重要なζとで

す○遠隔補修，スペアへの切換えなど，．経

済性ともにらみ合わせ考える必要がありま

すが，何れにせよ取り扱いやすい施設でな

ければなり黙せん。

　運転上，欠かすことができない主要な作

i業の…つとして，各プラントの重要な部分



の分析が挙げられます。現時点では詳細な

な運転データを入手する必要⊥止むを得ま

せんが，放射性物質の抜き取り，戻しなど

によって生ずる汚染の危険性は高く，商業

用大型プラントに対しては，必要最小限に

止め，できるだけ単純な管理システムを取

るべきでしょう。この点についても今後の

運転経験が物を言うことになると思われ騙
す。

8）低放射性廃液処理について

　　この問題に関してはわが国は最も厳しい

処理を行っています。実際イギリス，フラ

　ンスのプラントとは比べものにならないほ

　ど，徹底した除染を行って隔り，それだけ

　に苦労も多いのですが，もはやわが国独自

　のプロセスといっても差支えありません。

　新たに技術的に開発して得たプロセスと
　は言え査せんが，主工程から排出される廃

液はほとんど蒸発処理を1回ないし2回は
行って旧り，その濃縮廃液は大型タンクに

保管し，アスファルト固定を行うことにな

　っています。十分除染された水に対しては

　さらに活性炭処理で油分をとり，十分闇れ

　いになった廃水を分析し，1日0．7Ci以
下という放出管理を行っています。放出は

　2肋沖合いの海底より吹き上げて拡散させ

　る方式をとっています。

　蒸発のための動力費は無視できないほど

大きいのですが，将来の大型プラントの場

合には，多重効用型等によって，合理的な

除染プロセスを確立する必要があると思わ

　れます。

h）そ　の　他

　　分離第2サイクルを経て得られる硝酸ウ

　ラニル溶液はもはや十分に除染された純度

　の高い溶液です。従って濃縮後の脱硝工程

　で三酸化ウラン固体粒子として取り出す際，

　たとえ操作が円滑に行かなくても，直接補

　修ができます。予め脱硝は長期運転に不安

　のある工程と予想されていましたが，実際「

　トラブルも少なくなかったようです。改善

　により運転に大きな支障とならなかったこ

　とは，むしは幸いであったと言えましょう

頭
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（スライド劉）（17）。流動層で三酸化ウラ

ン粒子を適当な大きさにそろえて取り出す

ことはすでにプメリカなどで苦い経験をな

めて細り，特にGEのモーリス再処理プラ

ントは除染不十分のまま行う方式であった

ので，ついに本運転を断念することにな。つ

たほど，難かしいプロセスなわけです。従

ってわが国としても，予め除染を十分行う

ことは当然としても，流動層方式について

は今後も研究と経験を積み重ねる必要があ

り，場合によっては西ドイツのように別プ
ロセス（18）を考える必要があるでしょう。

　トリチウムの挙動については，予期通り

ほとんど廃液に残るごとが認められ，大気

にはほとんど放出されていません。トリチ

ウム以外の放出心中の放射能は保安規定の

値よりはるかに低く海洋拡散の状況は目下

測定中ですが，現在は問題はありません。

今後，長期の測定により環境監視の実を上

げ，一般公衆への被曝の影響が正しく評価

され，大型プラントの環境評価にも資する

ことが期待されています。

　未だ個々の技術的問題を検討するときり

がありませんが，以上に述べたことで，わ

が国の東海村に澄ける再処理施設澄よび運

転状況の概要はほぼ把握できたことと思い

ます。

　要するに，このプラントはフランスから

の技術導入により造られたものであり，完

成当時，世界一高価な施設と批判されまし

たが，現時点で考えると，決して無駄な投

資ではなく，その後わが国の技術も多く付

加されています。特に前処理工程は諸外国

より合理的にできているように思われ，さ

らにクリプトン除去施設が加わると最も進

んだものと自負できましょう。また低放射

性廃液の処理についても日本独自のものと

いってもよいでしょう。

　ただし，最も重要と思われる分離工程で

ある抽出装置に関しては，さすがにフラン

スの技術は優れてま功，目下のところ調子

良く稼働しているようです。また配管系は

ほとんどバルブを用いず，ポンプはエゼク

ターを多用し，できるだけ機械的可動部分

を無くした方法も無難であると思われます



が，多少操作に煩わしさのあることは否め

ません。技術の進歩，信頼性などを見て，

今後，多少の改善の余地はあるように思わ

れます。

　建屋はセル構造で，その数は約70に及

んでおり，コンパクトなもので，スペース

にゆとりが無いのは予算の関係もあったと

思われ蜜すが，大型プラントでは考慮して

お・く必要がありましょう。

　いずれにせよ，未だ本運転に入って訟ら

ず，実績は少ないので今後の運転結果を見

なければ，十分な技術評価はできません。

しかしながら再処理技術はもはやそのほと

んどがわが国のものとして消化されつつあ

り，今後とも自らの開発研究と相まって，

改善を続けてゆく必要があり葦す。今後の

運転により未だ幾多の欠陥やトラブルを体

験すると思われ残すが，それらは貴重な経

験として活かし，より安全で信頼性の高い

ものへ改良することを怠ってはなりません。

　また同じ失敗を繰り返すことは，厳に戒

められるべきでしょう。

（2）再処理の事業化
　　アメリカからの再処理事業の延期などの提

案があり，本格的な再処理計画を進めること

　は必ずしも容易でない状況にあります。一方

　国内を考えても，立地問題では難航すると思

　われるので，その実現はかなり先のことにな

　るかも知れません。しかしながら，原子力発

　電も本格化しつつある今日，使用済み核燃料

　の後始来と，未燃焼燃料の回収をきちんと行

　えるようにならない限り，今後の健全な発展

　はあり得ません。事業体制を固めてから，再

　処理工場が稼働するまでに：は計画が順調に進

　んだとしても，10年近くはかかること，さ

　らにその後，第3の工場も必要になってくる

　こと，絶えず開発研究を継続し，技術の進歩

　を取り入れて環境保全をより確かなものにす

　ること，経済性を損わない稼働率の高い施設

　を目措すこと，そのために多くの人員を教育

　訓練して齢くことなどを考えると，たとえ今

　の動燃の比較的小さな施設であっても，それ

　を十分に稼働させ，開発研究と併せて10年

　後に備え，その結果を事業化への基礎資料と

して活用しなければならないと思います。そ

の意味で，アメリカがアライド・ゼネラル・二

戸＿ Nリア・サービス社（AGNS）のプラ
ントの完成を差し止めたことは後世に大きな

悔いを残すことになるでしょう。たとえ，20

年後に実現すれば良いとしても，一端中止し

た計顧は再び開始するにあたって，ブランク

を取り戻すのにかなり長い年月を要するでし

ょうし，その間の先進諸国の技術の進歩を考

えると，今までにオークリッジその他でなさ

れている優れた多くの開発研究も活かされな

くなるでしょう。体験がいかに重要であるか

は原子力発電の場合も同様であり，安全性も

経済性も体験に基づく絶えざる改善の積み重

ねにより，確保されるものであるはずです。

　大型再処理工場を建設する場合，必ずそれ

と併せてプルトニウム燃料加工工場，高放射

性廃液の固化処理，その長期保管などの施設

が同じサイトに必要となるでしょう。従って

全部を総括したバック・エンド・センターと

して，サイトの選定を考えなければなりませ

ん。

　これら施設の長期運転によっても周辺環境

は十分清潔に保ち続けられ，従業員の被曝に

も十分な配慮がなされ，快適な作業環境が作

られることは基本的に重要であり，地震，気

象などの影響も含め，施設の安全姓が確保さ

れることはパブリック・アクセプタン家を得

るための，最小必要条件です。しかも事業を

実現するためにはそれだけでは不十分であり，

・技術以外の重要な問題が多く残されてい呵す。

　今，1，500t／年以上の使用済み燃料を処

理できる再処理施設を持ち，それに見合う他

の諸施設を含んだバック⑱エンド④センタ　

ができるとすると，その規模は約5，00・0万

kWの原子力発電に見合うものであり，全体

として1兆円に近い投資をしても発電原価に

大きな影響はなく，サイト周辺地域の新しい

活作りにも大きな支出ができるはずです。

　即ち，たとえ過疎化の進んだ辺地であろう

とも，教育，文化，レジャー施設に関する計

画を十分練り，将来，従業員家族が喜んで移

住できるような魅力的な生活環境を新たに作

ること，地域住民の多くが，センターの事業

に参加または関連を持つようにすることなど
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が重要となり，一：方背後に高放射性廃棄物の

保管施設等があっても，技術的には安全性が

確保され，環境が汚染されるごとはないとい

う確信があれば，サイトの周辺に質の高い魅

力ある町ができることは可能だと思います。

これはもはや技術の問題だけではなく，社会

工学，経済学など広い分野の多くの人たちの

協力を得なければならないことであって，そ

のために莫大な金を要するとしても，長期的

に見ればバック・エンド・センターはそれに

耐える健全な事業となり得るはずです。

む　す　び

　以上，表題に応えるべく，多くのことを述べ

ましたが，掘り下げが足りないで終わってし黛

つたことを誇詫びします。

　濃縮も，再処理も，わが国としては開発のス

・タートが遅く，欧米諸国に常に遅れをとり，今

な齢自立化には多くの困難が伴っています。

　しかしながら，ようやく開発研究の成果が上

がり，自立できる技術的基盤ができ始め，INF

CEの会議に診いてわが国は技術保有国として

の立場に立つことができました。莫大な金を投

じ，開発を行ってきた成果が活かされずに訟遊

びで終わることは決して許されないと思います。

今後のわが国の行き方はその成果を実らせるこ

とであり，特に多くの若い人たちが生きがいあ

る仕事としてこの方面に協力されることを期待

し発表を終わる次第です。

　な澄，ここで使用した図，表等の出典は参照

文献に示した通りですが，例えばスライド14，

15などは，実装置と異なり，原理図として示

したものであることを澄断りして誇き唆す。

参　照　文　献

（1）　「長期エネルギー需給暫定見通し」

　　総合エネルギー調査会需給部会中間報告

　　　　　　　　　　　　（1979年8月）

（2＞　Enrichment　Availability，　Rep．

　　of　W（｝2，　INFCE／PC／2／2

　　　　　　　　　　　　　　（1980年）

（3）　「世界のウラン濃縮供給力見通しに関する

　　研究」CR－78－26政策科学研究所

　　　　　　　　　　　　　　（1979年）
（4）　「原子力調査時報」％37

　　日本原子力産業会議（1979年12，月）

（5）　Y．Takashima，Separatio血Process
　　En9　．9．　2．29　（1979）

（6）　Soubbaramayer，Uranium　Enuchment，

　　35．186（1979）
（7）　S．Villani，Uranium　Enrichment，

　　35．6　（1979）

（8）藤根幸雄i他「JAERI貿nemo」8335
　　　　　　　　　　　　（1979年7月）

（9）内藤　孝他「JAERI－memo」8394
　　　　　　　　　　　　（1979年8月）

⑩　動力炉。核燃料開発事業団パンフレット

　　「よみがえるエネルギー」「新しい原子炉

　　と燃料の開発」

（11）　同　　　上

　　「FBRと燃料再処理の研究開発」
（12＞　「放射能放出低減化」『日本原子力学会誌』

　　P137　（1977年3月号）
⑯　動力炉。核燃料開発事業団パンフレット

　　「クリプトン除去の研究開発」

Uの　」．A．　MartinJr。，Rad．data　and
匙　　　reports，　14，59　（1’937）

（1勃　高島洋一　lProblems　of　safety　in

　　nuclear　fuel　reprocessingl
　　“Atoms　inJapaガ’（may1974）

　　PI）55－77．

（16）八木英二他「核燃料再処理」ISU

　　　　　　　　　　　　　　（1978）

（17）高島洋一「液体微粒化技術の原子力施設へ

　　の応用」『ケミカル・エンジニアリング』

　　（1979年8．月号）

（18）　Bericht　｛iber　das　in　der．Bllndes－

　　republik　Deuもschland　gep1翫nte

　　Enstorgungszentrum　f廿r　ausgedi－
　　ente　Bren溢．elemente　aus　Klernkraf七一

　　wlerken（1977年9月）
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∫繕凝騰秘
　　㍉㌻、評　させて載麟す・
　　　　　　　　　　まず，軽水炉の定着化に

　　　　　　　　　ついて講演された堀さんは，

　　　　　　　　　電気事業者の立場から，建

設，運転経験に基づく課題と対策を，BWR，

PWRの双方についてまとめてご報告され喜した。

　わが国の原子力発電技術は当初外国から導入

した技術を基に建設経験を積んでまいり綾した。

こうした導入技術の消化による技術改善に努め

た結果，r！今日では原子カプラントは億とんど国

産化できる体制が確立して澄ります。しかしな

がら，ここ数年間原子カプラントのマイナ・…・

トラブルにより稼働率が今一歩のところで足踏

みしていることも事実であり，私どもは官民協

力の下に，…層軽水炉の改良，標準化を推し進

め，日本の風土に合致した，稼働率の高い軽水

炉造りに努めたいと考え蚕す。また品質保証，

品質　理体制を充実させて，きめ細かな安全対

策を講じることなどによって安全の確保にな涛

一一 wの万全を期していきたいと存じます。

　高島先生からは，濃縮。再処理技術の現状評

価と展望について，要所要所を押えて非常に興

味深い齢話；がイ司，えました。

　わが国が進めているウラン濃縮の事業化は，

長期的に見れば十分健全な事業として成り立つ

であろうとのご指摘があり蜜したが，それには

ζの5年間ぐらいにメーカー，電力，動力炉・

核燃料開発事業団，政府の間で事業化について

の密接な協力が大切だとのご意見も賜わりまし

た。私は濃縮事業化について様々な困難を乗り

越えてこれを推進しなければならないと痛感し

た次第です。

　また，再処理の事業化に関しましては立地に

際して施設の安全確保のほかに，立地地域を取

り巻く周辺の生活環境作りが重要な要素になる

との齢話がありました。私どもはこうしたパブ

リック・アクセプタンスへの配慮にも十分意を

用いて計画を．進めたいと考えてお・ります。
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〔高島　洋一氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　日本における遠心分離法ウラン濃縮の事業計画

Yaap Separatiy¢　Work Year Separatlve　Work

1979 10 1986 550

1980 20 1987 550

1981 50 1988 1350

1982 50 1989 1950

1983 50 1990 2500

1984 150

1985 350 1995 5500

ス　ラ　イ　ド　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　　　　　　　　ウラン濃縮の分離作業バランス

　As欝㎜算七io罰。

・㎜i・h・d－i㎜卿…iρいp・3％・．・訟・・U・七・墓L

恥加・a・一・㎜…d・r・か・1・’α7叫・、、600U…一・

9・p・・t・改・…i㎜w・・t…　ゼ・・25％・W・5・OU伽／y・』

An捻ual　sepεしra七ive　work，　△U

△U・P・V（ヤ）州・V（㌔）一や・V（・F）・382Ut・一・

whe：re，

V（・）・（2・一・）・騰

顛n口口為eO「iヤicaユゆim㎜w。「k・珂．．．　　・

W血iド署｛…（XP）．・W・・（㌔）．一…（・，）｝・8・86・廠一・

where，

s（x）隠xユnx＋（トx）工蔦（1－x）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　2
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〔高島　洋一氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウラン濃．縮に要する電力量

　　　　　　　　伽293。K，赫…象38七・・／㎞。ユ・R、・23・g　k．1・㎜3　kWh・／m・ユ。K

　　　　　　　　　㌦i。／△U・2β・8・ユ・蝉5k職・／kgS冊

　　　　　　　　　WG．D．／△U・2耳・・　　重暫　”　（3・8％・f㌦P。）

　　　　　　　　　W、．C．／・U・2・・　冒1”（α3・％・・W，．，．）

　　　　　　　　　W遥．P．／△U湿63000　　　　　　　腫　　　　岡

　　　　　　　　　　肌（G・・D漁・i。・），G♂。，（G・・ce・七・if・g・）

　　　　　　　　　　冠・P・（Hユ．ec七ric　Power　Genera層七ion）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　3

遠心分離機の原理
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〔高島 洋一氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　遠心分離機の圧力比と分離能力

　　　　　　　　　Pγもessure　RatiOg　Pw／P◎　Separatl　v¢　Poweゼ，　δU

　　　　　　　　by　a　Gas　Centrifuge．

　　　　　　　　　　rω＞2　　Pw　　　M（

　罵罵e鰯　

δu　　　識
　瓢鋤ζ

δu認nδu

・・｛△M伽）2　　　2R噸e｝呼

澱ax

A8s㎜μ。　z認加，rω罵5。Q皿／蹴，嘱3盆◎ρK

　　　　　　　　　醐調3劇鵬◎1，降352酬斑◎嘱ρD蕩．2．25xエ。噛9欝／c皿・昌豊◎

　　　　　　　　　A購・δu燃鴫5嬉s卿／・・P・／2。・15u。7

As3u羅茎》a・　　2｝躍　5燃，　rω　盤　7撃O鵬／鰹陰Cg　η　翻　畿6　男

　　　　　　　　　A盤．δu琴↓OO　k琶＄wu／亀

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　5

回転胴に適ずる材料
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〔高島　洋一氏スうイド〕

人形峠の遠心分離機カスケード
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〔高島　洋一氏スライド〕

使用済み燃料の組成例．

Burn幽up，　．　　　　　289000　塾4WD／t◎n

Spacif至。　power，　　　　　35　閥W／ton

Coo筆1ng　tlme，　　．　　．180　days

昏P．層三：iii

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

　　β4．x106　Ci　Y　．＿。、Cう

　　　　　　ス　ラ　イ　ド　9

主要安定核分裂生成物量

Yield　of St載ble F看sslon

NUClldes
Products （鬼）

233U 235U 239Pu

9ユZr，　　92Z卜，　　93Zr，　　9毎Zr。　　96Zr 32．5 30．9 19．15

95岡◎，97囲0，98網0，100閏0， 2筆．1 24．5 23．6

101Ru　　　102RU　　　10辱Ru 6．05 10．9 17．7

も

103締 1．6 2．9 5．6

105Pdg　lo6Pd，　107Pd。　108Pd，　110Pd 0，868 1．23 16．7＄

1妬3Nd，　1妬幅Nd，　1鉢5麗d，　1隆6Nd，　1妬8Nd，　150Nd 19．27 2壌．91 16．8

、ス　ラ　イ　ド　10
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〔高島　洋一氏スライド〕

東海再処理工場
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〔高島　洋一氏スライド〕

再処理のフ鵬一シート
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〔高島　洋一氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　ヨウ素捕集処理装置概念図（IODOX法）
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〔高島洋氏スライド〕

　　　　　　　　　　　高放射性廃i懸物の処理．
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新型動力炉開発の実績と実用化の展望、

動力炉・核燃料開発事業団

副理事長
　飯　　田　　正　　美

　　　　　　　　　　胆力炉・核燃料開発事業

　　　　　　　　　団は，昭和42年に設立さ

　　　　　　　　　れましてから今日まで，関

　　　　　　　　　係各界のご協力を得ながら，

　　　　　　　　　新型転換炉（A↑R）と高

　　　　　　　　　速増殖炉（FBR）の実用化

　　　　　　　　　を目ざし，開発を進めてき

ました。その結果，新型転換炉原型炉「ふげん」

は，昨年3月20日定格出力16万5，000kW
の運転を達成し，その後極めて順調に稼働を続

けています。

　またこれと並行して，　「ふげん」の実績と開

発の成果を基に実証炉の設計を進めています。

　また，高速増殖炉の開発については，実験炉

「常陽」が52年4月に臨界となり，現在熱出

力7万5，000kWで運転されしています。続いて，

原型炉「もんじゅ」は，55年度着工を鵠ざし

て着々と建設の準備が進んでいるところです。

　本日はこれらの新型動力炉の開発について，

特に新型転換炉の開発に重点を置いて，その実

用化への展望という観点からお話を申し上げた

いと思いますQ

り．ATR開発の位置づけ
　ATRは重水減速沸騰軽水冷却の圧力管型原

子炉で，圧力管型，重水滅速という点ではCA

NDU－PHWと同じですが，　CANDU炉は
冷却材に重水を用いているのに対し，ATRは

軽水冷却です。この冷却材の相違からCANI）U

炉は天然ウランを燃料として使用するのに対し

ATRは燃料としてプルトニウムで富化したウ
ラン燃料か，微濃縮ウラン燃料を使うという違

いがあります。

　ここで特に強調したいのは，ATRはプルト
ニウム富化ウラン燃料と微濃縮ウラン燃料とを

どのように組み合わせた燃料構成でも運転でき

る，即ち幅広い燃料選択ができるという特長を

持っていることです。従って，当面わが国の核

燃料サイクルにおけるATRの役割は，軽水炉
の使用済み燃料を処理してできるプルトニウム

と，さらに必要ならば減損ウランも有効に利用

して天然ウラン所要：量とウラン濃縮所要貴を節

減することですが，この場合，ATRの活用は

FBRの実用化の開発テンポをにらみながら常

にプルト晶ウムの貯蔵量を最適量に調整できる

機能を持っているわげですQ

説。　『ふげん』の設計ジ建設，選転

　（◎　rふげん』建設の経緯

　ここでATR開発の経緯を振り返ってみたい
と思います。

　昭和41年5月，原子力委員会は，わが国の

原子力開発の基本方針として，FBRと並行し

てATRの開発を進めることを決定し，これを
具体的に進めるために，動力炉開発臨時推進本

部を設立しました。この推進本部でATRの開
発計画を立てるとともに，原子力産業メーカー

5社にそれぞれA饗R原型炉について構想を提

案するように求めました。そのような段階で翌

42年，FBRとATRの開発母体として動燃
事業団が設立されたのです。

　事業団は発足と同時に，メ…カー5社から動

力炉開発臨時推進本部に提出された5つの原型

炉「ふげん」の構想を1つにまとめるために，

まず第1次概念設計を行い，この設計を基に具

体的な開発計画を立てて，逐次実施に移してき

ましたQ

　ATRの開発は，日本の総力を挙げて取り組

むナショナル・プロジェクトであることから，

「ふげん」の設計建設は原子力メーカー5社が

それぞれ分担して進める方針をとりました。従

って動燃事業団としては，メーカーの分担分野

を各社が行ってきた原子力開発0）技術，経験な

どを勘案して，次のように決定しました。
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　まず日立グループが主務会社となり全体を取

りまとめるとともに原子炉本体を受け持ち，三

菱グループが原子炉の冷却設備を，東芝グルー

プが原子炉格納容器，空調タービン，発電機を，

富士グループが燃料取り扱い設備，放射性廃棄

物処理設備を，また住友グループが原子炉の補

助設備を，それぞれ分担することとしました。

　ついで1968～1969年に第2次概念設計
を行って逐次設計を固めるとともに，その設計を

実証するため，大洗エ学センター，メーカー，

日本原子力研究所，大平等で基礎的な研究開発

を進めてきました。

　く2）ふげんの建設

　「ふげん」は45年11月目設置許可を受け，
12月に着工しました。

　建設に当たり，動燃事業団は電源開発㈱と日

本原子力発電㈱とめ間で新型転換炉原型炉建設

に係わる協力に関する基本協定を締結し，両社

から有益な助言を受げるとともに，現地の施行

管理を電源開発会社に委託しました。

　建設を進めるに当たって，動燃事業団は，メ

ーカー5社の総合調整に特に注意を払いました。

昭和51年末に機器の据え付けが完了し，次の

総合機能試験を開始する前に，52年1，月から

5月にかけて，次のような総点検を行いました。

即ち，①各社の取合点の設計条件に食い違いが

ないかどうか，②工事着工後，先行炉で起こっ

た問題点への対策が十分反映されているかどう

か，③各機器の据え付け状態が良好であるかど

うか，等につき各社協同して徹底的な総合点検

を行い，その結果数多くの検討を要する事項が

指摘されました。これらは逐次対策を立て，改

善を実施しました。このために総合機能試験の

開始は約半年遅れましたが，その後の機能試験，

起動試験および定格運転が順調に進捗したのは，

この総合点検の効果が極めて大きかったと考え

ています。

　このようにして，「ふげん」は53年3月

20日に最小臨界，7月に初並列，11月に
16万5，000kWの出力を達成し，54年3月
に運開を達成しました。その後は極めて順調に

稼働し，本年2月初めから第1回の定期検査に入

っています。タービン初野入以来現在までの送

電電力：量は12億5，000万kWhに達し，54

年度の稼働率は72，4％という好成績を収める

ことができました。

　「ふげん」がこのように良好な成績を収める

ことができたのは，関係の皆様のご協力と総合

努力の結果であり，厚くお礼を申し上げたいと

思います。

3。　『ふげん』の研究開発と実績

　（1）研究關発の概要

　「ふげん」の開発に当たっては，当然のこと

ながらすべて自主技術によって研究開発を進め

てきましたが，特に大洗工学センターに各種の

実規模の試験装置を造り，それに．よって設計の

妥当性を実証しました。

　1～2を紹介しますと，まず核設計の精度を

チェックし，運転制御法や炉心管理法を確立す

るために，重水臨界実験装置を造り，何種類も

の組成のプルトニウム富化ウラン燃料を用いて

臨界実験を行い，炉心性能を把握しました。

　またATRでは，燃料の限界熱流束が炉心の
熱設計の重要な課題の一つですので，これを実

証するために実物大の燃料集合体を使って，実

測できる大型熱ループ装置を造り，冷却材の圧

力，流量，温度などの条件をいろいろ変えて炉

心の熱設計を確立しました。

　また，燃料集合体や各種の重要部品の性能と

耐久性を試験するため，　「ふげん」と同じ温度，

圧力の水と蒸気の混合物を流して，炉の運転状

態を，放射線以外はそのまま模疑できるコンポ

ーネント・テスト・ループを造り，燃料や重要

部品の健全性と性能評価を行いました。

　このように，実規模での実証試験を基に，各

設計の精度を確認するとともに，各種の改良を

施してきましたが，さらに原子炉本体，燃料交

換装置などの重要機器については，実物大のも

のを試作していろいろな試験を行い，必要な改

良を加え，その結果を基にして改めて実機を製

作するということまで行ったのです。

　また安全性については，実規模の安全性試験

施設，即ち原子炉冷却系を模疑したループとE

CCS装置とを組み合わせた装置を造り，これ
によって実際の運転状態と同じ条件下で，いろ

いろなサイズの配管の破断を行い，それによっ
て，

　（D　冷却材喪失事故時の熱流動現象の解明
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　qD　非常用炉心冷却装置の冷却性能の実証

　（iiD　主蒸気隔離弁などの安全防護施設の動作

　　　特性の把握

など，安全性を実証し，その結果を「ふげん」

の設計に反映しました。

　燃料の開発については，核熱特性を把握する

ための試験と並行して，燃料集合体の構造に関

する開発を進めました。これは先程申しました

大洗工学センターのコンポーネント・テスト・ル

ープを使って機械的な耐久試験を行うとともに，

船舶技術研究所で強制振動試験を行いました。

　特に燃料集合体のスペーサーの構造をいろい

ろ変えた試作品を作って試験を行いながら改良

を加え，5回の改良で最終的な仕様を決定しま
した。

　また，燃料の照射試験は，原研の材料試験炉

やノルウエ～のハルデン炉において，ペレット

の形状を決める基礎的な試験からいろいろな集

合体を作り，予備試験を繰り返して最終設計を

決定し，イギリスの蒸気発生重水炉SGHWR，

に微濃縮ウラン燃料集合体，プルトニウム富

化ウラン燃料集合体，特殊燃料集合体を装荷し

てその照射特性，健全性を確i凝しました。

　（2）開発の実績と案例

　以上のような研究開発を進めながら工事を進

めてきたわけですが，途中思わぬ結果が出て，

その対策に苦慮したこともありました。

　その1～2の例を申しますと，燃料集合体の

バーン・アウト熱流束が，最初の設計値よりも，

その後の大洗工学センターにおける実験による

と，約15％低下していることが判りました。

これは再循環ポンプの流量を増やすことが一番

簡単な解決策ですが，すでに工事も相当進んで

いたため，これから作る燃料の構造で対処でき

ないかと考えました。大洗の大型熱ループ装置：

を使い，燃料棒の配置，燃料棒の間隙，スペーサ

ーの間隔等をいろいろ変えた燃料で試験を繰り

返した結果，バーン・アウト熱流束の低下は，

燃料集合体が圧力管内で偏心して装荷されると

その部分が狭くなって，冷却材流量：が低下する

ことが原因であることを突きとめました。

　また，バーン・アウト限界を向上させるには

スペーサー間隔を短くすることによって冷却材

の流れを乱して熱伝達を艮くすることが最も効

果的な対策であることが解りました。これを基

に当初約40c窺の等間隔であったスペーサー一を

熱出力の高い中間部で26c勉に狭め，熱出力の

低い両端で46c物と広くして，スペーサーの数

の増加を3個に止めてバーン・アウト熱黒酒を

15％上げることに成功しました。

　次の問題としては，冷却材ボイド反応度をマ

イナス側に評価し過ぎていたことが，その後の

研究開発の結果判明しました。これは燃料と減

速材との体積比が大きく影響しますので，最終

的には，カランドリア管の径を149mmから
156m㎜と大きくして，重水の量を滅らして
冷却材ボイト反応度を約1％下げました。

　また，運転を始めてから気がついたことば，

重水浄化系に使用している弱塩基性イオン交換

樹脂の寿命が予想以上に短く，このため昨年は

6月と11月に2回計画停止して，イオン交換
樹脂の取り替えを行わなければなりませんでし

た。この原因は，重水が放射線分解して過酸化

重水素とな：り，　これが弱塩基性イオン交換樹脂

を損傷することがわかりましたので，この定期

検査中に過酸化重水素を，重水素と酸素に分解

する装置を付けることにしました。また，BW
Rの経験から，給水中のイオン鉄を除去するた・

めに50ppbの酸素ガスを給水中に注入しま
した。これはA①Rにも非常に効果があり，注

入前には10ppbであったイオン鉄濃度を，

注入後は1ppbに減らすことができました。

　しかし，クラッド鉄濃度には酸素注入の効果

はほとんどなく，現在クラッド鉄の濃度は2～4

ppbです。また，配管付近の放射線量率が比

較的高いのもクラソド鉄の影響ではないかと考

えられ，このクラッド鉄濃度を下げることが今

後の大きな課題であると考えています。

4。高富化燃料

　現在「ふげん」で用いている燃料は，1．5％

微濃縮ウランおよびα66％プルトニウム富化天

然ウランであり，これは濃縮度が比較的低く，

燃焼度も約1万～1万2，000MW臼／tと低
いものです。

　そこで燃焼度を高めて燃料サイクル費を低減

するため1．9％微濃縮ウランとウラン・核分裂

性プルトニウムの合計が2％のプルトニウム
富化ウラン燃料に変更することを考え，現在科
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学技術庁に設置の変更申請を行っており，昭和

56年の秋から「ふげん」に装荷できると考え

ています。この高富化燃料の使用によって燃焼

度は1万7，000MW日／tと高まり燃料取替も
年1回で済むものと考えています。

5。実証炉の開発

　新型転換炉開発の目標はその実用化にあり，

「ふげん」から実証炉，実用炉へと，長い開発

の道程を乗り越えなければなりません。そのた

めに「ふげん」の開発成果と実績を評価し，そ

れを基に実証炉の設計を進めて，さらにその設

計の妥当性を実証するための研究開発を展開し

なければならないと考えています。

　実証炉では60万kWの電気出力を計画して
おり，この設計にはまだ「ふげん」の建設段階

であった昭和50年から第1次概念設計に取り

かかり，以来第4次設計まで，逐次「ふげん」

の経験と実績を反映しながら設計を進めました。

現在最終的なプラント全体の取りまとめのため

の詳細設計を実施しており，本年9月末に完成

する予定です。また，大洗工学センターにおい

ても，前に述べた大型の試験装置を使い，炉心

性能，安全性に関する研究を継続しており，更

に，55年度には実証炉用の燃料集合体の試作
も開始する予定にしています。

　実証炉の設計で，特に「ふげん」と異なった

ところを紹介しますと，　「ふげん」では後備停

止系として重水ダンプを採用しましたが，実

証炉では重水ダンプ方式をやめ，液体ボロンの

急速注入方式を採用することにしております。

このために，ダンプ・スペースが不要になるの

で，原子炉本体の寸法は出力が16万5，000

kWから60万kWと3．6倍に増加したのに対
し，高さは同じ5メートルで，直径が8メート

ルから10メートルと25％の増加に止まって
おります。

　また，燃料集合体当たりの燃料本数を28本

から36本に増やし，圧力管本数の増加を極力
抑えるようにしています。さらに実証炉では，

軽水炉並みの燃焼度，約2万7，000MW日／t
を達成することを考え，微濃縮ウランの濃縮度，

あるいはプルトニウム富化ウラン燃料のフィッ

サイル濃度を約2．7％にすることを考えており

ます。

　このように，事業団としては，実証炉開発に

ついて着々設計研究を進めていますが，ATR

の実用化はユーザーが行うことになるわけです

から，まず我々としては電気事業者からATR
の開発に対する理解とコンセンサスを得るこ乏

が先決である，と考えています。このような意

味から，昨年2月以来，電気事業者と動燃事業

団との間に，ATR合同委員会を設け，ATR
開発の必要性とともに実証炉の安全性，信頼性，

運転保守性および経済性について精力的な検討

が進められています。

　また原子力委員会は，最近新型転換炉実証炉

評価検討専門部会を設ける方針を決定，近くこ

の専門部会においてATR実証炉の開発につい
てのチェック・アンド・レビューが開始される

ことになっています○

　このように，ATR実証炉の開発について，

最近とみに動きが活発になってきましたが，動

燃事業団としては，どのような事態にも対応で

きるよう万全の体制で臨む覚悟です。

6．高速増殖炉の開発

　わが国の核燃料資源の事情から見て高速増殖

炉の開発が急がれており，動燃事業団としては

発足当初から鋭意努力をしてきたところです。

高速増殖炉開発の現在の最大の課題は，その原

型炉「もんじゅ」の建設着工です。「もんじゅ」

は現在1980年度着工を目指して諸般の準備

を進めており，80年度予算で「もんじゅ」の

建設費が初めて認められました。

　「もんじゅ」の設計については，安全審査に

必要な設計はすべて完了し，さらに各種のバッ

ク・データの収集も逐次準備を進め，いつでも

安全審査が受けられる体制にあります。

　現在は，さらに一歩を進めて工事認可申請に

必要な詳細設計にも着手しており，55年度は
この詳細設計を本格的に進めていく予定です。

　また，建設予定地の敦賀市白木地区について

は，現在，国及び福井県当局において環境審査，

自然公園に係わる審査が行われており，近く結

論が出るものと期待しています。動燃事業団と

しては，地元の了解を得てできるだけ早く「も

んじゅ」の設置許可申請書を提出したいと考え

ています。

　また「もんじゅ」の建設に関して，かねてか
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ら電気事業者に建設要員の協力を依頼していた

ところ，このたび日本原子力発電㈱を窓口とし

て，9電力及び電源開発㈱から一元的な体制で

協力を戴くこととなりました。これで建設に対

する体制もでき上がったわけです。

　また「もんじゅ」の設計とその安全性実証：の

ため，従来から大洗工学セン・ターや原研，メー

カーで各種の試験開発を行ってきていますが，

特に高速増殖実験炉「常陽」の運転を通じて，

貴重なデータを得っっあり，我々としましては

自信を深めているところです。

　「常陽」は昭和52年4月に臨界となり，そ
れ以来各種の試験を通じて設計値と実測値を比

較し，計算コードの精度を確認し，改良を施す

とともに運転や保守点検の経験を基に改良と作

業性の向上を図ってきました。これらの成果は

「もんじゅ」の設計に逐一反映されています。

　「常陽」は現在7万5，00◎kWで，45日間

運転して15日間停止するという，いわゆるサ
イクル運転を継続しており，　15日間のイ亭1L期

間中に燃料を取りかえて取り出した燃料を使い，

各種の試験を行っています。

　このサイクル運転を来年の8，月まで経続し，

その後は出力10万kWの照射用炉心に改造す
る予定です。このため，燃料のプルト温ウム富

化度を現在の18％から30％に上げる計画で，

現在着々と準備を進めているところです。

　以上，新型動力炉の開発の状況について概略

申し上げましたが，i当面動燃事業団としてしな

ければならないことは，まずATRについては
「ふげん」の定期検査を予定期日で終了し，続

いて安定な運転を継続すること，また実証炉の

設計がユーザーに評価され，チェック・アンド

・レビューで開発の妥当性が認めらることであ

り，また，高速増殖炉の開発については，　「も

んじゅ」の着工が一臼も早く実現できることで

あると考えています。

　このような意味から，昭和55年は新型転換

炉にとっても高速：増殖炉にとっても，非常に重

要な年であり，動燃事業団としては，今までに

も増してその責任の重大さを感じており，今後

一層の努力を払う所存です。

　新型動力炉開発について，従来から皆様方の

温かい御協力を戴いておりますが，今後展開さ

れます新型転換炉実証炉の開発と高速増殖炉
「もんじゅ」の建設，開発に，今後とも絶大な

御援助をお願い申し上げまし’て，私の話を終わ

ります。
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エネルギー問題と原子炉の多目的利用について

所
究
　
三

等力

子
濁

原
長

一
事
村

臼
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　　　　セ

　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

総総翻
ズ・アップされてきています。

　現在，原子力発電の主流を占めている軽水炉

（LWR）で生産される蒸気温度は約300．℃
・ですが，この温度以下の範囲で原子炉熱を化学

反応用熱源，海水脱塩，地域暖房および給油な

ど非電力部門において利用するのを低温領域原

子炉熱利用と良い，これらの利用を電力生産と

併せ行う場合もあり，これは一種の原子炉多目

的利用と言えます。

　他方，主要な熱多消費産業における反応には

かなりの高温を必要とし，その主なものをカバ

ーしうるためには，およそ850～1，000QCと
いう高温の原子炉熱を必要とします。このよう

な高温領域に対しては，被覆粒子燃料を用い，

減速材に黒鉛，冷却材にヘリウム・ガスを使用す

る高温ガス炉システムが最も適当です。

　では，スライドを用いて説明してまいります。

　（スライドDは昭和52年における日本の一次

エネルギー供給量総量で，4．12億k1（石油換

算）をエネルギー源別の百分率で示したもので

す。これによると電力部門が27％であるのに

対し，非電力部門が73％と全体の3分の2以
上は非電力エネルギーで占められています。ま

た電力部門の国産比率が25，4％であるのに対

し，非電力部門ではわずか5．7％にすぎません。

　（スライド2）は通商産業省総合エネルギー調

査会需給部会が昨年8月に発表した「長期エネ

ルギー需給暫定見通し」による昭和70年の総

エネルギー需給見通しの8．07億k1（石油換
算）のエネルギー源別百分率を示したものです。

　1980年代に予想され
るエネルギ…危機に対処す

るための脱石油方策の一環

として，原子力発電の一層

の拡大推進とともに，電力

以外の分野への原子炉熱利

用の問題が。改めてクロー

予測通りの脱石油政策が実現したとすれば，電

力略画電力の比率は35．7対64．3に改善され

しかも原子力発電の開発により，電力部門の国

産比率は55．5％まで高められると予想されま

すが，非電力部門では，せいぜい11．1％にと

どまるものと見られます。

　（スライド3）はOECD国際エネルギー機関

（IEA）での各種ケース・スタディのうち∴

標準ケースに近い考え方に基づき，日本原子力

研究所（原研）で試算した2020年に至る超
長期予測の結果です。このエネルギー・フロー

から明らかなように，電力部門の需要はその大

部分が原子力および太陽，地熱，水力等の再生

可能エネルギーであり，これらは国産または準

国産エネルギーで賄われることとなります。し

かし熱源，燃料など非電力分野の需要は，

2020年においても依然として石油，石炭，
天然ガスが中心で，全体として化石燃料依存型

の供給構成の域を出ません。非電力部門におげ

る化石燃料依存率を引き下げ，国産化率を高め

かつエネルギー源の多様化を図るためには，原

子炉による核熱の利用を導入する必要がありま

す。このスライドでは後に述べる多目的高温ガ

ス炉が投入される場合の予測を示しています。

　《スライド4）は各種主要産業等が必要とする

温度領域を示すものです。これによれば泉熱利

用の主な領域は100～4000Cと800～
1，000℃の2つあることが判ります。

　（スライド5）は各種原子炉の冷却材温度を示

すものです。低温領域は通常の軽水炉あるいは

重水炉で間に合いますが，高温領域には，高温

ガス炉システムしかないことが判ります。

　続いて，低温領域での核熱利用と高温領域に

おける核熱利用とに分げて述べてみます。

　（スライド6）は海外諸国における低温領域の

核熱利用の計画および実施例を示します。なお

これらの諸例は，1977年8月にフィンラン
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ドのオタニエミで開催された「低温三熱利用に

関する国際会議」で発表されたデータを主に使

用したものです。低温領域の利用で注目される

ことは，最近，石油価格の急上昇に伴ない核熱

による地域暖房給湯計画がスウェーデンのほか，

フランスおよびソ連で取り上げられていること

でしょう。

　また，カナダでは原子炉発電所の廃熱をグリ

ーン・ハウスの熱源に利用する考えがあります。

　（スライド7）は昨年以来，フランスが熱心に

その実証試験を検討している「地域暖房用炉シ

スアム」を示すものです。この原子炉はサクレー

原子力研究所とテクニカトム社の協力によって

開発された低温・低圧の10万kW～20万kW
小型炉で，安全を特に確保するため，中間熱交

換器を用い，地域への給湯温度，圧力を120℃

～80℃，5気圧としています。

　（スライド8）は熱出力300万kW軽水炉を
用いた場合の中，低温二二利用プラントの主要

諸元を示すものです。即ち，工業用蒸気製造，

集中冷暖房，海水淡水化，農業利用，漁業利用

等を組み合わせた場合の主原料および主製品量を

計算したものです。しかし、工業用蒸気製造と

大規模海水淡水化を別にすれば。農業および漁

業利用は軽水炉発電所等の廃熱を利用すればよ

く，また地域暖房，給湯についてはその対象に

よっては，小型専用炉の開発が有効と考えられ
ます。

なお，低温領域における原子炉多目的利用の課

題としては，

　①原子炉と利用系の組合せシステムの開発

　　とその主体の問題

　②　小型化の問題

　③　連続運転の保証

　④　効率的な低温熱輸送技術の開発

　⑤　入口集中地接近に伴なうパブリック・ア

　　クセプタンスの問題

などがあるでしょうQ

　（スライド9）は海外諸国の高温領域における

二二直接利用の計画例です。この分野の実施例

はまだありませんが，その研究開発に特に熱意

を注いでいるのは，今のところ西ドイツと日本

です。西ドイソでは早くからヘリウム・タービ

ン高温炉（HHT）計画および原子力プロセス

ヒート原型炉（PNP）計画を進めていますが，

最近の情報では30万kWの蒸気サイクル・ト

リウム高温ガス炉（THTR）の次の計画とし
て，ルーール地方に同じく蒸気生産用高温ガス炉

を建設し，その高温蒸気を発電および石炭ガス

化用として，いわゆる多目的利用の具体化を検

討中と言われます。ソ連のVGR－50，　VG
－400はいずれもヘリウム冷却高温ガス炉シ

スアムで1985～1990年頃建設予定と伝
えられ，電力と化学工業用蒸気供給との両用目

的を狙うものと言われています。

　（スライド10）は多目的高温ガス炉との組み合

わせによる原子力製鉄プラントの概念を示すもの

です。これは原子力製鉄技術研究組合のトータ

ル・システム部会の検討になるものです。

　（スライド11）は同じく多目的高温ガス炉と

組み合わせた石炭ガス化プラントのフロー・シ

ートです。これは原研が民間会社グループに委

託して検討したものです。

　（スライド12）は300万kWtの高温ガス
炉1基と組み合わせた，追記利用プラントの主

要諸元を示しています。即ち直接還元製鉄，石

炭ガス化，石炭液化，水素製造鴬よび直接サイ

クル発電の各ケ…スにおける主原料，主製品お

よび核熱利用により節約されるべき化石燃料
（石油換算）量を試算してみたものですQ高温ガ

ス炉は軽水炉に比べて熱効率が高いので。直接

サイクル発電の場合でも、熱出力300万kW
の軽水炉発電の石油節約量が通常年間150万

k1程度と計算されているのに対し，220万
k1と約50％近く多くなります。
特に石炭ガス化の場合にはさらに熱効率が高く

年間500万k1の化石燃料（石油換算）節約
が見込めるという試算になります。

　（スライド唱3）は多目的高温ガス炉の構造概

念を示すものです。安全な高温運転を可能とす

るために，3重被覆粒子燃料を用い，これをコ

ンパクト状に固め黒鉛のサヤに収めさらに六角

状黒鉛ブロックに穿った孔に挿入します。この

スライドは実験炉の概念を示したため，圧力容

器に2塚如一ム・1モリブデン鋼を使用し
ていますが，実用炉では次の（スライド1魂）に

示すように炉心および中間熱交換器等はプレス

トレスト・コンクリート圧力容器のキャビティ

（空洞）内に収容されます。
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　（スライド用5）は原研において進めてきた多

目的高温ガス炉システムの研究開発の主な成果

を示すものです。

中でも，1の平均濃縮度4％の低濃縮酸化ウラ

ンを使用した炉心設計，4の耐熱高温金属材料

としてのハステロイーXRの開発，5の1，000℃

の高温ヘリウムによる炉内ループOGL－1
の運転・実証，8の放射線下での800℃に耐え

る高温用計測器などは特に注目すべき成果と言

えます。

　（スライド16）は前に述べた原子力製鉄技術

研究組合が，1973年以来進めて来た主な開

発項目を示します。このうち1，000℃の尚温

ヘリウムに耐える高温熱交換器は，熱出力で

1，500kWのものの試験がメーカーの手で順調

に実施されたことは今のところ世界で唯…の立

派な成果です。また超耐熱合金についても，高

温ヘリウム系にマソチするものが，基礎的な研

究から着々積み上げられてきています。特に高

温断熱材料の開発を組織的に実施しているのも

大きな特色であり，核仁利用による還元ガス製

造試験もメーカーの努力により，予期通りの成

果を収めてきています。

　（スライド17）は原研で行っている試験研究

の一例として，炉心を構成する黒鉛ブロック構

造の二次元垂直振動試験の状況を示し。（スラ

イド18）は，前述の1，500kWヘリウム中間熱
交換器の試験状況を示したものです。（スライ

ド19）は原研で考えている多目的高温ガス炉シ

ステムの今後の開発スケジュールを示していま

す。300万kWt級の高温ガス炉システムによ
る熱熱エネルギーの商業化を1990年代末から

2000年初めとし，それに先立つ原型炉および

実証炉の建設に要するリード・タイムを考慮す

れば1，000℃で運転可能な熱出力5万kWの実

験炉が1980年代後半には建設運転に入る必
要があります。またこれに合わせて，利用系の

第2期開発を行い，究極的に両者を接続したト

ータル・システムの実証試験を推進することが

核熱直接工業利用の具体化に極めて有効なステ

ソプと考えられます。

　最後の（スライド2⑪）は科学技術庁および工

i業技術院．原子力製鉄技術研究組合との密接な

な連絡の下に，原研が中心となって進めている

高温ガス炉シスアム開発に関する国際協力の状

況を示したものです。

　以上，エネルギー問題との関連におげる原子

炉熱利用開発の重要性および低温，高温両領域

におげる原子炉熱利用開発の現況について概略

を述べてきましたが，日本原子力産業会議では

原子炉熱利用の今後の午ネルギー政策に及ぼす

：重要性に鑑み，昨年の12月に，日本政府に対

して「わが国における原子炉熱利用開発の促進

について」と題する要望書を提出しています。

その中で，原・子民約利用の開発はわが国にとっ

て今や喫緊の課題であり，このため原子力委
員会は速やかに総合推進政策を確立するととも

に，当面多目的高温ガス実験炉計画の加速を図

り，併せて非電力分野における在来型詰り熱利

用についても早急に具体的な推進計画に着手す

ることが要望されています。

1980年代後半には，さらに厳しいエネルギ
ー情勢が予想される今日，軽水炉発電計画の促

進と並んで原子炉熱の直接利用，原子炉多目的

利用の計画的推進が一層強化，促進されること

が必要であると考える次第です。

冠偽禽獣細編

につき，非常に詳細なご報告を載きました。

ATRの稼働率が大変好成績を収めているとい
う裏には，数々のトラブルもあったと思われま

す。そのような数々のトラブルに遭遇されたと

いうことが自主開発の本当の意味であり．尊い

経験を得たと思います。今後ATRの実用炉に
向かって種々の計画もあるようですが，原子力

委員会等と良く連絡をとり一日も早く実用化に

達するよう期待しております。

日本の自主技術によるプロジェクトが一つ実用

化されることについて，大変興味を引かれる次

第です。

　なお「もんじゅ」については，55年度建設
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着工のための政府予算もついたようであり，先

程伺ったところでは，電力業界の協力体制もほ

ぼでき上がり，同時にメーカー側の体制整備も

大分進んで参ったようです。高速増殖炉につい

てもATR同様，一一日も早い計画の推進をお願

い致します。

　また，原研の村田理事長からは，長年検討さ

れている高温ガス炉の経過に関連して，長期的

に，特に現在の省エネの背：景もあって，低温領

域並びに高温領域の原子炉熱利用につき，国際

約な研究成果，また今後の展開等，非常に示喚

に富んだお話を戴きました。日本と西ドイツが、

特にご弓）点では秀でているというお話も伺い氏

したが，動燃事業団の動力炉開発と並行して日

本の原子力利用の新しい分野である多目的利用

につき，今後ともご精進をお願いしたいと思い

ます。

L

一12墨一



〔村田　浩氏スライド〕

　　　璽三遷寧蜘潔’一供1縮：難麟蔑1鍛蓬蓬〉

　　　　　翻内懸諭，鷺瀬ス

総聯弾蜘縷
轟澱羅繍灘

スライ　ド　1

抽象糞叢離ルギ蹴横緯：雛：膿灘マ鱗1劇

スライ　ド　2

黛総懸“難に薫1る轟期工‡ノ象キ糟フ灘螺．

　難論

　　慕懸

矯
　磯難麟

　灘繋肇
轟　身寄

1慧．．．

残響叢欝欝業鵜撫1饗寄託餐轟礁1

スライ　ド　3

講響

鑛 機
甲
麟

か

罵
「
磐

織
錘

蜜
　
　
　
霧

轡
態

難
鴎
晶
晶

轍

?　　　講．ぽ

　　　　　　重量轍　　鰺講評熱

　　　　　　　　　き　　　　　灘四脚轡灘は魏　灘礁

　　　　　　　o　　　　　　　　　l　．灘畷が施磯濾

　　　　　　　　　i　麟懇
繍繊駿霧．　　．愛購　　　　　　

繍　　　　　　　騨
　　　饗職灘繊僻論贈品，鞭麟繊鍵欝灘

　　　　灘鋤　　鶯　　　　臨
　　　　　　　　　妻

スライ　ド　轟

蘇穫練三三馨．⑳冷蕊嚢．樗三農．

藻　攣　織 黛　　蒙聯　　4蔭　　難壌．　　鷺．嚢　　憩縫魏ξ．き

下
図
》
欝
）

ぎ
ミ
ぐ
く
　
ぐ
　
く
く
く

麟
　
　
　
　
麟
麟

三

三
三
三謙

。橿轟驚野饗｛鋤
　翻熊襲壕霧欝§．鱒｝

麗繁灘壌桑弓《欝｝

　　鶯撫灘離礁1
　嚢轟賄総｝

る　　　　　　　　　　　甜

@　　　壇

㎜　　　．

羅．　　　　　　．‘．撰

スライ　ド　5

灘1許麟多義的鵜講に鷲する溝弊総嫁

　　　　鵬鑑　養鍛　麟糞　織器撚

スライ　ド　6

一125一



〔村田　浩氏スライド〕

欝肇ンス忌詞蝿地点曝麟霧プ轡ン繕聾籔畷三論鰯鱒》

　　　霧鈎熱・
　　　　　　声　i

　　　　　　　　…

　　　　　　　ノ

　　＼癒一ふノ
　　　　　　　繍　　　　・一一…・　i騰雛焼霜鍵鍵難鑑
　　緯論難鋤　　　　　　　　　　　｛熱麟灘灘饗一か綿ン計　　…w脚　“脚…　……　

　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　7

野｝＼ @　　　　縷峯：力襲鉄傘験プ響ン熱の概慧

講鑑麟講麟傘逮捕繋幾灘

」　藪」／総「
蕪騰・　灘麟鞭

蒸留：：藝熱：翻窺滋三」、ゐ叢＿驚＿霧．羅、1、嚢

讐　　　「｝岬卿　　一………　㎝　………讐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　i『蟹避藻鷺シ灘鑓　　　　i
　　　　　　　　卸　　　　箕　　　　　　　　　　　　　　段　　　　　　　　　　　　蓮
　　　　　　　　写毫　　　阜　　　　　　　　　　　　　　　　拷　　　　　　　　　　　　　1

簸難叢

　　　寒難鷺　　§、
欝，蓑
　　　難聴縫鱒響・

絆　齪憶、

墜
零

へ蛋，
、
．
一
霧

　
い鯉

麟鱗灘

辱
崎
ギ
薦
ー
ー
ー
ー
ま
疑
彗
き
耳
彗
ー
ー
ミ
ξ

自
寧
要
旨
ぎ
舞
巨
隻
宕
を
｝
夢
｛
さ
監
置
ミ
6

…い
轟
診
弱
募
・
畷
暴
旨
嚢
9
鱒

　霧轡熱

磁：》凹＿一

纏　驚

幾一三

1

灘「．∵辱：爵』』

難

　il
＿…∫i

藁
騰驚

鐵雛簸

一　｛
　

　郵

＿㎡

　　ンゆドハい　アセミ
き瓢燭　蟻　：
　　へ胃脚曜wρ瓶μ虚

1
轡

灘露礁、

　　ふ灘驚齋畿

　ス　ラ　イ　ド

　　　　　　　　欝

貯一一謙　鍵編鐙

ll＿■ ｩ、
　ボ縷燗鍼：
ア　 ｿ寧勤黛

　　　灘蟻雛
　　　　　　　　　1撫
　　　　　　　　　織

＿＿＿＿＿、．、・、＿．＿＿．＿＿＿．一．、 d気炉

＄

　
　
忌
圧
延
工
場

鍵
翻

一1勲6・一・一



〔村田 浩氏スライド〕
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〔村田　浩氏スライド〕
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〔村田　渚氏スライド〕
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午 餐 会

・通商産業政務次官所感

　　　　　　梶　山　静　六　氏 （通商産業政務次官）

〔特別講演〕

。国際外交家としての聖徳太子

　　　　　　梅　原　　　猛　氏 （京都市立芸術大学学長）



所 感

通商産業政務次富

梶　　山　　静　　六

　本日，日本原子力産業会

議第13回年次大会にお招

き戴きましたことは私の大

きな喜びであり，光栄とす

るところであります。

　一昨年末のイラン政変に

端を発する国際石油情勢の

不安定化の中で，わが国を取り巻くエネルギー

事情は，一段と厳しさを増してきております。

中，長期的に予想されるエネルギー制約の下で

わが国が今後とも国民生活の安定を確保し，着

実な経済成長を達成していくためには，石油代

替エネルギーの開発，導入等によるエネルギー・

セキュリティの確保が必要不可欠の条件となっ

ております。

　こうした中で，原子力は，石油代替エネルギ

ーの中で最も有望視されており，昨年末の電気

事業審議会需給部会中間報告においても，昭和

60年度2，800万から3，000万kW，65
年度5，100万から5，300万kW，70年度
7，400万から7，800万kWという原子力発
電の開発目標が掲げられているところでありま
す。

　また，昨年末。アメリカのカーター大統領は

スリーマイル島原子力発電所事故に関するいわ

ゆるケメニー報告を踏まえ，安全性の確保を大前

提とした原子力発電拡大の方針を明らかにしま

したが，その声明の中で，原子力開発の重要性

は，アメリカよりもアメリカの友好国において，

一層大きいことを指摘しております。

　通商産業省と致しましては，従来から原子力

の開発利用の促進に，鋭意努力を傾注してきた

ところでありますが，55年度においては，所

要財源を確保するとともに，特別会計制度を整

備することによって，原子力の開発利用をさら

に強力に：進めることとしております。

　原子力発電の推進には，何よりもまず，安金

性の確保に万全を期することとしており，55

年度においては，運転管理専門官の各原子力発

電所への配置，安全解析コードの改良整備等，

安全審査機能の充実のための措置を新たに講ず

ることとしております。

　また，電源三法の活用による地元福祉の向一上，

原子力発電所の安金性に関する実証試験の実施，

軽水炉の改良標準化の推進等の措置を引き続き

強力に講じ，原子力発電に対する国民の理解を

得つつ，原子力発電の開発目標を達成する所存

です。

　原子力の開発利用の促進に当たっては，これ

らと併せて，原子力発電推進の基盤となる核燃

料サイクルの自主的な確立を図ることも不可欠

であります。このため，核燃料サイクル各面に

おける事業化を進めるとともに，必要な技術開

発の推進を図りたいと考えております。

　中でも，核燃料サイクルの要である再処理に

．つきましては，3月1日に日本二二サービス株

式会社が発足し，民営再処理工場の建設に向け

てその一歩を踏み出しだことは，誠に欣快に耐

えません。

　通商産業省と致しましては，所要の予算措置

を初めとして，全面的にパンク・アップしてま

いる所存でありますが，原子力産業界の中枢を

占める皆様方のご支援を賜りたいと存じます。

　また，再処理とともに核燃料サイクルの中核

となるウラン濃縮につきましては，昨年秋，動

力炉・核燃料開発事業団のパイロット・プラン

トが一部運転を開始し，その後順調に運転を続

けており，誠に喜ばしい限りであります。ウラ

ン濃縮は再処理と同様，長期的展望に立って事

業化を推進することが必要であり，皆様のご尽

力を期待する次第であります。

　これらに加え，軽水炉に続き将来のわが国の

原子力発電の中核となる高速増殖炉等の新型炉

の開発利用もウラン資源の有効利用の観点から
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重要な課題となっております。

　このため「常陽」　「ふげん」の開発が進めら

れてまいりましたが，次の段階の「もんじゅ」

の建設が速やかに着手されることを期待して
いる次第であります。

　また，80年代の通商産業政策に関する議論

におきましても，原子力産業につきましては，

エネルギーの安定供給確保の観点からのみなら

ず，技術集約型産業の典型であり，わが国産業

構造の高度化に資するものとして，その育成強

化が必要であるとの認識が高まってきておりま
す。

　原子力を巡る国際情勢に目を転じますと，去

る2月27日には，2年半に及ぶ検討を終えて
INFCEが幕を閉じました。この間，産：業界

の皆様からも多大のご協力とご支援を戴きまし

たことに，心からの謝意を表したいと思います。

　INFCE最：終総会で採択されました最終報
告書は，概ねわが国の基本的立場を採り入れた

方向でまとめられておりますが，これも関係者

のご努力の賜であると考えます。

　INFCEは，核不拡散と原子力の平和利用
を両立させるための方策について，技術的立場

．から検討を行ったものであり，その結果は，参

加国を拘束しないこととされておりますが，そ

の影響には多大なるものがあり，INFCEの
成果を，今後の2国聞，多国間の国際交渉の場

に活用し，わが国の立場のより十全な実現に努

めてまいる所存であります。

　INFGEの検討成果を新たな制度として具
体化する動きとしては，すでに，IAEAの場に

おいて国際プルトニウム貯蔵構想等について検

討が開始されていますが，今後，こうした動き

はベネチア・サミソト，NPT再検討会議を控え

ますます活発化していくものと思われます。

　わが国もこれに積極的に参加し，核不拡散の

要請に応えながら，わが国の原子力の開発利用

が随害されることのないよう対処してまいる所

存であります。

　また，資源国との協力として懸案の日豪ウラ

ン濃縮共同研究につきましては，55年1月の

総理訪豪の際に合意されましたように，これま

での成果を踏まえ，今後第2段階の共同研究を

進めてまいりたいと考えております。

　ここで，海外からご参加戴いている方々に，、

特に一言ご挨拶申し上げます。

　皆様方には，それぞれ国際機関，政府，民間

企業等において責任ある立場におられ，日頃か

ら，わが国における原子力の開発利用に一方な

らぬご理解とご協力を賜っていることに，心か

らの謝意を表したいと思います。

　わが国における原子力の開発利用を推進して

いくためには，わが国の立場について，国際的

に理解を得ることが不可欠であります。

　かかる意味において，本大会の開催を通じて

内外の枢要な地位にあられる皆様方の知見に接

し，意見の交換を行う機会を得ましたことは，

極めて意義深いものと考えます。

　最：後になりましたが。このような意義深い企

画を実行された日本原子力産業会議の一層のご

発展を祈念致しまして，私の挨拶と致します。
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国際外交寡としての聖徳太子

学
大
　
猛

話芸
立
　
原

市
長

都
　
梅

京
学

　私は，日本の古代につい

て研究しております。

　今日は外国の方もたくさ

んおいでのようですが，こ

こで聖徳太子についてお話

しすることは日本の方にと

っても，外国の方にとって

も必ずしも無意味ではないと思います。なぜな

らば聖徳太子は日本の1万円札と5千円札の肖

像になっております。ですから，外国で一番顔

の知られている日本人というと聖徳太子である

と思います。聖徳太子という入は，どういう入

間なのかと言われますと，なかなか説明に困る

わけですが，6世紀の末から7世紀にかけて活

躍した日本の政治家で，日本では昔から大変尊

敬されている方であります。

　この聖徳太子のことを日本人は子供の時から

偉大なる人として教えられておりますが，どう

いう形で偉大なる人であるかと言いますと，現

在の日本の政治体制である代々の天皇制，官僚

体制を作られた方であると同時に現在の日本入

の大半の宗教である仏教を定着させた方という

ことです。

　しかしながら，この聖徳太子という方はあま

りにも偉大な入だと考えられているため，実際’

どのような喜び，悲しみ，悩みを持ってその時

代に生きたのか，あるいはその時代の課題に対

処したのかということはどうもあまり明らかで

ないという感じです。

　現在の私たちは，聖徳太子について光り輝く

偉人というような印象を持っておりますが，太

子の死後100年くらいまでの日本人は聖徳太
子について，そのような印象をもってはおらず

聖徳太子は偉い人であると同時に大変悲しい入

であると思っでいたのです。日本各地の寺院に

ある聖徳太子の伝記や絵伝などを見ますと，聖

徳太子という方は大変かわいそうな人間であっ

たという考え方が見られます。どうしてかわい

そうかといいますと，聖徳太子が亡くなってか

ら22年後に太子の子孫23人が全員殺されて
います。どんなに偉い人でもその子孫全員が殺

されるようでは不幸な人間と言わねばなりませ

ん。そのような理由で聖徳太子が亡なってから

の世々は，長い間太子を不幸な入間，お気の毒

な入間というふうに考えていたのです。

　それが明治になって，そういう不幸な人間と

いう印象が薄れて，聖徳太子はただ日本の国家

と仏教の基礎を作った偉大癒人間としてだけ称

えられるようになりますが，それはやはり一面

的な見方であると思います。私はそういうとこ

ろがら約10年前に「隠された十字架」という．

本を書きました。そこで日本の…番古い寺院で

ある法隆寺は今まで考えられていたように太子

の建てた寺でも，あるいは太子の徳を慕う入に

よって建てられた寺でもなくして，むしろ太子

の子孫を殺した人たちが，太子の亡霊の復讐を

恐れ，太子の魂を鎮めるために建てた寺であ

ることを論じたわげです。この本は大変評判に

なりましたが，評判というのは賛成もあります

が，悪口も多いです。そういう殿早撃疑が多か

った本ですがこのことは，私が新しく考えた説

というのではなく，実は古くから伝わっている

ものでして，明治時代になりまして，この忘れ

られた太子についての伝承が復活しただけです。

　しかし，この本で私が論じたことは，法隆寺の

話でして，聖徳太子がどういう人間かについて

は，明らかにしませんでした。日本の1万円札

と5千円札にある日本で一番の英雄グー番の偉

人がどういう人生を送ったのか私は以前からゆ

っくり研究してみたいというふうに思っており

ましたが，なかなかこの偉入の本当の姿は判り

ませんでした。ようやく最近少しわかりかけて

きたところです。

　今日はこの判りかげた太子のことを話してみ
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たいと思います。物が判りかけるということは

物を見る視野が，違ってくるということです。

新しい視野が私に生まれたので，太子が少し判

りかげてきたのだというふうに私は思うのです。

どういう事かと言いますと，今まで日本の歴史

を研究する人は，日本の国内だけで日本の歴史

を見ていましたが，それではだめで，日本の歴

史は，世界史の中で見なくてはいけない，特に

東アジア諸国との関係の中で見なくてはいけな

い，ということが解って来たわけですQもう一

つ，今までの日本の歴史の見方は，政治と文化，

あるいは政治と宗教を別々に見ておりました。

それでは歴史の姿は判りませんQ私は，政治と

文化，あるいは政治と宗教を一一緒にして見ると

いう視点を開いたことにより，太子の像が少し見

えかげてきたわげです。そのような点で，私の

今見ている太子の像は，今までの太子の像とは

大分違ってきたわけです。それをお話ししたい

と思います。

　太子について語る時に，彼の祖父の事を語ら

なくてはなりませんQ彼の祖父は，平明天皇で

す。そして欽明天皇の時代に2っの大きな出来

事がありました。1っは552年の仏教の伝来
です。これは日本の文化史において大きな出来

事です。もう1つは，562年の任那日本府の
減亡です。日本は朝鮮半島に…つの政治的な権

力の及ぶ地域を持っていました。それが任那で

すが，ちょうど仏教が伝来した十年後，新羅に

奪われたのです。照明天皇は任那日本府の滅亡

を悲しんで，　「どうかこの任那日本府を回復し

てくれ。」という遣言を残してなくなるのです。

太子を語る時，仏教のこと，外交の問題につい

ても語らなくてはならないわけです。この事を

頭におきながら，当時の政治状況を少し話して

みたいと思います。

　太子が摂政になったのは，593年，太子が

亡くなったのは622年です。ところが593
年の4年前に中国で，大変な政治的事件が起こ

っております。それは隔帝国の成立です。中国

はそれまで，南北朝で南と北とに分かれていた

わげですが，この南朝の陳を滅して脩が中国を・

統一したわげです。この統一は，泰の始皇帝や

毛沢東の統…に比せられるべき大事件です。そ

の隔帝国の成立した4年後に太子は摂政につき

ます。そして陥が618年に滅亡します。それ

から4年後には，太子が亡くなります。太子の

事を考える時に我々はやはり階との関係を考え

なくてはならないと思います。もっと限定しま

すと，太子が本当に政治の実権をにぎるのは，

610年頃でして，太子が政治の第一線に立っ

ているのは，これから約10年間です。ちょう

どその前598年に隔と高句麗との間に戦いが

起きました。そして2團目の戦いが起きたのが

612年中ら614年の間です。第1回隔，高
句麗戦争と第2回階，高句麗戦争との間に太子

の主なる事蹟は集中しているのです。

　次にこのような外交情勢をどう考えたらよい

かという事を申し土げましょう。当時の東アジ

アの情勢を考えてみると，589年に晴が中掴
を統一いたしますと，隔の圧力に悩むのは，』

はり周囲の国です。最も不安を感じたのは階の

隣の高句麗です。これは現在の北朝鮮のあたり、

（それより少し広いですが），それと国東半島を

含める一つの大国であったわけです。そしてそ

の朝鮮半腸には，南東に新羅，南西に百済があ

るのですが，百済は国の力が弱まり，新羅が

高句麗の南の国境を境に甚だ強い新興国家とし

てあったわけです。高句麗の王様は，隔が中国

を統一したのを聞いて，早速日本に使いを送っ

ております。

　そしてその間の外交関係を調べていきますど

どうも高句麗は，日本と百済の三国同盟という

ものを策しているような様子が見られます。恐

らく階の侵入を恐れて，それを抑えるためには

南の国境を固めなげればならないと考えたので

しょうQしかし，南の国：境には新羅がいます◎

その新羅を抑えるために高句麗は，恐らく新羅

との外交関係が長い聞非常にまずい状況にある

日本に外交を求め日本に新羅を抑えさせようと

いう策があったと考えられるのです。

　当時の中国側の資料，朝鮮側の資料，および』

日本側の資料から判断すればそういう路線が出

てきます。

　こういう形で日本の聖徳太子の外交が展開さ

れるわけですが，太子はこういう三国同盟を結

ぶことにより，日本に高句麗および百済から，

先進国イヒを輸入していき。遅れている日本に律

令体制を作ろうとしています。そして日本最初

の国立寺院である飛鳥寺（元興寺）というもの

を建てます。そして日本に最初の法興という年
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号を設けます。こういう一連の政策が太子およ

び太子を助けた蘇我馬子の政策として考えられ

ます。つまりこの東アジアに起こった緊張関係

を利用いたしまして，高句麗との間に同盟を結

びそして2万5千人の兵を九州に出します。こ

の2万5千の兵は実際には使わなかったのです

が，恐らくその兵の意味は新羅の軍隊を動けな

くするためで，新羅の軍隊を動けなくすること

によって高句麗の要請に応えようとしたという

ふうに私は思います。2万5千の兵を九州まで
出しながら戦争はしないというような政治方策

をとりながら高句麗，百済から文化を輸入する

わけです。こうして遅れた日本を近代化しよう

とするわけですが，そこで作られたのが17条

の憲法と，官位12階という制度です。　これにつ

いて詳しい話はできまぜんが，簡単に言います

と官位12階は日本に初めて官僚制度を取り入

れたももので，この官僚制度の考え方は，儒教

の仁義，礼儀，信義という徳をそのまま官僚の

位に用いまして，有徳な入間が政治をしなくて

はいげない，官僚の位は同時に徳の位の順序で

なくてはいけないという考え方です。これは恐

らく西洋で言うところのプラトンの哲人統治論の

ようなものを太子は理想としたと思います。

そうした政治の理想を述べているのです。その

官位12階の精神的法則，原則が憲法17条
になるのです。これで太子は仁義，礼儀，信義

という，儒教の徳目を仁，礼，信，義，智とい

うような形に変えますが，その徳目に応じた道

徳的政治的原則を立てているわけで，17条の

中身は仁が3条，礼が5条，信が3条，義が3
条，智が3条というふうに分けられます。この

原則は良く見ますと，　「日本という国家を道徳

国家にしたい。」そして組織は儒教で行くけど

位の上の政治家と下の民衆についての関係は仏

教で行きたいという，これは大変面白いもので

あり，仁の徳に当たるのが和になっています。

仁は儒教の伝統，和は仏教の伝統の方が多くあ

ります。こういうことが高句麗や百済の助けで

なされているわげでありますが，こうして日本

を近代化してやっと恥ずかしくない国を作りま

して，608年に中国つまり陥に使いを出します。

その使いのことが階の歴史を書いた階：書に詳しく

報告されていますが，その使節は二つの点で階

の皇帝である揚帝に印象を与えております。…

っは「日出る処の天使，書を日没するところの

天子に致す。」という国書を出しました。これ

は太陽の昇る国の天子が，太陽の沈む国の天子

に書を送ったということですので，階の揚帝は

「無礼だ。」と言って怒ったという話がありま

す。もう一つは，使いは「中国にすばらしい徳を

持った仏教の菩薩のような天子が出たからその

天子を拝みたいために自分たちがやって来まし

た。」と述べたので，揚帝は一方では大変怒っ

たわけだが，一：方では菩薩の天子と誉められた

わげです。そういう二つの：大きな印象を．与える

使いを出したわけです。ところが私は圏際外交

と言うものは大変面白いものと思うのですが，

こういう一見無礼な手紙を出したところがら実

は随との外交が始まるわけで揚帝は嚢世清とい

う記入を日本に遣わします。そして小野妹子と

ともに日本にやって来るわげですが，この装世清

を日本では大変手厚くもてなしております。恐

らく日本が中国の使を小乱清ほど手厚くもて癒

したのは郡小平までなかったろうと思われます。

そして不思議なことにはまた乱世清が晴に帰る

時に小野妹子が階に行っております。そして翌

年に帰ってくるのです。これは…体どういうこ

とでしょうか。…つにはもちろん太子が晴に使

いを遺わしたのは，文化の輸入のため，特に仏

教文化輸入のためです。しかしそれだけではな

いのです。それはどうしてかといいますと，小

野妹子が2度目に階から帰った翌年に新羅から

任那の使いがやってきます。

　任那はもう50年前に減んだ国なのです。そ
の任那から使いがやって来たということは一体何

でしょうか。これはやはり一つの大きな外交だ

ったと思います。それはどういう外交でしょう

か。階と隔の東の国の高句麗は，甚だ強い緊張

関係にあります。その緊張関係に耐えるために
　　　　　　　　　　　　　　フ高句麗は，日本と百済に近寄り三国同盟を結び

ます。隔としては高句麗へ進攻するためにはこ

の三国同盟を切らなくてはなりません。そのた

めには，日本を高句麗から離して日本と新羅を

結びつげなくてはならない，という風に考える

のは国際外交の常であります。ちょうどその時

に新羅の使いが晴に行っていることを考えます

と，晴の首都で晴と日本と新羅との間に一つの

国際会談があったのではないかと思うのです。

そして新羅には日本に「任那の貢物を出せ。」
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と指示をし，日本に対しては「任那からの使いを

迎える。そのかわり高句麗を平げることを止め

よ。」というような申し合わせできたと思うのです。

こうして考えますと，太子が先程申しましたよ

うに祖父以来の課題である仏教の摂取と任那地

区における権利回復（その権利回復はもちろん

なりませんでしたが）について，とにかく貢物が

来たということでこれを果たしたというふうに：

私は思います。このことから私は聖徳太子とい

う人は非常に国際感覚を持っていた優れた人間

だと思うのです。

　残念ながら国際状況には国と国との対立があ

ります。国が生きて行くためには外交が必要で

すが鋭い外交感覚を太子は持っており，しかも一

兵も動かさないで（筑紫までは動かしましたが）

一人も殺していません。そういう原則に立ちま

すなら日本を巧みに近代化して行った甚だ賢明

な政治家であったと思わざるを得ないのです。

　こうして推古天皇20年つまり612年頃まで

はまさに太子の外交と政治は順風満帆でした。

しかしそこで大きな誤算が起こったのです。こ

れは晴の揚帝は恐らくもう高句麗と日本との鎖を断

ち切って高句麗を孤立させたと思ったに違いない

のですが，高句麗遠征の兵を612年から3年

間，延べ150万という軍隊を遼東半島に送る
わげです。ところが補給路の関係などがあり，

階は敗れてしまいます。この階が敗れるころか

ら太子の姿は政治の第一線から退いて瞑想の中

に入りがちになります。そこから政治家聖徳太

子より宗教家聖徳太子の影が甚だ濃くなってき

ます。三思義疏という三つの教典の注釈書はわ

が国最初の著書であります。勝量経，法華経と

維摩経の三つの注釈書を書いたのは大体この隔

の敗戦の頃からだと伝えられています。私はそ

の頃から段々彼は孤独の影が濃くなってきてい

るように思います。恐らくそれまでは知るべか

らざる太子の外交について行った群臣たちの間

から階の敗戦，そして新羅からの使も来なくな

るというと，太子の政治に対して批判が起こっ

てきたのではないかと思うのです。そして太子

は孤立して行きます。そしてさらに太子を孤立

させた大きな原因は太子の奥さんの関係です。

太子は当時の慣習として4人の夫入を持ちます
が，その4人のうち3人までは当時の天皇である

推古天皇や推古天皇の時代の大臨蘇我馬子と関

係のある人物です。太子が一番愛したのはむし

ろ身分の低いコック長の家柄の筆写であったと

思います。恐らくこういろところにも，太子の

仏教の理想，すべての入間は平等であるという

意識が強かったに違いないことが窺われます。

しかし当時の貴族社会で，そういう一番身分の

低い者の娘を妻にして寵愛するということはど

んなに孤立を招いたことでしょうか。私は晩年

の太子がますます孤立していくのを歴史の書で

見ます。そして太子の死にも暗い陰があるよう

に思えるのですが。太子は622年目亡くなり
まして，太子の一族もますます孤立して行き，’

とうとう643年，時の権力者に襲われ太子一族

は今の法隆寺のある斑鳩の土地で23入全員殺
されるわけです。

　日本では神として祭られるには二つの条件を

備えていなくてはならないのです。…つは大変

その人が徳のある人間であること，もう一つは

これは大変面白いことですが必ずその入が不幸

な死に方をした人であることで，そうでないと

故入を神として祭ることはできないのです。

神に祭られたいなら立派な入間である必要があ

りますが，それ以上に恐ろしい死に方をするこ

とです。よく考えてみて下さい。菅原道真や平

町門がそうです。それから天皇でありましても

崇徳上皇，安徳天皇，徳のつく方は大体あまり

安らかな死に方をされていないわけです。太子

の徳ということもまさに徳にちがいありません

が，そういう意味が含まれていると思うのです。

　これが太子の一生です。まだ話し足りない

事がたくさんありますが一一。我々は太子か
ら…体何を学ぶべきでしょうか。私は日本人に

一番欠けていることは，国際的感覚であると思

うのです。この国際的感覚は，政治においても

学門においてもあると思います。政治家の国際

的感覚の不足は，学者の不足でもあります。私

は今まで太子を国の中だけで見ておりましたが，

それでは太子を見ることはできないと気づきま

した。世界史の中で見ることにより，太子の行

った外交が解ってくるのです。これはあるいは

多少ずるいやり方かも知れません。しかし私は

外交というものはやっぱりずるい智恵がなくて

はやって行げないだろうと思っております。

　太子の国際外交を，日本人は学ぶべきではな

いでしょうか。また，太子の高い政治理想もそ
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うです。太子は官の名前を全部儒教の徳で表わ

しました。だから位が上へ行けば行くほど高い

徳を持た癒くてはなりません。恐らく現在でそ

ういう名前をつけたら大変だろうと思いますが，

私は少しはっけて戴いた方が，いろいろな事件

が起って来ないのではないかとも思うのです。

恐らくあまり高い徳，理想であり過ぎたことが

太子を不幸にした原因であったと思うのです。

　最後に17条憲法の第1条についてお話しし
たいと思います。　「和をもって貴しとなす」こ

れは太子の政治原理の中心だと思います。今述

べましたように．太子の道徳論の本質は儒教か

ら成っています。上の部分と下の部分が仏教な

のです。そして礼儀に支配される官僚社会とい

うものを作らなくてはならない，これが日本の

急務だと考えたのです。しかし，「国内の原則は

儒教より仏教で行こう，その原則は『和』で行

こう。国際社会も平和で行こう。」これが太子

の原則です。この原則は太子の行った事を考え

ますと，よく解かるのです。確かに太子は兵を

動かしました。しかし，1兵といえども戦闘は

していません。兵力を使わないで日本の状況を

有利にして行こうとしたのです。この和の原則，

太子の政治原則，それは恐らく日本のような小

さな国は和でやって行くより他に仕方がないの

ではないかという考え方だと思います。先程お

話しを忘れましたが，遣随使はそれに続く遣唐

使を含めると数百年続くのですが，それは国中

の秀才を全部集めて中国まで勉強に行かせるも

のです。無事で帰れる確率は50％であり，50

％は海の藻屑と消えてしまいます。日本の選り

すぐれた秀才が行くのだから大変な損失ですが，

しかし大きな犠牲を払ってまで行うというのは

日本を文化国家にして行くという太子の理想か

らです。太子は個入的には不幸でありましたが

理想は永遠に残っております。

　日本が永い間中国から文化を取入れる事に成

功したのも太子の始めた外交が基礎です。そし

て明治以後西洋から文化を取り入れることがで

きたのも，こういう歴史があったからです。こ

う考えると太子の考えた平和の理想と同時に文

化の理想というのは，私は今後の日本人にとっ

て大変大事澄ことではないか，あるいは日本ば

かりでなく世界にとっても大事な事ではないか

と考えます。そう考えますと私は決して1万円

札と5千円札に太子の肖像があるのは偶然では

ないと思うのです。1万円札は太子で良いので

すが，5千円札は別の人でもよいような気がし

ます。しかし太子が1万円札と5千円札を独占

し，伊藤博文が千円です。これは，日本で一番

偉い人でも太子に比べれば10分の1であると
いうことです。これは決して私は聞違いではな

いと思います。

　最近，2年ほど前から太子を調べていますが，

調べれば調べるほど太子は偉大な入であり，今

後の日本人，あるいは日本人ばかりだけではな

く世界にとっても太子という人は立派な人物で

あると思うのです。
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セッション3「原子力産業の展開と核木拡散豊

　　　　　　国際的合意の具体化方策を探る』

　　　　　　（国際パネル討論）

議 長　　大　島　恵 氏　（東京大学工学部教授）

〈ノミネリスト〉

C．オーールディ　氏

M。：オスレッドカル　氏

W。サーモン　氏

田　官　茂　文　氏

C．バーターマン氏

D．フィッシャー氏

金　子　熊　夫　氏

（イギリス核燃料公社社長）

（謡㌘鶏。源子力研究噸問）

優杢羅響二一担当館糊醐）

（日本原燃サービス㈱常務取締役）

（西ドイツ研究技術省参事官）

（国際原子力機関
ﾂ外担当事務総長補佐）

（外務省国際連合局原子力課長）



パ ネ ル 討 論

　大島議長　各パネリスト

の方々に初めに10分ずつ
お話しをいただき，その後

でもう一度他の方との意見

の相違点あるいは特に強調

したい点について5分程度

以内でお話し載く，その後

参加者全員によるディスカッションに入る，

という形で進めたいと思います。

　それでは最初に，フィッシャーさんからお話

し奇きたいと思います。

とIAEAの役割」につい
て話をするようにとのこと

でしたので，エクルンド
IAEA事務総長に代わって

この問題について2，3意
見を述べさせて戴きたいと思います。

　与えられたテーマについて意見を述べる前に

INFOEの結果について触れておきますが，

私はINFCEの結果は次の6点にまとめられ
ると思います。

即ち，

　・INFGEによって1950年代における
原子力産業界の決断は正しかったことが確認さ

れた。その決断とは，商業用電力生産にウラン

燃料熱中性子炉を導入し，これを発展させて商

業規模の再処理を行い，今世紀末頃には高速増

殖炉を実用化する，というものであった。これ

は，世界のエネルギー需要に原子力が永続的に

貢献し得る一永久的に，という人もあるが一

唯一の，技術的に実証された方法である。INFCE

はそれ以外に採るべき手段がなかったことを明

らかにした。

　・過去30年間にわたり，熱中性子炉から高

速増殖炉（FBR）へという核燃料サイクルは，

使い捨てサイクルあるいはその他の新しい核燃

料サイクルよりも核拡散のリスクが大きいとさ

れてきたが，両者に著しい差はないということ

である。さらにまた「技術的手段」は，核拡散

のリスクを少なくすることに大して寄与しない

ことも明らかとなった。

　・INFCEは1970年代半ばに直面した
最初の困難を解決するのに，原子力に関係する

すべての国の協議によって行う方法をとったが，

これは非常に大きな貢献であり，今後も続げら

れなければならないものと考えられる。

　。｝NFCEは，　IAEAがすでに進めてい
る国際プルトニウム貯蔵（IPS）計画と使用

済み核燃料管理（ISFM）に関する研究を支
持した。

　・INFCEは保障措置の強化と核燃料の安
全輸送に有益な指示を．与えた。

　・INFCEによって供給保証と供給政策に
ついて重要な論議が開始された。この問題につ

いて勧告を行うのはINFCEの課題ではなか
ったので，この点が今後の課題として残された。

　INFGEが継続されている間も世界は前進
しなかったわけではありません。我々は一つの

大きな教訓を得ました。それは核兵器保有能力

は計画的な政治的行為によって獲得できるとい

う・ことです。またさらに，このような政治的行

為は原子力の平和利用とははっきりと無関係に

なりつつあることにも気づかされました。我々

が再確認させられたことは，いかなる国も，たと

えその国が控え目な産業ベースの原子力利用国

であっても，一度その国が経済的なコストや

政治的な結果にお構いなく核兵器を保有しよう

と決心すれば，保有能力を獲得できるという事

実です。

　またさらに，およそ20力国の国々にとって
は核拡散に関する技術的防壁はもはや存在せず，

今世紀末までにこのような国の数は確実に増加

するでしょう。これは，技術的抑制が消滅し，

限定的な供給政策が抑制効果を失っていくに従

って，核拡散に歯止めをかけるためには政治的

抑制や制度的束縛に依存せざるを得なくなるこ

とを意味しています。濃縮技術が将来世界に広

がっていくことにより，再処理技術の移転にも

増して大きな核拡散リスクが生じることもまた
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明らかです。

　ポストINFCEにおいてIAEAは再び核
不拡散問題の中心的役割を果たすべきであると

いう合意が現在あるようです。実際IAEAは

すでにIPS計画とISFMに関する研究を順
調に進めています。現在，IAEAの組織は，

事務局およびINFCEによって示された，保
障措置の強化に関する指針を採択する，保障措

置技術諮問委員会（SAGS1）とから成って

おり，TAEAとしては原子力安全性計画と安
全輸送研究を進めているところです。皆様ご存

知のように10月にはストックホルムで原子炉
の安全性に関する最近の問題点についての大き

な会議が開催されることになっています。

　IAEAはまた，フルスコープな保証措置と
その他のすでに採用されている核二丁政策との

枠組みの中での供給保証について討論の場を提

供することができますが，この点については後

で申し上げます。

　IAEAが重要な役割を取り戻しつつある一
方で，現在核拡散の大きな防壁となっており，

今後も主要な防壁となる核拡散防止条約（NPT）

を忘れてはなりません。NPTはここ2，3年の
間厳旧い試練にさらされるでしょう。今年の8

月には，この条約の前文の目的が果たされてい

るか，また，条文に謳われたことがどのように

実施されつつあるかを再検討するため，第2回

再検討会議が行われることになっております。

　NPT参加国は1975年に第1回検討会議
が開催された当時は91力国でしたが，今夏の

第2回会議には112～113力国が参加する
ことになっています。今夏新たに参加するのは

日本とスイスを除き，ほとんどが第三世界の諸

国です。第三世界の諸国や多くの工業先進国の

間ではすでに実施されている第4条，5条，6

条の条文に強い不満が広がりつつあり，第6条

に関してはここで報告す’るほどの進展は認めら

れません。特に，核実験禁止条約について十分

な合意に達していないことが，今後厳しい批判

を浴びるものと思われます。それは，この種の

条約が核兵器保有競争に歯止めをかけるのに有

効であると同時にまた，広範囲にわたる核実験

禁止条約の成立は世界的規模の核不拡散制度を

確立するための第三の要素となり得るからです。

ここで他の二つの要素とはIAEAとNPTを

指しています。NPTの第5条は空交同様であ
るとされているのが実状と言えましょう。

　これら悲観的な2つの条項については，第ミ

世界諸国からの参加が増えたこととあいまって2

1975年の核の供給と技術の問題に関する議
論以上に諸国の関心が集中することが予想され

ます。IAEA事務総長が核供給保証問題をで

きるだけ早急に，真剣に検討する必要があると

感じているのは，…一つにはこの理由からです。

　NPTのそれ以降の検討については，昨年
IAEA総会が基本的に承認したように，1983
年目でに，原子力の政治的側面に関する国際会

議が開かれることになっています。もう…つ申

しあげておきたいのは，NPTの主柱である2

丁目1970年または1975年の時よりさら
に遠く離れており，加えて検討会議の結論や一

連の原子力の進路に対する2国の影響力も弱ま

っているという事実です。

　前にも述べたようにINFCE以降も未解決
のまま残されているのは供給保証の分野であり，

言い換えれば，IAEAがずっと主張してき
たように，取り消し不能な保障措置の見返りと

しての取り消し不能な供給保証です。

　私の個三三意見としては，国際間供給保証制

度の検討は次の各観点から行うべきであると思

います。即ち

　・第1に供給保証に関する政府保証の必要性
と，これらの保証を行うた1めの制度，例えばガ

イドラインや指導指針，究極的には恐らくより

公的な仕組みの必要性。

　・第2に，国際的に受げ入れ可能な最低限の

保障措置制度（大抵の場合はNPTあるいは
他のフルスコープな保障措置が受容可能な最低

限であると考えるが，しかしながらある場合に

はフルスコープな保障措置以下の条件で核供給

が少なくともある期間行われ，フルスコープな

保障措置に調印した国でもこのような事実があ

るのが政治的現実です。このようなケースに

対処するにはどのような政策をとるべきでしょ

うか。）。

　・第3に国際プルトニウム管理の任務，核物

質防護の基本的必要事項，最低限の安全基準な

どが供給保証計画の中で果たす役割り。

　・第4に将来における核輸出政策の変更から

生じる諸問題等の円満な解決を図る機構の必要
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性。

　・第5に，国際核燃料銀行（INFB）の提案
と供給保証ネットワークに関する検討（私個

入としてはこの種の機構の実現にはいくぶん疑

いを持っています。INFB案は，再処理，濃縮

その他を永久にやらない少数の国にのみ供給保

証を与えるような複雑な機構になる恐れがあり，

他方，供給保証ネットワークは一見可能のよう

に思えるが試験段階で落とし穴に陥るのではな

いだろうかと考えられます。この問題について

IAEAは過去の経験から悲観的な見方をして
おり，生子供給国が政策を変更した場含，国際

機関として施し得る手段はほとんどありません。）。

　・最後に，不安定な核燃料サイクルの事業を

多国間管理センターの手に委ねる方針の宣言

（しかしながら，実際問題として多国間での商

業用運転に内在するきうめて現実的な困難は軽

視できません。）。

　検一討を行うべき点としてはこの程度に止めて

おきますが，前途に横たわる問題は複雑で，か

つ解決に長時間を要するものばかりです。そし

て，IPS計画やその実現に要する時間が燃料
およびプラントの供給保証獲得に深く係わって

いるなど，個々の問題は複雑に絡み合ってい
るのです。

　INFCEによって，供給国と被供給国間の
ギャップは狭められはしたも『のの，重大な問題

についてはまだ相当に意見の相違が見られると

いう事実に直面せざるを得ません。その問題と

は供給燃料や供給プラントから生じた使用済み

燃料の再処理を供給国がどの程度までコントロ

ールするべきかという点です。この問題は事前

同意という名前のもとに議論されています。

　最近，ある主要供給国の政策が発表されまし

た。それによると政府関係筋は「FBRによる
プルトニウム利用はある国にとっては来世紀初

期には実行可能な選択となろうということに同

意しています。しかしながらこれは「FBRの

開発には巨額の資金を要するので，少数の経済力

のある国だけが開発を進めることができる’。」と

いう考えを支持するもので，しかも「FBRは

より大きな核拡散リスクを持つ上に，現世代の

炉におけるプルトニウム・リサイクルはうまく

行って，やっと収支すれすれといった経済性し

かない。」との考えに立っています。ですから，

この政策からみれば，この主要供給国やその他

供給国は事前同意権に固執しており，分離され

たプルトニウムが厳しい国際管理下におかれる

場合だけに事前同意を与えるが，その相手国は

「重要なエネルギー選択」としてFBR開発を

進めているいわゆる「富める国」だけとなって

います。供給国が事前同意権を放棄するか，ま

たは，少くとも前もって自動的に同意を与える

ことができるような厳しい条件についての国際

的な合意を探るのは前述の方向と合致するもの

でありましょう。

　そのような方向が，再処理に関する活動はす

べて不法行為であるとする初期の状態から見れ

ば，著しく進歩したものであるのはもちろんの

ことです。そして日本などはこの基準に合致す

る例だと思います。

　しかしながらこのようなアプローチからは多

くの問題が発生してきます。第1にNPTの第
4条との矛盾が避げられません。第2に非生産

的である可能性があります。供給に対してNPT

の義務を超えた要求を．ヒ乗せすれば，フルスコ

ープな保障措置を受容させるという，より重要

な目的を失う危険性が生じます。自分勝手な：消

費国は義務をあまりやかましく言わない他の供

給国に乗り換えるかも知れません。

　またNPTには批准国の中でも最低限度の原

子力産業基盤を持つ国と持たない国一これは

主として第三世界の批准国ですが一一の間に差

別をもたらす要素が内在しています。つまりこ

れらの国が3つの原子力グループまたはそれ以

上のグループに分かれる可能性があるのです。

第…のグループは核兵器保有国，第ニグループ

はNPTとそれに伴う付属の規則をすべて受容

する国，第三はNPTの枠の外側に留まり，
相互扶助を図る国です。そのようなことを考えた

くはありませんが，このようなグループに分かれ

るとすれば，1980年代に予測されるエネルギ

ー危機が引き延ばされ，1990年代に入って深
刻さを増した場合に最：も必要であると考えられ

る原子力産業の発展と世界の安全にとって，非

常に悲惨な結果を招来することになるでしょう。

　これらに対処するための現実的な政策には次の

3点を考慮に入れておく必要があると私は考えます。

　・第1は，エクルンド事務総長が言っている
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ように，10億ドル以上を原子力発電所に投入

している国は，少くともそのプラントの寿命年

数間は保障措置下での燃料供給を確保しておく

べきです。輸出国の政策変更による輸入困難や

同じ理由で巨額の資金を投入した平和目的核燃

米斗サイクルに混乱が生じるといったような：外部

要因による問題がたとえ起こらないとしても，

自由市場に依存する国では，原子力産業界は恐

ろしいほど数多くの国内問題に直面することに

なるでしょう。

　・第2は私が3年前のこの大会で申し．．上げた

ように，再処理という猫は1955年以来袋の
外へ抜け出してしまい，我々があらゆる手段を

尽くしても，元の袋の中に戻すご：とはできまぜ

ん。実際に，濃縮という名の猫も，もっと素早

く袋から這い出そうとしています。

　・第3に，核兵器または核爆発物を持つとい

う決断は政治的なものです。このような立場を

とる国が，フルスコープな保障措置に抵抗しよ

うとする一またそうするのは当然ですが一
例は数多く見られます。もし「再処理をしない」

という条件でこれらの国がある国からある量の

ウラン供給を受け入れたとしても，別の供給源

から，国内生産かまたは輸入の何れかで，核兵

器物質を手に入れることを防げるものでは下り

ません。さらにまたそうしょうと決心さえすれ

ば濃縮や再処理技術の入手あるいは開発も不可

能ではありません。

　言い換えれば，核拡散の主たる防壁は政治的

意志に委ねられ，核不拡散最優先という思想は

1970年以来ずっと変わりなく続いているの
です。すべての国をNPTへの参加，トラテロル

コ条約の全面的適用，フルスコープな保障措置

の受容などによって国際的核不拡散制度に関与

させるようにするのがそれです。機微な技術の

拡散は不可避であるとしても，この現実に目を

覆い，この基本的目標の遂行から逃れることがあ

ってはなりません。

　結びとして，3年前のこの大会でのことを思

い出してみたいと思います。当時東海村の再処

理プラントの運転開始は困難であるとされ，

FBRでのプルトニウム利用によって，エネルギ

ー自立をある程度確立しようと巨額の資本を投

入してきた日本の慎重な計画は大きく挫折した

かに見えました。．この問題は日本の経済，福祉，

産業などに大きな影響を．与えることになるので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
原子力の分野だげの問題として止まらず，日本

と相手のパートナー国との間に深刻な緊張が生

じかねない情勢でした。

　幸いなことに，理性と歩み寄りの精神が解決

を早め，限定条件の下ではありますが東海村の

再処理工場の運転開始が可能となったのです。

TNFGEはそのような歩み寄りに貢献してい
るので，その限りでは十分意義があります。現

在得られている実績やすでに示されている協調

の精神はポストINFCEにも持ち続けられる

べきであり，今後NPT第3条および第4条に
基づく新しいコンセンサスを追求するに当たっ

て，また重要な2国間交渉が再開される際に，

生かして行くことが非常に重要であると思いま
す。

鰍らド @へさ

懸㍉羅慮に耐えない状態にありま

す。それが政情不安や政府

当局の優柔不断によるとこ

ろが多いとは言え，これと

いった単一の要因にその原

因を求めることはできません。本日は核燃料サ

イクル・サービスの供給と保障措置についてお

話したいと思います。

　私はイギリスの核燃料公社どいう国営企業の

取締役社長でありますが，イギリス政府の公務

員ではなく，イギリス政府を代表しているわけ

でもありません。私が本日申しあげることは私

個入の意見であり，イギリス政府の公式の見解

ではありません。その点お断り申しあげたいと

思います。

　INFCEの最終的とりまとめは拘束力を持
つものではありませんが，燃料サイクルに関す

るいくつかの結論については拘束力を持つもの

も見られます。

　私の意見では，技術的手段のいくつかは核燃

料の盗難のリスクを減少させることはできると

しても，核拡散を防ぐ点においてはその効力は

限られたものにならざるを得ないと思います。

代替燃料サイクルも核拡散の防止という点では，

大した効力がないものと見ております。

　従って，核燃料に関する国際討議は，どのシ

ステムがより効果的であるかという点に焦点を
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向けるのではなく，いかにすればすべてのシス

テムを受け入れることができるかに集中される

べきであると考えます。いかなる国際的政策も，

各国それぞれのエネルギーおよび原子力政策の

内容を決める権利を制約するものであってはな

りません。と申しますのは，各国のニーズは千

差万別であり，外国のエネルギー資源への依存

度が高く，外的要因の影響を受けやすい国にと

っては，核燃料の再処理および高速増殖炉技術

に関する自由裁量権を保持することが重要だか

らです。

　このような結論がINFGEの検討結果によ
って認められたものと私は考えておりますが，

そうだとすれぽ，次にとるべき借置は，原子力

発電およびその燃料サイクルを国際的に運営す

ることができるような，政治的枠組みを作るこ

とであると思います。

　核拡散を規制するだげでなく，できれば安全

性と廃棄物管理の規制をも含む国際的取り決め

および基準を1つにまとめることが重要です。

そのような規則が決まれば，関係諸国の合意に

基づくものを除き，やたらにこれを変更すべき

ではないと思います。そのような規則は各国の

政府，主たる供給国および消費国，ひいては一

般国民にも納得のいくものでなければなりませ

ん。理想的すぎるためすぐにはできないでしょ

うが，それは目標にされねばなりません。それ

が実現する以前の段階においても核燃料の取り

引きは続けられるべきであると同時に，核燃料

およびその技術の供給に適用される核不拡散の

条件につき，我々は競争相手を出し抜こうとし

てはなりません。

　核燃料供給者グループのためのガイドライ）／

およびNPTの保障措置に盛り込まれている諸
規定は，原子力発電の将来における発展のため

健全な基礎を提供しておりますので，私はそれ

らの規制をとやかく申しあげるつもりはありま

せん。しかしながら原子力産業のように長期の

リード・タイムを要する産業においては，契約

の履行期間中にそれに適用される規則が…方的

に変更される心配はない，という信頼感を供給

国や消費国が持てない限り，国際取引の本格的

な発展は考えられません。現在の状況において

根本的障害の一一つは，民主国家における政権の

寿命が，原子力産業が必要とするリード・タイ

ムよりはるかに短かいということです。

　一旦協定が成立すれば，その協定の遵守状況

は，直接間接的に核燃料の供給に利害関係を持

つ国の政府ではなく，国際機関によって監視さ

れるべきであると考えます。

　私がこれまで申しました線に沿った国際的コ

ンセンサスが得られない場合には，すでに指摘

されておりますように各国は自国の貿易に有利

になるような独自の規則を作るという危険な事

態は避けられません。さらに各国は供給国が一

方的に適用する制限から逃れるために，自主的

な燃料サイクルを確立しようとする強い誘惑に

駆られることでしょう。これは核不拡散の妨げ

とはなっても，それを助長することにはなりま

せん。

　私が先に申しました政治的枠組みは，当然な

ことな：がら国際的に合意され，できればIAEA

あるいはその下部機構か補助機関によって本格

的に適用される保障措置に従って運営されねば

なりません。

　私は多くの人々がIAEAに対しては批判的

で，IAEAにそのような責任を任せたくない
と考えていることを知っておりますカ㍉何らか

の保障措置とそれを運営する機関がなくてはな

りません。国連が支持する機関にそれを行わせ

るのも1つの方法でありましょう。

　我々は保障措置はどうして必要なのか。それ

を強化するためには何が必要であるかを認識し

なければなりません。保障措置の運営機関はど

の国が隠密裏に核を拡散しているか調査するこ

とはできないし，またそのために設立されるも

のでもありません。それは諜報機関の仕事です。

　同じように保障措置はその管理術や探知技術

によって，各国の治安当局に助言を与えること

はできても，テロリズムそのものと戦うための

ものではありません。

　保障借置の目的は発電用核燃料サイクルから

核物質がテロ活動のために転用された場合，そ

れを探知する可能性を高めることによってその

転用を効果的に防ぐことです。私は関係諸国が

保障措置義務を怠たった国に対し積極的に反応

し，何かの制裁を加える姿勢を示しさえずれば

同機関に求められる探知能力は100％をかな

り下回るものでも差し支えないと思っておりま
す。
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　保障措置を効果的なものにするには，次の4

つの対策が必要です。

○　相当量の特別な核物質が転用された場合，

　それを探知することに関してIAEAが守ら
　ねばならない基準を確立すること（イギリス

　核燃料公社においては，社内の設計・運営基

　準を定めるに当たってIAEAのガイドライ
　ンを採用しておりますが，イギリスおよびそ

　の他の国の政府はこれを未だ採用しておりま

　せんので，この点各国の同調が必要です。）。

O　IAEAの本来の業務の遂行に支障をきた
　すことのないように，その監視活動の限度を

　明確にすること。

O　IAEAの現在のスタッフを増強すること

　（現在IAEAには150人の査察官がおり
　ますが，これではすべての国を監視するには

　明らかに人手不足です。各国の政府および民

　間業界の支援により，同機関の予算および技

　術能力を増強しなければなりません。それな

　くしては原子力発電は伸びないし，各国にお

　ける原子力推進のための技術的基盤が消滅す

　る恐れがあります。保障措置のために資金を

　割けば，発展途⊥国におげる原子力発電の推

　進のための資金が圧迫されるという考え方は

　非現実的なものです。）。

○　核物質の計量管理，その保管および監視と

　いう保障措置の3つの基本的要素の必要性を

　最初から念頭において発電所の設計を行うこ

　と（これは最も大事なことであり，またこの

　ことが実行されたとしても諸コストは核燃料

　サイクルの確立に要する設備費の数％を⊥回

　ることはないでしょう。）。

　基準を設定するに当たって，原子力産：業は，

IAEAと緊密な連絡をとるべきであり，適切
なシステムの設置に余分な資金が必要となって

も，それを負担する用意がなくてはな：りません。

　これらの要件を設計の段階で組み入れたとし

ても，それに伴う資金の需要は核燃料サイクル

の設備費の数％にしかなりません。核燃料サイ

クルのコストの1％は発電コストのわずか0，3

％にすぎないことを想起して戴きたいと思いま
す。

　これら全般にわたって，世界各国が共通の基

準を維持し，官民の費用を各国共同で分担し合

うようにすることが大切であり，補助金を供与

して通常の競争を妨げるような事態が発生して

はならないと思います。

　INFCEの検討結果から引き出せるその他
の結論には，どういうものがあるでしょうか。

理屈としては納得のいく保障措置で十分なはず

ですが，影響力が大きいものとして2つのこと

が考えられます。即ち，IPSとISFMがそ
れです。

　プルトニウムを国際機関によって貯蔵すると

いう案は多くの点で興味があります。この件に

関してはIAEAがすでに多くの研究をしてお
ります。，しかしそこにはプルトニウムを供給す

るi基：準をどこにおくかという点を中心として若

干の問題があります。少なくともその基準には

プルトニウムの供給は明確な用途を宣言した国

に限って行われ，その際監視機関によって適用

される保障措置を遵守するという条件を規定す

る必要があります。

　効果的な取り決めが行われた場合には，プル

トニウムの供給国に対してその使用と移転につ

いて従来適用していた管理権を放棄するよう勧

告すべきであり，そうすることによって一貫性

のある単一の規制体制の樹立に大きく前進する

ことができるものと思われます。

　ISFMについては，再処理問題に関してい
かなる決定がなされようと，かなりの量の使用

済み燃料が長期にわたって残ることは明らかで

す。時が経つにつれて照射済み燃料の放射能が

減衰することは明らかですが，照射済み燃料を

長期にわたってあるいは永久に保存するという

ことについては，我々にはあまり知識がありま

せん。従って，プルトニウムおよび残存ウランー

235はそれだけ入手しやすくなると思います。

つまり，長期的に見ますと，使い捨て燃料サイ

クルは，他のサイクルに比べ核不拡散効果が大

きいどころか，逆に少ないと言わねばなうませ
ん。

　関係諸国が適切な核燃再処理施設を提供する

ことができなかった現在，1AEAの監督の下
に照射済み核燃料の国際貯蔵センターを設立す

るのが妥当かと考えます。問題はその貯蔵の場

所を提供してくれる国を見つけることです。放

射線の被曝および環境への放射能漏れの危険は

ほとんどないといってよいと思いますが，世界
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の世論はそれを信じないように教え込まれてお

りますので，他の国の放射性廃棄物を背負い込

もうとする国はどこにもありません。

　技術の移転は，核不拡散が強調されているこ

ともあって，特に異論の多い問題となっており

ます。技術の移転に適用される条件に関する国

際的コンセンサスが生まれて来ることが望まれ

る次第です。ウラン濃縮工場，核燃料再盛期施

設，国際核燃料銀行（INFB）を多国間で所
有してはどうかという案が出されたことがあり

ますが，各国の施設に対する十分な管理と検査

制度が確立されればその必要はないと思われま

す。しかし原子力発電に対する国際的信頼を深

めるという点では，この案は魅力のある提案と

考えます。仮にそのようなシステムが採択され

ても，それが政治的意図によって強制されない

ことを願うものであります。と申しますのも，

政治が介入すれば事は終わりであるからであり

ます。例えば，共同再処理会社（LIRG），

ユーロディフ，ウレンコ，パシフィック・ニュ

ークリア・トランスポート社（PNTI、），ニ

ュー Nリア・トランスポート社（NT］」），セ

ンテック社（Centec）およびいくつかのウ

ラン探鉱事業の例でよく知られていますように，

核燃料サイクルの分野において国際協力が実を

結んだ例があります。これらの国際協力はある

程度の成功を収めましたが，その原因はそれら

を結び脱げたのが本質的に政治的取り決めでは

なく，企業の協力であったからです。

　INFCEの主たる目的は核不拡散であり，
私の話も主として核不拡散についてです。しか

しながら，INFCEが契機となって多くの国
々が共通の議論の場を持つことにより，原子力

発電の安全性の問題，廃棄物管理に関する，より

広汎な国際間のコンセンサスが生まれることを期

待しております。

　安全性を確保するためには，規則と基準が必

要です。世界各国は安全性確保のため責任ある

態度で臨まねばならず，安全性をなおざりにし

てまで市場競争に勝とうとしてはならないと思

います。・一方我々は積極的とはいえ少数の意見

でしかない世論，原子力発電にまつわる危険に

対する一般国民の誤解によって作り出された一

方的な基準と要求に対しては，一致団結して毅

然たる姿勢をとるべきであると考えます。

ウインズケールにあるわが社の再処理工場では，

同工場からの放射能漏れの危険をなくすため1

億ポンド以上を費やしております。このような

設備によって放射能もれは現在より減ることは

明らかですが，こういう支出は例えば大学附属

病院とか，下水処理の建設等と，費用効果分析

という観点からだけ比較すべきものでありませ

ん。廃棄物管理についても同じことが言えます。

イギリスにおいては，放射性廃棄物の「． ﾅ終処
分」のための適当な貯蔵地が見つからず非常に

苦慮しております。イギリスにおいて試掘作業

を行っておりますが，これに対する一般国民の

反対はヒステリーに近いものになっております。

では我々はなぜこの廃棄物を人のいない環境に

埋蔵しょうとしているのでしょうか。廃棄物

を一且完全に安全管理の下にガラスの中に閉じ

込めておけば，放射能が漸時減衰し，約500

年後に謡曲ウランと同じ水準になるのです。再

処理反対論者は使い捨ての核燃料サイクルと使

用済み燃料の貯蔵を主張しておりますが，再処

理されていない核燃料を地表に長期間貯蔵する

ことについては平気のようです。再処理されて

いない核燃料をそのような形で処理することに

より，我々の環境に多量のプルトニウムを放置

しておくことについても，これらの反対論者は

無関心のようです。INFCEがかもし出した
新しい雰囲気が原子力発電に大きく寄与するこ．

とを期待します。日本の総合開発研究機構の援

助による原子力開発と今後の日米協力研究グル

ープの報告，ロックフェラー財団とイギリス王

立国際問題研究所の援助による国際原子力協議

グループ（ICGNE）の報告は，国際的意見
交換の高まりを示す典型的な例であります。

　INFCEの勧告を各国政府が採択した暁に
は，多国間の協力を基に世界のエネルギー問題

の克服に向かって再び前進することができ，す

べてが順調に運ぶものと思われます。その時に

はINFCEは必要はなかったということにな
るかも知れませんが，実に：よくやってくれたと

言えるでしょう。

　金子　始めにお断りを2つ申し夕げます。

　1つは，外務省の矢田部科学技術審議官が急

に都合が悪くなり，私が急遽参加することにな

りました。そういう事情で何分準備不足ですの

で，その点をご容赦願いたいと思います。
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　それから，先週ウィ乱ン

のINFCE最：終総会に行
っておりましたが，お祭り

で終わるかと思いましたと

ころが，案に相違して日本

が議長国に選ばれ，いろい

ろ予期せざる苦労を致し，

ちょっと体調を崩しております、，

　まず，つい最近終わったばかりのINFCE
の成果ですけれども，これは後程ご発言になる

田宮さんが，INFCEの第4作業部会の共同
議長として大変にご活躍になり，ご苦心された

わけでINFCEの成果の具体的なところにつ
いては，田宮さんにとくとご説明して戴く方が

よろしいと思います。私はINFCEの全体を
振り返っての感想を申し⊥げてみたいと思いま
す。

　INFCEというのは，2年4ヵ月にわたっ
て実に多くの人を動員して大変な作業をしたわ

げで，これは恐らく原子力平和利用の30年の

歴史でかってなかったことだと思います。そし

て膨大な報告書を作りやっと先週終わったわげ

です。ただ，この報告書を読んでみますと，決

して目新しいことは書いてないわけです。

INFG・Eをやって．初めて判ったというような

ことはあまりないわげで，極めて当たり前のこ

とと申しますか，昔から判っていたことがたく

さん書かれているわけです。2年4カ月も膨大

な人間と時間とお金を使ってやった結果，あま

り意味がなかった，というようなシニカル（冷

笑的）な見方をする人もあるわけです。しかし

私は直接これに関与した者として痛感するわげ

ですけれども，やはりこれは非常に意味があっ

たと思います。と申しますのは，2年半半77

年の初頭から夏にかけての日本の状況一つをと

ってみましても，あの当時国際社会には大変な

誤解といろいろな摩擦，対立が存在しており，

もう一度ここで立ち止まって，原子力平和利用

とはどういうものであるかということを考え直

してみようじゃないか，ということでやったの
　

かINFCEであった；わげです。この2年4カ
月の間に曲がりなりにもそうした誤解や摩擦が

凍結されました。

　その間に各国ともいい加減頭を冷やして相手

の言い分もじっくり聞いたわけです。ですから

2年の作業の過程で各国の専門家，科学者の間

には，入間的な大きなコンタクト（接触）が生

まれて，それを通じて相手の国の事情をよく理

解しました。そういう億味で私はこの2年聞は

大変な成果があったと思います。

　ただ，INFOEの冒頭で合意されましたよ
うに，何分にもこのINFCEは技術的もしく
は分析的な研究，言うなれば勉強会であって，

これは外交交渉ではないんだ，その結果がいか

なる国をも拘束するものではない，という建て

前になっております。従ってINFCEの結論
がこうなったからこうだとか，こう書いてある

からこうじゃないかと言いましても，それは必

ずしも相手に対して説得力を持たない。そうな

るという保証はないわけです。やはり各国が

INFCEの2年4カ月の成果をじっくり勉強
し直して，その上に立ってこれからの各国のポ

ストINFCEの原子力外交というものを再構
築しなげればなりませんgですから，INFGE
の大作業を生かすも殺すも，これからの各国の

努力にあるということが言えると思います。

　INFCEそのものにつきましては，先程も
申しましたとおり，』ここでは割愛させて戴いて

いきなり本論のポストINFCEの問題に入り
たいと思います。ポストINFGEの問題を議
論する時にはたくさん問題がありますので，私

はこれを便宜上3つの問題に分類した方がよい

と思います。

　第1番目の問題は，狭義のポスト1NFCE
問題でして，INFCEの最中から問題になっ
ていて，報告書にいろいろ書かれておりますこ

とが，INFCEの後にも続いていくという作
業で，どちらかというとこれは制度絡みの問題，

つまり新しい制度あるいはレジームを作るとい

う問題が中心です。

　具体的に申しますと，先程来ご指摘のありま

したIPS，ISFM，これらは何れもIAE
Aにおいて，すでに1年ないし2年目聞，IN
FCEと並行して作業をやっておりまして，こ

れから後なお1，2年続く予定です。

　それからもう1つは，供給保証の問題です。

これはIAEAのエクルンド事務総長が非常に

熱心で，先般12月のインドでのIAEA年
次総会の時にも特にこの点を指摘されまして，

IAEAの中に長期供給保証の問題を扱う場を
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作ろうという提案をされております。

　実は図心からウィーンでIAEAの3月理事
会が始まっておりまして，現在ウィーンでもこ

の問題をいろいろ議論しているかと思います。

この過程で，恐らくはINFBの問題とか，あ
るいは石油の緊急融通制度にならったウランの

緊急融通制度のような問題も出てくるかと思い
ます。

　しかし，こういう新しい制度を作るという問

題は，なかなか急には効果が表われませんし，

また多国間でいろいろの制度を作る場合には，

それを運用するに当たっていろいろな実際上の

困難があるわけです。従って，その速効は期待

し難い。となりますと，すぐにやらなげればな

らないのは保障措置の問題だろうと思います。

これは古くて新しい問題で，ポストINFGE
もやはり保障借置をさらに一層技術的，制度的

に改良してやっていくということが，各国の共

通の認識としてあります。これもまたIAEA
が中心となってやっていく作業だろうと思いま
す。

　それから，ついでに申しますと，核物質防護

（PP）問題，これも当然大事な問題です。

先立って，昨年の暮れにウィーンで，これも

IAEAの主催で国際核物質防護条約（通称P
P条約）が採択され，一昨日，3月3日にこの
条約が署名のために開放されました。わが国も

この条約に対して適当な時期に署名批准をしな

ければならないと思われます。

　以⊥が第1のカテゴリーの問題でしてタ人に

よって若干定義が違いまずけれども，私どもは

普通これを狭義のポスト1NFCE絡みの問題
と考えているわけです。

　第2番目のカテゴリーの問題と言いますのは，

これは主として2国間の原子力協力協定の改定

交渉，あるいはすでにある原子力協力協定の運

用に係わる問題です。

　ご承知のように，日本も6つ7つの国と正式

に原子力協力協定を結んでおります。そのうち

特にわが国にとって重要なものは，資源の供給

国であるアメリカ，カナダ，オーストラリアと

の2国間協定です。そこで特に問題になるのが

先程フィソシャーさんも指摘なさいました，い

わゆる事前同意：の問題，即ち再処理とカ㍉　20

分の1以⊥の濃縮，それから使用済み燃料等の

第三国への移転，こういつたことは供給国，つ

まり輸出してきた国の事前の許可がなければ，

できない建て前になっているという問題がある

わけです。

　このうち特に，再処理のために第三国に移転

する問題については，皆様ご承知の通り，俗に

MB壷10という問題がありまして，これは米
政府のMB幸10という書式によるところの許
可申請を行って，その許可が下りないと移転で

きないという定めになっております。この許可

というのは米政府の新しい原子力政策が1977

年の初頭にできましてからは，1NFCEの期
間中に限りケ…ス・バイ・ケースということで

許可がおりていたわけですけれども，何分にも

いろいろ不確定要素がつきまとうということで

各国で問題になったわけです。

　米政府もいろいろ苦慮していると思いますが，

この点はINFCEにおいても，特に私がたま
たま個人的に関与した第3部会において非常に

問題になり，今後の事前同意権の行使について

は，できる限り相手国に迷惑のかからないよう．

に，予め決められた，しかも予測可能な基準に

基づいて行使すべきではないだろうかという結

論が出ております。こういつた点が今後の2区

間原子力交渉，あるいは協定運用の面で生かさ

れるだろうと期待しているわけです。

　第3番目の問題は，開発途上国との関係です。

INFCEでも「開発途上国の特別のニーズ」
という標題のもとに検討されたものですが率直

に言いまして，私の後で発言なさるオスレッド

カルさんが当然言われるかと思いますが，十分

な研究成果があったとは必ずしも言い難いもの

です。これはポストINFCEの問題として持
ち越されていることだと思います。

　たまたま今年は8月目NPTの再検討会議が
開かれますし，83年以前に国連主催で大きな

原子力平和利用に関する国際会議が開かれるこ

とになっております。これは正しくオスレッド

ヵルさんのアイディアと申しますか，オスレッ

ドカルさんの代表するユーゴスラビアが主導権

をとって昨年の国連総会でそのように決定しま

した。遅くとも83年には開かれることになっ

ており，これは大変に重要な会議になろうかと

思います。

　そこで私は，残りの時間をいただきまして，
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特にこの原子力平和利用における開発途⊥国と

の協力の問題について簡単に申し⊥げたいと思

います。

　まず，そもそも開発途上国にとって原子力と

は何であるかという問題ですが，これは最初か

ら大変に技術集約的なエネルギーである原子力

を必要としなければならないということはない

わげで，現に原子力を必要としない国があるわ

けです。そういう国にとっては太陽熱だとか地

熱だとか，いろいろな原子力に代わるエネルギ

ーがあるわけですからそういったエネルギーの

開発のお手伝いをしなげればならないという問

題があります。それが一点。

　それからもう一つ，原子力の中でもR1利用，

放射線照射の利用というようなものは現にいろ

いろな国でもニーズがあるわけでして，日本も

アジアに対しては特に地域協力協定（RCA）

を結んで，昨年から鋭意協力を行っているわげ
です。

　それからもう1つの側面は，これは実はエク

ルンド事務局長がかねがね指摘されている点で

す。即ち，原子力平和利用の先進国と後進国と

の関係は，先進国が原子力開発をすればするほ

ど，その分だけ石油に対する依存度が減ります。

その分だけ石油マーケットのプレッシャーが減

るわけです。従って，原子力をやらない開発途－

上国に安く石油が回ることになり，言い換えま

すと，原子力が先進国で進めば進むほど開発途

」二国にとって望ましいわけで，そういう観点も

含めてこれからの原子力開発をやらなげればい

けないということです。私はこれは非常に重要

な点だと思います。

　ところで，この原子力をやるという決定をす

る場合，それにも問題があるわけでして，まず

第1に入材養成の問題があります。この問題に

は法制面，原子力の運転技術面，それから公害

立地問題，環境問題に携わっているいろいろな

専門家が各国にいるわけですから，このような

問題についても国際協力によってやって行かな

ければならないと思います。

　もう…っは，技術移転の問題です。これは非

常に重要な問題でして，8月のNPT再検討会
議あるいはそれ以後に：重要な問題になると思い

ますけれども，これはどういうテクノロジーを

どういう形で移転していくか，大変に難かしい

問題があろうかと思います。

　最後に，サービスの開発途⊥国への提供とい

う観点があります。これは昨日有澤原産会長が

いみじくもご指摘になりましたように，先進国

として独自に再処理・濃縮等を営む国は，開発室

⊥国に対してそういうサービスを提供すべきで

あるということが，INFCEの結論としても
言われているわげです。段階的にいろいろな国

がその時その時のニーズに応じて原子力開発を

やっていくという現実的なアプローチであろう

かと思います。

　何れにしても，こういう2国聞，多国間とい

ったいろいろのレベルでのいろいろな作業，交

渉，協議というものを通じて，これが段階的な

プロセスを経て発展しているわけです。その過

程でいくつかの新しい協定とか宣言，ガイドラ

イン，コード㊤オブ・コンダクトというような

ものが作成されるわけです。それがやがて集大

成されて，もっとフォーマルな条約，例えば，

原子力の平和利用に関する国際条約というよう

なものができるかもしれないわけです。その結

果，新しい原子力平和利用秩序というものがで

きるのだろうと思います。こういつた方向は，IN

FCEの報告書の随所で示唆されております。

　何れにしても，これからのポストINFCE
に当たって，こういう動きがどちらの方向に発

展していくか，どの程度合理的に発展していく・

かということは，各国の努力にかかっているわ

けでして，わが国も世界第2の原子力発電国と

して，そういった努力に応分の働きをすべきで
セまな㌔・カミと、思㌔・ます。

　大島議長　ポストINFCEの問題点を大き
な3つの方向でご指摘いただきましたけれども

またいろいろの問題については後でご議論載く

としまして，今お話のありましたユーゴスラビ

アのオスレッドカルさんからお話しを載きたい

と思います。

醤1讐蕪織．

われるいくつかの事実について申し上げておか
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なければなりません。

　原子力の重要性は，その不利な点をも含めて

最近ようやくユーゴスラビアでも認識されるよ

うになってきました。原子力は平和目的にのみ

利用されるべきで，軍事的，経済的あるいは政

治的圧力の手段とするべきではないと強調され

ていながらも，原子力の平和利用と経済的およ

び社会的発展のための原子力技術は，どこの国

も他国に譲れない権利だと考えています。あら

ゆる形のエネルギーの問題を含む今日の世界の

エネルギー情勢の下で，この問題は以前よりも

国際的関心を集めるようになって，このような

傾向もより強くなっています。そこで，ユーゴ

スラビアは非同盟運動の提唱国の一つとして他

の諸国とともに，非同盟圏の中で，原子力の平

和利用に適した環境を作るべく努力してまいり

ました。1979年にハバナで開催された非同
盟諸国首脳会議では原子力について論議し，非

同盟国と開発途上国の相互協力を支持しようと

の結論を得ました。また，原子力の問題を，完

全に経済的および政治的（および核拡散の）問

題の中に包含するような形での国際協力は少な

くとも今までのところは無いという点で意見の

一致を見まし．た。そこで1983年までに原子

力にに関するあらゆる問題について討議するた

めの国連会議を開催するという提案を支持する

ことにしたのです。

　原子力には軍事利用のリスクがあるという見

解から，いかなる形の核兵器使用に対しても，

また，水平的あるいは垂直的核拡散に対しても

反対するという国際社会で合意に達した方法を，

ユーゴスラビアは常に支持する立場をとってき

ました。ですから，ユーゴスラビアは保障措置

をも含めてIAEAのすべての活動に協力して

きましたし，またNPTにも最初に調印し批准

しました。そしてまた，NPTに内在する差別

的本質や相互義務のあいまいさに対する不満を

も表明し続けてさたのです。

　電力需要の増大に対処するために（原子力発

電の分野で）ユーゴスラビアは最初の原子力発

電所の建設に着手しました。それはクルスコ原

子力発電所で，ウエスチングハウス社のPWR

63万kW規模のものですが，現在，完成に近
づいています。最近さらに電力計画の中で原子

力発電計画拡張の準備が始められました。

わが国は水力発電にはこれ以上あまり期待でき

ないことがはっきりしており，石炭埋蔵量も十

分でなくその埋蔵地域は主要電力消費区域から

遠く離れた場所にあるため，エネルギー必要量に

対する原子力の役割を増大しなげればいげない

でしょう。それに加えて水力または石炭の場合

は環境問題の起こる恐れが大きくなってきまし

た・このため2000年頃までに原子力発電設
備容：量は1，000万kW程度にしたいと考えて
います。

　原子力発電の需要を満たすにはある程度の基

本条件が必要でしよう。第1にユーゴスラビア

の産業と技術はさらに能力を高めるため，可能

な限りの拡大が必要とされ，同時に貿易収支を改

善するよう最大限の努力をしなければなりませ

ん。ユーゴスラビアの重工業と技術は，例えば

大規模水力発電所を造り⊥けましたし，また国

際協力の下に原子力発電所の機器も製造しまし

た。しかしこれは，ウエスティングハウス社の

ターン・キイ契約下では期待したほどは使われま

せんでした。

　第2に核燃料サイクルについて，外国資本の

影響を無くし，」供給信頼性に関する国家保証を

最大限にする方法を追求しなけれぽなりません。

自国内でのウラン供給の確保を試みましたが，

それが不十分であるため，国際協力を求めてい

ます。また同時に自国内の核燃料サイクル能力

を開発し，適当な協力国を得てその不足部分を

補っていく方針です。

　ユーーゴスラビアのこの自力開発を必要とする

状態は，開発途上国や原子力導入の初期段階に

ある国々に非常によく似ています。ここで特に

強調しなければならないのは，原子力発電開発

へのわが国の産業および工業力の傾注は，他の

すべての分野の工業化に対して貢献するところ

が大きいということです。即ち自立的産業発展

の基礎を作り土げるのに貢献するということです。

　我々としては，わが国の原子力発電とその施

設を開発するにあたっての国際協力に何の偏見

を持っていませんし，また他：方，もしそういう

状況が整えば原子力の平和利用に関する核燃料

サイクル技術を開発し獲得する権利を放棄する

つもりもありません。

　さらにまた，将来の原子力発電所に軽水炉を

とるか重水炉をとるかについても先入感は持つ
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ていません。我々が主として考えているのは，

国際社会の合意を得た，また今後得るであろう

ところの核不拡散手段に注意を払いながら，し

かもまたいかなる環境下でも「機微技術の施設の

数を増やすのは世界の平和に脅威を毒えること

になる。」という考えを認めることなく，信頼で

きる供給を得ることと他国の干渉からの独立を

図るということです。

　我々はIAEAの原子力推進，特に開発途上
国への援助の機能と並行して保障措置機能を今

後も維持していくべきであると考えています。

しかし塗がら技術的手段によって（水平的ある

いは垂直的）核拡散の問題の根を断つことはで

きません。この方向での進歩は，NPTの義務
の実行における進歩をも意味していますが，実

際には進歩は見られておりません。

　核燃料サイクルや炉型を決定するにあたって

もう…つ我々が考えているのは相手国との協力

方式と一一つだけの原子力発電所建設ではなく原

子炉のシリーズ生産の可能性です。わが国の産

業界は最初の原子力発電所以後の計画も可能で

あると確信を持っており，また基本的には核燃

料サイクルの選択は時間をかけて行うべきであ

ると考えています。機器製造に関する相手国と

の協力体制は，もちろん核燃料と核物質の供給

とサービスの取り決めにも強く依存することに

なりましょう。

　資金問題が原子力計画の実施に当たって重要

なパラメータとなるのは明らかです。なぜなら

大規模な計画についてはユーゴスラビアが財源

の相当部分を外国からの借款に頼らざるを得ない

のはご存知の通りだからです。

　そして最後に，特に核燃料サイクルに関する

経済性が：重要であると考えます。しばしば論議

の中で指摘されているように，小国あるいは開

発途⊥国におげる核燃料サイクルの保持は経済

性が伴わないので先進工業国の施設を途上国が

利用すべきだと言われています。この考えは明

らかに，供給の信頼性が損なわれず供給国への

政治的依存あるいは供給国からの政治的圧力が

増大しないという仮定の下でのみ成立するもの

です。もし次のような経済的考察を加えてもこ

の仮定は正しいと言えるでしょうか。即ちH。

バーバー氏（前インド原子力委員長）が言った

ように「あなたの持っていないエネルギーがも

っとも高価であや。」また，　「国家の自由の代

価はどのぐらいになるのか。」の2点です。恐

らく情勢はいろいろと変えられるでしょう。核

物質やサービス，技術，．機器の自由な交換や相

互理解を深める環境作りの条件を整えることが

必要であり，それによって国際間の協力が刺激

されるでしょうし，またいまだ国内事情が混乱

しており十分に独立性をかちとっていないよう

な新興諸国の感情も良くなると考えられます。

同時に，相手闘問の不信感を取り除くことにも

なると思われます。

　十分な情報を得ていない入は，なぜユーゴス

ラビアは燃料や機器の供給信頼性，政治的圧力，

独立性などにそんなに敏感なのだろうかといぶ

かしがることでしょう。その理由を説明するの

に，ユーゴスラビアが歴史の中でごく最近まで

自由と独立のためにどのように戦わなければな

らなかったか，またそれにどのような値打ちが

あったかにまで歴史を遡るのは挙げたいと思い

ます。原子力分野での実例を示すだけで十分で

しょう。

　このような見解と原則と実際に沿って，前に

も述べたように，ユーゴスラビアはNPTを批

准・調印しIAEAのフルスコープの保障措置
を受け入れてきましたし，またこうした取り決

めを放棄したり他の国際的公約を被る素地を作

るようなことはしておりません。ですが，まず

わが国の最初の原子力発電所建設が順調に進行

した後で供給国政府は一方的に引き続いての輸

出許可に伴う付加条件を要求してきました。こ

の件についての協定成立以降，ついで供給会社

は建設期間と価格を変更し一これはほとんど

その会社の内部事情によっておりますが，その

ためターン・キイ契約の実施が困難になりまし

た一供給と作業の中断について交渉中です。

この事実を供給国の印象を損なうことなく説明

するのは困難です。さらに同様の立場に置かれ

たいくつかの国の経験からみて，投資家の利益

や計画の過程に影響するような何らかの要求を

持った，供給国側の第三の組織が出現するのは

特に驚くべきことでもありません。これらの行

為はそれぞれ独立しているように見えますが，

投資側から見ると同調した行動と思えます。我

我にとってはどれも国際政治や国際貿易の新現

象で，あたかも脅迫状をつきつげられてるよう
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な感じです。これによって国際的信頼感が著し

く損なわれ，輸入に依存する国は不安を抱くで

しょう。我々はICGNEの次の言葉を信じま
す。　「国際原子力供給における信頼は単に言葉

の一しだげのものではない。それは供給国の言行

一致の行動によってのみ成立するものであり，

国内法によって撤圓されるのではな潤て補強さ

れ，必裳に応じた公式的な保証で強化されるな

ど，あらゆる面で実証できるものである」。国

際間の信頼の問題は，それ無しには国際協力は

あり得ないという理由からg原子力産業の発展

には最も重要であると思います。この点こそこ

の大会でも多くの論議が行われ，またINFCE
でも何度か措摘されていることです。

　私は，他の多くの方々と同様に，1NFCE
は原子力利用に関する多くの問題について非常

に立派な結果をもたらしたと確信します。しか

しながら，核拡散の危険をいかにして減少する

かを研究しはしましたが，核燃料サイクルにお

げる核拡散防止の技術的解決法として受げ入れ

やすい手段を見出す｝それを誰もが期待してい

たのではないかと思うのですが一一ことと，核

物質と技術を悪用するリスクの増大は，特別な

核燃料サイクルを導入すれば阻止できるとの確

信を得ることには失敗したと思います。INFCE

はまた，開発途上国に特有の問題を多く解決

しました。それらの問題は技術的なものばか

りではありませんけれども。INFCEの報告
書の中では技術的問題とされていても，それら

はほとんどが政治的か，あるいは財政的にしか

解決できない問題です。

　現在IAEAに求められているのはINFCE
とは無関係に以前に発足した国際プルトニウム

貯蔵と使用済み燃料管理の問題を積極的に進め

ることです。それともう一一つはニューデリーで

エクルンド事務総長が発表したように燃料，核

物質，技術，機器などの供給保証問題に着手す

ることです。後者の問題は次のような理由から

す谷ての輸入国と開発途⊥国によって特に重要

です。その理由は「長期供給の保証がなければ

すでにいくつかのINFOEに参加していない
国にみられるように，自国の経済や技術的基盤

が最：適な状態に到達する時期を待たず自国内で

の核燃料サイクル政策をとらざるを得なくなる。」

というものです。

　以上3つの分野における活動は程度の差はあ

りますがすでにIAEA憲章の中に述べられて
いますので前進させるべく強く支援するべきで

す。今日の非常に複雑な国際情勢の中で国際間

の信頼を培っていくためにIAEAは：重要な役

割を担っており，その活動をより積極的に進め

ていかな：ければなりません。特に今後の活動を

進めるに当たっては開発途上国との関係が重要

です。例えば，もし開発途土国がIAEAの援

助のもとに国際供給保証一1NFCEによれ
ば供給保証は核不拡散目的に沿うものだそうで

すが一計画に参加できるようになれば，現在

の感覚を越えたいわゆる技術援助の構想を立て

なげればなりません。先進工業国は供給国とし

てこのような開発途一ヒ国の市場に深い関心を持

っているのは疑いもないことであり，至AEA
のこの種の活動は有益でありさまざまな方法で

支援する価値があることを認めるべきでしょう。

　来たるべき第2回NPT再検討会議について
王NFCEがどのように関連するのか，また，

NPTへの期待と実行とのバランスにどのよう

に影響するのか，あるいはまたNPT精神の進
展とその受け入れにどのように貢献するのかは

誰しも関心のあることでしょう。

　理想と現実の差は悲しいほど大きく，INFCE

の結論も現状においてはそれを改善することは

できないでしょう。皆さんは劃pTが第3条だ

げ実際に行われていると認識すると同時にNPT

以前も以後もNPT未批准国の多くが保障借置

を受け入れていることに気づかれると思います。

他の条項はほとんど実施されておらず，無視さ

えもされています。多数の原子爆弾が拡散し温

々に恐怖を．与えています。さらには原子爆弾の

開発と製造競争は止むことなく拡がっています。

技術移転は促進されず，逆行していると言えま

しょう。

　NPTとは無関係に保障措置を受け入れる国
が増えていますが，これは各国が国際的な平和

と相互管理を望んでいることを反映していると

思います。そしてこのように考’える国が次第に

増えていくことに希望が持てます。他：方gNPT

の実施に世界が失望した今ではNPTに参加す
ることの意義を説くことができなくなりました。

NPTの全条項が真剣に実施されるようになる

までNPTが世界的に受け入れられることは期
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待できません。

　私は「この条約の前文と条項の目的が実現さ

れつつあるという仮定のもとに，この条約の運

用を再検討するために，」という前提で一体何を

再検討会議に委ねることができるのかと疑わし

く思っています。

　INFCEの結論が今後どれだけ貢献できるか
は，はなはだ疑わしいと考えます。

　結論として，私は今日の原子力の問題は核不

拡散とか技術的問題を越えたものであると考え

ます。原子力問題は今日の世界の政治的問題と

深く係わりあっており，それゆえに，そのよう

な：方向で，来たる国連会議で討議されるべきで

す。たとえそれが非常に困難であるとしても，

そうした会議によって，原子力を限られた狭い

範囲の問題として討議した場合よりはずっと一

般的に受け入れられやすく，もっと持続的な解

決手段が得られると思います。

　大島議長　次に，先程から皆様が分析的な面

をお願いすると言っておられましたバーターマ

ンさんにお願いしたいと思います。

　パー～ターーマン　私は時鳥

を得たこの時期に，原子力

産業と核不拡散という重要

な問題について，日本原子

力産業会議で皆さんに私の

意晃を述べさせて戴く機会

を得たことに対し深く感謝

の意を表したいと思います。時宣を得たこの時

期と申しましたが，その理由は過去2年間にお

ける最も国際的に重要なでき事であるINFCE
がつい先週その役目を正式に：完了したからです。

　INFCEの調査結果は関係国を正式に拘束
するものではありませんが，この分野における

新しい緊急を要するコンセンサスを作り上げる

上で技術，経済面における具体的根拠となるも

のと思われます。

　INFGEの結論のほとんど全部が70回国
以上の政府および国際機構によって支持されて

おりますが，これは今後のため無視できない事

実です。関係各国の政府は，INFOEの調査
結果の報告を受けて，それを十分検討の一．ヒ，そ

れぞれ適切な政治的結論を出すものと思われま
す。

　私はINFCEの調査結：果が，核拡散の危険

を最少限に抑えながら二二各国に原子力の使用

を許すための国際的な合意を作り⊥げる要素と

してどういうものがあり，それらが世界各国の

原子力産業にどういう意味を持っているか，と

いう問題を申し上げる前に，INFCEの討議

を傍聴したものの1入として，私は1NFCE
の主要な嚇論について簡単にお話ししたいと思

います。その主要な結論はこれから述べる通り

ですが，申し上げる順序は優先順位を示すもの

ではなく，先に述べた：『NFC居の基本任務の

順序に従って並べただけのものです。

1．　原子力は：・今後50年にわたる将来において

　世界のエネルギー需要を満たす面でますます

　大きな役割を果たすことが期待される。

2．各国が選ぶ原子炉戦略とは別に，ウランの

　探鉱および生産を増強し，ウランの産出国，

　消費国およびその関係機関または民間産業が

　共同して，原子力開発を阻害している環境問、

　題，政治的，経済的，社会的その他の制約を

　克服するための努力を…層強化することが焦

　眉の急務である。

3。一国の燃料サイクルの選択は，さまざまな

　技術的，経済的，社会的，財政的ならびに制

　度的な諸要因によって左右される。一国が自

　国の目的および必要に応じてウランを実際的

　にどう入手すべきかという問題は，例えば増

　殖炉を採用すべきか，採用するとしたらいつ

　にするか，使用済み核燃料を再処理する必要

　のない使い捨て燃料サイクルを採用すべきか，

　あるいは燃料サイクルを完結すべきか等を決

　定する一上において，非常に重要な意味を持つ

　ている。これらの要因は国によってそれぞれ

　異なり，違った評価と判断へと導く。核燃料

　サイクルの決定のために多元的分析的枠組み

　を1NFCEが共同で作成したことは，最も
　重要な成果の…つであると考える。ここに各

　国が経済的，技術的合理性を基準にそれぞれ

　の燃料サイクルを決定し得るとした理由があ

　る。

4．プルトニウムが持つエネルギ・一三としての

　価値が無視できないということが認識された

　（この点については実際には…部の国に対し

　てしか意味がないかも知れないが，燃料の再

　処理，増殖炉の開発および軽水炉へのプルト

　ニウム・リサイクルの項で詳細に説明します。）。
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　増殖炉については，最初の高速増殖炉（FBR）

　の建設に多額の資金が必要なこと，その開発

　費，資本コストの節減の可能性費発展途⊥国

　における増殖炉の早期建設の経済的財政的不

　適性，ならびに国際協力の合耀性等に関し重

　斜なコンセンサスが得られた。

5，世界各国が原子力を利用することができる

　ようにするため，核燃料，技術および：重水の

　供給を保証することが重要であることも認識

　された。特に燃料供給の中断を避けるため，

　その供給を保証するための機構を改善する必

　要が認められた。非常事態が発生した場合に

　それに効果的に対処するための制度的提案が

　なされた。

6，核燃料供給の保証は，核拡散の危険を最少

　限度に抑える⊥で有効である。核燃料の供給

　を最大限に保証することと，核拡散の危険を

　最少限に抑えることは撃相互補完の関係にあ

　る。

7．核燃料サイクルのいわゆる「センシァィブ・

　ポイント（機微な点）」の一部に内在する核

　拡散の危険に関する各国の懸念が強調された。

8．核拡散は基本的に政治的な問題であって技

　術的な問題ではない，ということが再度確認

　された。技術的見地から見た場合，核拡散の

　危険が全然ない核燃料サイクルは存在しない。

　その危険を皆無にする技術的手段もない。原

　子力発電のための燃料サイクル設備を建設し

　使用することは，核兵器を製造するために最

　も安易で効果的な方法というわけはないが，

　時と場合によっては，それを助長することが

　あり得る。

9．種々の核燃料サイクルにまつわる核拡散の

　危険に関するある判断が，現在および将来に

　わたって興野的に正当であるとは言えない。

10　ウランープルトニゥムサイクル以外の核燃

　料サイクルを効果的に確立することができる

　のは，西暦2000年以降のことであるので，
　それらを実用化するまでには相当な時間を要

　する。従って，それらの核燃料サイクルの開

　発に関する問題は，本報告から割愛した。

11　核拡散の危険を最少限に抑えながら原子力

　は世界各国で利用できるであろう。

先に申しました1NFCE報告の基本となる

2つの項目を調整するため一私はこれがINFCK

の調査結果の最も重要な点であると考えますが

一いろいろな対策が提案，討議され，　ま
た実施項昌も提案されております。それらの対

策の中には，次のものが含まれています。

○　原子力発電および核燃料に対する需要の予

　測方法を改善すること（この点に関しては，

　すでに｝AEAシOECD・NEAおよび
　IEAによって行われているかと思います。）。

○　ウランの探鉱および生産を促進し，探鉱技

　術を改善するため一層努力すること。

o　核燃料の入手に関する情報システムの改善，

　健全な当用買い市場の創設，供給が中断さ

　れた場合に対処するための緊急借置体制の確

　立。例えば，国別および地域別の緊急国際核

　燃料プール制もしぐは国際核燃料銀行の設立

　等の諸機構を作り上げることによって，核燃

　料の供給保証を改善すること。

○　平和目的のため原子力の使用を希望するす

　べての国々が原子力を利用できるようにし，

　さらに外国の主権と技術開発の国家的要請を

　尊重しつつ核拡散を回避するような方法でこ・

　れを達成することの必要性。コモン・アプロー

　チを追求することにより，原子力通商に対す層

　る各国の信頼を回復すること。

○　特殊な轡型に対しては例外措置をとること

　が必要であり，既存の原子炉の改造に対して

　は予算措置を講ずる必要性を生じるという新

　たな問題をひき起すかも知れないが，新規の

　研究炉用の核燃料の濃縮度を引き下げるため

　の研究開発を行うこと。

○　再処理技術における改良型核散防止抵抗技

　術一・これには増殖炉燃料サイクルも含む㎝

　の開発や実証の必要性。例えば共同立地，混

　合転換など。

（）　現在採用されている保障措置の費用・使益

　を改善し，特に大規模の核燃料サイクル設備

　に対する物質計量管理技術を補完するような

　封じ込め監視を強化，適用すること。

O　IAEAの規則に従って，余剰プルトニウ
　ムの管理体制を確立すべく引き続き努力する

　こと。

○　使用済み燃料の国際管理の方法に関する討

　’議を続けること。

○　小規模の原子力発電計画しか持っていない
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　国々に対して，例えば適切な取り決めを行う

　ことにより，参加各国に核燃料の供給を保証

　する等の個々の具体的な条件が整うことを前

　提とした上で，ある国の核燃料サイクルを利

　用させることによって，あるいは多国間核燃

　料サイクル施設の利用のための国際協力を改

　善すること。

○　核燃料サイクルに関する各国の利害および

　政策の不一致からくる諸問題を円滑に調整す

　るための2国間および多国間の協議を引続き

行い，それらの協議はコモン・アプローチに

　発展し，最終的にはより公式的な形をとるよ

　うにしていくこと。

　1NFCEは現在各国が追求すべき政治的行
動の基礎となる共通の事実を提供していると思

います。その決定は各国の政府が行うことにな

りましょう。この調査報告自体はあくまでも調

査報告であって，関係各国を拘束するものでは

ありません。INFCEはこれをもってその任
務を全うしましたが，その内容の実証と交渉の

ための行動がそれに続くべきであると考えます。

研究炉用低濃縮燃料要素等の技術開発や，大規

模な核燃料サイクル施設に対するより改善され

た保障措置の適用が，技術的に実証されなげれ

ばなりません。IAEA等において取り扱われ
ているいろいろな問題，例えば余剰プルトニウ

ムの管理問題に関する専門家間の討議は，具体

的な交渉の形をとるようになるかも知れません。

　核拡散の危険：を最：少限に抑えながら世界各国

の原子力利用をいかに可能にしていくかという

世界的コンセンサスを作り上げるための概要を

示したINFCE報告の要素は何でしょうか。
私はそのような要素のいくつかについて話して

みたいと思います。

1）世界のエネルギー需要を充足させるために

　は，原子力の平和利用は否定されるどころか，

　今後ますますその：重要性を増すことでしょう。

　発展途上国にとって原子力の平和利用が重要

　な役割を演じることは可能ではありますが，

　そういう国にとってそれがすべてを解決する

　万能薬というわけではありません。

2）核燃料サイクルの種類の決定を導くに至る

　いろいろの要因により，各国はどういう核燃

　料サイクルが最善なものかということに関し

　て異なった判断や認識をします。どのサイク

　ルを採用するかは，国際義務に抵触しない範

　囲において，各国が独自に決定すべき事柄で，

　他国が決める特質のものでないことを認識す

　べきです。

3）核燃料消費国に対しては，核燃料供給国が

　自国の政策，特に核不拡散政策に基づく干渉

　により，核燃料の供給が不安定になることを

　最少限度に抑える必要があります。この点に

　関しては，例えば核燃料の安定供給をより確

　実にするため，世界共通の機器，基準および

　慣行を開発することにより，核燃料供給の安

　定性を向上するための一定の原則および対策

　を講じる可能性があります。

4）いろいろな技術，制度および保障措置に関

　する対策を講じることにより，核拡散の危険

　を最少限に抑えながら，原子力を世界各国の

　利用に供することができます。そのような対

　策はすでに実施されているものもあり，今後

　更に開発しなげればならないのもあります。

5）世界的なコンセンサスを作り上げるための

　努力は，核燃料供給国および消費国が…体と

　なって，核燃料および原子力技術の開発のた

　め協力する以外に方法がなく，それは国や特

　定のグループだげでできるものではありませ

　ん。

　INFCEの報告が原子力産業に与える影響
について申しあげる前に，事前同意権という問

題を簡単に話してみたいと思います。私は一部

の人が，INFCEは原子力に間して引き起こ
される政治的問題を解決することができない，

という意味のことを言っているのを聞いたこと

があります。私はこの発言を快くは思っていま

せん。と申しますのも，INFCEは外交上の
交渉でもないし，政治問題を解決するという任

務も全然持っていなかったからです。

　INFCEは事前同意の問題に関し：重大な発
言をしたのです。各作業部会がそのような事前

同意権に対してとった反応は，そのような事前

同意権は核燃料および核技術の供給確保と核

拡散の防止という相互補充関係にある一般に認

められた問題とは，何らの関係もない，というこ

とをはっきり示しております。第1，第2，第

3また第6作業部会で，そのような権利が討議
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された時，必ずと言っていいぐらいにそれに対

する反論が持ち上がりました。しかも，そのよ

うな権利を認めるとしても，それが将来いかな

る基準に従って，いかなる場合に行使されるか

をはっきり示すべきであるとの要求が出されて

おります。そのような事前同意権が主として適

用される核燃料サイクルの部分，つまり，再処

理は核拡散を理由に拒否されるべき活動ではな

いことが確認されたのです。それどころか，そ

れらの活動は各国それぞれのエネルギーや経済

の事情によって，塗れなりの正当化の根拠がある

ことが判明したのです。さらに，INFCBは
技術，保証措置，制度面における他の手段をと

ることによって，核拡散の危険を効果的に予防

することが可能であるとの一致した見解を示し

ております。

　私はこれらの考え方および事実がヲこの重要

な問題を取り上げる今後の討議において，考慮

に入れられるものと思います。

　最後に，INFCEは一一方的な措置によるので

はなく，関係諸国が協議することが，今後の行

動にとって重要であることを強調しております。

　皆さん，ここで私はINFCEの調査結果が
原子力産業にどういう意味合いを持つか，とい

うことについて私の個人的意見をいくつか述べ

てみたいと思います。政府の役人という立場上，

個人的見解とはいえ微妙な問題ではありますが，

皆さんのご了解を得て申し述べて見たいと思い
ます。

O　INFCEの調査結果は，原子力産業がそ
　の事業を推進する上において，新しい励みに

　なるものと思われます。各国の原子力産業は，

　自国および世界のエネルギー需要を満たす面

　で原子力が果たす役割やいろいろな核燃料サ

・イクルの選択について論議する際，例えば国会

　での討議，公聴会，出版物によるこれらの問

　題の検討において，自分の主張の根拠として

　INFCEの調査報告を利用するでしょう。

　ここで私たちは，INFCEの調査報告は70
　力国の専門家および国際機構から派遣された

　専門家が，この新しい技術を今まで類例を見

　ないユニークな手法により鋭意検討して得ら

　れた成果であることを忘れてはなりません。

○　ウランの生産国および消費国の原子力産業

　は一致協力して，合弁もしくは網互投資等に

　より，ウランの探鉱生産のため一層の努力

　をしなければならないと思います。ウランの

　供給が中断された場合を考え，より効率的な

　供給システムを創設したり，核燃料の当用買

　い市場を設置したり，各国の核燃料の入手可

　能性に関するより有効な情報システムを作る

　などの努力をすべきであると思います。

○　各国の源子力産業は，西欧諸国が日本と行

　つたように，高速増殖炉の開発といった資金

　もかかり，技術的にも機徴な分野においては，

　以前にも増して協力して行動すべきです。同

　じ方法が核燃料の再処理の分野でも行われる

　べきでしょう。

○　小規模の原子力発電計画しか持っていない

　国々のためにその使用済み核燃料の再処理を

　引き受げ，それらの国々が原子力を使用しやす

　くするために，今世紀末までに十分な暫定的

　使用済み燃料貯蔵能力を作り上げるべきです。

○　各国の原子力産i業は，発展途上国の財政，

　資源肺よび政治的情勢を考慮しながらgそれ

　らの国々のための共同戦略を練るべきです6

0　各国の原子力産業は，　「核不拡散のための

　研究・開発・実証」プロジェクトのためそれ

　ぞれの国の政府と引き続き積極的な協力をす

　べきであり，その研究開発課題としては，研

　究炉に使用するための核燃料要素の低品位濃

　縮，大規模な核燃料サイクル施設に適用され

　る保障措置，現在東海村で試験されているよ

　うな再処理技術の開発等が考えられます。

○　各国の原子力産業は，今後提起されること

　が予想される余剰プルトニウムの国際貯蔵体

　制，外国の千渉や他の不確実性を受けない核

　燃料商取引きに対するコモン・アプローチの

　策定に関する政治的協議において，関係諸国

　とともに積極的な役割を果たすべきです。

　INFCEによって提供された貴重な猶予期
間は建設的に活用され，その結果各国間の意見

の差が縮まり，今後予想される政治交渉のため

事実に立脚した基礎ができ上がったと思います。

1979年12月に発行された「ニュークリア
・エンジニアリング・インターナショナル」の

誌上で今井隆吉氏は，INFC鶏を今後より非
公式的でより非技術的な，しかもより弾力的で

より政治的な任務にそって再編成すべきである
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と提案していますが，それはIAEAのような
機関がやるべき仕事で，IAEAがその面でど
のような役割を果すことができるかを，各国政

府が検討すべきです。

　なお，INFCEの調査結果は，近い将来に
おいて各国政府がその政策論議に反映すべきで

す。その政策論議の場としては，

○　臼米間の交渉

0　1978年アメリカ核不拡散法（NNPA）．

　第304節に基づくユーラトムとアメリカと

　の協議

○　核燃料の移転や天然ウランの供給に関する

　ユーラトムとカナダ，オーストラリア間の交渉

O　アメリカのためいくつかの新しい権利を含

　めるべきであるとのNNPAの規定に基づく
　アメリカとその他の多く国との間に締結され

　た2国間協定の見直し交渉

等が考えられます。

　これらは1NFCEの調査結果を有効に活用
することのできるいくつかの具体的な例ですが，

これらとは別にアメリカはその核不拡散法を再

検討するに当たって，INFCEの調査結果を
考慮に入れるべきであると思います。同法はそ

のいくつかの条文，例えば原子力法の第131

節（d）項の修正の根拠となった第303節

（a）項および第307節において，これらの

条文はINFCEの調査結果を否定するもので
はない旨を明言しております。これらの条文は，

アメリカ産の核燃料を再処理したり，再処理技

術を他の国に移転する場合には，アメリカの事

前承認が必要であると規定しております。

　最後に，私は第2回NP7再検討の予備会談
および本年8月に予定されている本会議そのも

のにおいて，互NFCEの調査結果が検討され

るものと思います。これらの例はINFCEの
調査結＝果がもたらす一般的，実際的，政治的意

味を明らかにするでしょう。

　時間の関係上，1NFGEの調査結果が各国
に与える影響を申しあげることができませんが，

一つだげ強調したいことがあります。

　皆様がINFCEの調査結果をどう評価なさ
るかは別として，INFCEはこの高度に技術
的な問題の技術的・制度的側面をより深く理解

し，より冷静に客観的に討議する上において，

非常に重大な資料を私たちに提供しており，私

はこれが貴重な収獲iであると考えています。私

たちはこの貴重な前進の機会を無にすることの
な㌔、ように念願tノた㌔、と，琶玉っレ（おります。

　大島議長　大分時間が経ってきましたが，サ

ーモンさんと田宮さんにお話し戴いて，その後

で少し休憩してディスカッションに入ります。

　サーモン　先日INFCE
が終了しました。この重要

な結果と今後の課題につい

て，私の考えを申し上げる

前に，2つの点について述

べたいと思います。

　第1に，我々の社会は平

和な世界の実現，即ちその平和が何事かで突然

破られるようなことのない国際政治的に安定し

た状態を作り出すために努力しているというこ

とです。このような世界の安定状況を慮り出す
ため．ﾌ重要因子として，安定かつ十分なエネル

ギーが必要です。そこで安定かつ十分なエネル

ギーの供給には原子力発電は不可欠なのですが，

核爆弾保哨能力がこれ以上拡張されると世界の

安定が脅やかされることになってきます。我々

は信頼でき，かつ安全な原子力発電のために努

力すると同時に核爆弾保有の潜在能力を無くす

方向への努力もしなければなりません。各国政1

府はこのような2つの方向への国民の要求に応

じた政策をとっていますがアメリカの計画と政

策もその例外ではありません。

　第2に，わが国では，原子力以外のエネルギ
・一 ﾉついても原子力発電と基本的には同じ取り

扱いをしております。

　例えば太陽エネルギー，バイオマス等の考え

られる限りの再生可能なエネルギー源について

の研究，現存する再生不能なエネルギ…源の非
エネルギー利用を出来るだけ長期にわた’ 濶ﾂ能

にするようなエネルギー利用の節約，必要エネ

ルギー量の最小化とその効率的利用，入口増加

の抑制なども考ねばなりません。我々は時とし

て，技術的解決に熱中している間に，解決すべ

き問題が我々自身の中に存在することを忘れて

しまうことがあります。

　INFCEは今後の原子力発電開発の現実的
な選択を，経済性や安全性や核不拡散の問題と

考え合わせながら，どのようにすれば良いかを
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検討するために，60力国余りが集まって行
われました。この評価作業に多くの人々が参加

して努力されたことにカ…ター大統領は感謝の

意を表しております。そして大統領はINFC翻

の結果を今後のアメリカ国内および国際政策に

取り入れていくつもりであると述べました。

　INFCEはどちらが勝ってどちらが負げた
というものではありませんし，将来の核燃料サ

イクルの解決策を決める折衝でもありませんで

した。燃料サイクル⊥のいくつかの問題点につ

いて広く大きな立場からその将来を論じ，判断

して意見を述べあうというINFCEの所期の
目的は十分に果たせたものと私は考えておりま

す。ほとんどの基本的な課題については見解の

…致がみられましたし，…致しなかった場合も

報告書の記録で相異点が明らかにされておりま
す。

　ここでINFCEの結果から特に有益であっ
たと思う2，3の問題を申し上げるとともに，警

告が必要と考えられるいくつかの分野について

述べたいと思います。

　まず，INFCEは供給国と消費国の間に生
じつつあった緊張を和らげるのに有益でした。

お互いの目的や必要性，また関心の持ち方につ

いてより深く理解し合えたからです。世界的な

レベルでの原子力の必要性やウラン資源につい

て核拡散への懸念，あるいは我々が直面してい

る技術的ないし制度的問題とその解決の可能性

についての相互理解を深めることができました。

原子力発電に核拡散のリスクが伴っていること，

またそのようなリスクに対してそれをもう少し

許容できる程度に，より扱いやすくする手段が

あることには多くの人が合意しています。また

異なった燃料サイクル間のリスクを一般化して

比較することは適当でないことも判っておりま

す。しかしながら核兵器利用可能物質と，その

ような物質を生産し得る技術には相当のリスク

が伴うという考えは誰でも認めざるを得ません。

　天然ウランの将来の利用可能量に影響を与え

る諸要因についてINFCEは綿密な分析評価
をしています。しかしながら，需要の側から見

れば，INFCEの分析評価には定期的な修正

が必要です。INFCEの用いたデータは2年
以一上も前のもので，その間に原子炉の受注は激

減し，建設スケジュールは相当に遅延していま

す。アメリカに関して言えば乱995年の原子
力発電容量推定値は約30％低くなっています。

今後新設の燃料サイクル施設や新しい技術の導

入は需給関係によってなされるので，最新のデ

ータによって評価分析することが重要なのです。

　軽水炉におけるプルトニウムのリサイクルお

よび増殖炉の必要性とその時期がINFOEの
主要問題でありました。私の見たところでは，

いくつかの重要な見解が明らかにされています。

　ある国では使用済み燃料の処理手段として再

処理が選ばれていますが，1咽FCEぱ他の手
段の可能性を明らかにしております。使用済み

燃料の暫定的貯蔵あるいは長期的貯蔵は安全に

行うことができ，再処狸抜きの最終的貯蔵は経

済性と核不拡散目的の理由から現実性を帯びた

選択となってきているのです。

　INFCEに参加した大部分の国は経済的理
由から再処理プラントを建設するなら濃縮プラ

ントと同様に大規模なものにしたいという考え

に同調しています。経済性は別として，プラン

トの規模は核不拡散の観点から慎重に考慮しな

ければなりません。

　参加したすべての国が軽水炉におけるプルト

ニウム・リサイクルの経済性はたとえあるとし

てもわずかなものであるという点で見解が…致

したのは当然でしょう。効果的な国際保障措置

では，特に濃縮と再処理とプルトニウムおよび

高濃縮ウランの加工が重要な問題です。保障措

置計画はプラント設計の最初の段階でなされな

ければな：りません。燃料サイクルの機微な段階

における新しく改良された保障措置手段の適用

とその実証は最優先で行うべきです。保障措置

だけが燃料サイクルの機微な段階の核拡散リス

クを減少する手段ではありませんが，世界的な

エネルギー需要に原子力発電が適切な役割を果

たすことになれぽ包括的な保障旛置が必要であ

ると私は確信しております。

　現在再処理と分離プルトニウムに対して適用

されている規制は他の防止機構によって強化す

る必要があります。分離プルトニウムについて

言えば，国際的監視下にある過剰プルトニウム

の移転には特別の注意を払う方がよいとされま

した。アメリカは効果的な国際プルトニウム貯

蔵制度に協力する用意があります。

　増殖炉の必要性とその将来展望には特に注目
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すべきでしょう。長期的には増殖炉利用がウラ

ン資源を大幅に長持ちさせるのは疑う余地もあ

りません。このためアメリカやその他の諸国は

増殖炉の開発，あるいはその増殖炉の開発，あ

るいはその技術の実行可能性，経済性，核拡散

との技術的な関連性などの評価に多額の投資を

行っています。しかし増殖炉もコストやリスク

あるいはその不確実性を考慮しなければなりま

ん。増殖炉開発の必要性と時期はその国の技術

的基盤，電力網の規模，ウラン資源確保の程度，

その中の要國によって違ってきます。中でも特

に重要なのは電力需要と，ウランの価格や入手

可能性との関係です。

　原子力の供給面に関しては，INFCEは原
子力発電計画を遂行しようとする国はその計画

に先立って燃料供給と使用済み燃料処分の問題

を解決する必要があることを確認しました。も

し原子力発電を実行可能なエネルギー選択とし，

しかも機微な施設の早まった拡散を避けるとす

れば，燃料供給の高度な信頼性と安定性を確保

しておくことが極めて重：要となりましょう。

核不拡散条件や，供給条件が突然一方的に変更

された場合の不利な状態について，予知能力を

高めることも必要です。また，今後の供給政策

を今のまま凍結するとかあるいはまた核兵器拡

散防止に不利な状態を黙殺するようなことは供

給国にはできないことです。

　INFOEの結果はアメリカの政策検討に十
分に取り入れられており，他の国もそうするこ

とを願っております。

　最近のアメリカの政策がINFCEの結果によ

って強化されていることは次の点に示されてい
ます。

○　燃料サイクルの開発はエネルギー需要と核

　不拡散要求をバランスさせながら行わなけれ

　ばならない。

O　IAEAの保障措置を改善・強化すべきで
　ある。

○　研究炉は低濃縮ウラン使用に切り換えるべ

　きである。

○　商業用の過剰プルトニウムは国際管理下に

　麗かなげればならない。

○　軽水炉におけるプルトニウム利用の経済性

　は，もしあるとしても低い。

○　再処理は放射性廃棄物処理に関して前提条

　件ではない。使用済み燃料の貯蔵能力の拡張

　については国際的努力が必要である。

○　増殖炉は多くの国にとって：重要なエネルギ

　一選択であるが，小規模の原子力計画を持つ

　国にとってはあまり魅力のあるものではない。

　INFGEの結論にはこの他にもアメリカの
核不拡散政策あるいは輸出政策を考える上で積

極的に取り入れなげればならない点がいくつか

あります。その中でも最も重要なことは，供給

の信頼性に対する懸念や被供給国が確信をもっ

て自国の核燃料サイクル開発計画を進めようと

する際におげる2国間の権利行使に対する懸念
です。

　まず第1の課題の一一つは主要供給国と被供給

国がプルトニウムの分離および取り扱いについ

て基本的合意に到達することです。この問題に

ついて最も重要な要素は｝AEAの1PS制度
に対する同意を得ることであると思います。そ

れに加えて，供給国と被供給国の間にプルトニ

ウム分離と利用の事前同意権の合意が必要でし

ょう。我々は核不拡散の目標と協定の締結で必

ず合意に達することができると確信を持ってお

ります。

　第2番目に重要な点は，NPTまたはそれに
相当するフルスコープな保障措置など核不拡散

協定を受容している被供給国の機微でない原子

力機器および核物質の供給信頼性を高めること

です。アメリカをも含めた供給側諸国は長期契

約などの手段を通じて，時宣を得た供給の信頼

性を高めるべく，さらに努力を重ねることが可

能です。核燃料銀行，その他のそれを支持する

ような代替制度もこの分野で大きな役割を果た

すことができるでしょう。

　またIAEAの保障措置の改善について．も争

心に機微な施設の保障措置技術の改良の面から

政治的あるいは財政論支持を強化しなければな

りません。

　私はまた，機微施設の悪用防止を強化するた

めの多国間制度の実現に関して真剣に考える方

向になってきたことを非常に好ましく思ってお

ります。また我々は，新しい機微な施設の開発

についてはこれが国際的に見て経済的な正当性

をもつ計画の中で行われ，かつ濃縮およびプル
‘トニゥムに対する国際的要求に合致すべきです。
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この種の施設は保障措置の有効性を高め，核拡散

への新たな防壁となるような形で作られるべき

であるという点で合意が得られるよう努力しな

ければならないと考えます。

　INFCEは今後の原子力平和利用に対して，
共通の実際的な基盤を生み出し，健全な基礎

を作り上げました。今後の原子力の発展のため

には，原子力に深く係わることを決めている国

の全面的協力が必要です。各協力国は自国の国

民の信頼と委託をこの協力の中に持ち込むこと

になるでしょう。今後も引き続き強力に発展さ

せていけるか・どうかは各国で異なっている国民

の信頼や要求をいかに一つの協力の形にまとめ

あげることができるかにかかっていると言えま

す。忍耐と相互理解がその成功の鍵となるでし
ょう。

　大島議長　サーモンさん，今後の協力の問題，

あるいは問題点のご指摘ありがとうございまし

た。アメリカの立場から見たINFCE』の結：果

についての認識は，我タと幾分ニュアンスを異

にしておりましたけれども，重要な事実をご措

摘下さいましたことは大変参考になりました。

　それでは最：後に，田宮さんにお願いしたいと

思います。

ては，非常に分析的なパータ…マンさんの観点

から見たINFCEの結果の大事な点と，今サ
ーモンさんが透べられたことが，表現の差はあ

りまずけれども，非常によく…致していると思

われます。従って，INFCEというのは技術
的，分析的な研究ではありますが，重要なコン

センサスが得られたということは，皆様お聞き

になられていてお解りになると思います。もち

ろん，お話のニュアンスは多少違いますが，そ

の点についてここで再度申し上げることはやめ

ようと思います。INFOEが終わって，まだ
1週間ぐらいしか経っていないわげですが，こ

の結果についてジ今後どうなるだろうかという

ことを産業界の立場で冷静に考えてみますと，

先程申しましたように第4議長としては満足す

べき結果だというふうに思います。しかし問題

はまだたくさんあると思います。

　サーモンさんがいろいろ言われたように，制

度上の問題を解決するのが第一であるというこ

とになりますが，その中でIPSの問題は，す

でにIAEAで約1年間ぐらい専門家による検
討がなされております。それからISFMの問

題も，ややIPSに遅れて専門家の検討が開始
されております。

　しかし，先程からお話にありました供給保証

の問題は，その問題提起がINFCEの報告書
でされているだげで，その議論の場というもの

は，フィッシャ…さんからお話しがありました

ように，まだIAEAの中でどのようにして，

いつ始めるかということが議論されている段階
です。

　INFCEにおいて，2年4ヵ月の間，非常
に実のある議論がされたわけですが，日本の産

業界からもこのINFCEの作業に参加しまし
た。従って私どもは当然原子力の平和利用と核

拡散の防1しというものは両立しなけれぽいけな

い，原子力の平和利用を進めるためには，核拡

散の危険をミニマイズ（最小限に）しながら進

めなければいけない，そのためのコストは原子

力に携わる産業人としても負担すべきである，

という考え方はよく解っております。

　ただ問題は，例の事前同意のお話にあったよ

うに，何が起きるかわからないという環境下で，

膨大な投資と長い時間のかかる仕事をやるのは，

産業界としては非常にリスクがあるというわけ

です。過去莫大な金をかけて造った工場が，そ

の国の政府の方針の変更のために動かないとい

うようなことがありました。つまり先ほどオー

ルディさんが指摘されたように，その国の役人

の任期というものが原子力の施設開発の期間に

比べて短いので，：方針に継続性がないというこ

とに加えて，国際的にも不安定であるような事

業をやるのは，産業人としては非常に危険：だと

いうわけです。

　そこで，INFGEが終わり，その前にあっ
た非常に不安定な状況をできるだけ早く解消し

て予測可能な条件のもとで仕事ができるという

ことでないと，原子力の推進が阻．害されるわけ

です。
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　一方には，INFCEの期間中，結果的には
平和的核燃料サイクルの発展をストップしたとい

う見方もあります。また核不拡散の問題は，原

子力平和利用を促進する上にも非常に大事なこ

とですが，反面核不拡散の問題，危険性の問題

は，原子力に反対する人々の一つの大きな議論

のもとであるというようなことも考えますと，

この1NFOEの結果を踏まえて，一田も早く
安定した環境，少なくともある制限された条件，

予測可能な条件の中で各国の原子力の平和利用

に携わる人々が仕事ができるようにする必要が

あります。

　そのためにはIPS制度，ISFM制度，あ
るいはINFB制度ができ上がり，保障措置を
改善するそのような対策が講じられるまで待っ

ている時間はないのです。もちろんそういうこ

とに積極的に参加し，目的の実現のために努力

することは当然でありますが，しかし，このよ

うな制度が全部そろわなければMB嘩10はそ
のままであるということではいけないでしょう。

INFCEの成果は成果として重要なものですb
しかし産業に携わる人間としては，そういう時

間を待っていることはできないのです。

　従って，これから後の議論になると思います

が，早くそういう新しい制度ができ⊥がって，

原子力の平和利用に携わる人たちが安心して積

極的に仕事ができるようにすることが大事なこ

とである，ということを提言して，私の発言を

終わります。

　大島議長　次に個々の問題についてディスカ

ッションに入りたいと思います。

　特に1AEAの今後の課題としてIPSとか
ISFMというような問題があります。それか
らもう一つ，いま田宮さんが言われたようにか

なり緊急を要する問題，あるいは金子さんが言

われた2国間交渉等の問題があります。その中

で特に大きな問題は事前同意権とか，予測でき

るようなクライテリア（基準）ができるのかと

いうものです。それから開発途上国の問題につ

いては，今もご指摘がありましたように，先進

国だけが自分の問題を解決して，あとは石油を

お使いなさいというような話では，とても今後

の世界は済まないのではないかというのが私の

考えです。そういった問題を核不拡散とか，あ

るいはクライテリアとの問題の中でどうやって

解決していくかということと，最：後に皆さんが

ご指摘された通り核不拡散という問題が非常に

政治的な問題であり，これと今の原子力の平和

利用という非常に技術的かつ経済的な問題との

間の調和というものを，一一体どうしたらいいの

か，また，今，国連主催の会議が提唱されたよ

うに，この辺のところはINFGEが始まる前
にはかなり混乱していたのが現段階ではっきり

してきたと思いますが，こういつた点について

皆さんのご意見，参加者からのご意見を戴だき

たいと思います。

〈休　憩〉

　大島議蔑　それでは討論に入りたいと思いま

す。パネリストの方はさらにいろいろコメント

がおありということですが，その前に参加者の

方からも，ご質問あるいはコメントを戴きたい

と思います。

　私の方でお願いしてございますので，最初に

カナダ原子力公社（AECL）副社長のブルッ
クさんにお願いします。

　フ“ノレック　　　こ61）セ　ソシ　ョ

ンは私瓦庇にとりましても

非常に興味のあるものでし

たし，当然のことながら，

INFCEというテーマは
カナダにとりましても大い

に関心のあるところです。

多くの方がよくご存知のように，カナダは，原

子炉システムの供給国であるとともに，世界に

おげる主要なウラン供給国としてこのテ…マに

関心を抱いております。私の個人的な見方とし

ましては，工NFCEの作i業は多くのことを成

し遂げたと思います。もちろん，このセッショ

ンで話された方の多くが言われたように，まだ

まだ成すべきことが多く残っています。特に，

将来の問題についてのカナダでの研究は，西暦

2000年頃の，　　もう少し早い時期かもし
れませんし，遅い時期かもしれませんが一一一一

原子力産業の推進状況からウランが不足するで

あろうという予測を立てております。つまり，

現在の使い捨て方式の燃料サイクルが，他のサ

イクルー一それはもちろん，再処理を含むでし

ょう一一にとって代わられねばならなくなる，
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ということです。

　カナダはご存知のように，当初から基本的に

は使い捨てサイクルを手掛げてきました。しか

し，私どもは将来のサイクルに大きな関心を抱

き，プルトニウムのリサイクルを検討しており

ます。私どもは，竿入かの方が本日言われました

ように，その経済性は大したものではないと考

えております。しかし，トリウムを含む再循環

プロセスには特に大きな関心を抱いております。

優れた中性子経済性をもっているカナダの

CANDU炉は，特にそれに適しています。
　ですから，私のはっきりした結論，私の手短

かな意見は，多くのことが成されはしたが，ま

だもっと多くのことが成されねばならない，と

いうことです。そして，明らかにパネリストの

方々が強調されたように，それは主として制度

あるいは，政治的観点から成されねばなりませ

ん。この会議の結果は，そこで検討されたこと

が実は技術的な問題ではなく，我々みなが解決

すべく努めねばならない政治的，あるいは制度

上の問題であることを明らかにしてくれたとい

うことです。

　大島議長　それでは次にINFCEに大変係
わりを持っており，日本でいろいろと重要な役

割を果たしてこられた東京電力常務取締役の豊

田さんに一言お願い致します。

　豊田　先程から皆様のお話を聞いておりまし

て，INFCEは非常に成果が上がったと，私
も考えております。ただ，内容には，相当な討

’議でも…致した意見が出なくて，玉虫色の表現

のところもありますので，本日のお話を聞いて

も，若干講演者によってニュアンスの違う点が

あるのは止むを得ないことだと思います。

　ただ，私としては先程サーーモンさんが述べら

れたウランの需給関係から言って2000年と
いうのが若干延びるとしても，いずれウランの

不足時代が来ることは確実だと思いますので，

やはり改良型軽水炉，あるいはリサイクル，

FBRといったものが必要であると思います。

　それからもう1つ，我々日本の電力会社とし

て非常に悩まされているのは，先程ありました

事前同意権の問題です。MB響10について，
我々としてはともかく適切でない，予測不可能

な状態で原子力発電所を運転していかなければ

なりません。ケース・バイ・ケースに使用済み

燃料を送るたびに承認をとらなければならない

のです。こういつたことはINFCEでいろい
ろ討論されましたので，できるだけ一括して承

認してもらう，あるいはINFOEで我々の主
張しているように，燃料供給契約を結ぶ前に，

そういうものについての基準を決めるべきであ

って，契約後に基準規制を追加するようなこと

はやめて戴きたいのです。これはサーモンさん

の後の討論の中でお聞かせ願いたいと思います。

　大島議長　では次にパネリストの方に今のコ

メントとお互いの間のディスカッションをお願

いしたいと思います。

　ツイッシャー　パタ…マンさんのこ発言に関

して2，3意見を述べてみたいと思います。こ

のことは，サーモンさんのこ発言にも若．干関連

しております。

　さて，パターマンさんはINFCEの11の
結論を提示されました。．私の計算が正しければ

11の取り組むべき課題がある，ということに

なります。これらを見てみますと，実に興味深

いものがあります。これら11の課題のうち，

7つは核拡散問題に無関係なものだと私は理解

しております。例えば，…つは新たなウラン資

源の開発，探鉱，もう一つは原子力需要予測の

より良い方法です。このようなものが11のう

ち7つあります。残りの2つは，私がテクニカ

ル・フィソクスと呼ぶものです。そうすると，

最後に残るのは2つです。この2つは，保障措

置の改善に関連したものです。「挑発的」な発

言をさせて頂け』れば，これら保証措置に関係の

ある2つを含めて，次のように言ってみたいと

思います。ここ1，2年，ある国一名前は出
しませんが　　が，濃縮技術を獲得しつつあり

ます。私は，INFCEから生まれたものとし
てまとめられた11の課題のどれも，このケー

スには何らの影響も．与えていないのではないか

と思います。問題は，皆さんが強調されたよう

に，保障措置を受けない濃縮技術，あるいは核

爆弾を造る新たな能力を獲得したいと考える時，

それは政治的な決定であって，技術的なもので

はない，という点です。

　この点についてもう少し述べますと，現在世

界中で，核兵器は保有していないが原子力施設

を保有しており，核不拡散条約（NPT）に加

盟していないか，あるいは岡様な7ルスコ…プ
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の保障借置を受けない国が13あります。その

うち8力圏は実際上は完全に保障措置下にあり，

残り5力国は保障借置を受げない施設を持って

います。これら5力感のうち，3力国の保障措

置を受けていない施設は核爆禅の材料を製造す

る能力を持っています。繰り返し言いますが，

INFCEの課題として指摘された11のポイ
ントは，これら5つの国には全く影響を．与えな

かったと思います。そのことは保障借置を受け

ない核爆弾材料を製造している，もしくは，製

造する能力のある，そのうちの3力国に対して

も言えるという点を強調したいと思います。

　もう一つの側面を見てみましょう。つまり技

術的な制約，あるいは，供給制限というアプロ

ーチ以外の点です。もしフルスコープの保障措

置が当初からアメリカ，フランス，カナダによ

って主張されていたならば，先程述べた3力国

が今日保障措置を受けない核爆弾材料を製造で

きる状態にはなっていなかったのではないかと

思われます。

　またアメリカ，西ドイツ，カナダ，イギリス，

そしてソ連が他の8力国にフルスコープの保障

借置を適用するよう主張したならば，あるいは

主張しようとしたならば，やはりこうはならな

かったでしょう。そうであったなら，今日，我

我はフルスコープの保障措置を備えている状況

にあったであろうと思います。このようなこと

を申し旧ヒげるのは，それは実際は政治的問題で

あると思えるからです。技術的側面や供給制限

という点ばかり見ておりますと，主たる目標一一

　それは，NPTあるいはそれと同様な保障藤
壷体制を確保するというζとですが一　から外

れてしまいます。供給制限や，機微な技術の制

限という観点から論じることは，間違った問題

に取り組むということになります。高度に発達

難藩糊

した技術，一一ほとんどは，いわゆる機微な技

術一に関心を持っている国というのは先進工

業国であって，率直に言って，ここ1，2年叢
論の対象となっている諸問題が存在する理由の

一つはこの点にあるのです。そして，MB幸10

にしろその他の類似のものにせよ，現在適用さ

れている制限は，大抵サ先進工業国にとっての

問題：を引き起こしているのであって，是が非で

も核爆弾製造能力を獲得したいと望んでいる本

来対象となるべき国にとっての問題ではないの

です。

　次のように裳約してみたいと思います。機微

な技術などというものはなく，機微な国がある

だげである。例えばベルギーが過去20年間，

OEGDの支援を受けて再処理を行っていると
いう事実，オランダが現在濃縮を行っていると

いう事実については，誰も少しも気にかけませ

ん。ここが難かしい点なのです。そして，その難

かしさは，機微な技術の供給制限を全世界的なベ

ースで適用しようとする場合の困難を伴うもの

である，と言えるのです。

　ごく手短かにもう一点述べさせて頂きます。

それは，きょうの午後のいくつかの発言の中で

も示唆されていた点についてです．。つまり，サ

ーモンさんや私自身を初め，多くの方が言及し

てこられたIPSのような新しい制度が日の目

を見るまでにどのくらいの時間がかかるだろう

か，という点です。私は劉極めて楽観的に見て

も1983年よりも早い時期にはできないだろ
うと思います。そうしますと，供給分野におけ

る今後の不確実性をカバーしない限り，IPS

のような望ましい制度が確立されるまでにどの

ようなことが生じるのかということに関して，

何らかの暫定的な合意をしておく必要がありま

す。そして，私が考えている唯一の方法は，当
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然のことながら，日々の努力の積み重ね以外に

ないということです。

　大島議長　では次にオールディさんにコメン

トを頂きたいと思います。

　オールディ　ごく短い発言に止めたいと思い

ます。フィッシャーさんが述べられたことは，

私も，全く常識に沿うものと思いますので繰り

返しません。ここでは技術の移転について申し

上げたいと思います。

　フィッシャーさんが言われたことに賛成なの

ですが，しかし，今日の世界の状況から見れば，

そのような移転に適用される条件については何

らかの国際的合意が必要であり，早急にやって

みることが：重要だと思うのです。

　INFCEの期間中にも各方面で話題に⊥つ
た機微な施設の多国間所有に関しては，一国内

の施設の適切な管理と検査がなされれば，その

ようなものは必要ないでしょう。しかし，それ

でもなお国際的な：信頼を作り出すという．点でそ

れらが役立つということを認識すべきことは必

要です。しかし，仮にそのような制度が採用さ

れるにしても，政治的配慮から強制されないこ

とを望みます。それは破綻につながるからです。

周知のように，燃料サイクルの分野でいくつか

の多国間協力が順調にいっています。ユナイテ

ッド・リプロセッサーズ（UR社），ユーロデ

ィフ，ウレンコ・センサック共同事業，パシフ

ィク・ニュークリア・トランスボード社：，ニュ

hクリア・トランスポート社や，いくつかのウ

ラン探鉱事業などすべて極めて順調です。なぜ

かと言えば，結びつけているものが，基本的に

商業的なものであって，政治的なものではない

からです。

　先週私がここ東京に滞在している時，日本の

新しい再処理会社が設立されたと聞き嬉しく思

っています。大いなる成功を祈っています。

　さて，事前同意についてですが，このことに

ついて私が感じていることは一一先程の発言の

中でも触れたと思いますが一唯一の解決策は

国際的な基準を作るということです。そして，

それは何れかの国が一方的に実施するものであ

ってはなりません。パターマンさんが指摘され

た点に私も同意しております。つまり，フィッ

シャーさんも指摘されたことですが，国際基準

は実際には拡散とは無関係ではありますが，私

は，有益な触媒効果があると思います。そして

そのことが，安全問題および廃棄物管理に関す

る国際的同意の進展につながることを望みまつb

私は，／NFCEによってもたらされた文芸復
興（ルネッサンス）が大きく役立つことを望み

ます。情報を踏まえた意見の代表的なものがす

でにINFCEによってかなりの程度まで作ら
れています。東京の総合研究開発機構とロック

フェラ…財団の助成を受けた「原子力開発と今

後の日米協力」作業グル…プの報告，ロックフ

ェラー財団とロンドンの王立国際問題研究所の
助成を受けた「． 総ﾛ原子力協議グループ」の報

告書は，ともに，一読に値する第一一級の研究で

あると思います。ご存知の方もいらっしゃるで

しょうが，これらの報告書を執筆された方々が

本日たくさんお見えです。この壇土にも1入い

らっしゃいます。

　たとえ各国政府がINFOEの結論を採用す
るにしても，残念ながら，それらを勧告と呼ぶ

わけにはいきません。世界貿易という多国間協

力関係をベースに世界のエネルギー問題を克服

すべく動き出す時が来ました。INFCEは必
要ではなかったと言える日が来て欲しいと思い

ます。しかし，今まではそれが必要でした。そ

して，バーターマンさんが言われたように，価

値があったといってもよいでしょう。

　大島議長　金子さん何かございますか。

　金子　私は，先程の発言でいろいろ申し⊥げ

ましたので，あまりつけ加えることはありませ

ん。1点，先程の東電の豊田さんのこ旛摘の点

で，事前同意権がやはり当面の問題になろうか

と思います。その事前同意権の問題とIP8に
　　　　　　　　　しついて簡単に補足させて戴きたいと思います。

　IPSというのは，いろいろ目的がございま

ずけれども，このIPSの制度がうまくいった
場合には，この制度を2国間交渉で供給国が持

っている事前同意権というものに代置させると

いう考えがあるわげです。従って，うまくいけ

ばそうなるし，IPSを作る作業がうまくいか
なかった場合には，供給国の側でなかなか事前

同意権を放棄しないだろうと思います。事前同

意権というのは，INFCEの報告にもはっき
り書いてありますが，供給国から見ると一種の

主権みたいなものであって，少々のことぐらい

では放棄しません。ですから，放棄という言葉
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は悪いのですが，少なくとも合理的な形で行使

してもらうようにしなければならないでしょう。

1PSというのはそういうものであるべきだろ
うと思います。

　しかし，問題はIPSと言っても，やはり条
約を作って，正式に何力国かが調印しないと，

システムとして発足しないわげです。大体，最

近の国際条約を見ても，条約ができてからそれ

に必要な国が参加して正式に発足するまで数年

かかっております。先程フィッシャーさんは，

IPSは最も順調にいって1983年ごろであ
ろうと言われたのですが，私も恐らくそのくら

いかかると思います。

　他方，MB＃10の問題あるいは第三国移転
に係わる事前同意権の問題は，まさに今日ただ

今の問題としてあるわけです。そこで83年と

か84年まで待つわげにはいきませんから，そ

の間ポストINFCEということでいろいろや
っていかなければなりません。大切なことは関

係する各国が常日ごろから腹を割って話し合い

を継続し，お互いに疑心暗鬼に陥ることのない

ようにしていくことです。問題の本質は何であ

ろうかと言うとそれはやはり核不拡散です。つ

まり，相手の原子力産業をやっつけることが問

題ではないはずですから，そうした真の狙いを

よく踏まえて，お互いに十分に非公式の場で協

議をして，最善の道を探る以外になかろうか．と

思います。

　そういう意味で，先程も指摘した通り，ポ

ストINFCEの作i業は，　INFOEの最中よ
りもより一層難かしいイマジネーションを要す

る作業になろうかと思います。

　大脇議長　オスレッドカルさん，何かござい

ますか。

　オスレツドカル　保証借’置に関してフィッシ

ャーさんが述べられたことについて若干コメン

トし，その後で，それに関連して，エネルギー

…般について述べさせて戴きたいと思います。

13昏昏のうち8下国が実際上フル洛コープの

保障措置を受けているという彼の数字は，保障

措置は避iけ得ないという精神が拡がっていて，

実際は無視されているわけではないということ

を正に示しているという解釈もできます。他方，

本当に有効な保障措置を開発する技術的手段は

ないとも思います。私は，保障措置の技術的手

段というものは信じていません。原子力を平和

目的にのみ使おうとする国の政治的意志を信じ

ます。そして，機微な技術があるのではなく機

微な国があるだけなのだという指摘には全く同

意見です。もちろん，　「挑発的」でなければな

りません。それらは小国なのか大国なのか自問

してみなければなりません。勝手なことを言う

ようですが，これは正当化される問であると思

います。そして，このことが，保障描麗が全く

政治的な問題であるという主たる理由なのです。

あるいは次のようにも言えるでしょう。我々は

法律違反をしている人を知っています。しかし，

だからといって警察雨湿をどの国にも導入した

くありません。そのような人達を排除する他の

手段があります。つまりそうさせないような手

だて，束縛とでも言うようなものです。しかし

ながら，先程おっしゃった数字に基づけば，

NPTの条項の中で履行されているのは，多数

の国がNPTに加盟しているかどうかには関係
なく，第3条だけではないかと思います。加盟

はしていなくとも保証措躍ぽ受け入れていると

いう国は，実際にはある意味でNPTを履行し

ていることになります。他の条項はと言えば，

違反はないにしても，ほとんどは履行されてい

ないと言えるでしょう。

　おびただしい数の原子爆弾が多くの国に散ら

ばっており，誰でもNPTの対象とならない拡
散を容易に見つけることができます。核兵器競

争は言うに及ばず，爆弾を開発し，新しい爆弾

を製造し，それらをロケットの弾頭に装備する

などということは，拡散のための仕事をしてい

ることです。そして，他方，技術の移転は促進

されていません。我々の経験からは逆のことが

言えるかもしれません。つまり，だからNPT
の完全な実施が必要なのだと。言い換えれば，

今日，NPTのバランスを見てみれば，何れの

国もNPTに加盟すべき真に健全な理由を見つ
けることができないだろうと思うのです。そし

て，もちろん，すべての条項の履行に実質的な

進捗が見られない限りNPTの普遍性は期待で

きません。我々は，NPTの全条項の履行に普

遍性があることを必要としていると思います。

　ですから，条約の第8条第3項に基づきフィ

ソシャーさんが言われたように，運用等を再検

討するために再検討会議を開くことが要求され
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ているのではないかと思います。次の再検討会

議に一体何を提出できるのでしょうか。また，

私はINFCEはそのことに全く関与していな
いと思いますし，またあまり貢献もできないで

しょう。恐らく，この点に関してはIAEAの
将来の作業がもっと重要になることでしょうし，

そうなることを望みます。

　大島議長　・今非常に重要な問題，即ちNPT

が魅力を失いつつあるということ，さらに，I

NFCEとNPTとの関係について述べて戴
きました。これはフィッシャーさんの発言にも

関連して非常に：重要な点だと思いますが，バー

ターマンさんにご意見を伺いたいと思います。

　パータ～マン　フィッシャ・一さんの「挑発的」

なご質問を，有難く拝聴しました。最：初に

指摘しておきたいことは，先程の結論あるいは

課題の数については，たまたま11項目に上っ

たということです。もう一つ加えて12にすべ

きだと言ってくれた入がいました。というのは

西欧では12という数は聖なる数だからです。

日本では4という数字は良くないそうなのでそ

の数字は避けるべきだということになるでしょ

う。しかし，何れにせよ明らかなことは，拡散

のリスクを最小化しつつ，世界中で原子力が利

用できるようにするというINFCEゐ結論が

評価基準に極めてはっきりと反映されている，

ということです。そして，その評価基準は，核

の不仁散だけではなく，経済性，燃料保証，健

康，安全性等も含めています。ですから，こう

していろいろな結論が入っている袋を手に入れ

たことを喜ぶべきだと思います。。そして，オー

ルディさんが言われたように，望むらくは原子

力のルネッサンスを支えるものとしてそれが利

用できるということです。ただ，このような考

え得る結論のリストというものは，それですべ

てを網羅しているということにはならないでし

ょうし，そもそも必ず実行されねばならないと

いうものでもないでしょう。これらはINFOE
の作業をそのまま遂語的にまとめたものであっ

て，前にも申したように，拘束するものでばな

く，それぞれの国が自国に適当と思われるもの

をいくつか選び出すことのできる花束（ブーケ）

のようなものなのです。

　次に，機微な国についてですが，1NFCE
は政治的なことを話し合うことは避けました。

重要な語句は，　「拡散は政治的問題である。」で

はなく，　「それは1NFGEが扱う課題の外に
ある。」です。この点に関して我々は長時間の議

論をしました。INFGEはこの種の問題を解
決することはできなかったのです。そして，技

術的な領域においては，絶対に拡散しない燃料

サイクルを作り⊥げる絶対的手段はないことが

判りました。

　フルスコープな保障借置に関して，私たちは

危険性を孕んだ基盤に立っています。と言いま

すのは，NPTでは対象にならないものが出て

きているからです。つまり，王PS，　ISFM
燃料サイクルの国際協力等です。そしてそれら

の中には，常にわずかの危険性が見られます。

我々はこれらの拘束のすべてについて事前同意

を得ております。しかし供給国の団結，フルス

コープな保障措置，事前同意，多国間事業や技

術移転の制限等の取り決めだけでは一種の飾り

にすぎないという国がでてくるかも知れません。

どこに信頼関係があるのでしょうか。フィッシ

ャーさんも述べられたようにそれらの手段の間

の健全な関係はどの程度まで保てるのでしょう

か。例えば，多国籍の機微な施設があって，な

お，供給国の事前同意の権利があり，そして

IPS，また後には，　ISFM，　IN：FBそし
てフルスコープの保障措置，これらすべてが一

緒になることは絶対に必要なことでしょうか。

私には解りませんが我々は，非常に注意深くあ

らねばなりません。これらすべてが必要である

かどうかという点は将来重要な役割を果たすだ

ろうと思います。．私はその解決策を持ち合わせ

ておりませんが，その危険性をここで指摘して

おきたかったのです。

　発言を終える前に，事前同意のことに触れた

いと思います。

　INFCEは他にも多くの手段があることを
示しました。事前同意の権利は，少なくともそ

の実行についていくつかの作業部会で批判され

ました。数年前に起こったことを繰り返しては

ならないという点で全員が同意したと思います。

我々は，あらゆることを学びました。そして，

私は，サーーモンさんの言われたこと，つまり敗

者もいなければ勝者もいない，ということに全

面的に賛成です。INFOEでは誰もが勝利し
たのであり，それを利用すべきです。しかし，
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一・ ﾂ明らかなことは，事前同意権およびその遂

行は，広く合意を得た，有効な手段としては不

適格であるということです。事前同意権が有効

な手段であるということは批判されました。例

えば，再処理というような，事前同意が適用さ

れるいくつかの領域においても同意権より他の

手段があることが示されるでしょう。

　私は再処理の分野は2，3年前と少し違うよう

に見られているのではないかと思います。すべ

ての場合ではありませんが，呼処理が経済的に

正当化される場含があるかも知れません。です

から，拡散につながるからといって死刑の判決

を受けているわげではないと思います。そして

その点も，均衡のとれた不拡散の手段の体系を

見い出すための将来の話し合いの中で考’慮に入

れなければならないと思います。しかし，制約

を次から次へと作り上げていくことだけはやめ

てもらいたいと思います。そういうことをする

と，最後には，それが逆効果になるでしょう。

私は，信頼という環境を作り⊥げていくべきで

あると考えます。それがまた問題を解決するた

めの共通のアプローチに達することになり，将

来利用されるべきさまざまな手段をもたらして

くれると思います。

　大喜議長　それではサーモンさんに答えて戴

きたいと思います。

　サーモン　フィッシャーさんの「挑発的」な

ご意見を喜んで受げ止めたいと思います。そし

て，私の方からは，言わば，　「反発的」な意見

を出してみたいと思います。私は最初の発言の

中で，フィッシャーさんが初めに言及された諸

問題について触れております。ここでは核拡散

は政治的行為であるという点について意見をつ

げ加えておきたいと思います。それは確かに言

えることですが，その結論に達したからといっ

て，核拡散のための政治的行為を難かしくする

努力を．放棄すべきだということにはなりません。

もし，国民が一そして，このことは私の先程

のコメントに戻るわげですが・一例えばアメリ

カ国民が，彼らの原料，彼らの技術，彼らの努

力が核拡散の促進に寄与しないようにする道徳

的義務感を感じたとします。そうしたら，合意

された核不拡散体制を維持し，ある程度の予測

可能性を持つような，そしてその中で原子力の

平和的利用を達成するために他の国と協力でき

るような，そのような体制を持たなげればなり

ません。そして，産業界の方が言われたように，

このことと表裏．一体の関係にあるのは，供給を

予測できることが必要だ，ということです。議

長が，私の最初の発言の中にあるニュアンスを

感じ取ったと言われました。それは恐らく次の

ような尊とではないかと私は思います。それは

予測可能性が存在するような方法を見出さねば

ならない，そして，その予測可能性はつまり，

信頼できる核不拡散体制の予測可能性と，供給

の予測可能性の両方でなければならない，とい

うことです。念のため，アメリカ国内の原子力

制度への予測可能性が，産i業界の多くの人によ

って求められていることを申し添えておきたい

と思います。

　しかしアメリカでの政治情勢をご覧になれば，

私たちが選挙戦の最中にあるため原子力の予測

可能性についての問題が11．月まではどういう

結果になるか予測できない，ということがお解

りになるでしょう。昨夜ニュー・ハンプシャー

州でどのような結果になっているかも定かでは

ありません。

　フィッシャーさんの，7つとか11とか2つ
とか5つとか8つとかの算数は全部飲み込めた

わけではありませんが，もっと早い時期にフル

スコ」一プの保障南面を主張していたならば，今

日我々が抱えている問題のいくつかは抱えずに

済んだことであろう，というご指摘には大いに

賛成です。これまでの結論はそれであり，その

点を我々は主張しています。しかし，我々の課

題は将来に目を向けることです。第23圓，あ

るいは第33回の原産大会を開いた時に，誰か

が過去を振り返って，　「フルスコープ保障措置

の後で何らかの手を打っていたならば，今日抱

えているような問題は生じなかったことであろ

う。」と言うことになるのでしょうか。INFCE

の遂行と近い将来における政府間の協議，およ

び特に，協力の必要性の核心はその点にあると

思います。

　MB＃10における事前同意に関する会場
からの御質問にもこれでお答えしたことになれ

ばよいのですが，予測可能な答を出すことはで

きません。ご質問された方がそのことに関心を

お持ちなことは解ります。個人的に私もそのご

関心を支持します。そして，私が考えているこ
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とは供給者，つまり，材料と技術を提供してい

る入間からの止当な要求であり，予測可能1よ核

不拡散体制に対する理解の要求であるという点

を説明したつもりです。

　大島議長　では田宮さん，どうぞ。

　田宮　まずサーモンさんが言われたように，

供給者だげでなく消費者の条件もプレディクタ

フル（予測呵能）にすべきだというお話ですが，

その点に関して私はNPTヒジョン，フルスコ

ープ保障措置，それからNPTのビョント・レ

スポンシビリティー（守備範囲外）かもしれま

せんけれども，IPSとか亙SFMとかにフル
パーティシペーション（積極的な参加）をする

ということで十分だろうと思います。

　そこで問題は，そういう態度をとらない国と

の差ということです。フィノシャーさんのお話

にもありましたように，このままですと，3つ

のグループができると思われます。

　そこでNP？に入らない，またはフルスコー

プの保障措置を受けない国に対して，フルスコ

ープ保障措置を受けるようにするのが非常に重

要であるという認識は，サーモンさん，フィノ

シャーさんも述べられたように，iNFCEの
一一 ﾂの成果でゴ。

　問題は，そうするためには何が誘因となりう

るかということです。その一つとして考えられ

たのが供給保証ということです。そこで，事前

同意の話はちょっと別にして，一般的な鼠姑保

証，つまり天然ウランとか濃縮サーゼスの供給

保証について考えてみまサ。皆様よくご承知の

ように，天然ウランも濃縮サーヒスは皮肉なこ

とに少なくともここしばらくの間供給過剰が続

いています。ですから，需給上の観点から供給

保証をすることによってフルスコープの保障措

置を受け入れさせようとすることはコマーシャ

　　　　　鷺総爵二宮藝府ゑ》ヨ㌫ン
　　　　　蕊寒郭翰窯’／∴（略・’・5

　　　　　擁壁醗ム

貯
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ル・ヤンス（商売L）ではあまりセールス・ポイン

トになりません。これをやろうとする主な動機

はやはり核不拡散ということになりますから，

ただ単にそういう供給保証のシステムを作ると

いうことで，現在フルスコープ保障措置を受け

入れてない国がそれだからといって受け入れる

ということにはなりません。従って，ポリティ

カル・アクション（政治的な行動）が必裳だと

いうことになると思います。

　最後にもう1点脂議しておきたいと思います。

先程申しましたように，1PSなどいろんなシ

スアムができる，一早くて1983年だと思い
ますが一一それまでの間は今まで通りやってお

けということでは困るのです。そこでどういう

方法があるかといいますと，そういう認識を当

時国画力が持ちながら，その認識のもとに運用

をすればいいわけです。今問題になっている事

前同意というのも，アメリカ国内におげる運用

が厳格になったために問題が起きています。従

って何らかの話で相互の間の了解があって，そ

の運用さえ適切に行えば，何もフォーマル・ア

タシqンをしないでも，ある程度円滑に進める

ことができるだろうと思います。そのような方

向でとにかくIPSやISFMとか，供給保証
のシステムができるまでは，現状を打破するよ

うな方法をみんなで出し合うべきではないかと

思います。

　大島議長　どうもありがとうございました。

時間が来ましたので，最後のスピーカーは私が

やるということで終わりたいと思います。

　今お話を伺っておりまして，私はいくつかの

ことを感じていたわげです。

　一＾つは，このパネル討論を聞いておりますと，

rNFCEを始めた時は誰が勝者で，誰が敗者
か，今日は誰が金メタルを取るかという話にな

／篤
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離
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氏

一167一一

・轟・

蜜
｝
露

　
　
馬
毒

鯉
　
　
　
～
、

　
　
　
《
，

　
　
ぐ
ジ
’

鱗

1纐



るかと思ったら，先程皆さんが言われたように

そうではなくてこれは技術的な問題，分析的な

問題であったとはいえ，皆が一緒に努力し，相

互理解を高めたいという意味では，意見は一致

していると思います。

　次の点は，今，述べられた核不拡散と原子力

発電計画とを両立させるということについては，

皆意見が…致しているわけですが，やはり一番

問題なのは核不拡散を国際的な場において，ど

うやって確固とした衆目の一致する規準あるい

は体制として確立していくかということです。

もし，これは皆さんがご指摘のように政治的な

問題であるとすれば，これは大変画期的なこと

であって，過去の世界の歴史において，こうい

う試みが成効した際の各国の努力は大変なもの

であっただろうと思います。その背景として，

技術的な問題が大きな枠組みを作るものだ，と

いうことについても，皆さん意見が一致してい

ると思います。

　それにもかかわらず，…方において，先程ク

ライメート・オブ・コンフィデンス（信頼性）

とか，あるいはお互いの政治的な意志というこ

とが指摘されました。その問題を考えますと，

世界の国際的な中でこういう政治的な体制が作

られるためには，各国の相互理解，立場の理解

が必要であると思います。

　それで，今，サーモンさんが言われたように，

例えばアメリカの大統領選挙がどうなるかは日

本人にはコントロールすることができないわけで，

その結果が我々にも影響を与えるという世の中

です。また，参議院選挙が6月にありますが，

これも予期できないことだという話を聞いてお

ります。これもまた日本の立場に大きな影響を

与えます◎こういう政治的な事柄が世界のいろ

いろな問題を決めるとすれば，実は技術的で分

析的だということで始めたINFCEが，政治
的に大変：重要な役割を果たしているのではない

でしょう。即ち，先程フィッシャーさんのご指

摘があったように，我々がこの問題について考

えてみても，日本では3年前にいろいろな国の立

場，例えばアメリカの立場，ヨーロッパの立場と

いうものについては，ほとんど理解がな：かった

わけです6また逆にアメリカ，ヨーロッパも日

本の立場については理解していなかったところ

がらいろいろな問題が起こりました。

　ところが，少なくと’もINFOEに携わった
方は，西ドイツの話，あるいはユーゴスラビア

の話，アメリカの話を自分の国のこと以上によ

く知っておられます。しかもそのために大変な

時間を費したわげですが，実はそのことが，今

後こういつた政治的な問題について各国が協力

して解決していくための大きなベースになって

いるのではないかと思います。

　最後に，そういう意味でこの原子力産業会議

の会合は，一一種のニュークリア・コミュニァィ

ー（核共同体）といいますか，原子力に関連す

る人たちの一一つの大きなコミュニティーの一環

の仕事だと思います。

　それで問題は，例えばNPTの再検討，ある
いはそれ以後にどういう事態が起こるかという

こと，あるいは2国間の交渉がどうなるかとい

うこと，これらは極めて高度に政治的な問題で

はあると思いますが，一方そういった問題が合

琿的な形で解決されるためには，私はこういう

議論を通じての核共同体としての～つの合意

というか，理解の存在が非常に重要であると感

じました。いろいろな困難が予想されるので，

政治的問題というのはあまり楽観的に考えない

方がいいというのが私の主張です。日本の政治，

アメリカの政治，あるいはヨーロッパの政治，

各国の政治が，フィッシャーさんが言われたよ

うに，極めて短期間で変わる，あるいは田宮さ

んが述べられたように非常にそれが産業活動に

大きな影響を与えるということは，現実として

受け取らざるを得ません。このパネルの結論は

必ずしも明快な答えにはなっておりませんけれ

ども，この会合はポストINFCEの最初の会
合として，そしてその第1段階として大変有益

な会合であったと思います。
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セッション4「放射性廃棄物の処理処分』

　　　　　　（パネル討論）

議　　　長　　山　本　　　寛　氏　（東京大学名誉教授）

。放射性廃棄物管埋一神話をつく一．

　　　　　　　1。ウイリアムズ氏　（OECD原子力機関事務局長）

・低レベル廃棄物の試験的海洋処分に関する環境安全評価について

　　　　　　　宮永一郎即鳥総難所）
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（原子力環境整備センター埋事）

（東海区水産研究所放射能部長）

（東京電力㈱常務取締役）

（海洋水産資源開発センター理事長）

（科学技術庁原子力安全局次長）

（東北大学法学部教授）



方　均寸，1生廃棄牛虻管理　　　一一冬申言舌をつく　一一

OE：CD原子プ：コ機関

事務周長

　1。ウイリアムズ

難　編

脇

　アメリカのスリーマイル

島原子力発電所（TM1）
での事故が発生して以来約

1年になろうとしておりま

す。当時この事故は数日間

にわたり，ほとんどの先進

国の新聞がトップ記事とし

て扱い，その後も引き続き数ヵ月間にわたって大

きく報道されて来ました。さらにこの事故が原

子力発電の将来に与える影響については，多く

の国のマスコミや議会が頻繁に取り上げるとこ

ろとなり，TM1事故は，原子力開発の将来に

重大な障害になるのではないかとさえ考えられ

たと言っても過言ではありません。

　他の惑星からの来訪者が見れば，TMI事故
を世界的規模の大惨事と思ったかも知れません。

　では，TMIで実際に何が起ったか，．を考え

て見たいと思います。この発電所が事故によっ

て重大な物質的損害を受けたことは事実ですが

機器の故障もしくは操作ミスによってプラント

に大きな損害がもたらされたのは，何も今度の

事故が初めてのことではなく，また残念ながら

そのような事故が今後起こらないという保証もあ

りません。またTMI発電所が今後何年も発電

することができなくなったこと，今戸の事故で

設計⊥の弱点があることが判明したこと，その

原因が運転員の訓練不足にあったこと，同発電

所の管理と指揮機構に欠陥があったことも事実

です。同時に，その事故で誰も死亡したり負傷

したりしていないこと，大惨事予防のために源

子炉に組み込まれていた安全機構が作動するこ

とにより，同発電所敷地外部に大きな物質的損

傷がなかった事実も認めなげればなりません。

事故の際，人々の間にあれだげの動揺と不安が

あったことを考えると，この最後に述べた事実

は…部の人々には思いがけないことかも知れま

せん。

　これらの事実と関連して，1979年末現在

で世界中に合計1億1，900万kWの発電容量
を持つ232基の発電用原子炉が稼働しており

ますが，それらの炉の運転が原因で死亡事故を

起こしたことが未だかつてなかったことを想起

する必要があると思います。このことは日本に

おいて毎年約9，000人が交通事故で亡くなっ

ている事実，あるいはアメリカにおいて毎年

100人以上の人が炭鉱事故で死亡している事

実と極めて対照的なものです。しかも原子力発

電はいかなる客観的基準に照らして見ても，化

石燃料による発電より環境汚染の度合いがはる

かに少ないのです。さらに化石燃料には経済性

の面からの問題があります、，中近東における政

治不安のため，かなり長期にわたり，石油供給

の不安定が続いておりますが，仮に石油の安定

供給が確保されたとしても，減少する世界の石

油資源。エネルギー以外の目的での石油利用，

石油化学の原料としての石油の利用価値を考え

てみれば，石油の輸入に依存する国であろうと

自給できる国であろうとに関係なく，工業先進

国が石油に対する依存度を減らさねばならない

ことは言うまでもありません。このような状況

の下では原子力発電がエネルギー問題の解決に

不可欠であることは否定できません。

　私に今日．与えられたテーマは放射性廃棄物の

管理でありますので，議長を初め皆さんは何

でそんなことを言っているのかとお考えになる

かも知れませんが，私が申し⊥げたかったのほ

現在涼子力に関する諸問題に対する世界の世論

がどう動いているかということです。原子力発

電を，諦めるかまたは最後の手段としてのみ残

すべきであるという真剣な意見を耳にすること

さえありますが，それはエネルギーの需要が小，

規模であるか，国内のエネルギー資源に恵まれ

た一部の国だけに許されるぜいたくでしょう。

石油の代わりに大量の石炭を輸入するという考
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え方も，長期的なエネルギーの安定供給策には

なり凍ません。そのような政策はうまく行った

としても…時的な応急措置にしかならないし，

何れにしても深刻な環境汚染の問題を引き起こ

すことになります。従って，多くの国にとって，

原子力発電をやめることは経済規模の大幅の縮

小と，低い生活水準への苦痛に満ちた逆戻りを

意味しています。

　原子力発電に反対する入々は確かに真面昌な

議論をしているとは思いますが，この厳然たる

事実に目を向けようとしておりません。最近，

OECDが発表した報告書「技術革新の功罪．1

の中には「技術箪新が人類の生活様式に与える

影響を憂慮する」という主旨のことが述べられ

ています。ところで前に述べた原子力の反対論

者は，この．論：文を引用し，その「憂慮」を利用

することにより，原子力反対運動を積極的に結

びつけようとしているのではないかと思われま

す。もしこれが事実とすれば，各国の政府当局

はその国の原子力発電の実情および原子力発電

を中止二した場合にどういう結：果がもたらされる

かについて，明確で毅然とした説明をする義務

があると考えます。一・方，原子力発電に関する

世論を指導する立場にある人々を含む少数の原

子力反対論者は，現状をよく理解しながらも，

世論を喚起することが社会を変革するための便

利な手段であると考えていることも指摘しなけ

ればなりません。

　放射性廃棄物の管理問題がしばしば未解決の

問題もしくは解決不可能な問題と言われており

ますが，これも実は今申し．上げたような背景に

よるものです。今後の原子力発電計画を受け容れ

る条件として，放射性廃棄物の管理方法が「絶

対安全」であることを実証せよ，との要求が出

されております。この要求には一見国民の福祉

を最優先するかのような響きがあります。とこ

ろが実際には，この要求は不合理な条件を基に

して考えられたものであり，これと似たような

場合に，考慮の対象にさえならないような要求

を含んでいるのです。　「絶対安全」とは人間が

関係しているいかなる活動分野においても存在

し得ないもので，現代の迷信に過ぎないもので
す。この言葉はむしろ安全の基準とは伺かを決

めるに当たって難かしい政治的，社会的配慮を

要する政策を決定する立場にある入たちが責任

を忌避するためのキャッチ・フレーズに過ぎな

いのです。確信を持って言えることは，放射性

廃棄物管理の問題が，原子力発電の採用および

開発の障害に：ならないということです。そこで

私はこれから，私が何を根拠にそのような確信

を持つに至ったかを説明したいと思います。

廃棄物の『管理』とは
　話しを進める前に，私の説明の中に出て来る

いくつかの用語の定義を申しあげておきたいと

思います。　i廃棄物管理」という概念には，あ

る核物質が廃棄物として見なされた時点からそ

の最終的処分に至るまでのすべての段階の管理

が含まれます。言い換えますと，廃棄物の管理

には廃棄物の取り扱いおよび処理，その貯蔵な

らびに輸送，そして最後の処分に至るまでの各

段階に必要なすべての技術が含まれます。これ

らの段階の大部分は一般に認められております

が，貯蔵と処分との区別をはっきりさせること

が必要です。と申しますのも，これらの2つの

用語は同義語としてしばしば混同されることが

あり，そのためつまらぬ混乱を起こす場合があ・

るからです。例えば，処分という言葉には何か

最：終的なものであるという感じがあるので，そ

の言葉を避けようとする傾向があり，　「最終的

貯蔵」といった遠まわしの表現がしばしば「処

分」というべきところに使われています。これ

らの言葉は何か弁解がましい響きがあって，無

意識のうちに一般国民に不安を残すということ

になります。

　私はこのような事態は2つの点で遺憾なこと

であると思います。まず第1に，放射性廃棄物

管理技術，特に使用済み燃料または高レベル液

体騰棄物の管理技術にはそれらが再び回収され

再利用されることが可能なような長期間の冷却

所などいろいろな段階での貯蔵が含まれていま

す。第2に，人間を放射能から確実に隔離する

ようなやり方を勇断をもっと採用し，そのよう

な意図を明確にするような表現を使うことによ

って，より大きな安全の保証を与えることがで

きます。処分後に核燃料を再び回収しようとす

る意図があると聞かされたとき，人間を放射能

から隔離するという原則に基づく処分の方法が

確実ではないからではないかという印象を人々

は持つと思います。これでは長期にわたり安全
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が確保できるという公衆の信頼を克ち取ること

はできません。従って，　「貯蔵」という言葉は

将来廃棄物から核燃料を再び適当な時に回収す

るという面訴をもってそのような物質を保管す

るという意味に限定して使用すべきです。　「貯

蔵」という用語はたとえ長期間にわたる貯蔵と

いうものに結果的になったとしても，原則的に

は暫定的な措置でありダ引き続き監視すべきで

あることを意味しております。一方，　「処分」

という言葉は核燃料を回収する意図を持たない

で廃棄物を「定位置に適切な措置をとって放置

する」こと，もしくは，「放棄または放出する」

ことを意味します。実際には，回収不可能な

方法をとるかもしれないし，都市のごみ投棄

所から有用な資源を回収することがあるのと

同じく，回収可能な方法をとることもありま

す。しかしながら処分という概念には回収する

意図が初めからないことがその特徴で，監視

の必要性が仮にある場合でも，ごく限られた期

間しかそれを行う必要がありまぜん。ある措置

がとられる場合に，その目的が貯蔵であるか処

分であるかは回収の意図の差だけで，そのため

にとられる手順は全く同じ場合もあります。こ

こにそれらの用語を明確に定義しなければな

らない重要な意味があるのです。私の意見で

は，正確な定義づけをした⊥で，貯蔵の場所，

処分の場所をより明確に提示することが，原

子力に対する世論の好転に賦与するものと考え
ます。

基本的戦略
　放射性廃棄物管理の基本目的は，現在および

将来の世代を放射能の危険から確実に守ること

です。これは適用される管理方法が，現在およ

び将来にわたって許容量以⊥の放射性物質を大

気中もしくは食物連鎖の中に浸透させないこと

を確保するものでなければならないことを意味

しています。放射能の許容基準は，原子力の利

用によって得られると思われる便益と，国民の

健康および環境に．与える損失とを総合的に比較

することによって合理的に決定すべきです。

もちろんこれは終局的には政治的に判断すべき

ものであり，その判断には絶対性はあり得ませ

ん。したがって，特にその損害の確率が統計の

形で表示された場合には，政府および国民はそ

れに含まれている諸要因を正確に理解しなけれ

ばなりません。

不幸にして，統計というものは一般の話題にな

ると誤用される場合がしばしばあります。例え

ば，ある都市，地方もしくは国において仮に今

後30年間に一定数の人が癌によって死亡する

ことが予想される，といったことがしばしば話

題にされております。この数字は過去の死亡率

年令の分布，当該入口に関する各種の諸要素等

から割り出したものです。しかし，これは単な

る専門家の推測に過ぎないものであり，それに

はかなりの誤差が含まれております。統計守門

家たちは，推測された数値からの変動が統計学

的に有意なものであるかどうか，またそのよう

な変動がわずかのかかわり合いしかない無数の

要因に左右されて生ずる変動の中に埋もれてし

まったランダムな変動の範囲内，即ち誤差範囲

内のものであるかどうかを確かめるために経験

的に確立された技術を持っております。そのよ

うな変動が統計学的に有意であると確認された

時に限って，そのような変動をもたらした特定

の要因を究明する価値があります。

　この意味を具体的な例によって説明してみた

いと思います。TMI事故に関する調査を行っ

たケメ下層委員会はその報告の中で，TMIを

中心として50マイル以内の地域に住んでいる

200万人のうち，癌により死亡すると推測さ

れる入は究極的に32万5，000人に達するで
あろうと述べております。一方，統計専門家た

ちは，実際の死亡者の数が10万人増えても減

っても，統計学的には大した意味はないと判断

しておりますが，ケメニー委員会は，そのよう

な状況の下で一定量の放射能が洩れたとしても，

ある特定の期間中に癌による死亡者が1人増え

たかあるいは10入増えたかを確認することが

できる統計学的手法はない，と指摘しておりま

す。しかし不幸にして，ごく少量：の放射能の洩

れを癌による死亡者の推定に結びつけようとす

るやり方が，最近増えて来ております。そのよ

うな推定の基礎について専門家の間でいろいろ

と専門的な議論がなされておりますが，それは

ともかくとしても，そのような推定の基礎とな

っている放射線生物学的仮定の著しい特徴は，

癌による死亡者が増加しても放射能に関係なく

発生する多数の癌死亡者と微量の放射線の被曝
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による死亡者を識別することは困難であるとい

うことです。従って，そのような無理な推定を

行うことは，実は国民の感情に訴えようと意図

することであって，ほとんどの場合統計の悪用

でしかありません。

　従って私は，そのような推測統計の数字の
比較は慎：重に取り扱うよう皆さんにお願いしたい

と思います。

　許容基準に関する合理的な判断に必要な条件

は，放射性廃棄物処分の結果もたらされる放射

能による住民被曝が，放射線防護基準を確実に

満足させることであり，その基準は放射線の生

物学的影響に関するあらゆる既存の知識および

経験に基づいて綿密に評価されて作られ，特定

の状況に適用されるものと比較してより広汎な

基準に基づいて算出されたものです。具体的に

申しますと，これは一般住民が放射性廃棄物か

ら受げる放射線被曝の量が。人間が昔から自然

界で受げてきている放射線，・ならびに最近医療

のため照射される放射線の十分小さなある量を

上回らない程度のものでなければならないこと

を意味しています。

　このような対応は，過去50年以上の歳月に

わたって独立した専門機関として存在している

有名な国際放射線防護委員会（ICRP）の研
究成果のおかげで可能になったのです。私がこ

の点を指摘したのは，原子力が今日のようにエ

ネルギー源として，重要な地位を占めるに至る

前に，同委員会の最初の勧告案が提出されてお

り，また同委員会が現在行っている提案は，非

常に長い歳月にわたって蓄積された最高の専門

知識と経験を反映しているからです。

　ICRPは電離放射線被曝からくる人体への
危険を制限するための総合的なガイドラインを

作成し，引き続き検討しておりますが，それら

のガイドラインは，自然放射線および医療用放

射線による被曝の影響をも考’慮：に入れておりま

す。このガイドラインは放射線被曝量の上限を

勧告しており，世界各国で認められております

が，各国政府は放射性廃棄物の管理の上から遵

守されるべき従業員および一般公衆に対する保

健⊥の基準を作成するに当たって，このガイド

ラインを基準としております。前にも申しまし

たようにダこのガイドラインは固定された不変

のものではなく，知識と経験を積むに従って常

時見直されております。同じく，放射性廃棄物

管理の諸段階に対して，これらのガイドライン

を適用する際に必要となる「具体的解釈」は，

各国の政府当局およびOECD原子力機関（I
EA）のような国際機関によって引き続き検討

されております。

　現在および将来の世代のために，ICRPの
勧告に基づく放射線防護基準を遵守することは

基本的要件ですが，放射性廃棄物管理には，そ

れ以外にも安全および環境保全等の面から課せ

られる重要な制約があります。例えば，現在お

よび将来における天然資源の開発の際に，その

行為が廃棄物管理のシステムを破壊することの

ないようにし，将来の世代に問題を未解決のま

ま残すことを避け，自然環境の質を低下させる

ことのないように注意することも大切なことで

す。実際においてはこれらの目的は大抵の場合

要求される放射線防護基準を長期にわたって満

足するよう，放射性廃棄物を生物の生活圏から

十分隔離することによって達成されます。その

目的を達成するために使われる手段が，放射性

廃棄物管理の基本と言わねばなりません。その

手段は具体的には，廃棄物の物理的化学的特性

によって異なってきます。

放射性廃棄物の種類
　放射性廃棄物といえばあたかも全部同じ性質

で1種類しかないようにしばしば言われており

ますが，実はこうした誤解が正しい知識に基づ

いてこの問題を討議する場合の障害になってい

ます。廃棄物は同質で一種類しかないどころか。

実際には多くの異なる物理的，’化学的性質を持

ったものの集まりで，それらに共通しているこ

とは放射能を持っているということだけです。

その放射能でさえ非常に強いものからほとんど

探知できないほど弱いものまで千差万別です。

放射線の中には，その浸透力が強力で，常に遮

蔽しておかねばならないものがある反面，ほと

んど浸透力を持たない放射線もあります。後者

は空気といっしょに吸い込まれるか，食物連鎖

を通じて体内に摂取された時に限って有害とな

ります。すべての放射性物質に共通している一

つの特徴は，その放射線の強度が，放射性同位

元素に固有の滅衰率によって，時間とともに次

第に減少することです。この減衰率は「半減期」
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で表わすと，100万分の1秒から何百万年程
度までというようになり，その差異は大きいも

のです。

　廃棄物管理技術はこれらの物理的化学的要因

をすべて考慮に入れるべきであり，それに従っ

て，その廃棄物が置かれる特定の環境に適する

管理技術を開発しなければなりません。詳しい

説明なしに，放射性物質という広い概念の用語

のみを用いて議論することが，国民の不安感を

募らせる，もう一つの原因となっています。こ

のような事態を避けるには，廃棄物の潜在的危

険と，それに対する適切な管理方法を理解でき

るように，廃棄物の特徴を明らかにしておくこ

とが必要です。

　確かに，放射能が自然に減衰するという事実

は，放射性廃棄物の管理方法を開発する上にお

いて，非常に重要な要素の一つとなっています。

一般的に申しまして，放射性廃棄物の放射能の

寿命が短げれば短いほど，その処理問題は簡単

です。従って，短寿命廃棄物の一連の管理順序

の中で，準備段階の手順はそれだけ簡素化され

ます。これと逆の場合もあり，放射能の減衰が

あまりにも緩慢で，その危険はジオキシンとか

ある種のシアン化化合物等のように時間が経過

しても変化しない安定した毒性の化学薬品と同

じく根強く残るものと見：なすべきものもありま

す。このような多岐にわたる性質に対処するに

当たっては，廃棄物からの放射線被曝による被

害が自然界からの放射線のそれを下回る程度に

なるよう，人間およびその環境から放射線源を

隔離するような基準を確立しなければなりませ

ん。先にも申しましたように，これは適当な期

間にわたって廃棄物を密閉するか隔離すること

によって。その目的が達成されますが，この適

当な期間が何万年にも及ぶことがあります。、一一

方，その方法にはそれが先に述べた目的と合致

するように厳重に管理された条件の下で，廃棄

物の放射能を薄めるとか分散して環境に放出す

るという方法も含まれます。例えば，低レベル

の放射能を含むある種の液状および気体廃棄物

を一時保管し，処理し，処分を行う過程で，作

業員の被曝による危険が，管理された条件下で

環境に放出された放射性物質から，当該地域の

住民が全体として受ける危険よりも，放射線医

学的見地から見れば大きくなる場合もあります。

　廃棄物を作り出すことは，それ自体何ら非難

に値：しない，ということを現段階で主張する

ことは無意：味なことではないかも知れません。

ほとんどすべての工業的生産の過程で廃棄物が

作り出されておりますが，これは別に異状なこ

とでは左く，資源が不足がちな現状では，廃棄

物の再生使用が求められる場合もあります。

原子力の分野では，熱中性子炉における核燃料

の照射によって発生するプルトニウムがそのよ

い例です。使用済み燃料の再処理によるプルト

こウムの回収は，ウランの回収とともに廃棄物

を有用な物質に転換する一つの例です。確かに

再処理してもかなりの放射性廃棄物が残り，そ

こには核分裂生成物，残留ウラン，プルトニウ

ム，その他の副産物が残ります。不幸にしてこ

れらの物質は高レベルの放射能を持つばかりで

はなく，その中には非常に長い寿命を持つ核種

を含んでいるので，放射性廃棄物管理法は，こ

れらの複雑で変化しやすい特徴を考慮に入れな

ければなりません。

　…方。放射性物質を取り扱ったり，使用する

原子力施設，研究所，放射性化学物質の製造工

場の作業場は，清潔で汚染されていない状態に

維持されなければなりません。つまり廃棄物の

管理には細心の注意を要し，軽度の汚染物，もし

くは汚染の危険があると思われるごみをも集め

て管理する必要があります。一般公衆の保健と

安全を守るためには，その蓄積の量が増大する

ことが予想されるこれらの廃棄物を放射性物質

と見なし，私が先に述べた一般的な取り扱い基

準に従って適切な管理方法を開発する必要があ

ります。申すまでもなく，これらの廃棄物の管

理の問題は使用済み燃料の再処理から発生する

高レベルの放射性廃棄物の管理の問題とは全く

異なるものです。

廃棄物管理の現状
　これら2つの例は，原子力の生産利用の過程

で発生する異なる各種の放射性廃棄物の中から

選び出してみたものです。…方，放射性廃棄物

の問題を，極端に単純化しようとする傾向があ

ります。しかしながら，現状に関する大まかな

結論を導き出し，それらの結論から残された問

題とその正しい位門づけをすることは可能です。

　第1に注目すべき点は，現在すでに原子力産
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業から生ずるあらゆる種類の放射性廃棄物につ

いては経験が得られており，その管理に必要な

基本的要件は，現在の知識およびすでに確立さ

れた放射線防護の基準を基にして，規定するこ

とができ窪す。一ヒに述べたことは重要癒ことで

あり，換言すればすべての問題は全部出揃って

おり，残る問題は原子力発電が次第に拡大され

て行くにつれて，それらの問題の規模が大きく

なるということです。

　第2の重要な点は，現在知られている種類の

放射性廃棄物の大部分のものに対しては，すで

にその有効性が実証されている管理方法がある

ということです。残りの聞題は，高レベルで長

寿命の放射能をもつ廃棄物ですが，これから説

明申しあげますように，それに対しては安全な

中間的借置：が考案されておりまして，必要に応

じてすでに適用されてきました、，

　例えば，液状および気体状の廃棄物は処分の

ためには固化という方法をとることができまつb

あるいは，ちょっと前に申しましたように，そ

のような廃棄物は制限された量を環境に薄めて

放出した方がいい場合もあります。この意味に

おいて低レベルの放射能を持っている短寿命の

物質を処理することは，技術的に大きな問題は

ありません。固体もしくは固化された廃棄物に

とっては，それが空気や地下水に拡散しないよ

うに適切な措置さえとれば，地下に浅く埋める

方法も安全なものです。一定の条件を満足させ

れば，そのような物質の危険性は短期間に消滅

しますが，処分する場所の撰択に当たっては，

その場所の地質，人間もしくは家畜が頻繁に立

ち入る場所との距離等を考慮して慎重に行わね

ばなりません。この種の廃棄物が有害でなくな

るまでの比較的短かい期間，つまり処分場所が

制約なしに自由に使えるようになる期間までは，

その廃棄物の隔離が維持されているかどうかの

監視を怠ってはなりません。

　何百万tに土る天然ウランの生産を行うよう

な国では，特別な注意が必要です。これはウラ

ン鉱石巻採取する過程で，天然のままの低レベ

ルではありますが，長寿命の放射性物質が放出

される危険があるからです。鉱石の採取および

処理の過程で。ウラン鉱津が空気もしくは地表

水に放出される可能性があり，鉱津の粉末が周

囲に拡散しないように長期的に万全な措蟹をと

らねばなりません、，この問題は今後も鋭意研究

すべき分野で，関係諸国の間では積極的な共同

研究が行われできました。

　低レベルの放射性固体もしくは固化した廃棄

物に関するもう．一つの解決策は。特別設計され

た容器にそれを密封した．上で，慎重に安全評価

した後，深海にそれ准投棄することです。これ

に使われる容器は海中に沈む途中でも海底に衝

突しても破損せず，その後も海水中に放出する

放射能も最小限度に抑えるよう設計されていま

す。仮に．…部の放射能が洩れた場合でも，大量

の海水に稀釈されます。ここでも他の場合と同

じく，投棄前の安全評価は種々の仮定の下に安

全上十分な余裕をもって行われております。そ

の中の…つの仮定は容器が海底に到達すると同

時に，放身寸能が放出されてしまったという厳tノ

いものです。

　この方法による廃棄物の処分は，　「廃棄物そ

の他の投棄による海洋汚染防止に関する条約」

（これはロンドン条約と略称され，42力国が

加盟している）の規定によって規制されており

ます。放射性廃棄物の海洋投棄はIAEAによ
る「ロ／ドン条約の放射性物質への適用に関す

る勧告」でも規制されています。この勧告は高

レベルの放射性廃棄物の投棄を禁1ししておりま

す。なお，OECDは1放射性廃棄物の海洋投
棄に関する協議，監視ツスアム」（こ〃）システ

ムには20力国が参．溶しております）を設立す

ることによって，ロンドン条約の目的を達成す

る機構を設立しました。

　私がこれまで申し一上げてきたこれらの問題す

べてについては，納得のいく廃棄物管理：方法が

開発され，現在実施中です。しかしながら，高

レベル放射性廃棄物の管理方法は少し異なりま

す。これは再処理が行われるか否かに関係なく，

原子炉から取り出される使用済み燃料と本質的

に関係のあることですが完全な管理方法を開発

できるという見通しの下になお若干の研究を必

要としております。現在，ここ何十年間は十分

満足のいく中間血忌が取られており，最終的な

管理方法が定着するまでの間，順次新しい方法

に切り換えていくことになっております、、

　再処理が行われるようになれば，高レベル放

射性廃棄物は，当初非常に濃度の高い液状の形

で発生します。このような廃棄物は，二重構造
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のステンレス製のタンクに二十年1もの間安金

に貯蔵することができることが実証されました

が，それは連続して監視する必要があります。

液状の形で中間的に貯蔵しておくことで短寿命

の物質の放射能の減衰により，初期に発生する

大量の熱の放散が容易になります。液状の貯蔵

はその後の処理（例えば有用物質の化学的圓収）

を容易にしますが，長期貯蔵の目的には廿日

しくなく，輸送や処分にも適t．ません。従って．

固化方法の開発を急ぐべきであると一般に考え

られ，そのためいろいろの固化方法の得失が検

討されています。固化のための施設が一部の国

々において設計されており，一部の施設はすで

に稼働しております。

　ここで私はこの問題の現状を数字によって考

えて見たいと思います。董00万kWの典型的
な軽水炉は，取り出される使用済み燃料の再処

理により，1年間に約3m3の高レベル廃棄物
（固体状にした場合）を生じます。日本における

現在の原子力発電容量（1，500万kW，その
稼働率を70％と仮定した場合）は，年間約
32m3の高レベル固体廃棄物を産出することに

なります。2000年までに建設が予定されて
いる原子力発電容量を前提としますと，日本で

産：出される固体廃棄物は，年間200ないし

30⑪m3に土るものと推定されます。わかりや

すく言えば，2000年までに蓄積される高レ
ベル固体廃棄物を積上げると，テニス・コート

くらいの面積の場所に7ないしiOmの高さに
なるでしょう。

　これが日本の原子力発電計画の下で処理，処

分しなければならない高レベル廃棄物の具体的

大きさになるわけです。

　これらの高レベルの放射能を持つ固体廃棄物

を処分するために，天然に存在する適当な地質

構造を利用してはどうか，という技術的可能性

に注目が集まっております。廃棄物をこの目的

のために固化するに当たっては，その形状が処

分される地域の地質学的，地質化学的環境に適

合するよう慎重を期さねばなりません。適切な

地層に埋蔵された廃棄物は，それを埋蔵する時

もあるいはその後においても，その周囲に居住

する住民に何らの特別な危険とはなりません。

　廃棄物の地層処分は，地層の障壁により放射

性物質が居住環境にもれることを防いでいる，

という事実を理解する必要があります。第1に

大抵の場含廃棄物は非溶解性のガラスによって

固められますので，廃棄物そのものが大地に浸

透しないという特質があります。第2に，この

固化物は適幽な容器に格納され，その容器は廃

棄物の埋蔵地の特定の地質化学的環境の中で長

期的安定が保たれるよう設計されています。鎮

3に，地層処分予定地としては，その地層の隔

離能力が十分目あり，加えて地質学的意味での

年代を通じて地回が安定であることがよく知ら

れている場所が選定されます。

それでもこれらの防御的要素が無効となった場

合には，放射性物質の移動を遅らせる機能をも

つイオン交換作用とか。濟過作用や吸着作用等，

地層のもつ天然の機能が作動します。従って，

廃棄物の地下埋蔵が大惨事につながるという考

え：方は根拠がありません。

　OECD原子力機関（OECD・NEA）は
昨年の夏1A醤Aの協力を得て汐全世界におげ
る地層処分計画の現状を専門的に検討するため

の国際シンポジウムを開催しました。同シン

ポジウムには32力国および4つの国際機関か

ら約400名が参加して，10のセッションで
68の論文が提出されました。これらの数字は

世界各国がこの問題に関してどれだけ熱心に取り

組んでいるかを如実に示しております。放射性

廃棄物の管理につき，このシンポジウムは非常

に重要な成果をあげることができました。それ

はあらゆる種類の放射性廃棄物を安全に隔離す

ることができる地質的環境は多数存在してい

る，という点で参加者の意見が…致したという

ことです。

問　題　点

　それでぱ今後の問題点は何でしょうか。多

くの入々は♪放射性廃棄物の管理の問題につい

てこれだけの議論が交わされるからには，そこ

に何か重大な問題があるはずである，と単純に

問いかげております。もちろん，原理的に解決

された問題と，その解決策を実践に移すという

ことの問には大きな違いがあります。解決が

可能であるということと，それが実施されると

いうこととの間にも大きな差異があります。従

って，こういう意味でなすべきことが未だ山積

しているということを，私のこれまでの説明か
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ら理解して戴けたことと思います。一方，放射

性廃棄物管理の問題は原理的には解決されてい

ると言えることは明らかです。しかし，現段階

においては，最終的にうまくいくであろうとい

う確信は，実績によってのみ得られることも確

かです。放射性廃棄物の問題において，今我々

が当面している最大の難関は，疑う余地のない

証拠一高レベルの放射性を持つ長寿命廃棄物

の処分に求められる最も重要な証拠，つまりこ

れを非常に長期にわたって隔離することができ

るという証拠一を提供することです。

　何万年も先にわたって安全に隔離することが

できるということを「実証」することは，明ら

かに無理な相談です。ここで私は，　「実証」と

いう概念を通常用いられている意味に使ってい

ます。従って現在必要なことは，考えられる処

分場所の地質学的，地球化学的特徴に関する詳

細なデ…タを積み上げることによって，許容で

きるレベルの安全性が長期にわたって確保でき

るという確信のもてる証拠を提供することです。

私は先に「絶対安全」というのは神話に過ぎな

いと申しましたが，だからといって，それだけ

の理由で安全性に対する保証を無条件に与える

ことはことはできません。これは人間の活動に

リスクを伴わ＝ないものは＝ない，　ということを別

の表現で認めることかも知れません。つまりそ

れはまた，理想的な解決策を漫然と追い求める

べきではなく，原子力から得られる便益と引き

換えに，それに伴う危険を可能な限り中和させ

ることのできる現実的な解決策を探し求めるべ

きであるとの認識でもあります。

　この意味において，放射性廃棄物管理に関す

る世論の動向で懸念されることは，地層処分の

ための現地調査活動に対し，これに反対する世

論が最近盛り⊥がってきていることです。このよ

うな事態は最終的解決策を導入する上で障害と

なっています。廃棄物管理に関する中闘措置は，

その性質一と，最：終解決策より不満足なものであ

ることは避け難いものですが，このような努力

を妨害することは，公衆の利益に反するもので

あると言わねばなりません。このような状況に

立ち至った共通した理由の一つは，自分たちの

ところとは別のところで最終解決策が採用されれ

ば我々も賛成しようという消極的な考え方です6

言い換えますと，国民の信頼というものは可能

と思われる方策を漫然と追求することによって

得られるものではないということです。そこで

求められているのは，政策決定者の確信に満ち

た指導性であり，政治的決定を下すことを恐れ

ず，国民が欲している解決策を敏速に採用する

勇気です。

　原子力に反対する一部の人々は，中間借躍を

採択することは，未解決の問題を将来の世代に

押しつけることであると非難しておりますが，

私のこれまでの説明で，そのような考え方が根

拠のないものであることを理解して戴げれば，

幸いに思います。我々が現在とっている対応

は，他の可能性のある方法を追求し，確立され

た科学的，技術的データに基づいて，より良い

処分の概念および方法を開発することでありま

すQ技術的、社会的に受げ入れられる廃棄物処
理方法が確立されれば，高レベル放射性廃棄物1

の大規模な処分は遅滞なく実施すべきであり，

それにより安全度が大幅に改善されるとともに，

引続き監視する必要がなくなるでしょう。

結　　論

　本日，私は時間の制約もあって，放射性廃棄

物の管理という非常に複雑な問題について，い

くつかの重要な問題点に限って申し上げました。

この課題に関するより技術的な説明は，OECD

が1977年9月に発表した「原子力発電計画に

伴う，放射性廃棄物管理の目標，概念，戦略」

（通常ポルバー二・レポートと略称）と題する

報告の中にあります。この報告書は日本原子力産i業

会議によって日本語に訳されております。その

英文版は東京のOEσD出版情報センターから
求めることができます。この報告書は，廃棄物

管理に関する信頼できる資料となっており，現

在とられている借置または今後予定されている

措置に対する信頼の念を起こさせる上において

役立つものと思います。

　私が特にこの点を強調しますのは，複雑を極

めるこの問題を冷静に評価しようとする態度に

対して非常に強い反対の意見があるということ

に注目する必要を感じたからです。しかしなが

ら，この問題に関する討議に客観的態度が必要

であることを強調する反面，要求される厳しい

基準に対し，独善的であり無頓着であるという

印象を皆さんに与えるつもりはありません。現
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在および将来の世代を防護するために，最大の

注意を払わねばならないことは言うまでもあり

ません。この分野に関係している方々で私がお

会いした皆さんは，この点に常に心を砕いてい

ることを知って，心強く感じている次第です。

　あらゆる種類の放射性廃棄物の二四に対して

納得のいく解決策が立証され，安全な中間措置

が採られているということを私は自信をもって

申しあげます。残る技術的問題，即ち。高レベ

ルで長寿命の放射性物質の処分に関する技術的

問題は。解決できるといえる段階に来ておりま

す。これを達成するためには，必要な研究開発

を優先的に推進し，国民もその推進に対して反

対ではなく支持することに価値を見出すように

なるべきです。この分野においてすでに行われ

ている大規模な国際協力は引き続き維持されね

ばなりません、、

低レベル廃棄物の試験的海洋処分に関する環境蜜全評価について

日本原子力研究所

大洗研究所所長

　宮　永　一　郎

唱．　はじめに

　低レベル廃棄物の処分

　については，昭和47年

　に作成された原子力委員

会の「原子力開発利用長

　期計画」の中で海洋処分

　と陸地処分を併用して実

施することとされております。海洋処分につい

ては，昭和51年，原子力委員会は具体的な進

め方として次のようなステップを踏んで実施す

ることを決定しました。

　　1、事前の安全評価

　　2．試験的海洋処分

　　3．海洋調査を踏まえた結果の評価

　　4，本格的海洋処分

　処分候補海域についてはA～Dの4海域を昭

和47年から3年間，水産庁，海⊥保安庁，気
象庁および気象庁の気象研究所の4機関が，海

底地形，地質，海水の動き，海洋生物，放射能
バンクグランドなどの調査を行い，B海域が最

も好ましいことが判明しました（スライド1）。

この結論に従ってB海域を中心としたさらに

詳細な調査を昭和52年から55年までの予
定で，一ヒ記4機関に理化学研究所を加えて実

施中です。

　同時に投棄体の規準としては「セメント固

化体に関する指針」が定められており，多重

固化体。ア入ファルト固化体などその他の固

化体についても指針作成のための試験・研究

が行われております。さらに，これら投棄体

の海底到着までの健全性ならびに500気圧
という深海での圧力への耐性，放射性物質の

門門率についても，研究室と海洋の両方で調

査研究が実施されております。

　さて，海洋処分実施の第一一ステップである

安全評価については，昭和51隼8月，科学
技術庁原子力安全局が「試験的海洋処分の環

境安全評価に関する報告書」（以下「報告書」

とする）を提出し，原子力委員会は同年の

10月，専門委員会を設置してこれをレビュ

ーすることを法定しました。その後，原子力

基本法の改正に伴い新たに発足した原子力安

全委員会がレビューを受け継ぎ，新専門部会

のもとに検討を続げ，昨年11月専門委員会

のレビュ…結果を見て，環境の安全は十分確

保できるとの結論を出しました。

　ここでは，環境安全評価の報告書の内容を

簡単に述べ，専門部会が行った「報告書」の

レビューについて述べることに致します。

2。原子力安全局の環境蛍全評価

　　原子力安全局の報告書では次のような考え
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方，手順で評価を行っております（スライド
2）。

1）処分放射能量は試験的海洋処分では500

　Ciの一園投棄，本格処分では105Ci／年
　である。

2）廃棄物中の核種組成は，対象廃棄物の調査

　結果から，代表的核種としてマンガン…54，

　コパルトー一60，ストロンチウムー90，セ

　シウムー137，セリウム…144および微
　：量のラジウム…226，ウランー238，プ

　ルトニウム…239を仮定している。このう

　ちコパルトー60，ストロンチゥムー90，

　セシゥムー137の3核種が全放射能量の約
　80％を占める。

3）放出モードは，投棄体が海底着後直ちに全

　放射能が放出し，海底への沈着などは無視す

　る。という仮定をとる。固化体指針に従っ

　て作成された投棄体は500～700気圧で
　も破損せず，漏洩放射能量は最も漏洩率の

　高いセシウム137でもこの仮定量の約10分

　の1しか出ないこと，その他の核種でも100

　分の1を越えないことが実験で確認されてい
　る。

4）海洋モデルとしては，影響が長期，広域に

　わたる性質を持つことを考慮したものとする。

　処分候補海域が太平洋の北西側に位置してい

　るので，投棄点（実際は直径約100km）

　の西方1，000kmのところに南北に走る陸
　地を、北方は千島，アリューシャン列島を模

　凝して2，000km離れてこれに相当する陸
　地を考え，海洋全体は東西12，000km，

　南北6，000kmの長方形の有限海域として

　いる。深さは一様に5kmとする（スライド

　3）Q
5）海水中放射能濃度分布は拡散係数によって

　決まる。「報告書」では長期的広域的観点から

　水平拡散係数を107爾／秒，鉛直拡散係数を

　200読／秒としている。これらは太平洋にお

　けるフォール・アウト中のストロンチウムー90

　の拡散の実測結果に基づくもので，モデル海

　域の広さから求めた理論値より2～3桁安全

　側である。

6）代表核種を半滅期で5段階にわけ拡散方程

　式から海水中分布を求めると，当然，深い層

　から浅い層にむかって海水中放射能濃度は低

　くなる。魚類体内への放射能蓄積の墓誌とな

　る濃度としては，捕獲さ豹、る魚類はすべてl

　km以浅であるとして海面下1kmのものを
　使用する（スライド4）。

7）海面下1kmでの最高濃度を用い，文献調
査や実験から得られた妥当な濃縮係数を選ん

　で降南緯250以北の太平洋全域で捕獲される

　全魚種について体内放射能密度を計算する。

8）以上のデータの他，被曝線量の計算に必要

　な魚類摂取量その他のパラメータな適切に選

　んで計算した結果が，次の表（スライド5）

　である。漁業者の被曝には投棄海城での魚獲

作業時の外部被曝も含まれている。またわが

国以外の国の集団線量は漁獲量の比率から推

定したものである。

　　この表から解るように，試験的海洋処分の

場合の一般公衆最大被曝線量，国民線量とも，

　自然放射線による被曝水準に比べて7桁以上

低く，1年間10万Ciという本格処分の場
合でも4桁以上低くなっており，被曝線量と

　しては無視できる程度となっている。

3．原芋力安全委員会専門部会の検討

　　「報告書」をレビュ…するに当たって，専

　門部会で検討項目として取り上げたものは以

　下の通りです（スライド欝）。

　1）放出モードはすでに説明した通り十分安

　　全側であると考えられるが，投棄体の一部

　　が海底着底前に破損する場合も評価するこ

　　ととした。その結果，損傷率を！0％とし，

　　これから浸出する放射能が50km四方の
　　海域内に減衰せずに滞留するとしても，「報

　　告書」の評価結果に与える影響は数％で

　　あり，　「報告書」放出モードは妥当である

　　ということカミ判った0

　2）拡散係数の選択については，　「報告書」

　　の水平拡散係数Dx＝Dy・・10…7屍／秒，

　　鉛直拡散係数Dz篇200c涜／秒は長期
　　的，広域的観点から妥当であると考えられ

　　るが，さらに慎重を期するため，水平拡散

　　係数が上の100分の1，1万分の1（こ．
　　れは内湾ならともかく，外洋では考えられ

　　ない）になった場合も一応検討し。鉛直拡

　　散係数については，海面下三百mの永久温

　　度躍層（パーマネント・サー諭・クライン）
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　以浅で10一？～10－3αだ／秒という湧昇流

　の存在が認められていることから，　こ

　のような湧昇流が底層から表層まで存在

　するという極端な仮定を設げてその影響を

　試算した。このような海洋学的にみて極め

　て不安定な特殊条件が持続すると，その結

果「報告書」の場合に比べて高い放射能濃

　度が現われるが，これらの場合でも，影響

　の現われる範囲が極めて狭く限定され，出

　現時間もごく短い期間でその後は平均化さ

　れることが判った。従ってその影響は安全

評価上有意なものとはならないと考えられ，

　「報告書」の用いている拡散条件は十分妥

　当であると考える（スライド7）。

3）魚類体内放射能密度の推定法で，　「報告

　書」では海水からの直接濃縮のみを考えて

　いるが，濃度の高い底層から，表層に至る

　までの生物分布が，生物移送によって放射

　能を濃縮する影響の評価も必要であると考

　えられる6

　　そこで，対象海域を中央海域と親潮海域

　とに分け，それぞれの海域での海産生物の

　深度分布を5層にわげ，相互の補食：関係を

　モデル化して，生物相互の補食連鎖からの

魚類体内濃度を算定した（スライド8）。

　その結果，コパルトー60については「報

　告書」の値より約4倍高い値，セシウムー

　137，ストロンチゥムー90については
　同程度という結果が得られた。この結果が

最終的に被曝線量に．与える影響は約10％

　程度であり，　「報告書」の評価を大きく変

　えるものではないことが判った。

4）被曝経路について「報告書」では，魚類

　摂取の寄与が最大であるとして，その他の

　経路としては漁業者の操業時の外部被曝の

みを評価している。この評価の妥当性を見

　るため，その他の被曝経路の寄与を推定し

た。その経路としては，玉AEAが海洋投
棄規制条約に基づき。海洋投棄が禁止され

る高レベル放射性廃棄物を定義する際の評

価に採用した被曝経路を参考として，海草，

無脊椎動物等の摂取，食塩，脱塩水の摂取，

蒸発海水等の吸入による内部被曝，海浜に

おける日光浴，海水浴などによる外部被曝

を考慮して被曝線．量評価を行った。その結

果。…般公衆の最大被曝線：量はこれらを総

合して「報告書」の値の約3倍程度となる

に過ぎず，先に述べた極めて低い被曝水準

のオ・一ダー・エスティメイション（桁の評

価）としては，　「報告書」の結果は十分妥

当なものであると結論した。

　なお，専門部会は，試験的海洋投棄実施と

いう観点からは，環境評価に加えて，投棄作

業時の作業者被曝，齢よび廃棄物固化体輸送

中の事故による影響の評価を行い。何れの場

合も安全性は十分確保されることを確かめた

ことは付け加えておきたいと思います。

4．　おわりに
　　以上試験的海洋投棄についての安全評価は

　いわばダブルチェックという形で，慎重に実

　施されました。また投棄体の健全性について

　の試験はわが国のみが行っているものであり，

　その結果からも。この評価が十分安全側にあ

　ることが保証されていると申せます。

　　現在，国はこの結果を踏まえ，水産関係者

　に説明を行い理解を得ることに努めておりま

　す。なお，海洋処分の実施に当たっては，国

　内の体制を装備することの他，OECD・NEA
　海洋投棄多国間協議監視機構への加入が必要

　であり，さらに，処分実施の一年前に⊥記環

　境安全評価や処分計画などをこの機構に通告

　するなどの手続きが残されております。
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パネル討論
　山本議長　それでは，た
陛だ今からセッション後半の

パネル討論に入ります。

　このセッションでは，低

レベル廃棄物の処理処分問

題に関して，まずパネリス

トの皆様方から，海洋処分，

陸地処分や処理方法の技術開発などについて

ご意見を伺った後に，問題を絞って，試験的海

洋処分を進める上で現在残されている問題は何

か，それに対する措置はどうすべきかを討論し

て戴きます。続いて，本格的海洋処分を実施す

る前に，さらに何をしなければならないかに焦

点を絞って討論を行いたいと思います。

　それでは，まず取初に宮本さんにお願い致し

ます。主として国が今まで何をしてきたか，あ

るいはこれから何をしなければならないかを中

心にお話をいただげればと思います。

　宮本　それでは最初に私

から簡単にご説明致したい

と思います。

　低レベル放射性廃棄物の

処分については，先程宮永

さんからお話があ』つた通り

51年の10月穿原子力委
員会の決定した「放射性廃棄物対策について】

という報告がわが田における放射性廃棄物の基

本方針になっているわけです。

　その中の海洋処分についてその中身を概略ご

紹介しますと，昭和53年頃にまず試験的な海

洋処分を行うとしています。試験とは申しても，

中身は安全性の確認と処分の実際のマニュアル

の確立で，いわば実証試験的な内容です。これ

を実施した後，海洋を調査しまして，その試験

的な海洋処分の安全性を確認し，本格的な海洋

処分に移行する，こういうやり方を，国内およ

び国際的な理解を得た土で慎重に進める，とい

うのが5蓋年10月の委員会の方針です。

　それで，これに先立って，昭和47年以来3
年間にわたり，処分の候補海域を海⊥保安庁，

水産庁，そして気象庁も含めて調査をし，大体

の候補海域を検討しました（，そ’のほか「i本原ヂ

力研究所，電力中央研究所等でセメント固化体

び）いろいろの高圧浸出試験を実行して，これら

を基に科学技術庁では，行政』局としての安全

評価を出しているわけです。

　そのしで原子力添員会決定が行われているわ

けですが，その後，実際にこの低レベルの海洋

処分を行う機関として，公益法入の原子力環境

整備センターが設立されて活動に入っておりま
す。

　それから，53年になって，法令の整備を開

始しました。原子炉等規制法を改正して，従来

事業所の外に廃棄物を持ち出すことができない

ようになっていたものを，これを可能にするた

め，許可制度を取り入れました。ロンドン条約

の実施を前提に急いて，こういう制度を取り入

れたわげです。同時にいろいろの規則において

従来からあったOECD原子力機関（OKCD・
NEA）の諸基準，　IAEAの勧告等を取り入
れ規則の技術基準を改正しました。

　その他原子力損害賠償法においては，原子力

発電所の外に処分した易合でも損害賠償が適用

できるように法律を改正しました。

　以一ヒのように基礎的な準備を整えているわけで

す。その間日本政府の侭r力行政の機構改革が

あり，新たに設直された原子力安全委員会にお

いて，海洋処分の評価をさらに推め，先程宮永

さんからご説明あったような最終的な安全評価

書が，昨年の11月に出たわげです。

　海洋処分については，現在水産業界にいろい

ろ説明を続けております。処分候補地は珠ての

集南方約1，000kmであり，しかも発電所か
ら船で運んでいくとなると，太平洋岸のあらゆ

る水産関係の団体に多かれ少なかれ関係すると

言えるわげです。とにかく試験処分については，

国がその運〆の旧任を持つことになっているた

め，目下水滝関係団体のご理解を願うための説

明に努力を傾注している状況です。

　それと同時に，昨臼も国会に提出しながら会

期切れで流れて，今年は6月までの会期に承認

を得ることを期待しているロンドン条約批准案
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と，これに伴う国内法の若干の改正案を今国会

に提出しています。これが6月目承認され，水

産関係団体の了解も得られた段階で，OECD
・NEAに所要手続をとりたいと考えておるわ
けです。

　OECD・NEAの規則によると，実際に
海洋に投棄する1年前に通告をしなければなら

ないことになっています。いわばすべて順調に

いくことを前提において，来年の夏頃の実施を

目標に準備を整えていきたいと考えているわけ
です。

　従って，今後水産業界の了解が得られたなら

ば，OECD・NEAの多国間監祝機構に加盟
手続きをとり，各国に対してわが国の安全評価の

説明をするわけです。これと同時に，試験投棄

の海域を法律に基づき指定します。海洋投棄の

ための船は，改造にしろ建造にしろ，運輸省関

係のいろいろ細かい基準がありますQこのため

最：終的な詰めが必要ではないかと思っています

が，大体56年目夏を目途に試験的海洋処分の

実施を行いたいというのが今の考え方です。

この試験的な投棄は約7年で終わり，その後1

年ないし2年程度でさらに海洋調査をして，そ

の試験的投棄が所期の評価通りになっているこ

とを確認した．ヒで本格的な海洋投棄に入るつも

りです。従って，58～59年頃に本格的な海
洋投棄を考えているわけです。もちろん試験投

棄の海洋調査についても，海底に着註した固化

体の健全性の確認，採水，採泥，海洋生物の確

認等について今後さらに具体的に計画を詰める

必要があると考えています。今後の残っている

問題点はそういうことであろうと思います。

　それから，陸地処分について簡単に触れたい

と思います。51年藍0月の原子力委員会の方
針によると，陸地処分については，海洋処分に

適さないもの，あるいは圓収可能な処分をして

おく必要があるものについて，貯蔵と地中処分

の2つに分け，大体昭和50年代の後半ぐらい

から，地中処分の実証試験および貯蔵の本格的

実施を行うという方針が出ているわけです。

　ただ，この陸地の処分は，現在，原子力環境

整備センターで，コールド試験を実施している’

段階です。この試験では，今後施設から漏れ出

すものの程度とか，地中における放射性物質の

動きとか評価に必要な諸現象の定量化を進めて

います。ホット試験その他今後の問題について

は，試験場所が得られるかどうかという非常に

難かしい問題を控えています。そういう点で，海

洋処分の計画に比べると，かなり遅れているの

が現状です。

　山本議長　次は石原健彦さんから，わが国の

研究開発と実施について，いままで努力して来

たことと，今後に残されている問題点について，

主として技術的な見地からお話し戴きたいと思い

ます。なお今お話があった陸地処分の研究開発

状況についても，簡単に触れて戴ければと思い
ます。

糊轡讐灘難驚三顧嬬讐蛮

とをちょっと申しておきたいと思います。

　原子炉でウラン燃料を燃やすと放射性廃棄物

ができまずけれども，現在わが国が考えている

海洋処分で対象となる放射能の量は，実際に発

生するものの大体］万分の1程度で1，000分
の1というところまではとてもいきません。

　それから次に，現在このパネルで問題にして

いるのは，低レベルの放射性廃棄物の海洋処分

ですけれども，この低レベルと言うのは，国際

的に基準があり，ロンドン条約に基づくIAE

Aの「定義と勧告」によれば放射能レベルが

lt当たり100Ciよりも低いものを言って
います。1t当たり100Ciよりもレベルが
高ければ，それは高レベルというわけです。

　それで，わが国が現在計画している実際の放

射能レベルはどのくらいかといいますと，1t

当たり100Ciというその定義に比べ，大体

それの1，000分の1から，高くても500分
の1ぐらい，つまり桁が2つないし3つ低いレ
ベルであり，国際的に見て，投棄していいとい

うレベルに比べても非常に低いわけです。なお，

ウイリアムズさんが先程紹介された太西洋にお

けるNEAの海洋投棄の実績では夕わが国より
も放射能レベルが高いわけですが，さらに一応

これ以下なら投棄していいというNEAの量と
比べると，わが国の投棄：量は大体4分の1ぐら
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いの：量になっています。ですから何れにしても，

実際に投棄しようと考えている廃棄物の放射能

の量は非常に少ないし，そのレベルは国際的に

認められている量に比べても非常に低いことを

まず最初にご理解戴きたいと思います。

　さて，それではそういう低レベルの廃棄物を

安全に深海に処分することに関して，わが国が

これまでどのような研究開発をやってきたかと

申しますと，一つは実際に投棄しようとする投

棄体の健全性の研究です。これは現在のところ

はドラム缶の中へ廃液を流し込み，セメントで

一様に固化したものを投棄しようと考えている

わけですが，このドラム缶が長期間の間，安全

に維持されるかどうかを，もちろん投棄をする

際に壊れずに海底まで届くかどうかも含めて非

常に綿密に試験しています。

　この研究開発は，主として東海村の日本原子

力研究所と，我孫子にある電力中央研究所の2

ヵ所が中心となって行ってきたわけです。原研

の場合には深海の深さ5，000mに対応するよ

うな深海の状況を模疑した装置の中へ入れて試

聴をし，我孫子の電力中央研究所ではさらにそ

れを進めて，深海7，000mに対応する実際の

海底を模疑した条件をつくり出して，固化体の

試験をしてきたわけです。

　それで，わが国の法律で定められている基準，

これは国際的な基準とまったく同じですげれど

も，それに従って製造をした固化体は，安全に

海底まで確実に届くこと，それから長期間内容

物をよく保持するということも確認されており
ます。

　この分野においては，実は外国での試験実績

はあまりありません。アメリカでかつて小規模

に行われ，イギリスで深さ2，000m程度に対

応するところまでは調べられていますけれども，

それ以上のところの条件で調べたのは実はわが

国だけであり，現在でもIAEAやNEAの国
際会議等においても，いつも日本の実験結果が

引用されています。

　それから，今度は投棄したものを何か事故が

起きた場合に回収できないと困るとよく言われ

ますげれども，残念ながらこの点に関しては，

全部のものが回収できる技術がまだありません。

もちろんわれわれはそれが必要だと思っている

わげでもありませんけれども。それに代わるも

のとして，海洋科学技術センターで，投棄体を

追跡調査する技術の開発が進んでおります。こ

れはカメラを取りつけて，深い海の底まで，ゆ

っくりと沈下させながら，途中の経過を写真を

撮って調べていく方法です。それから最近は，

ひもをつけずにカメラ装遣を投棄体につけた或

ま投棄し，海底へ着いてから遠隔的に合図を出

し，カメラ装蟹を海⊥へ浮かび土がらせて回収

し，その写真を現象して調べる方法が開発され

ています。深さ4，000m程度のところまでの
追跡方法は完全に確立しているわげですが，最

後の段階のB海域6，300mのところでこれを
実際に試験をする方法には若干の問題が生じて

おります。なお，このように実際に投棄をする

固化体にカメラ装置を取りつけて追跡をするこ

とも，他の国ではやっておらず，各国が注目し

ています。

　それから，固化体を投棄する場合の船ですげ

れども，大西洋の海洋投棄では多普通の貨物船

に若干の装置を取りつけて臨時に使っています

が，わが国の場合には作業員の放射線による被

曝を防護するという意味もあり，特別に設計し

た専用船を持つことを考えています。

　専用船の場合にも，NEAの太西洋投棄よりも

さらに被曝を少なくするために舜ガントリ…・

クレーンという特別の投棄体を扱う装置を採用

することにしております。これについては，実

機の大体半分のスケールのものをすでに地上に

おいて製作しており，その運転試験などを進め

ております。それを使えば作業員の放射線被曝

を極めて低くすることができます。極めて低く

というのは，…般の人が普通に生活をしていて

削げる程度の放射線以土にはほとんど被曝しな

いことを確かめている，ということです。

　このように，海洋処分に関する技術開発につ

いては，直接回収はできませんが，一アメリカ

以外の国はほとんどどこもそういう意図さえ持

っていないのですが一その点につきましては，

諸外国のレベル以上のことをすでにやってきて

いると私は思っています。

　陸地処分に関しては，従来も日本原子力研究

所，大学等の実験室において基礎研究は行われ

てきましたが実はまだ技術的な基準が十分にわ

が国で固まっていないこともあり，実際に屋外

での試験は行われていませんでした。幸い地元
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の協力が得られて，現存秋田県の尾去沢鉱山の

跡地を利用して，私ども原子力環境整備センター

が試験場を造り，浅いところに固化体を埋めて

放射性物質がどれくらい漏れ出てくるかを確認

する試験身始めています。

　ただ，先程宮本さんも申されたように，実際

には法律ヒ放射性物質は試験の場合でも屋外で

使うことができないので，コールドのものでの

試験段階に止まっています。この試験結果：が得

られますと，放射性物質を地面に埋めた場合に

どのような観点から安全評価をすれはよいか，

どのような障壁を作れば安全に閉じ込められる

か等について，実際的な知識が得られるので，

諸外国の文献の結果等と比べ合わせて，わが国

の陸地処分の技術的な基準が確立できるものと

思っております。

　そのようなわけで，陸地処分の方は海洋処分

に比べると出遅れていましたから，乱すぐにと

いうわげにはいきませんが，陸地処分も海祥処

分を追いかけるようにして準備が進められてい

るわけです。

　山本議長　それでは次に敦賀さんから特に海

洋処分について，回忌および牛物的な面からの

ご意見を戴ければと思っております。

　　　　　　　　　　敦賀　私は海洋処分に備

　　　　　　　　　えての事前調査の状況と，

　　　　　　　　　今後の調査の進め方につい

　　　　　　　　　て私見を述べさせて戴きま

　　　　　　　　　す。

　　　　　　　　　　低レベル固化体の処分と

　　　　　　　　　いう観点からみて，難点の

少ない投棄場所として，B地点すなわち東京湾

から東南の方向に約900km，深さ6，000
rn台の，軟らかい粘土質の堆積物で覆われた海

底があげられています。この場所は北西太平洋

海盆の南部分を，深さ6，0001nの等深線で圏

んだ，一一辺約400km四方の平坦な海底のほ

ぼ中心に位置しております。

　事前調査ではこの水域を念頭において，海水

の流動，生物の分布状態，それから海水，海底

上および生物の放射能パノク・グラウンド等が調

べられております。固化体から漏れ出た放射性

核種の拡散に関係する海水の流動については，

処分候補水域から本州，四国の太平洋側近海に

かけて，広範囲にわたって表層から底層まで，

きめの細かい海洋観測に基づいた海水の密度
構＝造と特性の解析，底層水の拡散調査が行われ

ました◎また深層水の一向，流速の数十日から

数カ月間にわたる連続測定は55年度にも引き

続き行われます。生物についても処分候補水域

から日本近海にかけて底生生物とプランクトン

の分布状態を，また核種が食用魚類に移行する食

物連鎖の一節である小型遊泳動物については処

分候補水域における鉛直分布を調べております、

　昭和51年に原子力安全局が作成した海洋処

分に関する安全評価において，またそれを原子

力安全委員会・専門部会が審議する際に，核種

の海洋における拡散と移行の予測は，実測資料

がないために，また影響を小さく見積もること

がないように，厳しい推定によったところが多

分にあります。ただ今，簡単に述べた海洋環境

と生物についての事前調査によって海洋処分の

影響予測に役立つ情報が，乏しいながらも実測

によって得られつつあります。この事前調査は

昭和55年度をもって区切りをつけることにな

っておりますが，私は環境と生物との両面につ

いての調査結果を組み合わせて，現在なされて

いる予測をより実態に沿った，合理的なものに

改めることができると考えております。一方，

海水，海底土，海産生物など環境試料の放射能
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パック・グラウンドについても結果が順次出てき

ており，処分後の調査結果と対比して，処分の

安全性を確認するだめの材料が整いつつあると

ころです。

　海洋処分についての国の方針は1本格処分に

先立って試験的処分と事後の海洋調査結果を踏

まえた検討とを行う段取りになっています。し

かし私は，試験処分の実施をもって，海洋処分

の長年にわたる影響の予測に役立たせることに

は無理があると考えます。従って事後の海洋調

査には二つの目的を持たせることが妥当である

と考えます。一一つは投棄サイト周辺に重点を置

いて海水，海底土，生物の放射能を念のために

調べて安全を確認することです。もう一つは，

処分の影響予測に役立つ情報を補うための環境

面の科学的調査であって，これは事前調査に続

く性格の調査です。

　ところで，大西洋の投棄サイトには，β一γ

放射能21万7，000Ci，トリチウム21万
8，000Ciを含む，約5万9，000tの固化
体が1967年から1979年までの12年間
にわたって投棄されております。単純に考えま

すと，仮にわが国が大西洋と同じ規模の本格処

分を太平洋で12年間，毎年続けたとして，そ

こで12年後に何らかの環境変化が起こるとす

れば，それに類似した現象が大西洋の投棄サイ

トに現われているはずであると想像されるので

すが，その実態は十分明らかでありません。大

西洋の海洋処分の場合には，日本が太平洋で行

ったほどの事前現地調査は行われ：なかったよう

に聞いていますし，投棄された固化体の健全性

が両者等しいとも考えかねます。従って大西洋

投棄サイトの実態調査を，海洋処分の影響．予測

に役立つ科学的調査とすることには無理があり

ますが，現在，もっぱら計算によっている予測

を検証する効果は期待できるように思われます。

このような理由で，私は大西洋投棄サイトの実

態調査は考慮：する価値があると考えます。

　山本議長　次に山本草二さんからは，海洋法

並びにロンドン条約に関係した動向と，その中

での放射性廃棄物海洋処分の位置つげ，国際法

的な側面，国際的な手続き等，国際法学者から

の海洋処分に対するご注文というようなものがあ

れば，そうした点を中心にお話し戴きたいと思

います。

　山本　放射性廃棄物の海

洋投棄の問題を考える場合

に多人間の健康とか環境に

対する安全という面は当然

のことながら，それと並ん

で海の利用，特に他のいろ

いろな目的のために海の利

用が競合しているわけですから，他の利用に対

する不当な妨害とはならないよう配慮しなけれ

ばなりません。

　この問題についての国際法上の歴史はかなり

古く，すでに1958年の公海条約以来の問題
です。この公海条約では，放射性物質の海洋投

棄の禁止を各国の裁量権に任せないで，条約上

の義務として国内法を制定せよということを初

めて打ち出したのであります。

　ただ，その基準の決め方については，各国の

判断に任せてきました。もちろん公海で外国の

船舶とか航空機に対して規制を及ぼしていく場

合には，国際的に合意された基準が必要です。

そういう外国船，外国航空機に対する適用とい

う観点から，つまり海の利用に対する不当な妨

害となってはならないという観点から，国際的

な基準の必要を考えたのが国際法の動きであっ

たのです。これが人間の環境に対する安全とい

う面から国際的な基準を考えていくべきだとい

う主張に変わってくるのは，主としてストック

ホルム人間環境会議以後の傾向です。

　こういう観点から，まず第1に規制物質の基

準あるいは分類の問題を見てきますと，これま

での条約とか国際機関の勧告に2つの流れがあ

ると思われます。

　1つは，いわゆる放射性廃棄物の中で高レベ

ルのものは当然無条件に投棄を禁止すべきだと

いう考え方と，逆に放射性廃棄物であれば高中

低レベルのいかんを問わず禁止すべきだという

考え方の対立であったかと思います。

　こういつた論議の中で，ロンドン条約はいわ

ゆるブラック・リストとグレー・リストを分げ

たわげで，高レベルについてはブラッ4・リス

トの中に入れ，しかしその具体的な数値の基平

等については1AEAが多くの事情を考慮した
上で決定する，そういうアプロー・チをとりまし

た。それ以外の中低レベルの廃棄物については，

廃棄場所，容器，投棄量などを考慮して，同じ
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くIAEAの勧告によって従来の問題を具体化
していくことを考えました。従来，観念的には

そのような二つの区別をしてきたわけです。

　ところが，IAEAがその後検討を進めて，
1978年には「定義と勧告」を出したのですが，

これを受けて同年に開かれた第3回ロンドン条

約締約国協議会議ではIAEAのアブ・一チに
対して多くの国がかなり強い反対を示したので

す。それは規制の基準，特に高レベル廃棄物に

対する基準を決めるに際してのその選び方，あ

るいはその数値の決定の仕方が，厳しすぎると

いういう考え方と緩すぎるという意見があって，

もう少し科学的な根拠を詰めてはしいという考

え方が提示されたのです。私の専門外ではあり

ますが，IAEAが単位時聞当たりの投棄量を
基準にして数値を決めていることは問題であっ

て，ロンドン条約はむしろそうではなくて，「濃

度」という考えを基準にして投棄規制を考えて

きたので，そこに基本的な考え方の対立がある

ことが指摘されています。

　そういう意味で，一般にはこのIAEAの定
義に対しては，今のところロンドン条約の加盟

国の反応は消極的ですが，ただIAEAは勧告
の中でグレー・リストに該当する廃棄物の投棄

場所について述べている点が注目できるのです。

それは冒頭に申し上げた通り，単に環境，人間

の健康に対する安全といった観点からだけでは

なくて，他の公海の利用に対する大変な配慮が

示されており，投棄場所を選ぶに当たっては，

水深とか地形を考慮するのは当然のことながら，

その他に海底の資源開発，特に深海海底におい

ては，漁業資源の他にも注意を払っております。

これから国連の海洋会議の動き方次第では深海

海底開発，マンガン開発ということが問題にな

るわげですが，そういう深海海底の資源開発が

行われる場所を避けなければならないとか，あ

るいは航行その他の交通に対して不当な妨害を

与えてはならないとか，さらに海底ケーブルの

敷設場所から離れたところを選ばなければなら

ないといった形で，投棄場所の選定については

他の海洋の利用に対する妥当な配慮を払うべき

ことが具体化されているわげです。

　国際法の立場から，規制基準を今後さらに詰

めて行く場合に希望したいことは，安全基準を

整備することは当然のことながら，同時に廃棄

物の海洋投棄は海の利用の一つの形態であり，

従って他の海洋利用に対する不当な妨害になら

：ないようにするという点を具体的に詰めていた

だきたいということです。

　もう1点は，しからばそういう基準で具体的

に規制を行い，取り締まっていく時の方法です

が，この点についてロンドン条約では積み残し

た問題を今日の国連海洋法会議で取り上げてい

る点を指摘しておきたいと思います。

　海洋投棄を取り締まるに当たり，旗国主義は

当然のことです。それからその国の領土とか領

海で放射性廃棄物を積み込む船，あるいは航空

機に対して取り締まりを及ぼすことも当然のこ

とです。その他に，海洋投棄の活動がその国の

管轄の下で行われている場合にも規制をすると

いうのがロンドン条約の趣旨ですが，管轄の範

囲が不明確でした。この点については，今日の

海洋法会議において，沿岸国がその領海と200

海里経済水域（EEZ）それから大陸棚で行わ
れる投棄活動について規制の権利を持つ，いわ

ゆるゾーナル・アプローチという形で沿岸国の
管轄権を強める方法が打ち出されている点に注

目をしておきたいと思います。ロンドン条約も

そうですが，海洋法会議の条約草案でも，沿岸

国はこの条約等で決めた基準よりも厳しい基準

を国内法上決めることが認められています。そ

してそれを今挙げた領海200海里，そして大
陸棚での投棄活動に適用していける形をとって

いるのです。

　先程来，NEAによる多国間協議・監視機構
に対する評価が示されました。そのメカニズム

自体は穿従来の海上におげるさまざまの犯罪と

か違法行為の取り締まりという制度と比べて，

極めて整備されたものです（，それは醒際環境法

というものの新しい傾向を確かに反映した制度

として，積極的に評価したいと思います。ただ，

これはあくまでもロンドン条約実施のための整

備メカニズムであって，沿岸国が独自の基準で、

今申し上げた特定海域に国内法に基づく厳しい

規制をしていく時は，このような国際的なメカ

ニズムにはなじまないと思われます。沿岸国独

自の責任において規制され取り締まりが実施さ

れていくべきものであろうと考えるわけです。

　少し皆様方と違った角度からの問題の指摘で

恐縮でしたが，国際海洋法というものの動向か
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ら広く問題を考えていきますと，そういう規制

基準の決め方，実際の規制の仕方におげる国際

協力の限界といった点も指摘しておきたいと思

う次第です。

　山本議長　次は水産業界の藤村さんにお願い

をしたいと思います。低レベル廃棄物の海洋処

分に係わる水産関係者としては，これをどう受

け止めておられるか，あるいは水産業界でどん

な点を懸念しておられるか，どんなことを関係

方面で実施してほしいと要請されるのか，それ

らについてコメントを戴ければと思っております。

　藤村　漁業は，海洋の生

産力を利用している産業で

す。魚介類は成熟が比較的

早くてラ例えばカタクチイ

ワシとかイカのように：，1

年で成熟・産卵・死滅して

しまうものもありますし，

マイワシとかサバのように2～3年で成熟して

産卵を始め，それから数年間産卵を続げるもの

もあります。またさらにブリとかマグロのよう

に，4～5年で成熟して産卵を始めるものもあ

ります。これは陸⊥動物と比べますと，非常に

成熟が早いと言えると思います。

　また，もう一つの特徴は，1回の産卵数が非

常に多いことです。サケ・マスのように2，000

とか含，000　という1回の産卵量から，ブリ・

マグロのように100万とか2’00万というよ
うな産卵をするものもおります。こういうもの

が海の生物ですので，この再生産をうまく利用
していげば，永久に利用できる資源だと思いま

す。

　ここで海洋の生物の再生産機構というのを簡

単に述べますと，海洋の中には珪酸塩とか燐酸

塩，アンモニウム塩というような，植物の生育

に欠く，ことのできない塩類が含まれています。

これを総称して栄養塩類と呼んでいますが，陸

上で言えば肥料に当たるわげで，これの多いと

ころには植物プランクトンがたくさん繁殖して

います。その植物プランクトンは，その持って

いる葉緑素でよく光線を吸収して，水と炭酸ガ

スからデンプンや糖などの有機物を合成してい

ます。その有機物を小魚とか動物プランクトン

が食べて繁殖して，その動物プランクトンや小

魚をまた次の大きな魚が食べる，さらにそれを

大型魚が食べる，それをその．上の魚あるいは哺

乳動物が食べる，という繰り返しをしているわけ

です。

　それらの動物は，また時が来れば死んでしま

いますが，死骸は海の中の細菌などにより分解

され，また塩類に還元されます。これを繰り返し

ており，その中で人間が，必要なものを再生産

機構を壊さないようにして利用しているわけで

す。前にも申したように，魚介類は非常にたく

さん卵を産みますが，これらの卵がふ化して稚

魚としてプランクトンの時代を過ごします。こ

の稚魚の時代の減耗が大きいのですが，この時

代にはまた放射能の影響も受けやすく，奇形の

発生も含めて再生産が阻害されることが知られ

ております。私たちが放射能汚染を心配する第

韮の理由がここにあるわげです。

　先程宮永さんからお話がありましたが，海洋

投棄の環境安全評価ではこの点については，無

視できるというご判断ですが，何も触れられて

いないように思いますので，私どもとしては，

その理由とはっきりしたご判断が欲しいと思い

ます。

　第2の理由としましては，我々の漁獲対象と

なる魚介類が汚染されることです。これについて

は十分な検討がなされていますが，魚は水平に

庵立体的にも移動しており，我々もその魚群を

追って操業しています。現在，大洋ではほぼ

i，000mぐらいの深さまでを利用しておりま

すが，沿岸のところでは，約1，300mの海底
まで利用しています。今度の投棄場所はそれと

はまったく違う深いところだから関係ないでは

ないかと言われる方もありますが，今も申した

ように，魚は魚を食べることをどんどん繰り返

していくので，深いところの魚を食べる恐れも

あります。これについては十分な検討を願いた

いと思います。

　一度これが汚染される上，海洋がこれを拡散

し，魚がまたこれを拡散するので，絶対に汚染

されないことが必要だと考えています。…一旦汚

染されれば，漁獲物は販売できなくなって，漁

業は壊滅的な打撃を受けてしまいます。これが

第2の理由です。

　私には専門的な知識はありませんけれども，

先程のお話にもあったように，放射性廃棄物安

全基準専門部会の報告書を見てみますと，これ
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らの点について十分な配慮がされて，検討が行

われている点は評価できると思っております。

今後ともこれを厳格に続けて戴きたいと思いま
す。

　漁業関係者の中には，海洋投棄絶対反対とい

う人が多いのです。その人たちはもちろんです

が，原子力アレルギーの日本入全体に理解して

もらうことが大事だと思っています。というの

は，これから述べることにも関係があるのです

が，特に漁業者だけでなく，魚の消費者である

一般の入たちに理解してもらわないことには魚

が売れなくなるということになります。漁業界

にとって最も恐ろしいことは，風評というか，

どこかで放射能が漏れた，海洋で放射能が漏れ

たということだけで魚が売れなくなったり，魚

価が大暴落してしまうことです。昭和29年の

アメリカのビキニ原爆実験で第五福島丸が被曝

しました。この時に日本中のマグロが悪者扱い

にされ，マグロが売れなかったり，二束三文に

しか売れないことがありました。それでマグロ

魚価が非常な打撃を受げました。また昭和43

年，佐世保のアメリカ原子力潜水艦ソードフィ

ッシュ号が放射能を漏らしたのではないかとい

う報道があっただけで，熊本県以北，北九州の

魚は大暴落してしまいました。正しい理解があ

れば，こういう非常識なことはなかったと思い

ますが，現在でもこういうことが表われる恐れ

が多分にあります。それで，一朝にして国民の

理解を得ることはなかなか困難ではないかと思

います。

　そこで，私どもとしては，予めそれに対する

救済策を立てて戴きたいと思うのです。

今までのビキニの場合とかソードフィッシュの

場合，若干の見舞金とか補償は受けております

が，実際にはこれと比べられないほどの損害を

受けております。またこれらは，原子力損害賠

償法にいう原子力損害にも当たりません。実際

に害のある放射線が検出されたわけではないの

で，この法律の適用も受げません。そこで，こ

れに代わる制度を考えて戴きたいと思います。

　現在，廃油による漁場汚濁救済のために，漁

場油濁被害救済基金という制度を作っておりま

す。ここでは誰が投棄したのか判らない廃油に

よる損害，即ち原因者不明の油濁による損害を

救済する措置をとっております。これは油濁の

原因者側の業界即ち石油関係，船舶関係，発電

関係などの業界からの拠出金に，国，県の補助

金を加えて，漁場の清掃費用や損害の補償を行

っている制度です。放射能についてもこういう

制度を考えて戴きたいというのが私の提案です。

放射能の場合となると，油濁と違い規模が非常

に大きくなるので，原子力損害賠償法に匹敵す

る制度を確立せねばならないと考えるわけです。

　以上お話ししましたように，私は3つのお願

いをしたいと思っております。即ち第1は生物

の再生産を含めて魚への蓄積についての安全性

の確認，第2はそれらを一般国民に周知徹底す

ること，第3としてそれでも起こる風評による

魚価対策を十分立ててから実施すること，とい

う3点でございます。

　山本議長　最：後に，東電の豊田さんから電気

事業者としてこれまで低レベル廃棄物の管理，

処理処分に対してどういう対応をしてきたか，

そして低レベル廃棄物処理処分に係わる国など

への要請などがありましたら，コメントを戴き

たいと、思います。

　豊田　今，議長から意見

を述べる内容についてのご

指示がありましたので，そ

れについて触れたいと思い
ます。

　原子力発電所から発生す

る低レベル廃棄物のうち処

理後の濃縮廃液は，従来セメント固化を行って

おり，最近はアスファルト固化を行うことにし

ております。それから，雑固体については，濃

縮，減容してドラム缶に詰めまして，原子力発

電所の敷地内に貯蔵庫を造って，安全に保管し

ています。それからまた，使用済み燃料樹脂と

かフィルタ｝・スラッジは現在タンクに一時保

管の形で貯蔵しています。

　全国の原子力発電所から発生するドラム缶の

数は昭和54年の9月現在で，累積約15万本
に達しており，今後も原子力発電所の数が増加

するに従って，幾何級数的に増えてくる傾向を

示しています。このために，固体廃棄物の発生

量を減らす対策が急務であって，一つの：方法と

しては可燃性の雑固体の焼却設備や不燃性雑固

体の切断圧縮設備を造り，さらに従来よりも減

容を進めることが考えられます。それから濃縮
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廃液は，従来セメントであったのを，すでに一一

部実施しておりますアスファルト固化にすると

か，あるいは減容処理設備により，さらに容量

を減らすことも計画または一部実施しています、

　こうした対策をとった場合でも（スライド1）

のように，現在約15万本あるドラム缶は発電

設備容量が増すと幾何級数的に増えてくるわけ

です。これをできるだけ減容することで，60

年に大体49万本，65年末84万本と，ほぼ
直線的な増加に止めることを考えているわけで

す。これらの廃棄物については，当面ドラム缶

に入れて，安全に敷地の中で保管していますけ

れどもジ将来は，先程からお話があったように

原子力委員会の決定に沿って，海洋処分および

陸地処分を併用する方法で処分を行うため，現

在，国と原子力環境整備センターに検討をお願

いしているところです。

　試験．的海洋処分については，当初の原子力委

員会の決定では，1979年度実施の予定でし
たが，原子力委員会の安全評価の結論が遅れた

ことや，ロンドン条約の国会批准がなされてい

ないことから遅れています。従って，今後当面

の問題として水産関係者の了解を得ることと，

国際海洋汚染条約の早期批准に努めて，批准後

にOECD・NEAの監視機構に参加し，国際
的な了解を取りつけるなどの準備を進めて，で

きるだけ早く条件整備を図って，．試験的海洋処

分を実現して戴きたいと考えています。

　それから，試験的海洋処分に関連しての固化

体の仕様ですが，基準については，当面はセメ

ント固イヒ体のものを検討することにしています。

これについては暫定基準などができていますが，

それに続いてアスファルト固化体とか多重構造

のものも処分する必要が出てくると思ますので

そういった固化体の基準の作成をできるだけ早

く具体化して戴きたいと思います。

　次に陸地処分ですが，これは海洋処分に適さ

ないものおよび放射能の量り多いものについて

陸地処分することとして，工学的施設や岩層土

壌等の自然の障壁を利用しての隔離を図り，ま

た必要な管理を行う必要があると考えておりま

す。これについても，原子力委員会の先程お話

にあった決定で陸地処分のうち，貯蔵について

は1980年代の前半に本賂的に実施すること
を目標として立地選定を行います。また地中処

分についても，1980年代に実証試験を行い，

これらに引き続き本格約な処分予定地において

試験的処分を行い，その結果を踏まえつつ，本

格的処分に移行することで，現在原子力環境整

備センターによるコールドの安全性実証試験が

秋田県の尾去沢で実施されようとしています。

　しかし，この陸地処分の問題ば，先程ウイリ

アムズさんもおっしゃったように，技術的には

解決された問題であり，ある程度の実証試験を

わが国でもやることはもちろん必要ですけれど

も，やはりこの実証試験というのは，実際の処

分予定地でホット試験を実施する必要があると

考えます。この点を考慮の上で，国の積極的な

指導協力をお願いしたいと考えております。

　次にもう．一つお願いですが，現在の原子炉設

置運転規則によると，核燃料物質とか，核燃料

物質によって汚染されたものは，すべて放射性

廃棄物として廃棄することになっております。

実質的に放射性廃棄物として扱う必要のない，

非常にレベルの低いものは，自然に存在するカ

リウムとかラジウムあたりの放射能レベルより

もかなり低いものもあるのに，放射性廃棄物と

して取り扱わなければいげないというのが現在

の法規です。こういうことですと，管理の負担

が非常に多くなります。しかも有効に再利用で

きるものまでも死蔵することになります。また

放射性廃棄物として区別されたものが減衰して，

放射能レベルが下がっても一度放射性廃棄物と

してラベルを張られたものは，何年たっても永

久に放射性廃棄物のラベルが張られたままであ

ることは，非常に不合理だと考えます。従って

放射性廃棄物の範囲を明確にすることが必要で

あると考えます。

　これについては，昭和52年に科学技術庁の

委託によって，原子力安全研究協会がすでに検

討した結果がありますので，それを踏まえて放

射性廃棄物の範囲を設定して，法制化すること

を，原子力委員会および原子力安全委員会が中

心になって検討，推進して戴きたいと考えてお

ります。

　以上のように，低レベルの放射性廃棄物の試

験的な処分の準備は，国と原子力環境整備セン

ターが中心となり進めておりますカ㍉電力業界

と：しても原子炉等規制法の原子炉設置者として

の処分実施の責任がありますので，これに協力
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している次第です。できるだけ早く実現を図っ

て戴きたいということを，この機会にお願いし

たいと、思います。

　山本議長　それでは，今まで順次お話し戴い

たご意見と関遵させながら討論を進めたいと思

います。

　最初に2つのテーマを掲げましたげれども，

実際はこのテーマは相互に関係しているので争

時間の関係．卜両方をそれぞれ意識しながら同時

に進めさせていただきたいと思います。

　それからもう一つ，豊田さんからご指摘のあ

りました陸地処分の減磁と，いわゆる1裾切り

問題」は，非常に大きな問題ですけれども，時

間の都合⊥今日の討論は海洋処分に限定させて

戴いて，豊田さんの指摘のような重要な問題も

あるということで割愛させて戴きたいと思いま
す。

　最：初にウイリアムズさんから，最近の大西洋

におげる海洋投棄の状況をお話し戴いて，世界

の動向をまず私どもが把握できればと考えてい

ます。大西洋海域での投棄処分には，これに元

年参加している国もあれは，海洋投棄に批判的

な国もあるわげですので穿その辺の状況につい

て，お話を戴きたいと思います。

　併せて，大西洋海域での投棄処分については，

OECD・NEAの多国間協議機構では，規約
により5年ごとに投棄処分の適合性の評価が必

要とされていますが，この問題と私どもがこれ

から太平洋でやろうとしていることとの関係な

どについても触れていただげればと思います。

　ウイリアムズ　議長のご質問にお答えしたい

と思います。最初のご質問にお答えするには，

NEAの協議および監視機構の基本的な鯖徴と

それらが大西洋でどのように適用されているか

を説明することが最：も手っ取り早い力法だと語

います。これまでにも触れられているように，

基本的な国際的規制のメカニズムはロンドン条

約に基づいております。先程来の議論の中では

はっきり述べられていないようですのでご説明

申しヒげると，ロントン条約の基本的な特微は，

その条約を締結した国は，単に放射件廃棄物だ

けではなく，すべての廃棄物の海洋投棄に関し

国際的に合意された基輝を遵守することに同意

したということになるのです。しかし，今朝の

私の発表で申しましたように，ロントン条約に

関しての一般人衆の関心は，他の一般的な廃棄

物に対してよりも，放射性廃棄物の海洋投棄に

向げられでいると話えるでしょう。そして，極

めて高度で精密な科学的分析作業について，他

の一般的な廃棄物に関するよりも，放射性廃棄

物に関してはるかに多くの努力が傾汽されたと

いうこともはっきりと呂えることです。

　さて，ある国が国際酌に合意された基準を遵

守することを受げ入れだならは，ロンドン条約

の規定により，投棄国の政府当局は投棄活動を

管理する責任を委託されます。ですから，今の

話題に即していえけ多日本がロントン条約を批

准すれは，日本政府が日本からの投棄に対して

適当な許司証を発行することになります。

　放射性1発棄物に関し｝ては，先程からも言われ

ているように，遵守すべき基準は基本的には定

められており，ウィーンの璽A起Aによる勧告

のベースになつでいます。ですから，放射性廃

棄物の海洋処分については，IAEAによって
解釈されているように，ロントン条約が基本な

のです。さて，その背景のもとで，1977年

にNEAの多田間協議面面機構が設立されまし

た。この問題については様々な異なった利害が

絡んでいると思いますから，次の点を強調して

おかねはなりません。それは，このNEAの
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機構は，決して海洋投棄を推奨しているわけで

はないという点です。海洋投棄と地中処分とは

多くの点で同一の問題に対する代替解決策であ

るという意味のことを豊田さんが強調されたと

思います。そして，これは，明らかに相対的な

利点と欠点の問題です。NEA，あるいはOE
CD内部の機関が海洋投棄を奨励しようとして

いるという印象はどなたもお持ちにならないよ

うにお願いしたいと思います。そうではなく，

先程も的確に述べようと努力しましたように，

その意図は，ロンドン条約およびIAEAによ
って設けられた基本的な機構を整備し，より綿

密なものにしていく点にあるのです。

　このNEAの機構に参加している国が合意し

た基本的履行義務を読むことによって，その点

をはっきりさせることができると思います。そ

の基本的履行義務とは，次のようなものです。

「個別的であれ集団的であれ一一日本の場合明

らかに，個別的なケースになるでしょう一一放

射性廃棄物の海洋投棄活動を行う参加国は，ロ

ンドン条約およびIAEAの定める勧告を考慮

に入れ，OECD内部で採択され，作業の時点
で効力を有する基準，ガイドライン，推奨され

る実施要領および手続きに準拠することに責任

を負う。」

　ですから，NEAの機構に参加することによ

って，投棄国は，NEAにより推奨された作
業手続き基準，ガイドラインの受げ入れに
同意することになるわげです。従って，私ども

の仕事はそのような基準，ガイドライン，推奨

される実施要領を提示することに向けらねばな

らないわげです。

　もう一つ申し．上げたいことは，議長が言われ

たように，この機構はこれまで大西洋で海洋投

棄活動を行ってきた国と，海洋投棄が容認でき

るかどうかに関して程度の差はあれ留保してき

た国との間の微妙なバランスの上に存在するこ

です。この機構の目的は，投棄の準備段階中に

参加国との間で綿密な協議ができるようにする

ことにあり，このためには協議する期間が重要

になります。その期間は参加国間での協議のた

めに用意されているとともに海洋投棄を厳格に

留保してきた国との協議に充てられます。

　1977年にこの機構が設立されて以来，

1978年および1979年に北東大西洋にお

いて廃棄物の投棄が行われてきました。同じ海

域で1980年以降にも投棄が行われると思わ
れます。これまで，ベルギ…，オランダ，スイ

ス，イギリスの4力国がこれに参加していますb

しかし，投棄を望む他の国々にそうしてはなら

ないという理由はありません。：重要な点は，投

棄活動を行う場合には各参加国が0琶CDの規
則を遵守することです。

　留保を表明している国について議長のお轟ね

がありましたが，これまで述べたことからも明

らかなように，それらの国もこの機構の加盟国

です。留保を表明している国は，カナダ，ノル

ウェー1スウェ…デン，それに西ヨーロッパの

ポルトガル，スペイン，アイルランドです。こ

れで全部というわけではありません。他にも留

保を表明している国があるかもしれません。

　、2っ闘のご質問，つまり，日本が投棄を行う

場合の申請手続きはどうなるかという点に話を

移したいと思います。この手続としてNEAの
要請を受けた国々による機構が各国政府当局が

提案した投棄場所の適合性を評価し，その適合

性の維持を図るという規定があります。以前に

使用されたことのある投棄場所については，こ

のような抜本的再検討は，当初の評価から5年

の内になされねばなりません。しかし，初めて

提案される新しい場所の；場合は一この機構に

とって，太平洋内の場所は当然そのような場合

に該当します一機構に加盟している国々の手

による全く新規の評価，独自の評価がなされね

ばなりません。そして，新しいサイトが提案さ

れた場合，NEAはそのサイトが使用される前
に，関連のある学問分野の適当な国際的な専門

家グループに，当該国の評価を違った観点から

詳しく検討するよう諮問する義務を負うとの規

定があります。従って，もし日本が機構に参加

しますと，日本は，先程から何度か申し⊥げて

いる評価を，投棄活動実施の12カ月前以前に

国際的検討に付さなければなりません。そして

それは，適当な学問分野の権威者が全く独自に

検討することになります。

　議長，最後にこのような評価においては海洋

生物学的側面にも十分な注意が払われるという

点で，藤村さんにもご安心頂けることを申し添

えておきたいと思います。海洋生物の再生産連

鎖の速さに関して言われたような問題は，海洋
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放射能生物学者が熱心に研究していることです。

藤村さんに対しても，また，ここにいらっしゃ

る皆様にも私は断言できますが，評価はそのよ

うな分野に造詣の深い専門家によって検討され，

彼らは納得がいくまでそのサイトに対してOK

を出さないでしょう。このような問題は，大い

に関心が払われているものであり，軽視されて

いるものでは全くありません。

　山本議長　先程藤村さんから魚の卵あるいは

幼稚魚に対する放射線の影響について，十分な

検討がなされたか否かということが，質問とし

てありました。また魚と魚との捕食の関係は，

先程スライドを使って宮永さんからお話しござ

いましたけれども，さらに何かつけ加えること

がありましたらどうぞ。

　宮永　原子力安全局が実施した調査の報告書

の中でも，必ずしも稚魚に対する放射線の影響

について討論をした項目はありません。しかし．

先程のお話からわかりますように，試験的処分
の場合の放射能の環境影響（1ザ2μ1も／時）が

自然放射線の影響より7桁少ないことは大体1

分間われわれがこの会場にいて受げる自然放射

線の量と同じくらいです。本格処分の場合でも，

10μR／時程度です。

　例えば投棄体のすぐ近くでの稚魚への放射線の

影響を考えるために，今運輸規則で規制されて

いる輸送物の中心から1mのところでの放射線

レベル10mR／時を一応とってみると，空中
でそうなる場合，水中では密度の関係で，これ

の1，000分の1になると考えられ，恐らく

10μR／時という値が投棄体のすぐ近くにお

ける放射線の線量率になります。こういう低い

レベルでは，私は少なくとも稚魚といえども影

響はないのではないかと考えます。

　山本議長　次の問題に移ります。藤村さんの

もう…一つのこ懸念の点である，実際に放射能が

出なくても，風評で魚の値段が下がる場合の補

償の問題ですが，これは行政官庁としての宮本

さんにお答えいただくのは大変ご迷惑かもしれ

ませんけれども，ほかに適当な方がおられませ

んので，宮本さんから何かコメントを戴ければ

と思います。

　宮本　藤村さんの油濁補償の問題を例に引か

れてのお話は，私どももそういう問題について

重々承知しておる次第です。

　日本の水産：業界の方々には，海洋処分につい

て安全委員会の行った安全評価書等についての

説明を受げますれば理解はして戴けるわけです

が，風評の問題は極めて心理的な問題で，なか

なか理屈通りいく問題でもありませんし，こ

の問題について何らかの対処が必要であろうと

考えている次第です。

　現在はまだ各漁業団体に安全評価書の説明を

している段階でして，補償のような具体的な案

についてご提案を検討するような段階に至って

おりません。このような問題点をも念頭に置き

ながら，いろいろ水産関係の団体にご理解を求

めていこうと，直証次説明を行っている最：中で

す。今後慎重に検討に値する問題であると考え

ております。

　山本議長　それでは次にOECD・NEAへ
のいろいろな手続について，石原さんから，現

在どのようなところまで進められているのか，

その辺の状況をお差し支えなければ伺いたいと

思います。

　石原　先程お話しのあったように，現在ロン

ドン条約の批准が国会にかかっております。こ

れが6月末までには国会を通るのではないかと

期待をしているわけです。批准されますと，そ

の後できるだけ』早い時期に：，OECD・NEA
の多国間協議監視機構への参加を申し出ます。

この機構には現在20力国参加していますげれ

ども，日本が21番目の参加国となるわけです。

次は日本が計画しているB海域への投i棄計画，

そしてその計画がいかに安全であるかという安

全評価書，それらをNEAのこの機構に送りま

すと，NEAでは豊2ヵ月以内にその検討を行
います。そこでは若干の注文がつくかもしれま

せん。あるいはそのまま全部OKとなるかも知

れません。とにかく12ヵ月以内にNEA側の
検討が終わって，早ければ12ヵ月たった時点

で日本は最初の試験投棄に入ることができます。

ですから，すべてが順調にいくと，来年の6月

以降の時期に，最初の試験投棄が始められると

期待しているわげです。

　もちろんその前に，漁業関係者等との話し合

いをもう少し進めて，ご了解を得るという仕事

が残っていますけれども，それも現在かなり進

んできております。

　山本議長　それでは少し話題を移して，試験
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的海洋処分が行われたと想定して，その後本格

投棄を行うまでの間に，試験投棄の結果をどの

ように評価するのか，具体的には評価事項とい

うことがその主な点になると思いますが，先程

の宮本さんの話では，1年ないし1年半後に本

格投棄処分を行う考えであるということでした。

その辺のところの見通しについてどのようにお

考えか，若干ご意見を伺えればと思いますが。

　豊田　私は，試験投棄は一体どういう目的で

やるのかというところがら考えてみないといげ

ないと思います。私の意見としては，試験投棄

というのは安全に投棄ができる，船の従事者の

放射線レベルも低い状態での投棄ができるとい

うこと，さらに投棄するドラム缶に取り付けた

テレビカメラあるいは水中カメラにより投棄し

た後，ドラム缶が海底にどのくらいの範囲に散

らばっていくか，壊れないかどうかの確認，こ

れは技術的には壊れないことははっきりしてい

ると思いますけれども，パブリック0アクセプ

タンスを得るためには，目で見て壊れてないと

いうことを確かめることも必要だと思います。

そういうことを確認するために実施すると理解

しております。

　従って，このように試験投棄を行った結果，

海の放射線レベルが試験海域で高くなるという

ことは理論的にも考えられないことですし，実

際にもあり得ないことだと思います。ですから

その後の放射線レベルのモニタリングをやるの

は，あまり意味がないと考えております。むし

ろ敦賀さんがおっしゃった，投棄した海域につ

いての海水だとか海底土の測定とか，処分に対

するたとえば拡散の情報とか，環境面での調査

の追加データを得ることに重点を置いて，その

結果に基づいて安全評価の見直しを実施した方

がよいと思います。

　宮永さんからのお話しのように，安全評価は

かなり詳細に，現実には考えられないような仮

定も入れて評価されていますので，試験結果の

評価にそれほどの時間がかかるとは考えられま

せん。私の感じでは，こういつたものを含めて，

試験的投棄，これは1こ口終わらないで数回に

分けて行われると思いますが，その最後の試験

的投棄が終わってから1年あれば，その結果の

評価作業は終わると思いますので，その点を十

分，国としてお考えになって戴きたいと考えて

おります。

　山本議長　水産生物をいろいろご研究の立場

から敦賀さんにご意見を戴ければと思いますが。

　敦賀　今までのパネリストの方々からのご意

見にことさらにつけ加えることはありませんが

再度繰り返させていただけるな：らぼ，お願いし

たいことは，今，豊田さんが述べられた環境調

査です。やはり何といっても今まで深海を含め

た海域と，現在私どもが生活あるいは漁業に利

用しているところとのつながり，逆にいいます

と，隔離性における見積りには，まだ不分明な

点が多々あります。一一応の計算⊥の予測はして

いまずけれども，一一それに自信がないのかとい

われると困りますが一…念には念を入れてなる

べく多くの情報を集めて，そういう努力をこれ

からも当事者として続げさせてほしいという一

言に尽きるわけです。

　山塞議長　それでは次に山本さんに，先程の

ウイリアムズさんのお話の前段の分について，

何かコメントをお願いしたいと思いますb

　山本　一つ指摘しておきたいのは，これまで

放射性廃棄物の海洋投棄の問題は，技術的な側

面の厳密さということで｝AEA等を中心に検
討が行われてきたと思いますが，先程も述べま

したように，そういう内部的な問題だけでなく

外部からの問題として海洋法会議といったよう

な・一般的な影響を避けていくわげにはいかない

点です。

　それから，メカニズムの問題も，実はそれに

関連してくるわげですカ㍉　どうも今までの海洋

投棄の条約を見てみると，世界的なロンドン条

約と，それから特定の海域を対象とした地域的

な条約とでは，規制の内容，基準の立て方が非

常に違っています。今度ロンドン条約に加盟す

るという場合に，その評価の仕方がやはり問題

になってくるのではなかろうかという気がしま

す。別の言い方をすると，世界的な条約でカバ

ーのできる問題と，例えば太平洋海域に特有の

問題というものの区別が必要ではなかろうかと

思います。

　山本議畏　それでは最後に，最もこの海洋処

分に関孫の深い水産業界の関係者として，藤村

さんの方から，何かコメントがありましたら伺

いたいと思います。

　藤村　私の意見は，先程申し一1二げたことに尽
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きますが，今，宮永さんからご説明いただいた

ようなことがはっきりと漁業者にも，一般国民

にも解るように，先程のような解りやすい数字

で，ご説明いただけたらありがたいと思ってお

ります。

　山本議長　それではそろそろ時間もまいりま

したので，この辺で討論を終了させていただき

たいと思います。パネリストの方々には長時間

にわたり貴重なご意見を聞かせて戴きましたこ

とを厚く御礼申し上げます。

　試験的海洋処分は，原子力委員会が昭和51

年に決めた放射性廃棄物対策の目標よりも現在

かなり遅れています。またその実施が待たれて

いるわけですが，遅れながらもようやくここへ

きて，実現への明るさが見える段階にまで到達

いたしました。

　放射性廃棄物の処理処分については，わが国

として，これからまだまだ行わなければならな

いことが山積しています。例えばフランス，イ

ギリスに委託をした使用済み燃料の再処理の結

果返還される廃棄物の問題，それから国内の再

処理施設からの高レベル廃棄物の処理処分の問

題などが，これからやらなければならない問題

としてあるわげです。

　従って，試験的海洋処分はこれをできるだけ

早い時期に実現させて，次の課題に取り組んで

いく必要があろうかと思います。

　放射性廃棄物の処理処分は，それ自体生産的

な仕事ではありませんし，また経済的なメリッ

トもほとんどありませんので，特に投棄に関し

てはパブリック・アクセプタンスを最も得にく

いみ野の仕事です。しかし，この問題を解決し

なげれば原子力発電を初めとする原子力の平和

利用がいっか重大な制約を受げることは，すで

に世界のいくつかの国でも表面化しかかってい

ることでも判ります。

　本日は，わが国として当面まず何としてでも

解決しなければならない低レベル放射性廃棄物

の処理処分について，関係方面の権威の方々に

ご意見を伺ったわけですが，関係者一同，今後

一層の努力を払って，試験的海洋処分を行い，

さらにはその段階で安全を確認して，本格処分

へと進んでいきたいと考えている次第です。
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〔宮永一郎氏スライド〕
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〔宮永一郎氏スライド〕

試験的海洋処分に伴う公衆の畿曝線齪預託

　　　（50G　Ci一一匡重1投彗1…　）
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セッション5「原子力発電の安全性：共通認識の確立にむけて」

　　　　　　（パネル討論）

議　　　長　　村　野　賢　哉　氏　（㈱ケン・リサーチ社長）

。わが国におけるTMI事故後の安全確保対策

　　　　　　　内　田　秀　雄　氏　（原子力安全委員会委員）

・原子力安全に関する西ドイツの考え方

　　　　　　　A．ビルクホーファー氏　（西ドイソ原子炉安全協会理事長）

〈パネリスト〉

安 成　弘　氏

逢　坂　国 氏

佐　藤　一一　男　氏

服　部

（東京大学工学部教授）

（通商産業省資源エネルギー庁
ｴ．子力発電安全審査課長）

　日本原子力研究所東海研究所
（安全性試験研究センター「　　　　　　　　　　　　　　　）
安全解析部安全性コード開発室室長

三図（立教大学助教授）

濱　口　俊　一　氏　（関西電力㈱常務取締役）



わが国におけるTMl事故後の安全確保対策

原子力安全委員会
委　　員

　内　　田　　秀　　雄

　　　　　　　　　　昨年の原産年次大会で，
　　　　　板

／う1同：纂贈号籍蓉
　　　醸∵▽：月醗足し胴委員会の役

ぐ談叢㌧1響縫鍵驚
おける原子炉施設の安全性に関する諸問題につ

いてお話をするつもりですが，、委員としてとい

うのではなく，個人としての見解を申しあげる

ということで，皆様のご理解を戴けますようお

願いします。

　原子力安全委員会が設置されてから，わが国

の実用発電用原子炉の安全規制行政は，通商産

業面が一貫して実施することとなり，原子力安

全委員会は安全規制に関する政策の決定をする

ことを主たる役割としていますが，行政庁の行

う原子炉施設に係わる安全審査を科学，技術的

見地から再審査する役割『通称ダブル・チェソ

クと呼ばれますが一を果すことになっています。

こういう安全の確保に係わる新体制の整備・確

立に努めていた時に，TMI事故が発生しまし

た。また，事故発生直後は，正しい判断に基づ

いた適確な情報が…般には十分に伝達されなか

ったため，・TMI事故がわが国の社会一一般に大

きな影響を与えました。行政庁は直ちに，原子

力安全委員会の指示をうけ，わが国原子炉施設

のすべてについて，保安規定，運転要領等の再

検討とその遵守状況および異常時における必要

な借置等について総合的な点検を実施し，安全

性の再確認を行いました。

　また，原子力安全委員会は「米国原子力発電

所事故調査特別委員会」を設置し，TMI事故
に関する情報，資料の収集，調査等を行い，わ

が国の原子炉の安全確保対策に反映させるべき

事項を指摘し，検討を行いました。この調査は

一段落し，その結果をとりまとめて昨年9月に

第2次報告書として公表しました。アメリカに

おいても原子力規制委員会（NRG）の各タス
ク・フォーースおよびケメニー委員会，ロゴビン

委員会等の調査が終了し，それらの報告書を参

照することができました。即ち，TMI事故の

原因，事故経過，影響結果等に関する調査は一

段落したものと鯉解して良く，今後はこれらの

調査結果から得られた教訓をいかに実際に反映

させるべきかという段階に来たものと思います。

　わが国では新しい規制行政への移行とTMI

事故等の影響とによって発電用原子炉について

の行政業務の進行が遅れておりましたが，昨年

12，月から，原子力安全委員会による新設原子

炉への最初のダブル・チェックが，高浜原子力

発電所第3，第4号機（各870MWe，PWR）
の増設，および福島第2原子力発電所第3，第

4号機（各1，100MWe，BWR）の増設に対し
て始まりました。これらの原子炉施設は，基本

設計等にこれから話題としますTMI事故を反
映しての安全性の改善，向上が図られている新

設炉として最初の例でもあるわげです。これ

らの原子炉増設に対する公開ヒアリングが，高

浜発電所に対して1月17日に，また福島第2

発電所に対して2月20日に，それぞれの地元
で開催されました。この公開ヒアリングは，主

管行政庁（ここでは通産省）が原子炉の設置許

可申請に対して行う安全審査を，原子力安全委

員会が再審査するに際し，地元住民から意見等

をを聴取し再審査に参酌する目的で行われた新

しい試みです。

　さて，TMI事故に関する調査結果とその反
映の話に戻りましょう。

　アメリカではNRCの報告書NUREG－
0585によって，TM至事故の教訓は25項
目の勧告に整理されています。わが国の調査特

別委員会の報告書では「わが国の安全確保対策

に反映させるべき事項」として52項目が指摘
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されました。これらは何れも原子炉施設の安全

性の一層の向⊥を図る目的で提言されたもので

あって，TMI事故後直ちに行われたわが国原
子力発電所の総点検の結果で，すでに実施に移

されている事項も含まれています。

　52項目は引続きその実施について詳細な検

討が現在行われておりますが，基準，設計関係

が20項目，運転管理関係が10項目，防災関

係が10項目，安全研究関係が12項目に分げ
られています。

　基準，設計関係には源子力安全の基本的概念

に係わるものから・，詳細設計にわたるまでの範

囲が含まれています。例えば人と機械との関連，

単一故障基準，水素等発生ガス対策，小口径配

管破断による冷却材喪失事象，…次冷却系状態

の監祝方法等に関するものがあります。

　運転管理関係には，異常事象時における安全

⊥重要な機器の操作。運転管理体制の強化，運

転員の訓練，養成計画等が含まれています。

　防災対策についてですが，わが国の原子力発

電所敷地周辺の防災対策は，従来から災害対策

基本法に基づいた防災計画が政府ならびに地方

公共団体等によって整備されていますが，この

防災計画の機能をより良くするために反映され

るべき項目として，防災関係10項目が提示さ

れたものです。この中には，防災計画地域に係

わるもの，環：境モニタリング，緊急時の専門家

等による支援体制等が含まれています。

　安全研究関係12項目は，比較的長期を要す

るものであって，昭和55年度から実施に移さ

れることになっています。その中には例えば，

小口径配管破断による冷却材喪失，自然循環炉

心冷却，人間工学的諸問題，リスク評価，事故

時対策に関する問題等があり，すでに国際協力

の下で研究が推進されているものもあります。

　田M1事故およびそれから得られた教訓の詳

細を，私はここで改めて説明するつもりはあり

ません。以下に，私がTMI事故に関する重要
な問題として受けとめている事項を話題として

提供し，わが国の原子力安全の一層の向上に寄

．与したいと思います。

　まず，TMI事故は，

1）二次主給水系トリップという通常運転中予

　想されている異常な過渡事象を原因として発

　生したものであること。補助給水系の起動が

遅れたことを考慮にいれても，二次給水系ト

　リップは運転時の異常な過渡変化（AOO）

　の範囲内であったこと。

2）それにもかかわらず，結果的には大きな炉

心損傷を起こし，多量の水素の発生と数百万

　Ciのキセノンー133を含む放射性物質の
環境への放出をもたらしたこと。

　という考えられなかった経過と糸吉果を招いた

事故です。

　AOOをこういう事故に拡大させた原因とし

て，①設計上の問題，②異常時における適
切な運転操作のための有効な情報提供の不備，

等が指摘されています。

　私が特にTM亙事故からの教訓どして注目し
たい点一・むしろ結論と言ってよいのですが’皿…

を述べてみます。

　原子炉施設の安全性は，機器，シスアムの設

計，製造と品質保証とによらて，それらの性能

と信頼性の確保に努めることが：重要であるとい

うことが従来から強調されていますが，これは

当然のことです。しかしこれにも増して指摘さ

れるべきことは，プラントの安全性を維持する

運転管理における人的要因ならびに人とシステ

ムとの関連が極めて重要であるということです。

　次に私が問題にしたいことは，TM亙事故が

発生する前におけるプラントの運転状態が，も

ともと運転の継続を許容できるものではなかっ

たと言えるのではないかということ℃す。かな

りの量の一次冷却水が加圧当逃し弁等から漏洩

を続げていたままであったこと，補助給水元：弁

が閉止されたままであったこと，復水脱塩装置

の再生方法が不具合であったこと等をとりあげ

てみても，この問題点が明らかです。大きな事

故は小さな欠陥から始まるということは，原子

炉施設ばかりではありません。品質保証の確立

と，運転要領等のきめ細かな検討と遵守とが，

当然のことながら一番大切であるというのが

TMI事故の大きな教訓であると思います。

　深層防護，多重障壁という原子力安全確保の

基本概念が正しかったことが，TMI事故で確
言忍されました。

　また，予想しなかった異常事象が連続したに

もかかわらず，事故が大きな災害へと拡大する

ことを防止する適切な対策がとられたことと，
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重要な機器の大切な機能が認識されたことも重

要です。例えば格納容器の隔離が適切に行われ

なかったとはいえ，放射性物質を密封するとい

う格納容器の機能が立証されました。残留熱除

去系ポンプが全く使用されなかったにもかかわ

らず，炉心の長期冷却が適切に行われました。

補助建屋の活性炭フィルターカ㍉当初こういう

事故に対する装置ではなかったにもかかわらず，

放射性よう素の環境への放出：量を低減しました。

　従来，原子炉の安全確保のためには，現実的

には起こりえないと思われるような大きな事故

事象（いわゆる冷却材喪失事故で代表される設

計基準事故）を想定し，それに対し安全確保の

技術的対策を立てておくことが原子炉安全の要

であるとされていました。この基：本方針の正当

性は否定されませんし，この方針に基づいて設

けられている安全⊥重要な機器がTMI事故に
おいて（不適切な操作はありましたが），機器

そのものは計画通りに作動したことも明らかに

なったと言ってよいでしょう。しかしTMI事
故からの教訓として次のことが問われています。

大きな想定事故の経過に沿って評価・対策をた

てるだけでなく，影響結果は重大なものにはな

らないと思われても，発生頻度が高いと思われ

る異常事象についてもきめ細かな検討をするこ

とが必要であって，その結果を踏まえて設計上，

運転管理⊥の対策を立てておくことが大切だと

いうことです。こういう異常事象の中には，部

分的には従来の設計基準を越えるものも含まれ

るかもしれません。新たに検討を要すると思わ

れるこういう異常事象については，決定論的方

法によるばかりでなく，確率論的方法によって

も評価検討を行うことが必要になると思います。

　以上が私が重視したい主要な問題点です。

　TMI事故は世界の原子力開発における重大
な警鐘であったとともに，得がたい貴重な経験

でした。今後，格納容器内の機器および炉心の

損傷状況等について，詳しい調査が進めば，な

お一層有益な経験と情報とが得られるものと思

いますので，それらが国際的に活用できるよう

アメリカ関係機関のご尽力を希望致します。

　わが国では現在，TMI事故から得られた多
くの教訓をわが国原子炉施設にいかに反映させ

るべきかについて，規制当局が専門家の協力の

下に詳細な検討を行っています。ただここで注

意したいことは，TMI事故に関する多くの調

査結果等は，アメリカのTMI事故という特定

の事故に関する調査の結果から導かれたもので

あるということです。従って他の原子炉施設に

もTMI事故と類似の事故が起こる可能性があ
るとかないとカ㍉起こったとしたらどうか，とい

う仮定あるいは前提に立って，指摘された問題

点を他のプラントにも直接反映させることが必

要とされているわけではないということです。

大切なことは，TMI事故を契機とし，わが国
原子炉施設の安全性向上のために，調査結果等

から共通の問題として重要であると教えられた

ことは何であるかについて研究し，必要な対策

を立案し，実施することが求められているのだ

と思います。

　原子炉の安全は，規制行政の強化のみによっ

て得られるのではなく，プラントを造る製造者

とプラントを使用する電気事業者との対応によ

って，確保されるものであることは，TMI事
故からの教訓，またわが国原子炉施設について

の経験に照らしてみても，明らかであると思い

ます。産業界の一層強力な対応を切に希望致し

ます。
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原子力安全に関する西ドイツの考え方

西ドイツ原子炉安全協会

理事長
　A．ビルクホーファー

　最初に西ドイツにおける

安全性の概念について，特

に国際的基準との相違を中

心に簡単に述べたいと思い

ます。次に全般にわたって

のリスク分析について触れ，

そして特に西ドイツにおけ

るリスク研究の成果に言及にしたいと思います。

最後にスリーマイル島事故が，西ドイツの原子

力発電所にどのような影響を与えたか，また，

その事故は西ドイソにおける安全性の概念に対

してどのような影響を及ぼしているかについて

述べたいと思います。

雪。　西ドイツの安金概念

　他の国でも同様でしょうが，安全性の概念は

西ドイツでは多重防護の考え方に基づいていま

す。原子炉の安全性に関する目標および方法に

関しては基本的な合意に達しているにもかかわ

らず，その詳細については各国各様に違いが見

られます。私は，特に西ドイツの原子力発電所

に典型的な問題を取り上げますが，これは決し

て国際的に見て極端な例ではないと思います。

　基本的な安全性を確立するために原子力発電

メーカーは品質保証システムを作り上げました。

中立の立場に立つ専門家が当該許認可機関の指

示のもとにこの品質保証システムを審査します。

材料試験計画，製造と検査を交互にくり返す計

画はこのシステムの一部です。これらの計画で

は材料や半完成品の試験に必要な項目が一つ一

つ提示され，また製造途中の検査方式も示され

ています。例えば，原子炉圧力容器の溶接は超

音波による検査の対象となっており，これは溶

接，熱処理および工場での圧力試験が行われる

ごとに検査されます。これらの検査は3回，す

なわちメーカー，発電所所有者，そして検査専

門機関によって行われます。

　発電所への設置と，それに続くシステムの圧

力試験が行われた後，もう一度超音波テストが

行われます。これはちょうど「指紋テスト」の

ような形で使用前検査となり，その後の検査を

続けていくわけです。このようにして原子炉圧

力容器の溶接部は最高10回まで検査されます、，

　これは冷却材システムの部品に関しても同じ

ことが言えます。また，原子力発電所の他のシ

ステムでは，それぞれの安全に係わる度合いに

よって，その検査の幅を決定していきます。

　原子力発電所の運転に関しては，制御とイン

ターロックの高度な自動化が目標とされてお

ります。これによって運転員の負担および，誤

操作の可能性を軽減し，その結果引き起こされ

るであろう事故を抑制することができます、，

　深層防護の第2のレベルのものとしては，原

子炉防護システムが一番重要な働きをしている

と思われます。

　これら安全関連機器の起動は自動的に行われ，

手動による起動，運転上のインターげ・ックお

よび自動制御より優先されております。すべて

の重要な機器はこの制御指令を受け，それによ

って各々の事象を制御するのに必要な位置，も

しくは運転方法がとられます。

　原子炉防護系のアナ・グ部分は，物理的パラ

メータのアナ・グ計算を行いますが，そのパラ

メータが原子炉の運転状態を示しております。

　非常に多くの計測を行っていますので，計測

された変数を比較することができます。いくつ

かの起動基準が用いられ，プラント状態は物礎

的に独立した要素を数値で示すことで把握でき
ます。

　・ジンク部分では，計測された値が限界値と

比較されます。もし限界値を越えていれば，必

要な動作を開始する信号が3対2，4対2の論
理ゲートの形で与えられます。原子炉防護シス

テムの特徴として，いわゆる動的自己試験があ
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ります。ここではロジック部分の4つのチャン

ネルが連続した：パルスを受：け，それを次々にチ

ャンネル全体に伝えていきます。原子炉防護シ

ステムのあらゆる異常がパルスの流れの中断に

よって把握され，制御室の自己告示の他に，異

常の発生したチャンネルの安全機能がフェイル・

セイフの原理に基づいて作動します。

　最後に，深層防護の第3段階として安全シス

テムがありますが，これは事故の際放射線遮蔽

壁に，事故による破損が生じるのを防ぐことが

その主な役割りです。

　一1つの例として（スライド1）でECCSを

見てみましよう。ECCSは4つの系統があり，

それぞれが独立しています。そして，その4つ

のうちの2つで必要な安全機能を十分に果たす

ことができます。このように非常に余裕を持っ

た仕組みがとられており，自動制御とか，給電

システムのような補助システムも，当然余裕あ

るものとなっています。

　余裕ある安全な各系統の独立が図られており，

相互作用，連結パイプ，共通部品はなく，分離

して設置され，お互いが別個に防護するように

なっています。こうしたことすべてが，配管破

断や断片飛散によって起こる故障を一宇統の安

全システム内に止め，全体の安全機能を損わな

いように保っているわけです。

　運転員による誤操作を防ぐため，事故発生後

の30分間に必要な安全関係の重要な機能は全

て，原子炉防護システムによって自動的に操作

されます。

　（スライド2）をご覧戴けば判りますように，

PWRでは球形の圧力容器が用いられており，
こ航によってLOCA後に起こる内圧⊥昇に耐

えることができます。

　また，西ドイツ製PWRは格納容器の中に使
用済み燃料プールを持っているという特微があ

り，平均2mの厚さのコンクリートで囲まれて

います。

　格納容器からの鋼とコンクリートの間にある

アニュラスへの漏れば，炉過され，スタソクを

通して排出されます。コンクリートが外的要因

から格納容器を守っており，高速飛行中の軍用

機の墜落を設計基準としています。

　このような外的な要因を考えてヲ安全システ

ムと運転システムを防護しています。

　また，この外的要因に対する配慮のゆえに安

全システムと運転システムを隔離し，外的要因

に対する構造上の対策とともに，安全設計の特

徴としているわけですQ

　そして，主要な給水系や始動・停止ポンプも

非常用電源で動かすことができ，その他に全く

独立した緊急給水系があります《スライド3）。

これは4つの安全装置の中に分離されています。

それぞれが備えているディーゼル・エンジンに

よって直接動き，それぞれの蒸気発生器に給水

を行っています。蒸気は逃し弁から大気中に排

出されますが，このバルブは外的要因から防護

されております。

　蒸気発生器を通して熱の放出が確実に行われ

ることがいかに：重要なことかを示しているのは

TMIの事故だげではありません。少量の漏れ

に対する緊急冷却の分析から，原子炉が2次系

によって冷却されるべきであることが判明しま

した。蒸気発生器の2次虐遇で確実に熱を下げ

る必要があります。このためには蒸気発生器の

給水系のみならず，逃し弁の自動制御も必要と

なります。

　低圧力残留熱放出システムによる崩壊熱の長

期放出ができるまで，こうした対策とともに，

2次系の減圧制御を通してプラントを冷却する

ことができます。

　（スライド4）が示すすべてのシステムは残

留熱除去，停止，及び長期的な末臨界を図る

のに必要なシステムで，これは緊急給水建屋の

中に置かれ，外的要因から防護されており一まず。

この中には冷却材の貯蔵およびエネルギー供給が

含まれており，プラントを人間が手を加えるこ

となく10時間安全な状態に保つことができる

ようにしております。

　運転経験

　時間が限られていますので，プラントの運転

経験を詳しく述べることはできませんが，もち

ろん建設，運転の経験を計画段階ヘフィードバ

ソクしております。これによって，単・に情報を

わが国における認可当局とそれぞれの専門家の

間で交換するようになっただけではなく，原子

炉の設計建設が1つの企業の責任において行わ

れるという結果を生み出しました。

　まとめてみますと，西ドイツ内務省の「原子
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力発電所安全基準」と当協会が原子炉安全委員

会（RSK）からの委託により研究を行った，

「PWRに関するRSKガイドライン」に述べ
られている安全性の概念というものが原則的に

価値のあることを示したと言えるでしょう。安

全概念は定期的に更新され，新しい運転経験や

安全研究プログラムの結果を反映しております。

2．　リスク分析

　次にリスク分析についてお話ししたいと思い

ます。絶対的な安全を達成することはできない

ことは明らかであり，問題は十分に安全かどう

かということになります。

　安全性の客観的見方として私どもはリスクを

考えていますが，このリスクというものはどの

ように注意を払っても残るものです。原子力発

電所のリスクを経験で完全に定量化することは

できませんので，分析的な方法でそれを評価し

たいと思っております。

　最初の総合的なリスク研究は，数年前ラスム

ッセン教授の指導のもとにアメリカで行われま

した。同じような方法を用いて我々はPWRの

原子力発電所に関する西ドイソ版リスク研究

を行い，昨年出版しました。その研究の主要な

結果にここで触れ，研究を通じて得たりスク分

析の利点と限界に関する洞察を論じるのは非常

に興味深いことだと思います。

　この研究の対象プラントとして，我々は130

万kWのKWU社設計のPWR，ビブリスBを
扱いました。これは1976年初頭に商業運転
に入ったものです。

　事故評価に際して実際の立地地点，言い換え

れば，60万kW以上の原子炉を現在運転中，

建設中，あるいは認可申請中の立地地点すべて

を考慮に入れたところ，それぞれ異なる19地

点25プラントが研究の対象になりました。

半径80㎞までの居住地域は，現実の人口分布

をリスクの計算の対象としました。さらに広い

範囲になると，影響が遅れてしか出てこないの

で，その結果を入口の分布と独立して考えまし

た。例えば，80～540kmの距離で人【コ密度

は…定で250入／km2であると仮定し，また

540～2，500kmでは，人〔］密度を25人／
km2として計算しました。工学的安全防護系が

適切に働く限り，原子力発電所の事故が放射性

物質を環境へ放出するような危険を引き起こす

ことは少ないというのが原子力における安全概

念でありまして，リスクにつながるのは，安全

防護系システムに故障が起こった時だけです。

　起動異常に始まる一連の出来事は，安全防護

系が正しく機能するかどうかにかかってきます。

いくつかの異なるシステムが稼動しているので，

システムの正常な動きと故障している部分との

可能な組み合わせが相当数あり，種々の経緯が

考えられるわけです。特別な経過をたどる頻度

は起動異常の発生頻度と，それぞれの必要なシ

ステムがうまく動くかどうかの確率によって決

まってきます。

　信頼性の高いシステムに関しては，こうした

確率を直接の経験から得ることはできませんの

で，分析的な手話を用いてリスクの研究を行い

ました。欠陥記法を用いてほとんどの研究をし

たわけですが，これによって異なるシステムの

機器間の機能上の相互作用の論理的な構造が示

されます。この構造を基本としてシステム故障

の確率が各コンポーネントの故障の確率の関数

として計算されます。その際，入間に対する影

響，人間の住む環境に対する影響，さらに外的

な事象がシステムの信頼性に与える影響も考慮

され得ます。原子力発電所のリスクを計算する

上で，主として炉心の溶融を引き起こす事象を

研究する必要があると思われます。この場合に

のみ，大量の放射能洩れが起こりうるからです。

　炉心溶融頻度を計算することは，リスクを推

定する上で非常に重要な指標となりますので，

70種の事故の推移を細かく調べました。その

際我々は，因果連鎖図と欠陥民法を用いました。

　：LOCAとか過渡変化が炉心溶融を起こす頻

度が分析されました。それに加えて地震，飛行

機の墜落，化学的な爆発あるいは洪水といった

ような外部的な事象による影響も計算に入れま

した。その結果全体の溶融頻度は1年当たり
　　る10　となりました。

　（スライド5）では炉心溶融を引き起こすさ

まざまな原因が示されています。主要原因とし

小規模な漏れが考えられますが，それは次のよ

うな理由からです。

　　・小さな漏れば大きな漏れ，もしくは中規
　　　模の漏れよりよく起こる。

　　・崩壊熱を除去するために原子炉は，2次
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系によって冷却されなければならない。

　この仕事をするため運転員の手でその機能の

始動と制御をする必要があり，この場合には手

動作業の影響が，システムの効力をかなり削減

してしまいます。

　また過渡変化によるものも影響が大きいと思

われます。もし圧力逃がし弁や安全弁が熱シン

クの損失に伴って開かれた後閉じな．い場合，過

渡変化と小規模な漏れの間の結合が生じます。

このことが発表された最初の研究結果において

大きな位置を占めました。その後改良され，この

ようなことが起こる確率はかなり滅りました。

　もちろんこの研究から得られた洞察はWASH

－1400と同じようなものですけれども，さら

に小さな漏れや過渡変化に目を向ける必要性を

示しております。そして，安全研究と同様安全

評価においてこの点を考慮に入れました。

　（スライド6）は安全システムのさまざまな

故障モードが炉心溶融の発生頻度に与える影響

を示しています。そして，炉心溶融の約3分の

2は安全システムの故障を引き起こす人間の誤

操作によるものです。これらのプラントは，自

動操作を改良することによってこうした影響を

軽減することができるでしょう。

　核分裂生成物が格納容器内に発生した後の，

大気への放出は格納容器の破損程度に左右され

ます。

　研究の次の段階として，格納容器の破損形態

を分析し，その結果と炉心溶融分析結果とを組

み合わせて，分裂物質のプラントからの放出頻

度と放出量を求めます。そして，それぞれの同

じような破損形態を持つものを1つのグループ

に入れ，8つの放出範疇を考えました。その典

型的な例が（スライド7）に示されています。

ここで1から6までは炉心溶融事故によるもの

です。特に格納容器の損傷事故後丸1日の圧力

超過によって起こることが多く，分類5と6は，

遅発的な圧力超過による破損を示しています。

　分類5では，格納容器の損傷に先立つ四過シ

ステムの損傷が考えられています。

　分類2から4まではさまざまな展開が予想され

る，格納容器の隔離を要する炉心溶融事故です。

　分類1は，最も深刻な放射能漏れに当たりま

す。これは原子炉圧力容器と格納容器が炉心溶

融後の蒸気爆発によって大きな損傷を受ける場

合が考えられますが，今回の分析によればこの

ようなことはほとんど起り得ないだろうとされ

ています。

　しかしながら，非常に用心深い仮定ですが，

WASH－1400によると，格納容器を破壊し
てしまう蒸気爆発の確率は1％とはいえあるの

です。

　さらにEOCSが順調に働いた場合のLOCA
’についても検討が行われました。そしてそれを

7と8回分類しましたQ
　炉心の健全性は根本的に維持され，炉心から

の放射能漏れが被覆の損傷によって起きるだけ

で，その可能性は比較的少ないものです。

　分類7では，格納容器の隔離がうまくいかなか

った場合が仮定されています。事故の影響を計

算するためには，例えば汚染地区からの人々の

避難等緊急処置を，西ドイソで行われた政府勧告

を基に考慮に入れなければなりません。

　（スライド8）は，原子炉事故後の住民の放
射線被曝によって起る廊死死亡率と数の相互関

係を示しています。

　現在稼働中の25のプラントに関して即死死
　　　　　ゆら亡率は10　という結果が出ております。　ここ

から結論づけられることは，原子炉事故はあま

り大きな影響はもたらさないであろうというこ

とです。

　（スライド9）では，発生率が低いのはいく

つかの要因の結果であることが示されています。

25の．プラントにおける炉心溶融の発生確率は

．1年問で400分の1です。

　もし炉心溶融が起こっても，大抵の場合放射

能の閉じ込めが効果的に行われているため，核

分裂生成物の放出は限られてきます。潜在的致

死線量が格納容器破損によって放出される可能

性は16分の1しかありません。この場合天候
や入口分布による影響が非常に大きく，即死事

故が起こるのは10分の1の可能性です。炉心

溶融事故が起こっても，それによる即死は99

％以上起こらないと思われます。好ましくない

天候状態と特殊な立地条件が：重なった場合に最大

規模の事故が起これば大量の死亡を招く恐れが

あります。

　死に至る可能性のある放射能漏れが起こって

も，2，000人以上の即死の確率はやはり1％
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以下です。

　また，WASH－1400と同様，健康への晩
発効果が計算されましたが，これは放射線被爆

が白血病や癌の発生を増加させる確率に影響し

ます。こういつた晩発性の影響は数十年後にな

って初めて現われてくるので数世代にわたる調

査を行いました。その結果（スライド10）が

示すように晩発効果はあまり大きくない事故で

も現われることが判りました。25の原子力
発電所での年間の晩発性死亡率は200分の1
であるという分析がなされました。この場合わ

れわれは放射線量と危険度が直線関係にあると

前提せざるを得ませんでした。すなわち，微量

の放射線被曝でも発癌の：危険を増すことが示さ

れたわけです。

　健康への晩発効果というものを計算してみま

したが，これはかなり広範な地域に現われてき

ます。平均してこのたうな影響の半分は西ドイ

ソ外で起こっているようです。このことから国

際的に見ても炉の安全性が非常に重要であるこ

とが解ります。

　こ1のような研究一一線量：と危険度が直線関係

にある一を前提とすると，癌による死亡率の

うち約0．5％が自然放射能によるということ；が

算定されます。この影響はかなり小さいのです

が，全生存期間を考えて実数で言いますと，西

ドイツで5万人以上，ヨーPソバ全体で約60
万人になります。

　研究に際しては，住民の避難，移動による人

口の変化，地域の拡散も考慮に入れています。

もちろんこの点に関してモデルが非常に大雑把

なものですので，出てきた数値も概数に過ぎず，

ここで発表することは避けたいと思います。

　リスク研究の結果や方法をどのように利用で

きるでしょうか。エンジニアの観点から見ます

と，重要なシステムに対する系統的で総合的な

信頼性の分析が原子炉設計の確実な評価に役立

つことは明らかです。特にさまざまなシステム

間の相関関係を研究し，また電子，化学工学等

さまざまな技術分野のつながりの中から起こる

問題を明らかにすることができます。

　この結果にはかなりな不安定要素のあること

を考えますと，最：終的な結論を導くに当たっ

て非常な注意を要しますが，このリスク分析の

結果を応用する方法はたくさんあります。例え

ば，安全の概念のバランスをどのようにとるか

という問題に反映することができるわけです。

つまり，すべてのリスクに最も重大な影響を与

えるものは何かを考えることによって安全に対

する配慮が過剰である部分，不足している点を

知ることができます。もう一つの問題は，大き

な事故の結果がどこまで軽減できるかというこ

とです。例えば，格納容器の設計の改良や，蒸

気爆発の可能性についての体系的な分析を行う

ことが考えられます。

　またリス4分析は非常時体制を改良し，多量

の放射能漏れに続く作用や影響について理解を

深めることを促すでしょう。これも一つの働き

だと思います。

　この分野での研究はこれからさらに進められ1

るべきだと考えます。西ドイツのリスク評価の

作業で得られたことは論理的なリスク評価に必

要な方法は利用可能であるということでした。
しかし，1 ｪ析の質を改嘉して，さらに研究開発

を進めることが望ましく，またそうすることが

可能であることも解りました。

3。TMl事故へのコメント
　最後にTMI事故が西ドイツの原子力発電所
の安全性の概念に与えた影響についてお話しし

たいと思います。

　一般的なコメントに止めたいと思いますけ

れども，調査，特にケメニー委員会の報告でも

解るように，運転員の訓練や資格の不備の他に

ハリスバーグの事故の原因であるシステム設計

の特異性や不完全さの問題があります。しかし

画ドイツはすでにこの欠陥のいくらかを解決し

ていると私は信じています○

　例えば，許認可手続き期間中にメーカー，プ

ラント所有者，認可当局および中立の専門家，R

SKの間で徹底的な協議が行われます。これは，

ケ主軸ー委員会の報告書で冒頭から批判されて

いる各分野間のコミュニケーシ臼ンの問題を解

くのに役立ちました。

　また，西ドイツにおいては安全技術の研究計

画の結果を新しい原子力発電所の建設にできる

限り組み込んでいくことを保証しています。

　こうした好ましい事情の他に西ドイソの原子

炉の安全設計は次のような有効な対策を可能に

します。
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・機械と人間の境界に関する問題の除去一一

　原子炉防護システムの2次系および周辺

　機器へも考慮が払われる。

。安全系の運転系からの独立が図られてい

　る。

・連結パイプ等，両者に共通した機器を使

　用していない。

・安全システムの各系列が高い裕度と独立

　性を保つ。

。安全に不可欠なすべての機能を果たす原

　子炉防護システムが作動する。

。運転員を支援するための自動化とインタ

　ーロックがなされている。

・安全概念における小規模事故の確率増大

を考慮する。

　こうした状況にある西ドイツにとって，TMI

事故の教訓とは何でしょう。西ドイソのプラン

トは同じようなコースをたどるでしょうか。

　4ループ型プラントは，それぞれ設計が異な

るため初期の出来事にあまり影響を及ぼされま

せん。即ち，主給水系の故障によって大きな事

故が起こることはないのです。前にも申しまし

たように，主給水系や始動・停止システムから全

く独立して，各々隔離された別系統の融通性の

ある緊急給水系があります。r

　（スライド『1）を見て下さい。圧力逃し弁

は開く必要はありません。もし開いて，そのま

まの状態であると自動的に数秒後には隔離弁が

通路を閉じるようになっています。ですから運

転員は，高圧注入系を止めるようなことをしな

くてすむわけです。アメリカの炉では高圧注入

系の圧力が逃がし弁の応答圧力よりも下がりま

ずけれども，この点がアメリカの原子力発電所

とわが国の発電所の違う点です。

　2次系の冷却は新しいプラントでは自動化さ

れております。ですから炉心に最初の損傷が生

じるよりはるか前に低圧余熱除去装置によって，

確実に炉心冷却ができるわけです。

　2次系に生じた故障が，すぐに原子炉のトリ

ソプを引き起こします。また，操作の自動化に

よって人間の誤操作を防ぐことになります。

　スリーマイル島での経験が1つの問題を提起

しました。即ち安全概念に対する根本的な修正

が必要か否かという問題です。中には炉心溶融

の影響を制御するようなプラントの設計が必要

であるという人もあり，以前から議論されてき

ましたが，でき得る限りの措置をとって，炉心

溶融を防ぐ方策の方が良いという意見によって

退けられましたし，私もそれに賛成しておりま

す。炉心溶融の防止をさらに信頼度の高いもの

にするという目標に沿って，西ドイツではメー

カー，電力業界，専門家，許認可機関および原子

炉安全協会の聞の密接な協力のもとに調査が進

められています。

　調査内容には次のものが含まれております。

　　oいくつかの信号を1次回路および炉心の
　　　温度監視に導入する。

　　o格納容器の隔離機能を向上させる手段を

　　　とる。

　　。1次注入系と小規模漏れ対策のための2
　　　次系の自動停止を改良する。

　　・外部電源の同時停止というよ、うな事故を

　　　制御するための緊急電気供給の改良する。

　　。運転員の訓練と中央制御室内外の情報表

　　　示の改良し，さらにシミュレータ訓練の

　　　プログラムを引き続き開発する。

　以上の事項は米原子力規制委員会（NRC）

の「教訓検討委員会」の勧告を含んでおり，そ

のうちのいくつかが最近具体化されました。我

我は事故防止のための対策だけではなく，事故の

波及を食い止め，環境への放射能放出を防ぐた

めに，炉心溶’融が起こった後の損傷の軽減手段

を検討しています。

　すでにリスク研究によって格納の必要性が強

調されておりますが，格納容器による隔離の信

頼性の一層の向上の可能性を現在検討中です。

　現在検討中の他の対策として圧力ビルドアッ

プの遅れによる格納容器の損傷防止，損傷が起

こった場合少なくともその影響を遅らせる方法

などがありますが，こうした研究の結果はまだ

出ておりません。損傷軽減対策について最終決

定を下すには総合的な検討が必要です。一方で

原子炉の安全性を確立することを，またもう一

方でそれによってもたらされる不利な問題を考

え，この両者の間でバランスをとっていかなけ

ればなりません。ですから，現在のところ西ド

イツの原子力発電所の安全概念にどのような方

策を取り入れるべきかは決定しておりません。
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む　す　び

　最後に，われわれのリスク分析と同様に運転

経験が原子炉の安全性の概念を実証するのだと

いうことを述べたいと思います。もちろん安全

問題に対する検討をやめても良いと言っている

のではありません。これは他の技術分野でも行

われる必要のある問題ですけれども，経験と研

究から必要と思われる場合は当然改良を加え

なければなりません。しかしながら，このよう

な改良はまず第1に，運転方法の改善に向けら

れるべきであって，総合的な議論がなされるま

で，まだはっきり利害の判らない特異な方法に

注意を払っていてはいけないと思います。

パネル討論

、灘，間から言うと，原子力施設

灘藻の安全問題というのはもつ

　　と広範な，またもっと違っ

　　た視点から討論したいよう

　　な気がしますが，原子力産

か
入
諮

に
た
櫨

う
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カ

よ
に
革

の
心
惑

私
収
一
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長
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闇

業会議の討論会というと場が大変違うようです。

先程から伺っていると，私にとっては大変難か

．しい問題ばかりで・何かよく解らない専門用語

ばかり出てくる世界に引っ張り出されて，実は

戸惑っている次第です。

　私はわりに広範な安全問題をやっているので，

飛行機とか船とか鉄道とか，交通機関の事故の

場合は，割合具体的に理解しておりますが，化

学プラントとか原子力関係の施設というのはど

うもブラック・ボックスのところが多過ぎて，

なかなか一般的な安全問題と結びつけるのは難

かしいように感じます。果たして私のような者

がうまく進行役を務められるかどうか解りませ

んが，できるだけ努力して，ここに御出席の皆

様のご満足のいくような形の話し合いにしたい

と考えております。

　内田さんとビルクホー．ファーさんにはこの会

場の前の方にお座り戴きまして，後程，この討

論の間にご発言を載きたいと考えております。

　さて，今日の討論の進め方ですが，テーマを

2つに分けたいと思います。まず最初に原子力

施設一あるいは原子力発電所と言ってもいい

かと思いますが一の安全の基本的な考え方に

ついてお話を伺い，それから後半はスリーマイ

イル島（TMI）の事故の教訓を踏まえて今後

の一層の安全確保を図るためにどういう課題が

あるかについて話し合って戴こうと考えており
ます。

　それでは早速最初のテ｝マの原子炉安全の基1

本的な考え方の討論に入りたいと思います。い

ろいろな立場の方がお集まりになっていますが，

最初は座席の煩番で御発言戴きたいと考えてお

ります。時間があまりたくさんありませんので，

手短かに，お願いいたします。

覇
・　　・y・も「・「b・韓
　ド　　　　　　　　　一1　、

蝉

　安　私は大学で原子力の

教育研究に携わっています。

涼た東京大学は，茨城県の

東海村に小さな研究用原子

炉を持っておりますが，私

はその建設や運転管理を経．

験をしてきました。そうい
う立場からお話ししたいと思います（，・

　実は私は先週アメリカに行っておりましてジ

この前の日曜日に帰ってきたのですが，飛行機

の中で今日はどういう話をしようかといろいろ

考えました。まず最初感じたことは，飛行機が

絶対に安全であるわけではないと知っているわ

けでして，落ちるかもしれないと覚悟していま

す。しかし，まあ大丈夫だろうと思って乗って

います。一方，万一の場合を考えて保険は掛け

ています。

　やはり原子力の安全の問題を：考えるに当たっ

ても，絶対的な安全性というものはないわけで

すから，この場合も安全というのは相対的な概

念です。ですから，原子力の安全問題，原子力

発電の安全性ということは，原子力発電の必要

性と切り離して議論をするとおかしなことにな

るのではないでしょうか。その原点として，原

子力発電は必要であるという認識を我々が持つ
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ことが，原子力の安全の問題を議論するための

出発点ではないかと考えられます。

　原子力の問題については，日本も相当の研究

開発を行ってきております。特に石油危機以来，

エネルギー源の多様化，あるいはエネルギー節

約というようなことが言われ，皆様もそうでし

ょうが，やはり私は大規模なエネルギー源とし

て現実的に近い将来期待できるものは原子力発，

電以外にはな：いと思っているわけです。
　こ気をもっと定量的に表現しますと，先程の

ビルクホーファーさんのお話にもありましたよ

うに，原子力発電のリスクとベネフィット（利

益）との比較が必要です。我々がどれだけのリ

スクを受げ入れる覚悟をするか，それもベネフィ

ソトとの関係においてどう考えるか，それが第

1に：重要なことであろうと思います。

　第2に申し上げたいことは，原子力発電の安

全性とは，単に発電プラントの安全性だけでは

なく，やはり燃料サイクル全体に対する安全性

の確保でなければならないということです。ま

たその中で発電プラントだけについて考えてみ

ても，安全性というのは設計段階，安全審査，

建設，運転管理，最後の廃炉という原子炉の一

生を通じて，安全性は確保されていくというこ

となのです。

　その点で，先程からもお話が出ているように，

深層防護という考え方は，正しいと思います。

その中で，第1レベル，即ち異常発生の防止，

第2レベル，事故発生の防止，この2つを強化

することこそ最優先の必要事項であり，原子力

発電の安全性を確保するためには，そこがやは

り一番重要であると考えます。言葉を換えて言

いますと，機器の信頼性の向」二であり，ヒュー

マン・エラー（人為ミス）の防止であり，さら

にはそれを両方一緒にしたマンマシン・システ

ムとしての信頼性の向上です。

　そうすることによって，安全性は当然向上し

ますし，原子力発電所の稼働率が向上します。

稼働率が向上すれば経済性が向上して，国民の

信頼性を得ることができるというわけです。

　また，先程申しましたように，廃炉問題も大

変重要であり，どういう具体的問題があるかと

いうことについて十分検討を始め，それに対し

て必要な研究を進めるべき時期に来ていると思

います。

　燃料サイクルのダウン・ストリームに関係し

ましては，特に廃棄物処理の問題が重要である

と思います。中でも低レベル廃棄物は，すでに

多くの発電所に多量にあるわけですが，これを

どういうふうに処理するのかという検討が早急

に必要であろうと思います。

　また将来の再処理に関係しまして，高レベル

廃棄物の処狸が問題になります。高レベル廃棄

物をどのようにして生活圏から隔離し，半永久

的に安全に管理するかという問題，これも日本

にとっては大変重要なことで，これに関係した

研究を十分やっていくべき時期に来ていると考

えるわけです。

　第3番目に申し上げたいことは，自主技術の

確立です。原子力発電の安全性を確保するため

に，私は自主技術の確立が必要であると考えま

すσある一つの原子炉が設計されるに当たって

は，その基となる幅広いデータがあり，その中

から最適な仕様を決定していくわげですが，も’

し具合の悪いところがあると，その元のデータ

まで遡ってみて初めてどういうふうに改良すべ

きかということが明らかになってくるわけです。

　そういう意味で，我々は軽水炉技術において

自主技術の確立を目ざす必要があります。すで

に確立されていると言ってもいいのかもしれま

せん。と申しますのは，今や日本の軽水炉は標

準化を目指していろいろの作業が進められてい

ます。私は，是非ともこの際，安全性のための

データを携えて日本の軽水炉の自主技術を確立

して欲しいと思います。これが一般の公衆から

信頼を得るための一つの大きな要因です。

　日本の最、近の品質保証はなかなかよいと言わ

れており，私は，今や日本は自信を持って自主

技術を確立すべき時であり，またそれができる

時であると考えます。従って原子力発電の安全

性も我々としてはこの自主技術の確立の上に立

って自主的な判断により確保していくべきであ

ると考えるわけです。

　第4番目に申し上げたいことは，原子力発電

というのは巨大科学の最たるものであるという

ことです。巨大科学というものは，これが社会

に定着するには新しい制度，新しい体制，新し

い組織，あるいは新しい考え方を必要とするわ

けです。このことは原子力発電について正に言

えることであり，原子力発電の安全性について
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も，このことはもちろん例外ではありません。

従って，国，メーカー，電力会社，あるいは地

方公共団体，その他それぞれの部分が責任を明

確に持って，しかも国民が信頼し得るシステム

を全体として作り上げることが必要であろうと

思います。

　例えて申しますと，いろいろと防災の計画

の話が出ていますQそういう問題に対しても，

正に今のような観点からの対策が必要です。ま

た，よく言われることは，原子力発電において

は，リスクを受ける人とべネフィソトを受ける

入が違い，それがパブリック・アクセプタンス

を困難にしているということです。

　安全に関連したパブリック・アクセプタンス

については，そういう意味において，これは単

に原子力技術の安全問題ではなくて，技術，社

会，経済，心理，あるいは法律といった各方面

の対策というものが必要であろうと思います。

　以上，4つの点を申し上げましたが，その4
つの点で実は原子力発電の安全性は確保され，

そしてそれが本当にパブリックにアクセプタン

スできるようになるのではないかと考えるわけ

です。

　村野議長　どうもありがとうございました。

　それでは続きまして，原子力発電安全審査課

の課長でいらっしゃいます逢坂さんの行政官庁

の立場としてのお話をお伺いすることにしたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。

　逢坂　逢坂です。今日は

児玉審議官のピンチ。ヒッ

ターということで，うまく

お話しできるかどうか心配

しながらですが，規制当局

者としていろいろお話しし

たいと思います。

　通産省は電気事業者を監督する立場ではあり

ますが，同時に地元の住民の理解を得るという

立場で安全を説明し，あるいは検討しているわ

けです。

　安全問題というものは，ご承知の通り人に

よって考え方というか，観点が違う問題です。

説明会などへ出向きましても，例えばある人は

絶対安全ということを要求しますし，大抵の人

は2つぐらいの観点から安全性を考えています。

放射線は1mremでもいやだというような意見

を言う人もいます。

　また，もう一つの側面として，事故の雨∫能性

ということがあり，先程のご説明にもありまし

たが，リスクはいくら検討してもなくなること

はないという点で安全ではない，すなわち絶対

安全でなければ安全ではな：いというように言わ

れるわけです。しかし，それは考えてみますと，

世の中に絶対安全ということはないわけですか，

ら，そのことを説明することになるわけです。

　ところで，私どもが原子力の安全を考える場

合に，まず問題になるのはどういう考え方で原

子力発電所の規制をやっているかということで

す01番：目の側面は放射線の安全で，しかもそれ

は公衆に対しての安全が中心であるという点で
す。

　原子力発電所には，：危険性という面から捉え

ると，いろいろな要素があるわけです。高圧，

高温の問題，あるいは機械の回転の危険性，あ

るいは化学的危険性，その他たくさんあるわけ

ですが，その中で私どもが考えなければいけな

い原子力特有の問題としては，やはり放射線の

安全であると思うわけ’です。放射性物質を内蔵

しているということは確かな事実ですし，危険

性を内蔵していることは言うまでもありませんが，

これを外へ出さないというのが放射線の安全対

策であると思っています。そして，この安全対

策を具体的にどのように適用していくのかを考

えているわけですが，大体3つの点で見ていま
す。

　1点目は事故防止対策です。これは世界中同

じような考え方だと思いますQつまり多重防護

あるいは深層防護というような言葉で言われて

いる考え方に立っています。その多重の考え方，

1段，2段，3段というような分類の仕方は，

先程来出ています。日本の場合も同じように考

えており，まず1段目は安全運転時に異状を発

生させないための予防，対策が大切であると考

えます。それは設計の段階からの品質管理の問

題でもあります。それから，運転に入りまして

も，様々な運転中のテスト，あるいは定期検査

で毎年1回確認する，入念な点検をするという

ことは，運転中に異状を発生させないための～

つの予防であると考えられます。

　2段目が，異状の拡大や事故への発展の防止

と呼ばれるものです。この場合，事故の異状を

一£10一



検出し，必要な機器を作動させる安全保護回路，

これが非常に重要な役割りを果たすわけです。

　3段目が放射能の異常な放出を抑制するとい

う意昧で，ユニ学的安全施設その他防護施設を設

けることです。

　このようにして事故防止対策を図るという考

え方が多重防護の考え方です0

　2番目の側面は，運転中に放出される放射性

物質に対する問題です。通常運転中の放射性物

質の放出は，できるだけない方がいいわけです。

現在法的には年間500mremという基準が
あります。同時にALAPの指針によりできる
だけ低くする，達成可能な限り低くするという

意味で，5mremということで対処しているわ
げです。

　3番目の側面は，立地条件の問題で，これは

公衆との隔離という意味で，仮想事斡を考えて

隔離距離をとるということで対処しています。

　このような基本的な考え方に従って，対策を

講じるわけです。その場合に，特に多重防護の

考え方に立った際に注目すべきことは，できる

だけ前段階で防止することの：重要性です。その

；場合，品質保証とか，あるいは運転経験を設計

にはね返すということが，非常に重要であると

思っています。

　最近は種々の事故故障があります。日本の中

でもかなりいろいろな故障，トラブルが起って

いるわげですが，現在日本では1段目と2段目

でおさまっています。大部分は1段目で抑えら

れているのが実情です。TM1の問題が出て，

アメリカでは3段目まで行ったということだと

思いますが，これからもなるべく前の段階で抑

えるという意味で品質管理は国としても大切だ

と思います。

　なお，国の規制の立場からしますと，安全の
確保は，言うまでもなく第一義的には原子力発

電所を設計し，運転し，管理していくという事

業者の責務であるのは当然だと思います。国の

立場は規制する側ですので，これをプラントの

状態から段階的にやっていくというのが私ども

の考えであるとともに，法的制度になっている

わけです。電気事業法あるいは原子炉等規制法

などの法律に基づいて厳しく監督しているとい

うのが実情です。

　佐藤　私は，原子炉の安
売全性をとのように評価すれ

ばよいか，また具体的にど

のような解析をすれば，ど

ういうことを評価したこと

になるかといったようなこ

とを研究しております。

　このような見地から一このセッションでも

後程討論がなされると思いますが一例えばT

MIの事故というものを見てみますと，あの事

故はある意味で衝撃的な事故ではあるが，これ

は僚子炉プラントに起こり得る様々な事故の1

つの例であって，決してあれがすべてのもので

はありません。従って，あの事故の現象を細か

に追究することにあまりこだわりすぎて，その

原因を媛小化してしまうことは厳に戒めなけれ

ばならないと思うわけです。問題をより一般的

な場に据えて，そこから最大限の教訓を引き出

すということをしなければならないと思．うわけ

です。

　私はこういう見地から，安全性の研究の分野

にもいくつかの新しい項目の提案等がなされて

いるように理解しています。安全研究ないしは

安全評価という見地から見ると，これは決して

原子力に限ったことではありませんが，どのよ

うなテクノロジーでも，それがテクノロジーと

してある程度の規模で社会に定着する場合には，

必ずそれに伴ってある種のリスクというものが

生ずるわけです。これは原子力といえども決し

て例外ではありません。もちろん，そのリスク

の内容，中身というものは，その産業の種類そ

の他によって決定され，質的に同じというわけ

ではありませんが，何某かのリスクを社会に対

して与えるという点においでは，．どれも共通し

たものがあると思います。

　我々はこのリスクをできるだけ小さなものに

し，できるだけゼ・に近づけるという線で鋭意

努力するわけですが，このリスクというものは

その性質上絶対的なゼ・には決してなりません。

先程来，絶体安全というものがないと他のパネ

リストの方も言及されておりますが，絶対的な

ゼμというものはリスクの本来の性質からして

あり得ないわけです。

　そうだとしますと，まず我々にとって必要な

のは，まずリスクというものが原子力を初めと
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する，i渚々のテクノロジーにいつでもつ㍉’て回

るものであるということへの正しい理解を社会

に定着させることです。

　リスクの存在を認めた上で，そういうテクノ

ロジー一に対する世の中の正しい評価が行われる

ためには，少なくとも2つのピとが必要であろ

うと考えるわけです。

　まず第1に，リスクを正当に評価するための，

ある意味での1つの論理というものが必要です。

それは，一般に社会のロンセンサスを得るとい

う意味でも必要です。

　次に，これは非常に難かしいことですが，そ

の論理に従って評価されたリスクのどのレベル

までを社会は受け入れることができるのか，言

うなれば，アクセプタブル・リスク・レベル

（リスクの許容水準）というものに対するコン

センサスを得ることが必要になるわけです。こ

れは原子力の安全の分野でもしばしば言われる

ことですが，　「十分に安全とはどの程度安全な

ことなのか。」が問われます。、この質問に対する

答は，本来は原子力界の側から出されるもので

はなくて，それを受け入れる社会の側から出さ

れるべきものです。しかしながら，非常に困難

ではあるけれども，私が先程申し上げましたよ

うな，まず社会の合意に立った論理と，それに

従った正しい評価，さらにそれをどのレベルま

で受け入れるかという社会的な合意，こう’いう

ものが国民的な合意の下に形成されるごとが，

今や必要になっているのではないでしょうか6

その答えを出すのが原子力の側ではないとして

も，少なくとも原子力の側はそういう国民的合

意を得るべく，まずその努力を費すべきだと思

うわけです。

　安全に対する国民的な合意は，例えば原子炉

の規制とか，あるいはプラントの設計，運転と

いったところに影響するだけではなく，安全研

究の分野にも非常に必要なことです。例えば一

つ一つの安全研究のテーマが全体としての原子

力の安余の部分のどの位置を占めるのか，それ

ぞれのテーマの優先度はどのように考えていっ

たらいいのか，ある研究テーマに対じてはどの

ような答えが求められているのか，などを突き

詰めていく上では，こういつた国民的な合意が

：大いに要請されます。

　国民的合意と口で表わし1てい「ますが，それを

達成するのは非常に困難なことで，しかしその

困難を回避していたのでは原子力の安全に対す

る真の合意は得られません。いかに困難であっ

たとしても，それに向かって今や一歩を踏み出

すべき時ではなかろうかと，考える次第であり
ます。

　村野議長　続いて服部さんにお話をお願い致

します。私どもは様々な話，特に産業界の話と
か工学系の話をしていますと，自分は二］二学部の

出身，自分は理学部の出身，自分は社会科学系

だ，人文科学系だと，・出身学部，立場によって

意見がかなり変わってくるということがありま

す。そういう意味で今日は恐らくパネリストの

人選に大苦労したと思います。そして，今日は

服部さんが唯一の理学部系の先生かもしれませ』

ん。

　服部　私は，必ずしも原

子力の平和利用が本来不可

能であると考えてはおりま

せんのですが，現在行われ

ている原子力開発について

は，率直に申し上げて大変

強い危惧の念を持っており

ます。しかし，今日は原子力産業会議に敬意な

表して，原子力開発を推進する立場に立って建

設的な提言を2つばかり申し上げたいと思いま
す。

　実は，私は，現在は原子炉の運転管理をやっ

ておりまぜんが，数年前まで100kWという
大変小型の原子炉の運転，管理の役目を務めて

まいりました。

　原子炉の安全性と言う時，一番問題になるの

は，何といっても原一子炉の中に大：量の放射性物

質があるということに尽きるわけで，率直に申

しまして，100kWの原子炉を運転している
ときでも大変恐かったのです。おっかなびっく

りで毎日お守りをしていたのです。ですから，

100万kWといった大型の原子力発電所とい
うのは，私には恐さの桁が大変導き過ぎるもの

で，とても恐くて原発の運転は，私にはできそ

うもありません。

　しかし，．私たち大学の研究用原子炉をお守り

している仲間で，いろいろと原子炉の安全性を

高めるにはどうしたらいいかということについ

て議論をしてきました。それがすぐに何万倍も
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大きな出力の発電所につながるかどうかは別と

して，私は小型原子炉のお守りをしてきたとい

う立場からお話をしたいと思います。

　初めに，現在の原子力発電所が，あまりにも

規模が大きくなり過ぎており，性能ぎりぎりの

ところで使っていて，余裕がないのではないか，

ということを申し上げたいと思います。

　TMIの事故については後で議論があると思
いますが，この事故はスポーツ車が町の中を走

っていたようなものだという批判があるようで

・す。普通車なら艮いが，スポーツ車が走ってい

たから運転し切れなかったのだという批判が聞

かれるわけです。こういうたとえ話というもの

は，ある意味では物事の問題点を大変解りや

すくすると同時に，もちろんそれを拡張いたし

ますと，大変危険なこともあるわけです。

　TMIスポーツ車論に因みまして，私は，ス
ポーツ車が走っていたというよりも，現在の原

発というのは率直に言って，危険物を満載した

大型ダンプカーが狭い町の中を走り回っている

のではないかという気がします。確かに大型ダ

ンプカーは，設計上は時速100kmで走ること

ができると思います。しかし，危険物を満載し

て町の中を走るときには，　20kmとか30kmと

いう大幅な規制が行われるわけです。

　私は，原子炉の運転も，より大幅な規制をす

ることによって余裕を持たせることが大事では

ないかという気がするわけです。例えば出力そ

のもの，あるいは温度とか圧力，特に炉心の中

の比出力を大幅に下げることによって安全性が

現実に高められるだろうし，そしてそれによっ
てまたある程度国民の信頼もできてくるのでは

ないかという気がいたします。

　しかし，このようなことをしていたら経済性

が成り立たないという御批判が必ず出てくると

思います。しかし，それはそれで仕方がないこ

とだと思うのです。私は，原子力発電所は火力

発電所と比べれば危険なことは事実であり，そ

れだけ危険なものを運転せざるを得ないことに

なるならば，多少高くなっても仕方がないこと

だと思うのです。しかも，これは幸か不幸か知

りませんが，最近石油が大変値上がりして，推

進側は石油より原子力の方が非常に安いのだと

いうことを言っております。それだけ安くでき

るならば，その分十分にゆとりを見ていただき

たい。私は必ずしもそれほど原子力の方が安く

なると思いませんし，また石油が高くなれば，

多少の時間のずれはあるかもしれませんが，い

ずれはそのツケが原子力にも回ってくるのだと

思います。しかし，もしそれだけ安くできると

言うのでしたら，その分十分なゆとりを持った

設計をし，運転についても，自動車で言えば大

幅な速度規制を思い切ってやっていただきたい

という気がするわけです。

　一般論として申し上げますと，先程申しまし

たように，100kWでも原子炉というものは
大変恐いものだという実感を今だに持っていま

すので，原子力に携ってきた30数年の経験か

ら言って，大変乱暴な言い方ですが，まだまだ

100万kW台の原子炉を私たちが本当に使い
こなせるところまで来ていないのではないかと

いう気がするのです。もし，その1桁下という

ことならば，現在の技術で何とかやっていける

のではないかと思うのですがパ現在の原子力発

電というのは余りにも性能ぎりぎりのところで

行われているのではないか，以上が第1の点で
す。

　それから，第2点として，情報の公開が安全

性にとっても大変有効なことであることを申し

上げたいと思います。

　日本の原子力平和利用3原則では，公開，民

主，自主という原則が謳われています。この公

開の原則は，本来は原子力の研究開発利用が軍

事目的に転用されないよう，その保証として出

てきたものですが，安全性の確保という意味で

も大変：有効なものであると考えます。私は，技

術開発の中で失敗の情報，失敗のデータという

ものは大変貴重なものだ、と思っています。原子

力では，他の技術と違いまして，エラーを起こ

してしまうと大変なことになりますから，トラ

イアル・アンド・エラー（実験と失敗を積み：重

ねながら改良していく）ということができませ

ん。それだけに，こうした原子炉を私たちが運

転している時の極めて小さい事故，故障，トラ

ブルなどに関する情報が非常に重要な意味を持

ってくるという気がします。

　先程申しましたが，原子炉，特に大学の研究

炉については，一緒のグループで京都大学の柴

田教授を中心に，これまで研究炉の安全性向上

についていろいろな話し合いをしてまいりまし
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たが，その中で自分たちが管理してきた原子炉

の中で起こった問題点，これを率直に報告し合

ってきたことがお互いに大きな利益になってき

・たと考えております。この研究炉についてして

きたことを，大学の研究炉だけでなく，原研の

研究炉，あるいはさらに発電炉まで何とかして

広げていってもらいたいと思うわけですが，図

面：に申し上げまして，電力会社の：方からはなか

なかデータを出していただけません。従って発

電炉のことは私たちにはほとんど実情が解らな

いということなのです。

　一例を申しますと，昨年高浜発電所の2号炉

で，1次冷却材が80tも漏れるというような
事故が起こりました6これは温度検出器用配管

の予備栓にステンレス鋼でなくて銅合金が使っ

てあったということが後から判明したと発表さ

れておりますQその他のところに使ってあるも

のがステンレスであることを確認したことだけ

が発表されました。この場合，80tの水が漏
れただけで原子炉の他の状態には全く影響がな

かったなどとは私たちには考えられないわけで

すが，それがどういう順序で他の原子炉の状

態に，例えば温度とか圧力に影響を及ぼしてい

ったのか，それがどのメーターで最初に表われ

てきて，どういうふうに広がっていったのか，な

ど発表されていません。この事故はたまたまそ

れほど大きなものに発展せずに済み，大変幸せ

だつたわけですが，こういつた事故が起こった

時にどういう事故の経過が考えられるのかとい

うようなことを，率直に出していただけると，

今後の安全性の研究，安全確保等にとって大変

有効な情報になるのではないかと思います6そ

ういった点，率直に申し上げて，電力会社はこ

れまであまり情報を公開したがらなかったという

のが事実ではないかと思いますので，もし時間

がありましたら，浜口さんから多少ご説明戴け

れば有難いと思います。

　原発にもっとゆとりのある設計をすることと，

事故につながってくるような情報はむしろ公開し

ていくということが安全性を高めていくものだ

という，この2点を最初の発言で申し上げてお

きたいと思います。

　村野議長　ただいまのお話に対して浜口さん

は当然コメントをなさらなければならないお立

場かと思いますが，第1回の発言は，一一応今の

服部さんのお話は聞こえなかったことにして，

予め御用意戴きましたお話をまず伺って，後に

いろいろ御意見を伺わせていただきたいと思い

ます。

　三隅　私どもは原子炉を

設置する側でして，設置し

ようとします場合，法律で

規制を受ける側です。従っ

て，先程来パネリストの方

が述べられている範疇で設

躍をするわけですから，裏

側から同じことを言うことになると思いますが，

ご承知の通り，私どもが原子炉施設を一躍しよ

うと思いますと，1まず原子力に適したサイトを

見つけてこなければなりませ恥

　わが国は大変地震の多い国ですので，原子炉

の設置については原子炉立地指針があり，それ

に十分適合するようなサイトを選ぶわけです。

ですから事前調査において，特に耐震というこ

とに意を用いてサイトを選んでおります。

　さて，立地地点が決まり，原子炉を設置する

段階になってくると，電気事業法と原子炉等規

制法という2つの法律により，設置許可，工事

計画，工事着手後のいろいろの検査，そして運

転閉始後，それに伴う検査．，特に定期検査とい

ったようなものがあって，それぞれの段階でい

ろいろの細かい規則に従った規制なり検査なり

を受ける立場にあるわけです。これらの詳細に

ついては時間的に触れているわげにいかないと
思いますので，私ども原子炉を設置し，これを

運転していくという立場から特に．安全の問題に

ついて，すでに御意見の出ている部分と重複す

るようなことになると思いますが，申し述べて

みたいと思います。

　まず設計段階の問題ですが，先程来お話に出

てきましたように，信頼性の高い設計というこ

とが大変大切なわけです。これをもう少し噛み

砕いて申し上げますと，やはり過去の事故を十

分反映した設計であること，あるいは実証性の

十分あるもの，そして運転者にとって信頼性の

高い，また定期検査のやりやすい，被曝の低減

も少なくて済むといったような観点に立った設

計が必要なわけで，こういつたものを織り込ん

だ設計を採用することに意を用いております。

これは政府の指導も受けて，昨日話が出たと思
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いますが，第1次，第2次にわたる標準設計に

よる日本型軽水炉の定着という形でこの問題に

取り組んでいるわけです、，

　さて，安全許可が下りて物を造る段階になっ

てきますと，物を造る方はメーカーがやはり主

体になるわけですが，こちらが注文した通り，

あるいは設計要求した通りに物ができているか

かどうか，あるいは物を造る過程に設けられて

いるいろいろの技術的な基準に十分適合してい

るかどうかということを，製造の過程において

設計材料も含めてチェソクする必要があります。

メーカー側でも品質管理を非常に重視して検査

を行っているわけですが，私どもは別の角度で

これを検討し，また役所は別の角度で立会検査

をするという形になっているわけです。

　それから，その次の段階になりますと，でき

ました機器を現場に据えつけて所定のシステム

として組み上げていくという段階になってきま

すが，この際も，現場における品質管理に大変

注意を払ってやっているというのが実態です。

　ちょっと余談になりますが，外国の場合など，

プラントを造る場合にメーカーなりコンサルタ

ントに一任して，いわゆる短期方式で行われる

ケースが多いわけですが，わが国においては，

大体その建設の主体，主導権は電力会社が持っ

ており，メーカーあるいは建設据えつけ業者と

いった人たちの協力を得ながら自分でプラント

が建設されていく過程を細かくチェックしてい

くという点に特色があると思っています。こう

いう過程をとりますと，プラントが動く前の段

階から別途に運転員を用意し，でき上がった局

部的なシステムをチェックし，運転準備員はそ

の機械の運転に慣れつつ，あるいは機械にどう

いう特性があるかということも確認しながら，

プラントの建設が進むということになります。

我々にとっては運転ということが非常に大切な

ことですので，大体建設が完了してプラントが

運転に入る2年前からそういうふうにして運転

の教育をやっておりますし，それ以外にやはり

事故時の対応ということが大事ですので，わが

国にはPWRとBWRとのそれぞれの訓練セン
ターがあって，そこでいろいろと事故の想定を

含めた訓練を行い，有能な運転員の教育に長期

的に力を入れているわけです。

　運転に入ってからは，当然定期検査というこ

とが出てきますが，その前に，運転中は日常の

点検等を十分します。また，点検の要則，要項

を載せたマニュアルを作り，事前にプラントの

異状を発見して，大きくならないうちに対応す

ることに努めています。しかし，やはり停！i二し

て中を見ないとわからないようなものもありま

すので，それについては定期検査中に入念な検

査をしています。特に初年度の点検では広範囲

な点検を行い，次の運転期間のプラントの信頼

性，安全性の確保に努力しているわけです。

　それから，先程もお話がありましたが，やは

り原子力発電所を運転しますと，わずかばかりの

放射性物質が出てきます。これはできるだけ低

く，技術的に可能な限り低くという精神に従っ

て，設計上は5ミリレム以下ということで抑え

られているわけですが，私どもは実際の運転に

当たっては，設備面，運用面ともに，できるだ

け放出放射能を少なくするという努力をしてい

ます。

　同時に，サイトも実際に放出基準通りかどう

かということについては，モニタリングが必要

なわけであり，放射線モニタリングを定期的に

行って，その確認をしています。

　もちろん安全の問題につきましては，これで

100％安全だというわけにいきませんので，

私どもは政府並びに関連機関でやっている大規

模な安全研究を補完するような我々サイドでの

安全研究にもさらに力を入れて，安全の向上を

期しております。、

　村野議長　予定ですと，ここで質疑，補足意

見を伺う段取りなのですが，時間が大分超過し

ていますので，少し急がせて戴いて，続いて2

つ目のテーマの「TMIの事故の教訓を踏まえ
た上で，今後一層安全性を高め安全確保を図る

にはタ具体的にどうしていったらいいのか。」に

ついて皆さん方の御意見を伺うことにして，そ

れから時間のある限り御討論願ったらどうかと

考えます。

　逢坂　TMI事故に基づく52項目の勧告が
話の中心であるというふうに伺っていますが，

52項目の問題に入る前に，TMI事故の問題
について私ども国側はどういう取り組み方でや

っているかという概略をお話しした方が解りゃ

すいと思いますので，その．件を最初にお話ししま

す。
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　わが国には規制当局として，国と原子力安：金

委員会があるわけです。わが国のTMIへの対
応は，安全委員会を中心に行われたことは皆さ

ん御承知の通りで，通産省の立場としては，こ

れに積極的に参加していくという形で，この事

故調査に参画したわけです。特に安全委員会か

ら派遣された委員の方に私どもの職員をつけて，

急遽1ヵ月にわたって現地調査をしたわけです。

　それと並行して行われたのは，御承知の通り

事故の2日後の3月30日に安全委員会がTM
1の関連事項について調査することと早急に日

本の運転中プラントについての点検をするとい

う指示とがありまして，その指示に従ってa月

31日に実施したのが既設プラントの管理体制

の再点検です。この再点検は，主として運転管

理が中心で，とにかく会社に点検を命じ，その

結果報告を分析すると同時に現場で確認すると

いう検査をやって，いろいろな指示をしました。

　この指示の中身は，大まかに雷って，一つは

運転員の教育や訓練の強化です。

　もトう…つは，異常時の実際の運転操作につい

てのいろいろな規定類を整備せよという指示で

す。

　3番目は，事故防止対策で申したように；と

にかく事故を起こさないという観点が一番大切

なことですので，日常の巡視点検の周知徹底を

通達しました。

　4番目は運転中の原子炉が止まった場合の種
々の対応措置を中心に指示しました。

　それからこの総点検が終わるとほぼ同時に，

大飯発電所の故障が起こりました。加圧器，水

位計に問題があって，この時の解析に基づいて，

いろいろな注意を電力会社にしたわけです。そ

の他2ループ，3ループ型PWRについては，
引き続き総点検を行いました。

　そのころ同時に防災がいろいろ問題になりま

した。総理府を中心に関係各省で防災対策につ

いて協議しました。そして，7月に中央防災会

議を開き，原子力発電所等に係わる防災対策の

当面とるべき措置を決定したわけです。

　以上で大体緊急の対策は終わったわけですが，

実際にそれですんなり地元が納得したとは言え

ません。TMI事故の影響はかなり地元民に不
安を与えたようで，国は種々の対策について十

分な説明をすべきだと言われました。福井県あ

るいは佐賀県，愛媛県というところで説明を行

いました。

　同時に，新しい施策ですが，やはり運転管理

上の問題がTMI事故において中心であること

を考えますと，運転管理をしっかり行わせるた

めに，駐在の「検査官」，駐在の「運転管理専

門官」を運転が十分安全な状態でなされている

かどうか監督するために，急遽派遣されている

わけです。

　現在あるいは今後どういう対応がなされるか

ということに関しては，まずこれから新設する，

現在許可申請のなされているものについては，

先程の内田さん’のお話しの通り，考えられる対

応策を安全委員会に諮問したところです。

　また，特に運転管理面の監督強化という意味

で，来年度に向けていろいろな施策を考えてお

ります。運転員の資格制度であるとか，安全解

析審査の強化とか，具体的な運転管理の支援シ

ステム，　一これはメーカーが行う運転管理用

機器の開発について援助するということですが

一等も考えております。また定員に関しても

組織の強化，特に運転管理専門官の強化を図る

つもりです。

　さて，具体的に52項目のことに入りたいと

思います。52項目の中身は先程の内田さんの

お話しの通りで，安全委員会の「米国原子力発

電所事故調査特別委員会」による勧告です。内

訳は大きく分けますと，基準，設計，運転管理，

防災，安全研究となります。安全研究や防災の

問題については，実は私どもだけで判断できな

い問題ですので，通産省として中心的に関与す

るところは設計基準や運転管理についてだろう

と思っております。

　運転管理や設計基準の問題について私どもが

考えていますTMIの教訓の捉え方は，調査委
員会の報告に入っています。そして，当面，対

策は十分に立てられたというふうに判断してお
ります。

　ただし，さらに教訓を反映して，より安全性

の高いものにしていくという観点から，今後も

種々検討するのだということです。

　それから留意すべきもう一点は，あの52項
目の中には，すでに採られているものも相当部

分あることを認識した上で書かれた勧告である

ということです。ですから，特に運転管理面の
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問題については，大部分すでに対策が採られて

いると考えるのです。

　佐藤　まずTMIの事故に関する52項目は，
先程の内田さん，あるいはただ今の逢坂さんか

らいろいろとご紹介がありましたが，この勧告

を作る委員会の末席に連なっていたものとして

ちょっと申し上げますと，調査特別委員会は決

して52項目の実施を観翻したわけではないの

です。TMI事故の教訓から，安全確保のさま

ざまな施策を行うさまざまな機関なり人々にそ

れぞれの担当のところで十分に検討して戴きた

い項目を摘出したわけです。恐らくはその検討

の結果，これはもう十分だから要らないという

項目もあるかもしれません。可能性としての話．

ですが，あるい・は足りないからつけ加えなけれ

ぽならぬという結論も出るかもしれないのです。

そういう意味で，これを出発点として，あるい

はこれを足掛りとして，あの事故から最大限の

教訓を汲み出してほしいというのが52項目を

作った際の我々の，言うならば念願であったわ

けです。もちろん，そうだからといって決して

いい加減に作ったわけではありません。少なく

ともそれを作った時点ではあらゆる限りの知恵

を絞り，恐らくこれでいいだろうという項目を摘

出したのが52項目なのです。しかし非常に機

械的に，単にこれらの項目を満たせばTMIの

教訓はすべて終わりというわけにはいかないで

しよう。我々にとってTM至事故というものは

ある意味で非常に高い授業料を払った得難い

教訓です。あれから最大限のものを引き出すこ

とが最も大切なことではないかと考えます。

　その52項目は，庇いろいろ御紹介がありま
したように，いくつかのかなり広い分野にまた

がっております。これらの項目の中で何が一番

今後重点を置いて考えなければならないもので

あるかについてさまざまな意見があるとは思い

ますが，私の個人的見解としては，それは原子

力発電所における人間の役割をどう見るかとい

うことではないかと思います。52項目の勧告

の中に，あちこちに分散した形でそのことが触

れられているわけですが，従来ももちろん運転

員の信頼度ということで若干の評価はなされて

いました。しかし全体として見ますと，まずハ

ードウェアというものの設計があって，その設

計の中に人間に期待されているある種の役割が

散りばめられています。当然のことながらプラ

ントにいる非常に狭い意味の運転員ばかりでは

なく，プラントの職員全体が，そこである行為、

をすることが期待されているわけです。その行

為をしなかったのがすなわちエラーであるとい

うとらえ方で，言ってみれば装置の一部として

の評価しか受けていないのです。やはりTMI

の事故から我々が一番学ばなければならないの

は，そこにいる人間というものが結局はプラン

トの死命を制する役割を果たすのだということ

です。誤った判断がTM1の場合には，たまた
ま悪い方向に働いたわけですが，その前にあっ

たブラゥンズフェリー発電所の火災のときには，

結局あそこにいたプラントの要員の知恵と努力

があのプラントを救ったわけです。そういうも

のをプラント全体の安全性の中でいかに位置づ

け，設計や運転の段階でどういう形で評価して

いくかは非常に難かしい問題です。他にもたく

さん問題がありますが，これが我々がこれから

取り組まねばならない，一番大きな問題ではな

かろうかと考えております。
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　村野議長　今度は浜口さんにお伺いしたいの

ですが，先程のお話の最後の方にちょっと出て

きましたマンマシン・システムというか運転関

係の問題に関してご意見が伺えたら有難いと思

います。今の勧告などにもございますが，実際

に運転をやっておられる立場としては，管理の

面が一番ご苦労なことが多いと思います。どう

も私のように一般の安全問題をやり，マンマシ

ン・システムというのを取り扱っていますと，

特に最近非常に気になり出したことがあります。

原子力，原子力施設というマシン・システムは

アメリカから入ってきたもので，これはかなり

民族感を乗り越えた普遍的なものだろうとは思

うのですが，私みたいに東京にずっと住んでい

た人間から大阪の入を見るとずいぶんキャラク

ターが違います。そして機械との接し方を見て

いても，東京と大阪でまるっきり違います。例

えば，駅の自動改札装置の大阪での普及率は，

東京の私から見ると異常なくらいなわけです。

ああいうものを見ていますと，マンマシン・シ

ステムも民族感を乗り越えた普遍的なもの，普

遍的なシステムとして扱っているところに非常

に問題があるのではないかという気がします。

特にTMI事故の序すぐ関西電力の方一一どう

いう立場の方かは存じませんが一が新聞発表

ではあれは日本で起こり得ないことだ，アメリ

カ人だからああいうことになったんだというよ

うな説明をしたと思います。つまりそういうこ

とがもし言えるとすると，日本入的なキャラク

ターを踏まえた上でのマンマシン。システムの

安全を，現場の方はどう考えていらっしゃるの

でしょうか。シミュレーターも向こうのものが

入ってきておりますし，最近日本入というのは，

特にグレゴリー・クラークのように，世界中で

非常に特異な民族である，字宙から来たのでは

ないかなどと言われたりしますと，日本人が取

り扱うマンマシン・システムというのを別にま

た考える必要があるのではないかという気もし

ます。今の私の質問にこだわるとおっしゃりた

いことがおっしゃれなくなるようでしたら無祝

して下さっても結構です。

　浜口　まずは，今のこととは少し離れまして

お話し申し上げたいと思います。逢坂さんも触

れられたことですが，私どもが設備の内容を詳

さに調べますと，内田さんが，「TMIのプラン

トというのはすでにその時点で運転を継続でき

ない状態であった。」と言われましたが，正に

その通りでして，そういう無茶をなぜやったか

ということが問題になるわけです。まだ，それ

に端を発して，いろいろの対応がとられたわけ

ですが，この過程でやはり入的なエラーあるい

は設備上の不備といったものが顕在化してきて

ああいった一連の事故になったわけです。しか

しながら私どもの使っているPW鷺は設計⊥違い

があるとは言え同じようなタイプですので，こ

ういつた事故を謙虚に受け止めて，事故直後に

電気事業者としての事故対策特別委員会を発足

させました。その中に，さらに専門分野に分か

れて検討する分科会を設け，先程来お話しのあ

りました大統領特別調査委員会のケメエー報告

あるいは米国原子力規制委員会（NRC）のロ

ゴビン報告，さらには日本の安全委員会による

勧告等の検討をしております。

　その検討をする前に，事件直後には先程ご据

摘があった運転管理，プラント機器等の点につ

いて，対応策をとりました、，例えば，運転員の

教育訓練は重要ですので，これまでもトレニー

ング・センターで教育をやってきていますが，

今回の事故等の内容を盛り込んでカリキュラム

の内容を充実しました。また，運転管理体制の

強化も図りました。プラント面では大飯発電所

以外のプラントにつきましてECCSが作動し
やすいよう装置の追加，改善を行いました。ま

た情報連絡が大切だということでホソトライン

やファクシミリの利用による情報伝達の迅速化

など，いくつかの対策を行ってきました。さら

に先程申しました委員会で，52項目の勧告を

中心に検討しております。見方によれば，今さ

ら条件を追加しなくてもかなり満足できるとい

うものもありますが，やはりより安全で信頼で

きるプラントという観点から，そうしたものに

も積極的に取り組んでおります。例えば，TM

Jでは1次冷却材の温度と圧力の関係を運転員

が十分に把握しなかったために，レベルの判断

を誤ったわけですが，このことを教訓に1次系

のサブクール状態の監視装置の設置を今後の検

討事項の一つに入れております。確かに運転員

には温度計と圧力計，そして蒸気線図が頭に入

っていれば1次系はどういう状態にあるかとい

うことが解るような訓練がしてあるわけです
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が，さらにそれが一目瞭然に解るに及かずとい

うわけで，できるだけ早く実用化できるように

取り組んでおります。

　それから，今村野議長からお話がありました

問題について申し…ヒげます。今回提案された

52項目の中で，やはり先程来皆さんからお話

がありますように，運転員の問題が非常に大事

だと思います。訓練もさることながら，やはり

人間には間違いを起こしやすい一面があります

ので，いかに運転員が優秀でも，間違いを起こ

さないよう配慮された環境なりそれを支援する

ような体制，あるいは機械と人間の問の仲介を

する情報を，より適確に迅速に運転員に知らせ

て間違いのないような措置ができるようにする

ことが非常に大切だと思います0

　52項目の中で設計面，運転管理面，さらに

安全研究面等多岐にわたって関連することです

が，私どもは配電盤のレイアウトを問題として

捉えております。この問題は以前から少し手が

けていたものであり，政府も援助しようという

ことですので，積極的に取り組みたいと考えて

います。具体的には運転員の負担を軽滅するた

め運転員が適確な判断ができるようなプラント

の監視装置を開発し，できるだけ早い機会にこ

れを実用化して新しいプラントにつけていきた

いと思っております。既存のプラントには次善

の方策になると思いますが，やはり運転員の援

助ができるようなレイアウトにしていきたいと

考えております。

　多少時間をとって恐縮ですが，TMIで起き
たような事故を頭に置いてお話ししますと，現

在私どもの中央制御室では1つのプラントを原

子炉盤，タ…ビン盤といったような面から運転

員が監視しているわけです。そのパネルにどれ

だけのメーターがあるかと申しますと原子炉指

示計盤に220個，記録計が30個，それから
異常時の情報を知らせるためのアナウンシエー

ターというものがありますが，これは430個，

そして操作スイッチは120個といった数があ
るわけです。運転員はそれらの位置や機能を十

分踏まえて措置をとることが要請されるわけで

す。この前のTMIのような事故を想定します

と，この中で関連してる揖示計器は70個，記

録計が5つ，アナウンシエーターが80という
ようなことになります。起きた事故が緩やかな

場合ですと，運転員は時間的に十分余裕を持っ

て対応できますが，事態が非常に短時間の間に

次々と起こりますと，どれがどういう順序で起

ったかということが解りにくいわけで，いか

に訓練された運転員といえども，そういった次

々と点滅しているアナウンシエーターやメ…タ

ーから適確な判断をすることは，なかなか難か

しいことです。

　従って，最近はご承知の通り陰極線管や小型

計算機が非常に発達してきておりますので，そ

ういうものを十分活用して，複数のメーターを

組み合わせてそれをグラフ化し解りやすい形に

するとか，あるいはある事象の傾向を必要な時

間べ…スで描き出して状況を判断するといった

ような，運転員にプラントの状態を適確に知ら

せる方法，装置の開発を官民一一体で行い，これ

を普及していきたいと考えております。

　他にいくつか実行したいこともありますが，

時間の制限上，お話はこの程度で終おらせてい

ただきます。

・村野議長　それではここで，今の運転員の

トレーニングの問題についてビルクホーファー

さんから西ドイツの場合のお話を伺いたいと思

います。

　ビルクホーファー　他の国と同様，TMI事
故の後，運転員の訓練の問題が再燃しています。

1つは，絶対的な安全を確保するのがかなり困

難であるため運転員が慎重に行動する必要があ

ること，2つ目は，シミュレーション・トレー

ニングを改善すること，つまり重大事故のシミ

ュレーションだけではなく，シミュレーター・

プログラムの組み合わせ，末端機器の多重故

障をシミュレートする可能性を考えることで
す。

　もう一つは，点検後の記録システムが良好か

どうかを非常に注意深く調べました。前の当直

班で何がなされたかを次の当直班が正確に解

るようにしなければなりません。また，シフト

の監督者の経歴についても議論しました。発電

所の中には，当直長として経験豊かな技術者を

擁しているところもあります。最近の発電所で

は運転員だけでなく技術者を確保しています。

原子力発電所技術者がこれからは必要とされる

と思います。

　もう少し発言させて戴けるなら，もう一つの
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側面についてもコメントしたいと思います。ま

だ今のところ触れられていない問題だと思いま

す。それは，過渡現象から冷却材喪失事故に移

るという予期しなかった可能性が高まっている

ということです。この可能性は，冷却材喪失事

故の確率が高まることにつながるわけですから，

考え直してみなければなりません。新たな防護

装置，開放バルブの設置場所，安全バルブの設

置場所を考える必要があります。これらは研究

すべきとても大切な点です。もう一つの検討事

項も，TMIで起こったことですが，最初は過
渡現象でした。それが冷却材喪失事故になり，

ある時間経過した後，一次冷却水の量が減って

一次冷却水嗣路が再び閉じたのです。二相流の

状態での自然循環に関するこの点も，さらに研

究する必要があります。

　服部　TMIの教訓について卯月18日に原
子力総合シンポジウムというのが開かれました。

そこで東京大学の安斉さんが，6項目の教訓と

いうものをまとめておられまして，私もそれに

大変同感しましたので，その6項目というのを

ご紹介したいと思います。

　　①予想外の原因の連鎖で重大な事故とい

　　　うものが起こり得る。

　　②現実に住民の退避を行う必要が生じ得

　　　る。

　　③　事故の原因は，先程から問題になって

　　　いるように機器と入間が複雑に絡み合っ

　　　て出てくる。

　　④異常事態の発生時には，企業自体の判

　　　断能力に欠陥があり得る。

　　⑤　事故時には情報が混乱しパニソクが起

　　　こり得る。

　　⑥　長期にわたって問題が残る。つまり原

　　　因やプ・セスというのはまだ完全には解

　　　明されていない。

　私はこの6項目は，全くその通りだと思うわ
けです。

　それからこのTMIの事故について，やはり

シンポジウムの時にはバプコソク・アンド・ウ

イルコックス（B＆W）社製の原子炉が悪かっ

たとか，あるいはTMIの運転員や監督者の能
力がどうも十分でなかったという意見が一部あ

ったようですが，私はこの事故をTMIの特殊
性に帰してしまってはいけないのではないかと

いう気がします。実は私は大変怠け者ですし，

大変貧乏な大学におりますので，なかなか新し

い資料が手に入らず穿勉強できないのですが，

少し古い資料，これは原産．原子動力研究会の

原子炉安全グループの資料（1977年2月）
を借用してきました。ここに「アトムケルン鵬ネ

ル鯉口」（1975年4巻26号242ペ…ジ）
に掲載されたオーストリアのヘルムート・ペ

ックさん一この方は私の大学の原子炉と同

じトリガ炉を取り扱っていた方ですが…の

「1967～1974年におけるアメリカの軽
水炉の安全にかかわる故障と個々のコンポーネ

ントの故障率の比較」という論文の翻訳が出て

います。

　大変古い論文なんですが，ペックさんはアメ

リカの公表されたデ…タを利用してこの論文を

書いておられます。例えば1974年1年間に

当時アメリカにあった23基のBWRで，978
件の故障やトラブルが起こっています。それか

ら29基あったPWRについて845件のそう
いった小さな事故やトラブルが起とっています。

彼はそれらの原因をいろいろと分析しているわ
けです。

　その結：果，PWRとBWRとはほとんど同じ
ような故障率であって，最も問題の起こりやす

いところは同じシステムに由来しているという

結論を出しております。今回の事故も，私はT

MIの特殊性ということに帰すべきではなく，

やはりここから共通の原因，教訓というものを

汲み取っていかなければならないと思います。

しかも，今回たまたま大丈夫だったという部分

に関してはその安全性が立証されたと言うべき

ではないと思います。私はTMIというのは史

上最大の事故であったことが問題なのではなく

て，あれよりももっと大きな事故も起こり得る

ということを実証してくれたという点に：大きな

教訓があるのではないかと感じております。

　それから52項目についてですが，先程佐藤
ざんからこれは実施を勧告したものではないと

いう御説明があったのですが，私はこれを読ま

せて戴いて，「検討する必要がある。」という表

現がとても多いのが大変気になりました。2．3

の設計関係というところで，小破断事故時の安

全性，1次冷却材の状態の監視方式，ガス対策，

制御室のレイアウト等，事故時における放射線
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及び放射性物質の測定，弁の信頼性，運転員の

誤操作防止対策という7項目がありまずけれど

も，これら全部「それらの措置について以下の

諸点を検討する必要があると考えるQ」，「検討

する必要がある。」，「検討を行う必要がある」，

「検討をする必要がある。」，という文句で項目

が終わっています。恐らく検討の結果現状でよ

いものもあるでしょうし，すでに改善が行われ

たものもあると思います。それから，改善しな

ければならない問題点も出てくると思いますし，

その中には場合によっては「これは非常に困難

である。」，あるいは「ほとんど可能性がない。」

というようなことも出てくるのではないかとい

う気がいたします。

　例えば2番目の1次冷却材の状態の監視方式

に関して，今度のTMIの事故でも炉心の中の
水位がどうなっているのかというのが非常に問

題になったわけですが，現状ではやはり正確に

は判らないというのが事実だろうと思います。

極端な言い方をしますと，めくら運転なのです。

大型ダンプカーが左折をするときに死角ができ

る。あの大型ダンプカーの左折の死角というの

は，助手席に1人乗せれば単純に解決する問題

なのですが，水位をどうやって監視するかとい

うのは大変難かしいことだと思います。あるい

は1次心内におけ’るガス発生量を把握する手段，

捕捉されたガスを除去する方法についても検討

する必要があります。ガス発生量というのを把

握することが本当に可能かどうか，あるいに除

去したガスはどう処理するのか，私は大変難か

しい問題だと思います。

　このように，検討する必要がある，しかし検

討した結果どうも難かしいということになった

場合一体どうするのか。検討はしてみたけれど

も難かしいから今のままでやりますというので

は，やはり私は国民は納得しないのではないか

という気カミいたします。

　この席に原子力安全委員の先生方も何入かお

見えになっているようですが，やはり今の原子

炉の中の状態が本当に正しくは把握できていな

いという，極端な言い方をすればめくら蓮転を

やっているという状況では，やはりそれなりの

規制について一段と厳しい態度をとって戴きた

いと考える次等です。

　村野議長　今のご意見については，内田さ

んに後で御意見を伺いたいと思いますが，その

前に安さんからまずお話を伺います。

　安　私が最後で，今まで多くの方々からご意

見がありましたので，大抵の意見が出尽くした

感じですが，2，3私からも申し上げたいと思
います。

　mMIの事故については，深層防護の考え方

が正しいことを示したと言われていますが，一

番の問題はやはり今までの安全評価では想定さ

れなかった経過を通って事故が進展したという

ことだろうと思いますQ従ってそのようなこと

に対して我々はどう対処するかということが大

きな1つの教訓であると思います。基準関係か

ら申しますと，従来単一事故基準ということが

言われていますが，これを一体どう考えるのか，

このままでよいのかあるいは考え直すべきなの

かという問題が一つあると思います。

　私がアメリカにいた時の話ですが，立地の

問題がアメリカでもいろいろと議論されており

ました。特に炉心溶融と関係しての問題が議論さ

れつつあるわけですが，日本では今後一体これ

についてどう考えていくのか，一つの問題であ

ろうと思います。アメリカでやったことをその

まま日本が真似をする必要は私は毛頭ないと思

いますが，ただ，日本は日本として明確な一つ

の論理の上に立地問題を考えていく必要がある

と考えます。

　その次に，設計あるいは運転管理の問題です

が，先程からマンマシン・システムの話が出て

おります。議長から，アメリカ入と日本人では

性格が違うからというお話がありました。人間

が行動する場合の基本を考えてみますと，行動

するにはまず情報が必要です。情報を得て入間

はそれを基に判断をし，その判断に従って行動

するわけです。同じ情報を得ても，行動が違う

ということは多々あります。それはその聞に入

間の判断が入るからであり，その判断の仕方に

よって行動が変わってくるということだと思い
ます。

　そこで東京の人と大阪の人が違った行動をす
メ

るということは当然出てくると思います。また

同じ情報に対して，アメリカ人と日本人が違っ

た行動をすることも出てきます。

　日本人は例えば暗算が大変得意であり，アメ

リカ入はあまり得意でないような感じを受ける
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わけですが，そのようにどうも日本人は素早く

物を計算するという特異な性格を持っている，

そのことが日本人が物を考える上に本当にプラ

スになるかどうかという問題は別ですが。

　例えば入間の信頼性の問題にしても，西ドイ

ツのビルクホーファーさんは，多分聞き間違い

でなければ30分間人間が手を触れない時間を

お取りになったということですが，私ぱ，日本

ではもっと短くてもあるいはいいのかもしれない

と感じます。

　やはり性格が判断を支配し行動を支配するわ

けです。従って，判断をするのにできるだけ客

観的情報の下に客観的な判断ができて，あまり

その人のその時の体調とかその時の何か心理的

な状態によって支配されないで行動できること

が必要であるわけです。そのために，私はやは

りコンピュータを使ってある程度人間の判断を

助けるいうことも当然必要になってくると思い

ます。マンマシン・システムに関して申し上げ

たいことはたくさんありますが，時間がないよ

うですからその点だけをちょっと申し上げて次

に移ります。

　次は安全研究に関した話ですが，小中事故の

研究が非常に重要である，と私は思います。例

えば，小1」OCAの：二相流の問題とか，給水系

のトランジェントの問題とか，起こる確率の高

い事故の研究が非常に重要であるということも，

TMIの教訓の一一つであろうと思います。そし

てそういうことに対して一つには確率論的な手

法の応用ということがあると思います。何が起

こる確率が高い事故であるか，あるいは全体の

リスクから言えば何が大きいリスクを持った事

故かというようなことを考えて，その研究の方

向づけをすることがやはり必要であり，そうい

う意味で私は確率論的安全評価が応用できるの

だろうと考えます。

　安全研究については申し上げたいことがたく

さんありますが，時間がないようですから，後

ほどディスカンションのときにお話ししたいと

思います。

　村野議長　それでは，先程，服部さんから，

52項目の勧告に対する疑問なども提出されて

おりましたから，この辺で一度内田さんに御発

言をお願いしたいと思いますが，それと併せて

何か今までのお話に対してコメントがありまし

たら伺いたいと思います。

　内聞　服部さんから，　「52項目には『検討

しろ』という表現しかない。」との発言がありま

したが，これは先程佐藤さんがお話しになりま

したように，饗MIに関する日本側の特別委員

会というのは，要するに調査審議会であり，検

討することを勧告したわけです。従って，これ

なすぐ日本のどれどれの炉に実施しろというこ

とは特別委員会の性格としてはできません。ま

た，いわゆるレッスンズ・ラーンド（TMI事
故の教訓）というのは，先ほど申し上げました

ように，TMIという事故の特殊性から出てそ

れを整理検討したわけですから，それを日本の

原子炉に，これはPWRばかりではなくBWR
も含めて，どういうふうに適用するか，これか

ら専門部会あるいは審査会等でその実施方法に

ついて検討するわけです。ですから特別委員会

としては検討する内容を勧告したに過ぎないと

いうふうに御理解戴きたいと思います。

　それから安さんあるいはビルクホーファーさ

んも言われましたように深層防護の重要性が，

やはりTMI事．故によって立証されたと思いま

す。これは逆に言えば深層防護でなげればなら

ないということの立証です。その例として格納

容器が放射能を閉じ込めることが実証できまし

た。格納容器は要らないという設計の国も実際

あるわけですが，やはり今回の事故の経験から，

格納容器の隔離が10時間ぐらい遅れましたけ

れども，それでもともかくその後の隔離によっ

て格納容器が閉じ込めという機能を十分に果た

したことが明確になったのです。冷却材喪失に

係わる大きな事故の場合には残留熱除去系（R

HR）のポンプにより最終の長期冷却を確保す
ることが普通の方法として考えられていますが，

今度はRHRのポンプ2台が使えなかったとい
う事故にもかかわらず，最終的には長期冷却を

達成できました。これはアメリカの関係者の非

常な努力に対して敬意を表すべきだと思います，、

また，やはり多重防護の有効性の一つの立証で

あったと考えます。

　私の申し上げたことは，特に呂本側の特別委

員会の報告書を踏まえてのことですので，両方

をよくお読み戴ければ，その結果私の言ってい

ます意味もご理解戴けるかと思います。

　村野議長　それから，もう一つ服部さんの御

一222一



発言の中の「電力会社は事故に関する情報を流

そうとしないではないか。」というお話について，

浜口さん，いかがでしょうか。

　浜［コ　私どもは高浜2号機の事故が．起こった

直後には，実態を無論関係官庁にも皆さんにも

報告しております。ちょっと意外な感じを受け

ました。どういつだ点が解らないのか．見当がつ

かないわけです。

　この場で細かくお話しするような資料を持ち

合わせておりませんし，かなり時間のかかる問

題だと思いますが，結局あの問題は私どもの作

業員が元来ステンレスであったプラグを真鍮性

のプラグと間違えて取りつけて，それがために

数百時間経ったところで黄銅製のプラグが機械

的に破壊をして，そこから冷却材が漏れたわげ

です。運転員は格納容器内の放射能濃度の上昇

やタンクの水位の上昇を示す計器を通して冷却

材の漏洩が起こっていることを察知しました。

遠隔操作で前後のバルブをしめることができれ

ば問題ないわけですが，残念ながら前後のバル

ブはみんな手動になっておりますので，対応措

置としては，できるだけ早くプラントを安全に

冷態停止して圧力を下げ，人間がそこへ接近し

てその前後のバルブをしめて，問題の漏洩部分

を隔離するという方法しかないわけです。約9

時間ほどかかって，そうした措置をしたわけで
す。

　その過程において大事なことは，やはり加圧

器水位あるいは蒸気発生器の水位がきちんと保

たれ，TMIで起きたような燃料が蒸気流にさ

らされるというようなことのないよう運転を継

続することです。このような事故が起きたこと

は遺憾なことですが，私どものその後の措置に

ついては最：善を尽くして停止をしたということ

であり，何も隠すような問題はないと思ってお
ります。

　それからついでにちょっと時間を戴いてお話

ししますと，それより前に，やはり同じように

ステレンスであるべきブルドン管の材料に黄銅

のものが使われていたために誤動作を起こして，

ECCSが作動したという事故がありました。

これは一番最初は記録計用の電源のコードで短

絡事故が起こりました。それから波及して，プ

ラント停止の操作過程において今申し上げたよ

うにブルドン管機能が変わっていたために2次

系についている4つのバルブのうち1つが誤信

号を出しました。そして，あたかも2回忌の配

管が破断して蒸気が多量に漏れたというような

間違った信号が得られたわけです。そのために

ECCSが作動したわけですが，この場合も私
どもの運転員は慎重に状況を把握し，実際には

そういった破断はなく，誤った信号でECCS
が作動しているということを確認して，十数分

後に慎重にこのECCSの高圧注入ポンプを停
止し，安全に温態停止に持っていったわげです。

　何れの場合も品質保証に関する，あまり自慢

にはならぬ問題からトラブルが起きたわけで

すが，いずれの場合も運転員が冷静に対応して

所定の通りに運転を停止したという実例です。

　村野議長　私は航空事故調査の問題を研究し

ていますが，このテーマにもありますように，

「事故の教訓」という言い方がよく使われます。

しかしこの「事故の教訓」という言葉がいいの

かどうかは解らないのではないでしょうか。一

昨年労働省の安全衛生，産業災害防止のキャン

ペーンをいろいろ伺っていた時に，安全審査

というテーマが出まして，その時に出典はどこ

か知らないのですが，イギリスには「事故を教

訓とするな。」という言葉があるのだそうです。

事故を教訓として再発を防止できるものもあり

ますが，原子力に関しては「教訓とするな。」

というところにかなり近い場合もあり得るわけ

です。そういう意味で先程もお話にありました

が，事故の予見と言いますか，不安全性の予想，

予見ということに関して，原子力の安全問題を

やっていらっしゃる方はどう考えておられるの

かということは，問われるべき課題だと考えま

すので，後で佐藤さんに伺いたいと思います。

　その前に先程の関西電力の浜口さんのお話に

ありました事故の報告の問題に触れたいと思い

ます。どこかで何事かあると，必ず政府に届け

なければいけないことにいまなっていますが，

届けられた後，事故の原因，事故のプロセスを

きちんと調査した上で，その報告書をどこが責

任を持ってどういう形で出すのか，さらにそれ

によって日本国民のすべてが情報を手に入れる

ことができる仕組みになっているのか，その辺

が私にはよく解らないのです。そのことも合わ

せて佐藤さんと逢坂さん，何かコメントを戴け

たら有難いと思います。もし，そういう仕組み
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がてきなけれは，また安全委員会の仕項かと思

いますが。

　確かに，科学的な事故原因の調査報告という

のは，航空事故の場合非常に厳密なものが出る

わけてすし，特にアメリカの場合は，今，全米交

通安全庁（NTSB）という航空事故とか自動
車事故とかの調査委員会が大統領の直属機関と

してありま寸。これは安全庁になっていまつか

ら，安全に対する勧告が必ず出てくる形をとっ

ているわけてす。私が航空事故の問題を研究す

る場合に叢薄報告書を手に入れるということは

非常に重要なことになるわけです。

　実はわが国でも運輸省に航空事故調査委員会

が常設されたのですが，なぜか日本の場合は内

閣法制局が，どうしても／安全」を委員会名に

入れさせなかったという話を聞きました。あく

までもわが国の航空事故の場合は航空事故調査

委員会なのてあり，事故調査というた：けて終わ

っでおりまして，再発防止の勧告という形にま

て，つまり安全性を高めるためにどうしたらい

いかという問題にまでは航空事故調査委員会が

係わっていないという一つの問題点があります。

原子力安全委員とか通産省の安全審運筆などに

とっては，そうしことは事前に審査をなさるこ

となのかもしれませんけ潔ども，そのあたりの

安全レベルを高めるために，一つの事故を教訓

としてどうやってこれを指導していくか，ある

いは受けた：カがどう改善するために努力をして

いくか，というところが事故調査ときちんと結

ひついていかなければならないと思います。そ

の辺についてます佐藤さんからご意見を伺えた

らと思います。

　佐藤　事故を教訓とするなというのも確かに

1つの真理たと思います。それは一体どういう

教訓を引き出すか，つまりそこて言っている教

盤
感
賞
驚

戒
私

訓という言葉の定義によるのてはないかと思い

まづ。往々にして非常に入の目を引くような事

故が起こりますと，一体それはどういう原因て

起ったのたろうかとか，そのプロセスはと：うて

あるかという，その申実調査ということからま

ず仕事を始めまつ。これはどんな事故ても同じ

だと思うのですが，もちろん事実調査というの

は精密であればあるほどそれに越したことはあ

りません。ですがそれから一般的な教訓を引き

出すときにちょっと気をつけなけれはいけない

ところがあります。つまりその調べ方が精密で

あればあるほどともつるとそれから得られた教

訓というのがその特定のプロセスに限った教訓

として，ある意味て極めて短絡的な教訓が引き

出されてそれて終わってしまう恐れがあるわげ

てす。確率論的な評価ということは今までも時

々出てまいりましたが，そういう立場で物を申

しますと，実際に起こ）九プロセスは，それと

類似する，あるいは同し．ような性質を有する無

数のプロセス，つまり確率の母集団の中の1つ

の要素が現れたということを意味するものてす。

　従ってその特定のシ…タンスがその1つの要

素を持っている確率♪いうのは，実は非常に低

いのです。そのプ・セスにたけ有効な対策を講

じても，それはちっとも役に立たないことにな

るわけてづ。

　というのは，同じような事故がその後起こる

としても，仔細に見たらどこか違っているわけ

てす。全く同様な事柄は匿の中になかなか2度

とは起こらない。従ってそこから得られる教訓

は，少なくともそれと類似の，もう少し専門的

な言葉て言えば，塗し確率母集団に属するすへ

てのシーケンスに有効なものでなければならな

いわけてす。

　従って，そういう意味で我々がTMIのプロ

　　　　　　　　麟

瓶
婁
氏
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セスから一もちろん最初調べる時は一体何が

あったのかということから細かく調べますが

一対策なり教訓なりを引き出す暗には，逆に

細かいことは忘れるという努力をすべきではな：

いかという気がします。先程も内田さんから，

決してTMIのあの特定のプロセスに限った教
訓と言ったようなものであってはならないとの

指摘がありましたが，日本のプラントにとって

何が重要なのかという，もう少しある意味で一

歩下がって視野を広げると言いますか，そうい
う観点からの教訓の引き出し方であれば，私は

事故から得られた教訓は有効なものであると考

えます。

　村野議長　私，先程逢坂さんの肩書きの安全

審査課という課の名前を拝見して「おや。」と

思いました。ずいぶん調べてみたのですが，日

本の行政機構の役所の組織で，保安とか保全と

いうのがついていても，安全というのがついた

のはごく最近ではないのかと気づいたのです。

労働省に最初にできて，確か通産省にはガス保

安課というのはあるけれども，ガス安全課とか

電気安全課というのはなく，原子力に関してだ

け安全委員会が日本にできたわけです。先程の

航空事故の調査でも，運輸省には事故調査委員

会で「安全」がっきません。それが労働と原子

力に関してだけ日本の行政官庁に「安全」とい

うのがついてきたようなのです。

　逢坂　名前は非常に大切だとは思いますが，

保安と安全との間に実質的な差はないように思

っております。ただ，原子力は昔からアメリカ

のいろいろな組織を勉強しているせいか，保安

という書葉はあまり使わず，　「安全」を使いま

す。それで従来科学技術庁の原子力関係のとこ

ろでは，放射線安全課とか原子力安全局とかに

なっており，若干新しく感ずるといいますカ㍉そ

の程度で，実質的な差はないのではないかと思

います。

　話は変わりまして，資料の関係ですが，安全

の問題について資料を公開するということはも

ちろん大切だと思っております。事実，いろい

ろな問題がありますと，できるだけ公開してき

ておりますが，ただこういう事故あるいは故障

というものの内容如何で詳細の程度が変わって

くると思っております。ですからTMI事故の

ようなケースが起きますと，盛りだくさんな報

告書がいくつも出てくることになります。恐ら

く航空機事故についても，入身事故の場合など

は非常に膨大な報告書ができるのではないかと

思います。報告書の扱いですが，これは当然規

制を受ける電力会社を私どものところへ呼び，

もちろん詳細に聞きまして，それで安全委員会

にも報告するのです。ただ報道関係には資料が

入用ならば提供しますが，大体発表文は解り

やすくしないといけませんので，簡単になりが
ちです。

　先程時間がなくて触れられなかったのですが，

通産省もTMIの教訓の実施についてはいろい
ろやっております。具体的に許可とか認可とか，

あるいはいろいろな届け出とかを通じて教訓を

反映するように指導するわけですが，行政指導

においても反映するよう対処していますし，ま

だこれからの検討事項もあると思います。その

中で先程服部さんから炉の中の水位を知ること

は難かしいので，ダンプカーのめくら運転で

はないかというようなたとえ話がございました

が，私は水位の件については全く同感でありま

すが，たとえ話というのは一見わかりやすいよ

うで，非常に誤解を招く面があるんではないか

という意味で，あまり好きではありません。

　ただ水位の問題につきまして，一言私の考え

を述べますと，炉心の水位がわからない場合と

いうのは，原子炉の冷却材喪失の中のほんの一

事象なのです。

　これはご承知だと思いますが，BWRについ
ては水位の関係は違いますから，これは別問題

ですし，PWRでも加圧器上部，基礎部から喪
失していくような場合の水位が問題だと言われ

ています。他のところで喪失した場合は水位が

下がると，加圧器で測っておりますからわかる

わけです。

　こういう場合は稀ですけれどもあり得るでし

ょう。その時に一体どうしたらいいのかという

ことが，先程来ちょっと例示されました，サプ

クール・メーターのことでして，現在の運転で

はサブクール・メーターがなくても水位を見る

ことはもちろん，水位の上昇傾向も判断できま

す。同時に温度，圧力を見まして，そのサブク

ール状態を確認します。それから2次系が生き

ていることを確認した上で，ECCSを止める
なりそういう操作をすることになっています。
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　しかし，その辺は，もっと多くサブクール・

メーターをつけた方が運転員の負傷を軽くする

という意味で，メーターをつける方向で検討し

ています。

　さらにもう1点タガスの流量がわからなかっ

たらどうなるかということでしたが，できない

からやらないでは困るし，検討が必要なのにや

らないというのであれば全くおかしいとのお話

でした。それはもっともです。ですから，作動

を止めようが大改造になろうが，本当に必要な
検査ならばやるということです。ただガスの発

生の問題では，流量がわからない場合を想定し

て対策を練ることが本当に必要なのかどうかと

いうことをまず十分議論しなければならない性

格のものだと私は思っております。そしてその．

ガスの発生量について一一体TMIのような事態

を本当に考えなければいけないのかどうかとい

うことも十分検討の上，本当に必要かどうかと

いうことを判断するわけです。その辺の検討も

なくやるのはおかしいのではないかと思います。

　次に，マンマシンの話で，ちょっと長くなり

ますが，マンマシンはやはり運転員がどういう

エラーをするかということをよく検討しなけれ

ばその対応ができないのではないかと思います。

運転員のエラーについては，要するに一つは義

務違反というのがあり，さらには単純ミスと言

いますか，本当に誤ってやったミス，それから

もう一つ大切なことは状況の判断ミスというり

があるわけで，TMIは3番目のところがかな
り問題であったと思います。その判断ミスを誘

発した設計上の特徴というのもずいぶん問題に

なったわけであり，やはり設備上の情報提供と

いうことを中心的にやるべきではないかと思い

ます。それから1番目と2番目につきましては，

チェソク・システムなり教育訓練というものが

大切であると思っています。

　村野議長　最後に私が何かコメントをする時

間が来ましたが，服部，安両先生，何かコメン

トございませんか○

　安　私は大学の研究者ですから，大学として

大いに原子力の開発促進に努力しなくてはいげ

ないと常々思っております。そういう点で実は

どうも従来，．研究者は研究能率の上がるような

研究だけは非常によくやりますが，これからは

現場で問題になっている問題点をフィードバン

クして，研究していくことを大いに考えるべき

ではないかと思うわけです。

　ですから我々にとってはやはり運転経験とい

いますか，現場でのいろいろな故障あるいは人

為ミスといったようなものについてのデータな

どが非常に重要なわけです。いろいろと方々で

議論されているようですけれども，そういった

運転経験に：関するデータ・ノくンクというような

ものを是非ともこの際日本に置いて，しかも正

確なデータを用意して戴ければ大学の立場から

見ても研究の面に大いに役立つのではないかと、

いう気がします。

　それからもう1つ先程から出ております確率

論的安全評価に関しては，西ドイツではすでに

かなりやられているようです。日本でも決定論

的な評価手法を補うものとして，こういつた確

率論的安全評価が，これからはますます重要で

はないかと思います。安全問題を定：量的に議論

する方法は実はこれしかないと思います。従っ

て，そういう意味で大学におけるこの方面の確

率論的安全評価に関係したいろいろな研究をでき

るだけ進めたいと考えておりますが，原子力安

．全委員会の方におきましても，やはりこういつ

た面の安全評価はできるだけおやりになること

が，私は日本のために今後必要ではないかと思い

ます。

　村野議長　フPアからの御意見を伺う時間も

なしに，大体終わりの時刻ですが，多少私の経

験を通しての感想などを申し上げてみたいと思

います。

　原子力関孫者がこれだけ集まって安全問題に

ついて一生懸命研究を推進していらっしゃるこ

とはよく解ったのですが，安全問題一般をやっ

ている一人の人間として外から見ておりますと，

どうもわが国では，実は安全工学というものも

まだ体系づけられておりませんし，安全という

ことを単寧テーマに選ぶ人も非常に少ないです

し，またわが国の大学で安全工学を大学院の諏

一スに入れているのは横浜国立大学1校です。

私もずいぶん調べてみましたけれども，建築関

係の防災とか，それから化学工業に対する多少

防災的な講座はないことはないのですが，少な

くとも安全工学を専門に研究し，また学生を育

てているという大学の学科は横浜国大1校しか

ありません。イギリスなどでもたくさんそうい
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うコースがあるわけでして，まず基本的にわが

国では安全工学そのものが学問として定着して

いないという非常に大きな問題があって，その

上に先端的な技術である原子力というものが座

っていることの不安定さというものを感じるわ

けです。

　私はNHKを離れて糸川英夫さんの研究所に
入り，安全工学の研究に私なりに手をつけたわ

けですが，その時に糸川さんが私にしみじみと

言われた言葉があります。それは「村野君，安

全工学といったって君，そんなものははやりや

しないよ。」，という一言です。「じゃ，何と言

ったらいいんですか。」「事故学と言いたまえ。」

と。つまり事故学と言えば，あるいは事故と言

えば，日本人はみんな耳をそばだてるし，その

研究は大事だからお金を出そうと言ってくれる

けれども，安全と言ったら，安全か，結構です

ということで，みんな和やかな顔をしてにこに

こしている，事故というとみんな真剣な顔をす

る，とおっしゃるわけです。　「そのくらい日本

では安全というのは事故と結びついてないんだ

よ。」と言われまして，さすが糸川さんだと思

って感心したのですが，しかしまさか事故学と

名乗るわけにもいかず，現在も安全工学と言っ

ている次第です。安全問題を考えるときに気を

つけることは，正常というものが異常に変わる

プロセスだげで事故につながるのではなくて，

その異常さが破局的な状態に変化していくもう

一つプロセスがあるということです。その正常

から異常に友わる，異常さが破局状態に陥ると

いうそのプPセスを十分に調べる必要があるわ

けです。つまり，いろいろな技術分野において

入間と機械と，そこを経．由する種々の物質があ

りますが，そういう人間と物質との絡み合いの

中で正常さが異常さに変わり，異常さが破局状

態に至るというプPセスを類型的に分類して，

ある状態というものがどの類型に属するかとい

うことから始めないと，社会科学的な資本も使

えないということになるわけです。今の心理学

みたいにあまり単純にいくつかに分類してしまう

と問題が出るだろうと思いますが，できるだけ

そういうことを手掛けて行かなければいけない

のではないかと思います。

　先程シミュレーターの話が出ましたけれども，

最近，米航空宇宙局（NASA）が行っている．

新しい飛行機に対する訓練用シミュレーターと

いうのは，今までのものと全く性格を変えてい

ます。つまり従来はシミュレーターというのは

訓練用シミュレーターだったわけです。操縦の

技能を磨くための模擬体験装置としての訓練用

シミュレータ”｝であったのが，今日ではそうで

はなくて，パイロットという運転員に意志決定

のさまざまを経験させるというシミュレ…ター

に変わりつつあります。

　ですからシミュレーターの中にはたくさんの

シナリオが入るようになったわけです。例えば

東京からサンフランシスコに飛行するには，離

陸した途端に天候が変わったなどという，種々

の条件がそこに入れられており，最初に離陸す

る時に書いた飛行計画を変えなければいけない

わけです。離陸直前に急遽飛行計画を変えなけ

ればならないような情報が入れば離陸直前にや

りますが，上がってから気象情報が変わったと

いえば，上で飛行計画を急遽修正しなければな

りません。一生懸命修正している，今度はエン

ジンのトラブルが起こってきたり，あるいは飛

行機がヘビー・ウェートの状態で，エンジンに

トラブルが出てきた，推力が不足してきた，そ

うしたらどうするかということがシミュレータ

ーのシナリオとして入っているわげです。そう

いう場合に操縦者が一体どういう決定をしてど

ういう対応をするかというのを，きちんと記憶

させていくわけです。そういう意志決定と決

定の結果の後の処置というものを訓練するよう

になってきたわけです。

　なぜならば，今や操縦の自動化が非常に進み

先程の浜口さんのお話にありましたように，人

聞のミスをなくそうとしてだんだん人間を減ら

して機械化，自動化を進めてきたわげです。し

かしその結果，残った人間は何をするかが解

らなくなってきているわけです。ですから機械

化，自動化が進めば進むほど，ごく数％になっ

た人間に何をやらせるかというのが，今のマン

マシン・システムの中で非常に大きな問題にな

っており，そのために入間工学の中に人間安全

工学科というようなものまでできて，国際的に

研究が進められようとしています。

　そういう中で先程ちょっと私が疑問を呈しま

した民族間の性格の違いというのを，マンマシ

ン・システムの中でどう形で特徴づけていくの
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か，例えば日本航空から聞いたんですけれども，

外入パイロットと日本入パイPットの場合全然

違うというわけです。外人パイロットの場合は，

家庭でトラブルを起こした，夫婦間で離婚問題

があったというような状態になると，まず操縦

席に座れる状態でなくなる，ところが日本人の

パイロットは，たとえそういうことが家庭であ

っても，こらえにこらえて一切表に出さないと

いうわけです。それで管理者は検知器で測るわ

けにいきませんから，これは家庭で問題がある

から注意しようということを外からは全く観察

できないのです。操縦席に乗せて，ある危険な

状態が起こったときにその影響が出てくるとい

うわけです。ところがアメリカ入などの場合は，

最初から外へ表われてくるので「要注意だ，今

日は降ろした方がいいんじゃないか。」とい

う判断もできるわけです。これは日本航空でパ

イロソトを管理しているマネージャ｛が常に注

意している問題だそうです。この場合はマンマ

シン・システムの中で日本人の特性だけを取り

上げて見ているわけですけれども，恐らくドイ

ツのゲルマン民族とかアングロ・サクソン，ラ

テンという間でもかなり違っている面があるだ

ろうと思います。どんどん機械化が進んだ時に

残された運転員は何をするのか，何をさせるの

か，どういう訓練をするのかということが入種

の差にまで詰めて行った形で今後重要なポイン

トになってくるのではないか，その辺の教訓に

できるのではないかと思いながらきょうお話を

伺っていた次第です。
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〔A。ビルクホ面ファー氏スライド〕
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〔A．ビルクホーファー氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　起勤異常別に見た炉心溶融起因頻度

騨欝灘鋤織欝
　篤

雛

鱒

葡

2◎ 醗
レ

／照臨麟。，

嶽壌総　三三i継粕＄鱗登雛

糺◎CA　　転OCA　　乱◎CA

筆織織＄海絃＄

碧麗轡讐窪窪濫淫£各鯉8ピ蓬製騨IA輪§

　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　5

　　　　故障モード別に見た炉心溶融起因頻度

轡欝雛n雛欝

s◎

so

嶋

20

○

灘

　
　
　
妻
一
；
ξ
ー
ー

警
一
・
誠

「
レ
」
｝

3

1綴鱒櫛醜蹴
煮¢麟勲鎌騰醗

鋏黒瀬糠鍛馨

偽錦窯無
類麟鍛
鍔《糞護鰯鍛雲

拠鱗鵬
籔ジ繊

馨長認譜綿購1肉細齪辞遙舗是瞭§
　　　　　　　　　　　　ス　ラ　イ　ド　6

一・ Q31一



〔A．ビルクホーファー氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　格納容器の破損形態と分裂物質の放出頻度
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〔A．ビルクホーファー氏スライド〕
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〔A，ビルクホーファー氏スライド〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故の種類減圧：力逃し弁の反応
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閉会にあたって

一本松 職氏（日本原子力発電㈱取締役相談役
坙{原子力産業会議副会長）



閉会にあたって

千本原子力発電（掬取締役相談役

貝本原子力産業会議副会長

　一本松　　珠　　磯

　：本大会の基調を「原子力

開発エネルギー危機への新

たな挑戦」と定められた大

会準備委員長の向坂さんは，

昨年のイラン革命を契機と

して急転した世界の石油情

勢は，臼本のみならず全世

界のエネルギー：危機を招来し，ひいては各国の

政治，経済，社会各方面に：危機をもたらしてい

ることを指摘し，その影響対策等について各国

の専門家の意見を求めようとされましたが，こ

れは最も当を得たものであったと存じます。

　そのプログラムの編成についても，セッショ．

ン1は，世界各国のエネルギー情勢対策の検討

であり，セッション2はわが国の原子力技術開

発の現状の紹介であり，セッション3，セッシ

ョン4，セッション5は，原子力開発利用を巡

る問題点をテーマごとに検討するものでした。

　まず，初日の有澤会長の所信表明において，＝

特に印象的であったのは，原子力発電所の設備

利用率が昨年度は50％を割る状態であり，・今

日なお，低水準に低迷しているのは，原子力関

係者の努力の不足であると，従来にない強いお

叱りを頂き，関係者の一人として，大変反省し

た次第です。また，立地確保上の具体的な実際

問題が指摘され地域住民との合意を得るために

は，地域住民の生活に直接結びつく対策を十分

考慮すべきであると述べられ，大会を通しても

新たな立場で地域社会の振興策を策定する必要

を痛感した次第です。また，世界的に遅れてい

る放射性廃棄物対策では，国際的フィロソフィ

ーや基準を早急に確立する必要があると指摘さ

れました。原子力推進上一番の問題ですので，

これらの解決のために各国の関係者とともに，

積極的に努力すべきであろうと存じます。次に，

核燃料サイクルの確立につきまして，国際核燃

料サイクル評価（INFCE）の結論を踏まえ，

わが国の今後の進むべき道について国際的視野

の広い2高い立場から核燃料サイクル上のサー

ビスの提供など積極的な国際協力の推進が提唱

されました。これは画期的なことであり，80

年代のわが国が採るべき国際外交上の新しい方

向が示されたわけで，我々原子力関係者は，誇

り高く感じた次第です。

　ついで，長田原子力委員長は，政策指導の立

場からわが国のエネルギー供給源としての原子

力利用を促進するための政府の基本的お考えを

述べられましたが，特に，その諸課題のうち，

わが国の原子力発電の開発目標達成や長期計画

の実施遂行のためにほ，新規立地の必要性が痛

感される次第です。そして，その解決のために

は，国民の安全性に対する不信感，不安感の払

拭，安全運転の実績の積み上げなど国民の信頼

を確保し，原子力発電所等の立地を積極的に推

進することが必要であると表明されました。

　また，非常にご多忙の佐々木通産大臣に代わ

って，梶山政務次官は，原子力推進に非常な熱

意を示され，立地問題，特に，電源三法に対し

地元福祉を：重視すべきことを強調されました。

このように，所管大臣の述べられた政府の積極

的態度は本木会参会者に，心強い印象を残され

ました。

　さて，国際エネルギー関係のセッション1で

は，ECのし．ウイリアムズさん並びにIEAのレ

ディングトンさんが，ともにエネルギー市場の

傾向および各国の採択しつつあるエネルギー政

策から今後の見通しを述べ，その中で原油価格

の引き上げ，原子力発電の展望，省ユネルギー

対策や石油市場の構造改革など長期的観点から

見ても，石油の支配力が低下することはなく，

今世紀末には一応の落ち着きが見られようとの

指摘がなされ，厳しい雰囲気の中にあって私は

楽観的との印象を受けました。

　一方，フランスのカールさん，ソ連のクーロフ
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さんの代読のセミョーノフさんの報告では，両

国が原子力発電を野心的に力強く推進している

最も実際的な国だとの印象を受け，特にソ連で

は，地域および産業への熱供給など多角的推進

形態を取り，わが道を行く姿勢が窺えました。

　また，アメリカのクロフォード。Jrさんは，

アメリカの原子力低迷の印象に対して，「第2

次石油危機後，省エネルギー，代替エネルギー

の開発を含め，長短期のエネルギー開発を実行

しており，今世紀は，石炭，原子力に期待して

いる。基礎研究の面で着実な進展を図りつつあ

る。」との報告があり，特にF鷺Rについて，

FFTFの役割等を含めてアメリカの考え方が
述べられました。ただアメリカの経済発展，エ

ネルギ…需要の上昇が低調であるとの報告は，

私としてはいささか気になるところでした。ク

・フォード博士が，原子力専従30年のベテラ

ンとして，アメリカの原子力発電推進に対して，

自信を持ってお話しされたことは，心強く思っ

た次第です。

　また，日本の白澤さんは，日本のエネルギー危

機は議論を超えて深刻である，原子力開発に傾

斜突進するほか道はないのではないかと強調さ

れました。極めて実際的な見解として，私も同

感です。一一方，国際政治の中でエネルギー外交

をいかに進めるべきかについての，日本の牛場

さんの報告では，原則的には一貫した外交政策

を取るべきであり，特に，INFCE後の80
年代の外交の責任と役割りについて，堂々と日

本の主張をすべきであると明確な見解が述べら

れました。

　日大の笹生さんの見解では，我々原子力関係者

が常日頃抱いております建設のリード・タイム

の問題，新規立地増強，新規立地を円滑に進め

るための初期段階での地元合意の形成上の問題

等当面する政策課題を詳細に分析された結果は

大いに参考となりました。笹生さんの見解に述べ

られたように，原子力推進上最大の実際問題で

ある立地問題について，地元住民との関係上原

点に戻り検討するべきことを痛感させられまし
た。

　原子力開発の現状についてのセッション2は

技術開発についてでありました。

　エネルギー問題は資源と技術開発の問題であ

ると私は思っています。資源は油にも見られる

ように限界があり，その意味で技術の役割は甚

だ大きいと思います。

　また，堀さんのご発表におきましては，軽水炉

の信頼性，安全性，そして稼動率の向上のため

の当面の対策について，手が打たれていること

が具体的に述べられました。この1～£年のう

ちに負荷率も向上しパブリック・アクセプタン

スにも役立つことになると思われます。

　高島さんからは，日本の核燃料サイクル確立

の見通しが立ってきたことが述べられ，有澤会

長の話とともに心強く感じられました。

　動燃事業団の飯田さんからは，下下ナショナ

ル・プロジェクトとして進められている，新型

転換炉と高速増殖炉（FBR）開発の展望につ

いて述べられました。特にFBRはどうしても

やらねばならぬものであり詳細な発表がありま

した。

　原研の村田さんからは，原子炉の熱利用に原

研が取り組んでおられるというお話が興味深く

示されました。

　セッシ演ン3の国際パネル討論は，核不拡散

とINFCE，あるいはポストINFCEにつ
いてであり，今大会のヰ心テーマの一つでした。

　ここでの問題点は，1）主問題である平和利

用と核防は両立し得るか，幻ポストINFC鶏
はどうか，3）今後の見通し，4）この国際的作

業は果たして成果があったか，の4点で，討論の

結果を要約すれば，平和利用と核防は両立する

ことが全会一致で認められたことと，ポスト

INFCEの具体化は今後の問題であって，国
際プルトニウム管理（IPS），国際使用済み燃

料管理（ISEM）についても実施上の困難が伴

うことが指摘されたことでしょう。

　議長はしめくくりとして，INFCEの利点
は相互理解を深めたこと，技術的枠組みの限界

が明らかになったこと，このパネル討論を通じ

て世界各国の理解に役立つものがあったことを

述べられました。

　放射性廃棄物の処理処分についてのセッシ珊

ン4では，OECD原子力機関事務局長の1。
ウイリアムズさんから放射性廃棄物管理の科学的

根拠についての発表があり，続いて行われた原
研大洗研究所の宮永さんゐ，低レベル廃棄物の

試験的海洋処分に関する安全評価の発表の後で

パネル討論が行われ，日本としてもさらに国際
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的視野から考えていかねばならないことを痛感

しました。有澤会長の所信にもあったように，

この問題については，IAEAが中心となって
国際的に取り組んでいくことが望まれます。

　セソション5の原子力安全問題では，どうし

て原子力が必要なのかそのメリソトを積極的に

示さねばならないと述べられた，東京大学の安

さんの発言に感銘しました。安全か安全でないか

の議論のみでは原子力開発に対する国民の理解

を深めるために十分ではないと思います。

　そして，公衆には，常に真実を語ることと，

原子力の実情を語ることが特に必要です。

原子力二本計画の糞点
（a＞

（b）

原子力計画で重要なことは，現在の原子

力発電所の完成であり，特に軽水炉の完

成への努力と燃料サイクルの完成への努

力が要請されます。

そして，将来炉のFBRを完成させるこ
とです。

総括的所見

　次に，基本テーマに対し簡潔に私の所見を述

べたいと思います。

　まず，各国にエネルギー危機認識は浸透しま

した。程度の差こそあれ，各国とも石油から原

子力へというのが大勢です。そして，原子力開

発の危機は，当面次の3つです。

　㈲　核防　：　INFCEで論議され今後の方

　　　　　　　向が示されました。

　（b）安全　：TMIについては世界各国で対

　　　　　　　策がとられています。

　（ω　環境1日本では，比較的少ないが，地

　　　　　　　球上の根強い問題です。広い話

　　　　　　　し合いが必要で，具体的には，

　　　　　　　立地問題，パブリック・アクセ

　　　　　　　プタソス問題があり，これらに

　　　　　　　ついては，相互主張に基づいて，

　　　　　　　実際的な対話が必要です。

　パブリック・アクセプタンスについて，本大

会で，立地問題の解決に関連して，特に，有澤

会長が地域住民との合意，長田大臣が住民の信

頼性を得ることの重要性を指摘し，笹生教授が

地域政策の拡充について述べました。

　私は，パブリック・アクセプタンスのために

は，公衆を認識し，公衆と忍耐強く対話を続け

て行くことが必要だと思います。公衆の特質に

は，次のようなことがあるでしょう。

　（1）公衆を信頼せねば，公衆からの信頼は得

　　られません。

　（2）公衆の特質には，態度が変わるというこ

　　とがあります。

　（3）公衆の立場を理解することが，パブリッ

　　ク・アクセプタンスの初めです。

国際協力の必要性

　（a）一国のみの事情で，エネルギー掴問題を考

　　　えるべきではないと同時に他国に依存す

　　　る国際協力は効果はないと思います。あ

　　　くまで，ギブ・・アンド・テイクでなくて

　　　はなりません。自国の努力が前提となり

　　　ます。

　（b）　アメリカは，原子力発電につき最も経験

　　　豊かな大国ですから，世界の原子力開発

　　　に指導的な役割を今後も積極的に推進す

　　　ることを希望します。

最後に一つの提案を申し上げます。

1）先般大平首相がオーストラリアを訪問さ

　れ，環太平洋構想を打ち出されました。こ

　の構想は，一部で育ちつつあることも事実

　ですが，何分，ちょうど手頃の具体的問題

　がありません。そこで私は，原子力の翻ミ

　ユニティーを作るという構想はどうであろ

　うかと思います。ちょうど皿Cの時，手始

　めとして原子力の共同体，欧州原子力機構

　から仕事を始めた例（1958年）があり
　ますので，アジア地域における国際協力を

　深めるためにも，一つの前例として考慮し

　たらよいと思います。

2）ちょうど大会初日，有澤会長から，わが

　国の燃料サイクル完成によって，原子力供

　給国としての国際責任を果たすべきである

　との発言がありました。私はアジア地域諸

　国との原子力の会合にたびたび出席してお

　りますが，原子力分野で相提携してゆくこ

　どは，この地域における利益になると思う

　ことが多々あります。
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　環太平洋原子力コミュ端アィーとでも申しま

しょうか，少し前から考えていることですが，

良い機会ですのでご参考に供します。
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